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 要 旨           

 【請願要旨】 

  政府税制調査会の基礎問題小委員会は、本年６月に「個人所得課税に                                                            

 関する論点整理」を取りまとめました。今後、この論点整理にもとづき、                                                             

 ２００６年度以降の税制改正案が検討されることになります。 

  定率減税および各種所得控除が縮小されれば地域住民の暮らしを直撃する 

 ことにより、消費を冷え込ませ、ひいては地域経済の回復基調の足取りに深 

 刻な影響を及ぼすことが強く懸念されます。 

  よって個人所得課税における各種控除の安易な縮小・廃止を行わないこと 

 を求める意見書を国に対し提出されるようお願い致します。 

 【請願理由】 

  政府税制調査会の「個人所得課税に関する論点整理」は、給与所得控除の 

 縮小、特定扶養控除および配偶者控除の廃止など、勤労者世帯を中心に大規 

 模な増税につながる内容が列挙されています。 

  とくに給与所得控除については、給与生計者の必要経費概算控除という性 

 格にとどまらず、資産所得等との担税力格差に配慮した控除であること等を 

 鑑みれば、安易に縮小すべきものではありません。 

  家計の税・保険料負担は、年金保険料、雇用保険料の引き上げ、老年者控 

 除および配偶者特別控除の廃止など、ここ数年の税制や社会保障制度の改定 

 によって年々重くなっています。 

  さらに、２００６年１月からは、所得税および住民税の「定率減税」が縮 

 小される予定であります。定率減税および各種所得控除の縮小が地域住民の 

 暮らしを直撃することにより、消費を冷え込ませ、ひいては地域経済の回復 

 

   基調の足取りに深刻な影響を及ぼすことが強く懸念されます。 

  国は、各種控除の縮小・廃止に言及する前に、まず着実な景気回復により 

 税収の自然増をはかるとともに、歳出削減をはじめ国民が納得できる歳出構 

 造改革を行うべきです。 

  あわせて、所得捕捉格差の是正をはじめとする不公平税制の是正を早期に 

 実施すべきです。 

  また、所得税から個人住民税への税源移譲にあたっては、国民の税負担                                                            

 が税源移譲の前後で変化しないよう、十分な配慮措置を講じるべきであり                                                             

 ます。 
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   よって個人所得課税における各種控除の安易な縮小・廃止を行わないこと 

 を求める意見書を国に対し提出されるよう請願致します。 

 提 出 者           

 住 所 ・ 氏 名           

 塩釜市海岸通４番１３号 

 連合宮城塩釜地域協議会   議長 小 野     廣 

 紹 介 議 員           

 氏 名           

  中 川 邦 彦   東海林 京 子   福 島 紀 勝 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 付 託 委 員 会             総務教育 常任委員会 
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議員提出議案第６号 

 

           自治体病院の医師確保対策を求める意見書 

 

 上の議案を別紙のとおり会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 

平成１７年９月８日 

 

提出者 塩竈市議会議員 

田 中  徳 寿    武 田  悦 一 

伊 藤  栄 一    志子田  吉 晃 

鈴 木  昭 一    今 野  恭 一 

嶺 岸  淳 一    浅 野  敏 江 

吉 田  住 男    佐 藤  貞 夫 

木 村  吉 雄    鹿 野    司 

志 賀  直 哉    香 取  嗣 雄 

曽 我  ミ ヨ    中 川  邦 彦 

小 野  絹 子    吉 川    弘 

伊 勢  由 典    東海林  京 子 

福 島  紀 勝    伊 藤  博 章 

  

塩竈市議会議長 菊 地   進 殿 
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「別   紙」 

 

           自治体病院の医師確保対策を求める意見書 

 

 少子、高齢社会を迎え、地域住民が安全で安心な生活を送る上において、地域における

医療環境の整備・充実が極めて重要な課題となっている。 

 こうした中において、自治体病院は、地域医療の中核として、高度医療、特殊医療、小

児医療、夜間救急、輪番制二次救急医療等多くの不採算部門を担いつつ、医療提供体制の

確保と医療水準の向上に努めているところである。 

 しかしながら、昨年４月から実施されている新たな医師臨床研修制度の必修化に伴う大

学による医師の引き揚げや、医師の地域偏在、診療科偏在等により、地域医療を担う医師

の不足が深刻化している。 

 特に、医師の確保が極めて困難な状況にあり、そのため、診療の縮小に追い込まれてい 

 る。 

 このような医師不足は、全国的な問題となっており、各自治体は、医師確保に向けて、

懸命の努力を続けているが、大変困難な状況にあり、地域医療の確保・継続が危ぶまれて

いる。 

 よって、国におかれては、都道府県、大学、学会、医師会等との連携のもと、早急に抜

本的な医師確保対策を講じられるよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

  平成  年  月  日 

 

                       塩竈市議会議長  菊 地   進 

 

 関係機関あて 

 （衆議院議長・参議院議長・内閣総理大臣・総務大臣・厚生労働大臣・文部科学大臣・

  財務大臣）

-16- 



-17- 

 

                議 員 派 遣 の 件                 

 

                               平成１７年９月２７日 

 

 地方自治法第１００条第１２項及び塩竈市議会会議規則第１５３条の規定により、次のとお

り議員を派遣する。 

                    記 

 

 １．宮城県市議会議長会秋季定期総会 

  （１）派遣目的  各種議案等の審査 

  （２）派遣場所  岩沼市「ホテル モンタナリゾート」 

  （３）派遣期間  平成１７年１０月１８日から１９日まで 

  （４）派遣議員  志賀直哉 副議長 

 

 ２．第３９回宮城県市議会議長会議員研修会 

  （１）派遣目的  講演会等出席 

  （２）派遣場所  気仙沼市「サンマリン気仙沼ホテル観洋」 

  （３）派遣期間  平成１７年１１月１４日 

  （４）派遣議員  議員２３名以内 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

                                  ９ 月 ８ 日                    開 会 

   平 成 1 7 年 ９ 月 定 例 会                                                  

                                  ９ 月 3 0 日                   閉 会 

 

 

                 塩 竈 市 議 会 会 議 録                                                  



 

 

 

 

         平成17年９月８日（木曜日）                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

塩竈市議会９月定例会会議録                                                      

 

（第１日目）第13号                                     



  議事日程 第１号 

 平成１７年９月８日（木曜日）午後１時開議 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 会期の決定 

第３ 諸般の報告 

第４ 請願第１８号 

第５ 議員提出議案第６号 

第６ 承認第１号 

第７ 認定第１号及び第２号 

第８ 議案第５７号ないし第６９号 

第９ 議案第７０号ないし第７２号 

 

  本日の会議に付した事件 

日程第１ないし日程第９ 

 

  出席議員（２３名） 

 １番  菊 地   進 君       ２番  田 中 徳 寿 君 

 ３番  武 田 悦 一 君       ４番  伊 藤 栄 一 君 

 ５番  志子田 吉 晃 君       ６番  鈴 木 昭 一 君 

 ７番  今 野 恭 一 君       ８番  嶺 岸 淳 一 君 

 ９番  浅 野 敏 江 君      １０番  吉 田 住 男 君 

１１番  佐 藤 貞 夫 君      １２番  木 村 吉 雄 君 

１３番  鹿 野   司 君      １４番  志 賀 直 哉 君 

１５番  香 取 嗣 雄 君      １６番  曽 我 ミ ヨ 君 

１７番  中 川 邦 彦 君      １８番  小 野 絹 子 君 

１９番  吉 川   弘 君      ２０番  伊 勢 由 典 君 

２１番  東海林 京 子 君      ２２番  福 島 紀 勝 君 

２３番  伊 藤 博 章 君 
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  欠席議員（なし） 

 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長                  佐 藤   昭 君   助 役                  加 藤 慶 教 君 

収 入 役                  田 中 一 夫 君   総 務 部 長                  山 本   進 君 

市 民 生 活 部 長                  棟 形   均 君   健 康 福 祉 部 長                  佐々木 和 夫 君 

産 業 部 長                  三 浦 一 泰 君   建 設 部 長                  内 形 繁 夫 君 

市民生活部次長                              健康福祉部次長兼 

兼 環 境 課 長                  綿     晋 君   社会福祉事務所長  大 浦   満 君 

                      建 設 部 次 長 兼                 

産 業 部 次 長                  伊 賀 光 男 君   都 市 計 画 課 長                  茂 庭 秀 久 君 

                      総 務 部 行 財 政                 

総務部危機管理監  芳 賀 輝 秀 君   改革推進専門監                  田 中 たえ子 君 

総務部政策課長                  渡 辺 常 幸 君   総務部財政課長                  菅 原 靖 彦 君 

市民生活部                 健康福祉部 

市 民 課 長                  澤 田 克 巳 君   介 護 福 祉 課 長                  会 澤 ゆりみ 君 

産業部                   総 務 部                 

み な と ま ち づ く り 課長                  神 谷   統 君   総務課総務係主査  大 山 貴 之 君 

市 立 病 院 長                  長 嶋 英 幸 君   市立病院事務部長  佐 藤 雄 一 君 

市立病院事務部 

次長兼業務課長                  伊 藤 喜 昭 君   水 道 部 長                  佐々木 栄 一 君 

                      水道部総務課長                  

水 道 部 次 長                  大和田 功 次 君   兼経営企画室長                  尾 形 則 雄 君 

教育委員会委員長  東海林 良 雲 君   教育委員会教育長  小 倉 和 憲 君 

                      教育委員会 

教育委員会                 教 育 部 次 長 兼                 
教 育 部 長                  小山田 幸 雄 君   生涯学習ｾﾝﾀｰ館長  渡 辺 誠一郎 君 

教育委員会教育部              教育委員会教育部 

総 務 課 長                  橘 内 行 雄 君   学 校 教 育 課 長                  佐 藤 福 実 君 

選挙管理委員会               選挙管理委員会 

委員長職務代理者  稲 田 喜 一 君   事 務 局 長                  佐 藤 直 孝 君 

監 査 委 員                  高 橋 洋 一 君   監 査 事 務 局 長                  丹 野 文 雄 君 
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  事務局出席職員氏名 

事 務 局 長                  佐久間   明 君   事 務 局 次 長                  遠 藤 和 男 君 

事 務 局 次 長 兼                 

議 事 調 査 係 長                  安 藤 英 治 君   議事調査係主査                  戸 枝 幹 雄 君 
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  午後１時   開議 

○議長（菊地 進君） 去る９月１日告示招集になりました平成17年塩竈市議会９月定例会をた

だいまから開会いたします。 

  なお、暑い方は上着をぬがれても結構ですのでどうぞお願いいたします。 

 それでは、直ちに会議を開きます。 

 本議場への出席者は、市長、教育委員会委員長、選挙管理委員会委員長、監査委員並びにそ

の受任者であります。 

 本日の議事日程は、日程第１号の記載のとおりであります。 

 傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は電源を切るようにお願いいた

します。 

                                          ◇ 

  日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（菊地 進君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、18番小野絹子君、19番吉川 弘君を指名いたします。 

                                          ◇ 

  日程第２  会期の決定 

○議長（菊地 進君） 日程第２、会期の決定を行います。 

 本定例会の会期は23日間と決定することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、本定例会の会期は23日間と決定いたしました。 

                                          ◇ 

  日程第３  諸般の報告 

○議長（菊地 進君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 諸般の報告につきましては、さきに皆様にご配付しておりますとおり、地方自治法第 180条

第１項の規定により市長に指定しておりました専決処分の報告であります。 

 専決第18号原動機付自転車接触事故による損害賠償の額の決定については、平成17年７月21

日、専決第19号人身接触事故による損害賠償の額の決定については、平成17年７月27日にそれ

ぞれ専決処分がなされ、地方自治法第 180条第２項の規定により９月１日付で議長あてに報告

がなされたものであります。 
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 さらに、監査委員より議長あてに提出されました例月出納検査の結果報告２件並びに企業会

計例月出納検査の結果報告２件であります。 

 これより質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

 以上をもって、諸般の報告を終了いたします。 

                                          ◇ 

   日程第４  請願第１８号 

○議長（菊地 進君） 日程第４、請願第18号を議題といたします。 

 本定例会において、所定の期日までに受理した請願につきましては、お手元にご配付の請願

文書表のとおりであり、所管の常任委員会に付託いたします。 

                                          ◇ 

   日程第５  議員提出議案第６号 

○議長（菊地 進君） 日程第５、議員提出議案第６号を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 議員提出議案第６号について、提出者の代表から趣旨の説明を求めます。８番嶺岸淳一君。 

○８番（嶺岸淳一君） ただいま議題に供されました議員提出議案第６号について、提出者を代

表いたしまして、お手元にご配付の同議案別紙を朗読し、提案理由の説明にかえさせていただ

きます。 

           自治体病院の医師確保対策を求める意見書 

 少子、高齢社会を迎え、地域住民が安全で安心な生活を送る上において、地域における医療

環境の整備・充実が極めて重要な課題となっている。 

 こうした中において、自治体病院は、地域医療の中核として、高度医療、特殊医療、小児医

療、夜間救急、輪番制二次救急医療等多くの不採算部門を担いつつ、医療提供体制の確保と医

療水準の向上に努めているところである。 

 しかしながら、昨年４月から実施されている新たな医師臨床研修制度の必修化に伴う大学に

よる医師の引き揚げや、医師の地域偏在、診療科偏在等により、地域医療を担う医師の不足が

深刻化している。 
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 特に、医師の確保が極めて困難な状況にあり、そのため、診療の縮小に追い込まれている。 

 このような医師不足は、全国的な問題となっており、各自治体は、医師確保に向けて、懸命

に努力を続けているが、大変困難な状況にあり、地域医療の確保・継続が危ぶまれている。 

 よって、国におかれては、都道府県、大学、学会、医師会等との連携のもと、早急に抜本的

な医師確保対策を講じられるよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 以上であります。 

○議長（菊地 進君） ただいま上程中の議員提出議案第６号については、質疑、委員会付託、

討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、議員提出議案第６号については、さよう取り計らう

ことに決しました。 

 採決いたします。議員提出議案第６号については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立全員であります。よって、議員提出議案第６号については、原案の

とおり可決されました。 

                                          ◇ 

   日程第６  承認第１号 

○議長（菊地 進君） 日程第６、承認第１号を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） ただいま上程されました承認第１号につきまして、提案理由の説明を申

し上げます。 

 この議案は「平成17年度塩竈市一般会計補正予算」についてでございますが、地方自治法第1

79条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、その承認を求めるものでございます。 

 当該専決処分の内容についてでございますが、平成17年９月11日執行の衆議院議員総選挙に

係る補正予算を平成17年８月８日付で専決処分させていただいたものでございます。 

 ご承認を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よ
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ろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） これより質疑に入ります。（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第１号については、会議規則第37条

第２項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、承認第１号については委員会付託を省略することに

決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありませんので討論を終結いたします。 

 採決いたします。ただいま上程中の承認第１号については、原案のとおり承認することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立全員であります。よって、承認第１号については、原案のとおり可

決されました。 

                                          ◇ 

   日程第７  認定第１号及び第２号 

○議長（菊地 進君） 日程第７、認定第１号及び第２号を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） ただいま上程されました認定第１号及び第２号につきまして、提案理由

の説明を申し上げます。 

 まず、認定第１号でございますが、一般会計と10の特別会計を合わせまして、歳入は 400億 

2,838万 253円、歳出は 400億 8,741万 8,629円となっております。歳入歳出差引額は 5,903

万 8,376円のマイナスとなり、これから翌年度に繰り越すべき財源 7,538万 4,769円を除きま

すと実質収支は１億 3,442万 3,145円のマイナスとなっております。 

 それでは、各会計ごとに概略をご説明申し上げます。 
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 まず、一般会計でございますが、歳入が 202億 973万 7,753円、歳出が 198億 9,401万 663

円、差引額が３億 1,572万 7,090円となっております。このうち、翌年度に繰り越すべき財源

を除いた実質収支は２億 8,908万 2,090円となりましたので、１億 4,508万 2,090円を財政調

整基金に繰り入れ、残る１億 4,400万円を翌年度に繰り越しいたしております。しかしながら

実質収支から前年度実質収支及び財政調整基金による調整を除いた実質単年度収支では、マイ

ナスの３億 3,028万 3,742円となる大変厳しい決算となっております。 

 次に、特別会計でございますが、交通事業、老人保健医療事業、漁業集落排水事業、公共用

地先行取得事業につきましては、いずれも歳入歳出同額の決算となっております。 

 国民健康保険につきましては、歳入歳出差引額705万9,301円を基金に繰り入れております。 

  魚市場事業につきましては、歳入歳出差し引きで３億 6,810万 3,836円の歳入不足が生じま

したので、平成17年度の歳入をもって補てんをいたしております。 

 下水道事業につきましては、事業の未了により生じました 3,947万 3,950円を翌年度に繰り

越しをいたしております。 

  公共駐車場につきましては、 6,314万 7,700円の歳入不足が生じましたので、平成17年度の

歳入をもって補てんをいたしております。 

  介護保険事業につきましては、歳入歳出差引額68万 7,000円を基金に繰り入れております。 

  土地区画整理事業につきましては、事業の未了により生じました 926万 5,819円を翌年度に

繰り越しいたしております。 

  次に、認定第２号市立病院事業会計、水道事業会計につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、市立病院事業会計でございますが、収益的収支では収入総額が23億5,334万4,143円、

支出総額が28億6,420万7,165円となり、税抜きの損益計算による収支差引では５億1,086万3,022

円の純損失が生じ、この結果累積欠損金は46億 514万 3,843円となっております。 

 一方、資本的収支では収入総額が３億 860万 2,500円、支出総額が３億 860万 503円となり、

収支差引で 1,997円の残額が生じております。 

 市立病院では平成12年度から経営健全化に着手し、平成15年度には単年度不良債務を 6,400

万円まで圧縮することができましたが、今年度は深刻な医師不足に見舞われました結果、病院

事業収益の大宗を占める入院収益が大きく減少し、約４億 2,000万円の不良債務が発生するな

ど、まさに存続の危機に直面をいたしております。この状況を打開する、将来の自立安定的な

経営につなげるため、医師の確保、人員の適正化、人件費の圧縮などを骨子とした市立病院再
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生緊急プランに全力で取り組みますとともに、今後とも良質で安定した医療サービスの提供に

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、水道事業会計ですが、収益的収支では、収入総額が19億 9,254万 7,611円、支出総額

が18億 2,418万 5,359円となり、税抜きの損益計算による収支差引では１億 5,142万 5,718円

の純利益が生じ、その結果、平成２年度以来、懸案事項となっておりました繰越欠損金が解消

され、年度末未処分利益剰余金は１億 4,086万 6,013円となっております。 

 一方、資本的収支では、収入総額が３億79万 1,430円、支出総額が７億 5,649万 2,403円と

なり、収支差引で４億 5,570万 973円の不足が生じております。これにつきましては、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,672万 7,696円、さらには過年度分損益勘定留保

資金４億 3,897万 3,277円で補てんしております。今後も経費の節減、経営の効率化になお一

層努め、経営健全化を図ってまいります。 

  以上、各会計の概要につきましてご説明申し上げましたが、配付いたしております決算書及

び参考資料などをご参照の上、ご審議をいただき認定を賜りますようお願いを申し上げまして、

提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） 高橋監査委員。 

○監査委員（高橋洋一君） ただいま上程されました認定第１号「平成16年度塩竈市一般会計及

び各特別会計決算」並びに認定第２号「平成16年度塩竈市市立病院事業会計同じく水道事業会

計の決算」につきまして、その審査の概要を申し上げます。 

 本審査に当たりましては、市長より審査に付されました一般会計及び各特別会計の歳入歳出

決算書、同事項別明細書、実質収支に係る調書、財産に関する調書、資金運用状況報告書等に

ついて並びに地方公営企業の各会計決算報告書、財務諸表、事業報告書及び政令で定めるその

他の書類、明細書などについて計数の正確性を検証するとともに財務状況が明瞭かつ適正に表

示されているかどうか、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどう

かを主眼として審査するとともに、関係職員の説明を聴取するなどして審査いたしました。 

 なお、別に法の定めるところにより行っております例月出納検査並びに定期監査での結果を

総括し、あわせて決算審査を行ったものであります。 

 その結果、一般会計及び各特別会計にあっては、決算書等がいずれも法令に準拠して作成さ

れており、その内容については収入役及び各部が所管する諸帳簿並びにそれにかわる電算財務

会計と照合した結果、適正に表示され計数も正確でありました。また、各会計における予算執
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行も適正に行われており、執行状況も良好なものと認められました。 

 地方公営企業会計におきましても、各事業の決算諸表等は法令に準拠して作成されており、

事業の経営成績及び財政状況は適正に表示され、計数は正確なものと認められました。 

 各会計の決算概要については、ただいま当局から説明がありましたので、私の方からは審査

の概要を申し上げさせていただきたいと思います。 

 初めに、一般会計並びに各特別会計の決算の概要を申し上げます。 

 市長の方から提出されております決算審査意見書、資料№３でございます。その３ページの

財政規模の推移の表をごらんになっていただきたいと思います。 

 その実質収支の欄をごらんいただきたいと思います。 

 平成16年度の一般会計と各特別会計をあわせた全体の実質収支では、１億 3,442万 3,000円

の赤字決算となっております。 

 次に、一般会計の決算状況でございますが、同じ資料の５ページの表１をごらんいただきた

いと思います。 

 歳入決算額は 202億 973万 8,000円で、収入率が 98.49％、歳出決算額は 198億 9,401万

1,000円で、執行率は 96.95％となっております。 

 収支の状況につきましては６ページの表２をごらんいただきたいと思います。 

 ３行目のＣの行及び５行目のＥの行にあります形式収支及び実質収支はともに黒字となりま

したが、11行目、下から４行目でございますＫ行にあります実質単年度収支は３億 3,028万4,000

円の赤字決算となっております。前年度より 6,860万 5,000円悪化しております。また、普通

会計における財政状況を見ますと、次のページの表３に示しておりますように財政力指数、経

常収支比率、実質収支比率、公債費比率のいずれの数値も前年度よりも悪化しており、極めて

厳しい財政状況になっているといえます。 

 歳入の根幹をなす市税収入ですが、12ページをお開きいただきたいと思います。 

 12ページの上にある表の収入未済額の欄をごらんいただきたいと思います。前年度に比べ１

億 8,500万円減収の61億 700万円となっております。予算現額及び調定額が前年より２億円落

ち込んでいる中で、収入未済額は 3,400万円減っております。これは、歳入確保の努力が数字

にあらわれてきているものと考えております。 

 本市を取り巻く経済状況は依然として厳しく、税の減収はまだ続くものと考えられます。歳

出では民生費の伸びが続いており、これまでは他の分野で削減に努力し、これに対応してきて
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おりましたが、この努力も限界に近づいてきているというふうに考えられます。この厳しい財

政状況を市民の方に知っていただき、ご理解とご協力をいただくためにも積極的な情報の公開、

提供を行うとともに、さらに行政の効率化に向けた努力を行っていくことを望むものでありま

す。 

 次に、特別会計の決算状況を申し上げます。 

 資料、前の方に戻りますけれども、４ページをお開きいただきたいと思います。 

 一般会計特別会計歳入歳出決算の状況という表がございますけれども、その一番右端の方を

ごらんいただきたいと思います。10の特別会計の実質収支の総額でみますと４億 2，350万5,000

円の赤字決算となっております。主な会計について申し上げますと、まず、交通事業会計は歳

入歳出同額で決算されております。平成16年度を初年度とする交通会計健全化計画が策定され、

それに基づく経営が始められているところです。輸送人員については、人口の減少等から定期

券利用者が減となったものの、普通乗船と団体乗船の利用が増加し、全体としてはほぼ前年度

と同数になっております。事業収入では 100万円の減となっておりますけれども、事業費で 1,500

万円の削減を行い、健全化計画の目標達成が大いに期待できる初年度の経営成績となっており

ます。 

  人口減少が続く中で、目標達成には大きな困難があると考えられますが、さらなる努力を期

待するものであります。 

 国民健康保険事業については、歳入歳出差し引きで 705万 9,000円の黒字決算となっており

ますが、国保財政調整基金から 1,200万円の取り崩しを行っており、本年度の実質単年度収支

では 1,176万 3,000円の赤字決算となっております。しかし、保険税の見直しが行われたこと

により、前年度決算の実質単年度収支２億 3,781万 6,000円の赤字と比較しますと大幅に改善

されております。今年度の保険税収入は収入率が前年度より1.11ポイント下がり、不納欠損額

も収入未済額もふえている状況にあります。 

  歳出においては、保険給付費が依然として大幅に伸びていることから、安定した事業運営を

行うため、これまで以上の収入率の向上に向けた努力を望むものであります。 

 魚市場事業につきましては、歳入歳出差し引きで３億 6,810万 4,000円の歳入不足を生じ、

前年度に引き続き繰上充用金をもって補てんし、決算されております。今年度は水揚げ数量が

前年度より減少したものの金額は上回り、使用料及び手数料全体では前年度より1,059万6,000

円増収の 7,879万 5,000円となっております。一般会計からの繰入金が前年度より 1,975万 
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9,000円減少し、前年度の決算より決算内容はよくなっておりますものの、水産業を取り巻く環

境は依然として厳しい状況が続いており、今後の事業運営に当たっては、関係諸団体と十分に

協議を重ねながら、水揚げ高の増加に向けて努力されるよう望むものであります。 

 下水道事業につきましては、翌年度へ繰り越すべき財源 3,947万 4,000円を控除して、歳入

歳出同額で決算されております。本事業の面積普及率は87.7％、人口普及率は98.2％に達し、

事業は順調に進捗しているところであります。 

  一般会計の負担を軽減していくためにも、収入未済額の減少、水洗化率の向上に努め、歳入

の確保を図るとともに費用の削減に努力されるよう望むものであります。 

 公共駐車場事業につきましては、歳入歳出差し引きで6,314万8,000円の歳入不足額を生じ、 

繰上充用金をもって補てんし決算されております。決算内容を見ると、営業収支では 245万 7,

000円の黒字となっております。定期料金の改定により、これまでの決算より黒字幅がふえてい

るものの累積欠損金の早期解消に向けた一層の経営努力を望むものであります。 

 介護保険事業については、歳入歳出差し引きでは68万 7,000円の黒字となって決算されてお

りますが、介護保険財政調整基金から 4,393万 3,000円の取り崩しを行っており、今年度の実

質単年度収支は 4,310万 7,000円の赤字決算となっております。 

 歳入では収入率が前年度より0.27ポイント下がりまた不納欠損額と収入未済額が大幅にふえ

ております。認定者数は依然としてふえ続けており、これに伴い歳出では介護給付費が 9.4％

と大きく伸びています。今後、事業の健全な運営に向けてなお一層の努力を期待するものであ

ります。 

  次に、公営企業会計の決算概要を申し上げます。 

 資料№３の85ページ以降に改めて番号が振り直してありますけれども、後半の方の５ページ

をお開きいただきたいと思います。 

 まず病院事業会計についてですが、総収益と総費用の収支差し引きでは５億 1,086万 3,000

円の赤字決算となっております。入院外来患者数が前年度より大幅に減少し、さらに診療単価

も下がったことにより収支差し引きでは、前年度より３億 6,089万 3,000円の純損失が増加し

ております。年度末の未処理欠損金は46億 514万 4,000円、不良債務は17億 9,535万 8,000円

となり非常に厳しい財政状況となっております。 

 表には示しておりませんが、市立病院経営健全化計画と決算額の全体を比較しますと、総収

益で20億 5,500万円の目標値を下回り、総費用の縮減の方は10億 8,100万円だったため、純損
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益で９億 7,400万円下回る結果となっておりました。この原因は医療制度の改正、診療報酬の

マイナス改定などいろいろありますが、最大のものは常勤医師の大幅な減少にあります。病院

では市立病院再生緊急プランを示し、常勤医師の確保に努めながら、現在の環境の中で最適な

経営を行うための具体的な取り組みを実施することとしていますが、住民の健康を守り、良質

で安定した医療を提供し続けていくためにこの具体的な施策の早急な実施を強く期待するもの

でございます。 

 次に、水道事業会計ですが、16ページの表をごらんいただきたいと思います。 

 総収益と総費用の収支差し引きでは、前年度より１億 149万 5,000円の増収の１億 5,142万 

6,000円の黒字決算となっております。これにより、当年度末では未処理欠損金が解消しており

ます。料金改定をせずに供給原価が供給単価を２円63銭下回るといったような極めてよい決算

内容になっております。しかし、今後の事業見通しは、給水人口の減少、景気回復のおくれ等

により水需要の伸びは期待できないものと思われますことから、引き続き一層の経営の効率化

を進め、安全で安心な水を低価格で供給できるよう期待するものでございます。 

 以上が決算審査の概要でありますが、なお、詳細につきましては、ただいまの資料３決算審

査意見書に各会計ごとに記載しておりますのでご参照くださるようお願い申し上げます。以上

です。 

○議長（菊地 進君） これより総括質疑に入ります。20番伊勢由典君。 

○20番（伊勢由典君）（登壇） 日本共産党市議団を代表して、平成16年度決算に当たり、総括

質疑を行います。 

 平成16年度決算審査意見書の一般会計実質収支状況によれば、歳入決算額 202億 973万円、

歳出決算額 198億 9,401万円で、形式収支は３億 1,572万円の黒字としつつも、先ほどの実質

単年度収支は３億 3,028万円の赤字決算となっております。前年より 6,860万円赤字がふえて

おります。 

  平成16年度施政方針と予算では 207億 8,000万円、これは減税補填債借換債を除く実質的な

予算は 196億 6,240万円を組んでおりました。施政方針で平成16年度防災対策や産業の活力再

生の重要事業と合わせて財源を有効に生かすため、選択と集中を展開し、予算枠配分方式を取

り入れ、廃止すべきもの実施すべきものの整理を図って事業効果を行うとしておりました。 

 第一に伺うのは、今回の決算額を踏まえ、佐藤市長の取り入れた選択と集中、また先ほどの

一般財源枠配分方式のこうした取り組みについて総括的にどう評価されているのか、お伺いを
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いたします。 

 第２点目は国民健康保険特別会計についてであります。 

 歳入決算額50億 1,864万円であります。歳出は50億 7,936万円で差し引き 705万円の黒字で

あります。平成16年度は10.3％の税率を引き上げ、これは１世帯平均１万 6,042円でございま

すが、税率を引き上げております。決算審査意見書の保険税収入状況、この項目では平成16年

度調定額19億 9,438万円に対し、収入済額17億 2,964万円、収入未済額は２億 6,532万円で、

平成15年度より収入未済額では 4,493万円増加しております。平成16年度の不納欠損額は１億 

365万円で、これも平成15年、前年と比べて 7,181万円増加いたしました。不納欠損額と収入未

済額合わせて１億 1,674万円であります。主たる原因についてお伺いをいたします。 

 土地区画整理事業は歳入決算 8,541万円、歳出決算額 7,622万円としております。主な事業

は図面作成委託、建物の移転補償業務委託と報告されております。平成16年度施政方針でグラ

ンドデザインの検討とそれにふさわしい土地活用について努めるとしておりました。しかし、1

1月４日、企業公募が行われております。グランドデザインの描かれた土地活用は食住商、海と

魚と社をメーンにした土地活用ではなかったかと思います。大手企業を公募基準とした方針決

定はグランドデザインの描いた方向とは隔たった市の方針ではなかったかと思います。区画整

理事業の決算を踏まえ、佐藤市長の所感をお伺いをいたします。 

 これで第１回目の総括質疑を終わらせていただきます。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） 伊勢議員の総括質問にお答えをさせていただきます。 

 初めに、平成16年度決算についての自己評価といいますか、どのように考えているかという

ご質問でございました。ご案内のとおり、私、平成15年５月に市長に就任させていただきまし

た。平成15年度予算は既にその骨格が示されておりました。平成16年度は、初めてのみずから

の予算編成による決算を迎えることとなりました。まず、市政に臨む基本方針としては、この

地域の方々が本当に元気で活力を持って誇りを持ってこの地域で安全にお暮らしいただける、

日本一住みたいまち塩竈づくりを目指して、予算執行に当たったつもりでございます。そうい

った中で、地域活性化の取り組みといたしまして、貨物ヤード跡地の利活用の具体的な方策で

ありますとか、港奥部再開発事業と連携を図ったまちづくりということでヴェネツィア計画等

を策定し、賑わいのあるまちづくりと個性豊かな魅力あるまちづくり、一体なものを推進させ

ていただきました。また、宮城県沖地震に代表されます地震対策あるいは大雨洪水等の対策、
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安全性、安心度を高めるために町内会の皆様方のご協力を賜りながら、地域防災のあり方につ

いて真剣に取り組んだところであります。具体的には自主防災組織の編成でありますとか、避

難所となる公共施設の耐震強化といったようなことも努めさせていただいたところであります。

また、時代のキーワードとなっております少子高齢社会への対応といたしまして、のびのび塩

竈っ子プランを策定し、あるいは高齢者の健康長寿の取り組みの各種施策を進めさていただい

たところであります。また、元気高齢者の足の確保として、昨年はしおナビ 100円バス等も導

入させていただき、導入前より利用者が80％程度増加するといういったようなことで、市民の

方々から多角的なご活用いただいたというふうに考えております。 

  さらには、商店街の活性化施策といたしまして商人塾に代表されますように商業者の方々が

みずからの魅力ある拠点づくりに取り組んでいただいたところでありますし、さらには、この

塩竈の快適な環境空間を創造するため、なおかつ環境保護といったような観点から、本市なら

ではの資源循環型社会を目指しまして水産加工業の廃食用油を活用するバイオディーゼル燃料

の事業化の調査等も行わせていただいたところであります。こういった多角的な事業を展開さ

せていただいたわけでありますが、一方、決算の状況を見ますと、財政健全化の努力により、

経費の削減につきましては、先ほど議員の方からもお話しいただきましたように借換債を除い

た実質的な決算額としては、平成15年度比約５％の圧縮を図ることができましたが、しかし、

依然として市税の減少傾向あるいは扶助費の増加等々さらには三位一体改革による地方交付税

の減少等が本市の財政に大きく影を落としております。形式収支では２億 8,900万円の黒字で

ありましたが、実質単年度収支では３億 3,000万円の赤字と財政調整基金残高の枯渇状態とい

う大変厳しい状況にございます。このまま推移いたしますと依然として財政再建準用団体転落

といったようなことも大きく危惧される状況にあるという認識をいたしております。 

  こういった状況を踏まえまして、現下の厳しい財政状況を脱却するためには行財政改革を強

力に推進するということが市政の喫緊の課題であると受けとめておりまして、本年３月に平成1

6年度を初年度とする新行財政改革推進計画を策定し、市民の方々との協働による改革、あるい

はスピードコスト成果重視の改革、目標を設定した改革等を視点に、効率、効果的な行財政運

営を図りながら、市民の方々から信頼をいただける市政運営を目指しているところでございま

す。 

 特に、就任以来５カ年間で 100人の職員定数削減の目標を掲げてまいりましたが平成15年度

に26人、平成16年度に24人削減と２カ年間で50人削減することができ、今現在目標の50％を達
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成した状況にございます。 

 本市では、今、将来に向けた確かな方向を定める岐路に立たされているというふうな認識を

いたしておりますので、今後とも行財政改革の積極的な推進を図ってまいりたいと思っており

ます。 

 この２年間、市民の皆様にも大変なご負担をお願いしてまいりましたが、申し上げましたよ

うに、残念ながらいまだ確実な景気の回復基調には至っていない現状にあります。高度経済成

長期のつけがじわじわと自治体経営を圧迫している状況を感じ、少子高齢化社会に代表される

この国全体の社会構造の変革が、今求められていると考えております。 

 結果といたしまして、国は三位一体改革、地方はそれぞれの自治体が安定、自立して行財政

が運営できる改革に率先して取り組まなければならないと考えておりますが、平成16年度決算

はその第１歩を記すことができたものと考えております。なお、枠配分方式等につきましても

職員の自助努力の必要性を認識しながら、一定の効果が発現されたのではというふうに考えて

いるところでございます。 

 次に、国保税率改定後の財政についてご質問いただきました。 

 まず、現年度におきます収入未済額の増加要因についてお答えをさせていただきます。 

 平成16年度の国民健康保険事業特別会計の決算は、収支改善計画の初年度として市民の皆様

方の多大なるご協力をいただきながら、医療費分について10.3％、介護分について 19.93％の

税率改定を行わせていただき、実質的な単年度収支均衡に近づいていると認識をいたしており

ます。現年度分の保険税の調定額は医療分では平成15年度に比較し 9.8％増加、介護分で16.7％

増加し、合計で10.2％、１億 8,482万円増加し19億 9,438万円となりました。これに対し収納

額は合計で 8.8％増加にとどまっており、収入未済額が 4,493万円の増加となったものでござ

います。 

 現年度分の収納率は管理職による２度にわたる夜間徴収を行うなど、収納の努力もいたしま

したが、前年度を1.12ポイント下回る 86.70となっております。景気の低迷等も大きな影響が

あったのかなと思っておりますが、結果的には収入未済額が増加ということになりました。こ

のような結果を踏まえ、市税等の収納一元化の取り組みとして、本年４月納税推進室を設け、

より一層の収納率の向上に努めることといたしておりますので、ご理解をお願いいたしたいと

思います。 

 次に、滞納繰越分における不納欠損処分の増加の要因についてお答えをさせていただきます。
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国保税は前段申し上げましたように、常に適正な収納という努力をさせていただいております。

滞納繰越分につきましては、実態把握をしながら、時効や執行停止を判断し不納欠損処分を行

っておりますが、平成16年度は、特に滞納繰越のある世帯を個別訪問するなどして、実態把握

を強化し、不納欠損処分の基準の適用を進めたところでございます。結果といたしまして、前

年度に比較し大幅な増加となっております。ちなみに不納欠損処分額は14年度分が8,500万円、

15年度分は3,200万円、16年度分は約1億円となったものでございます。国民健康保険は制度上、

高齢者や低所得層が多い実態にありますことから滞納繰越分や不納欠損処分の増加の要因の一

因になっているものかなというふうに理解をいたしているところでございます。 

 今後におきましても、加入者の方々に国民健康保険は健康保険事業としての相互扶助の制度

である趣旨を十分ご理解いただくよう広報等に努めますとともに、さらなる収納率の向上に努

力を傾けてまいりたいというふうに考えているところであります。 

 最後に、賑わい商業ゾーンにおけるまちづくり参画者、グランドデザインとの整合性につい

てご質問をいただきました。お答えをさせていただきたいと思います。 

 海辺の賑わい地区におけるまちづくり参画事業者の公募についてでありますが、提案募集街

区の賑わい商業ゾーンについてはそれぞれの事業イメージを海辺の賑わい地区グランドデザイ

ンを基調とすることとし、グランドデザインに沿った内容での提案を求めたところでございま

す。グランドデザインにおきましては本塩釜駅とマリンゲート塩釜をつなぎ、賑わい地区の骨

格となる賑わい地区の北側をまとまった商業施設の誘致や塩竈の特性を生かした食のにぎわい

を集積する地区として、賑わい商業ゾーンに位置づけております。また地区全体のまちづくり

を先導する賑わい商業ゾーンには駅に近接した部分に大規模の店舗を誘致するゾーンと港町の

賑わいを醸し出す商業空間をつくり育てる賑わい広場のゾーン、この二つのゾーンを賑わい地

区と一体となった長期整備を図るというような計画内容になっております。公募の審査会では、

こうしたグランドデザインとの整合が重要な要件でありますので、３月に設置しました審査委

員会にはグランドデザイン策定委員会の委員長であります方々以下グランドデザインの策定に

かかわった多くの方々にも審査委員をお願いし、結果が、グランドデザインと十分適合するよ

うな配慮をしたところであります。 

 こういった中、事業予定者の決定理由といたしまして、以下の３点がグランドデザインの整

合性ということで採用されたわけであります。 

 一つは、郊外型とは違ったまち中ショッピングセンターとしての建築デザインであり、歩行
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者専用道路に面した建物やデッキを配置するなど回遊性を確保し、まちのにぎわいに配慮した

提案が評価できる。 

 二つ目としては、既存店舗が中心市街地を支える側面、雇用面などをなかなか見逃すことが

できないとの評価であり、移転後の回遊性維持の姿勢も非常に高かったということであります。 

 ３点目といたしましては、用地の賃借料や投資額、建築規模も大きく、地域の活性化に大き

く貢献ができるのではないかといったようなことが決定のポイントであるということでござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（菊地 進君） 議長と発言してからお願いします。20番伊勢由典君。 

○20番（伊勢由典君） 先ほどのご回答の中で平成16年度の、言ってみれば佐藤カラーと言うん

ですか、佐藤市長の初の予算編成ということで取り組んだと、前段はいろいろなことを述べて

おりますが、最後のくだりで平成16年度決算上、今回の決算を踏まえて、財政、今後の見通し

も含めて決算を踏まえたものなんだという、そういうご回答がございました。これは総括です

から、そういうものなのかどうか決算審査の中でさらに見きわめをしていく必要があるだろう

し、それから、先ほど予算枠配分方式なるものや、選択と集中も含むんでしょうが自助努力で

すとか、こういうものでの評価について、さらに詳しいそうした質疑を決算審査の中でも行い

ながら精査をしていきたいというふうに思います。 

 あと、やはり、特に佐藤市長の新たな取り組みの中で、国保税の引き上げという問題が大変

大きかったというふうに思います。同時に土地区画整理事業で先ほど市長のご回答がございま

して、公募を行ったといういきさつは、これまで議会の中でもさまざま繰り広げてきたことで

すので、これは蒸し返すつもりはございませんが、やはり、市民負担として不納欠損あるいは

収入未済額がふえてきているということは、やはり十分決算の中での審査の中で実態も明らか

にして、やっぱり市民生活の点で一体国保税の税率の引き上げが一体どうなのか、市民の暮ら

しにとってどういう重い負担になっているのか、決算の審議の中でも十分検討していきたいと

いうふうに思います。いずれにしてもふえていることは、これは金額上、決算上の額としても

事実でありますので、その辺の議論の方向性についてさらに決算特別委員会の中で深めながら

この点について私どもも十分検討していきたいというふうに思います。 

 これで総括質疑は終了します。 

○議長（菊地 進君） ２番田中徳寿君。 
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○２番（田中徳寿君） ニュー市民クラブを代表して平成16年度塩竈市一般会計、特別会計の認

定第１号及び病院、水道の企業会計の認定第２号について、市民の生活向上のために総括質疑

を行います。 

 佐藤市長が市政を担うようになり、３年目の半ばを迎えるに当たり、２回目の決算について

市長の成果を踏まえながら質問させていただきます。 

 市長は財政改革をなし遂げるために、今までに一つは職員の退職金確保のために宮城県市町

村退職手当組合に塩竈市の加入を決断実行し、職員の老後に対する不安感を一掃しつつ、なお

かつ塩竈市は財政改革のためのある種の道具を手にしたのであります。 

 二つ目は国保会計の財政健全化に向けての道筋をはっきりとつけたことであります。これら

は塩竈市の首長として佐藤市長がこの２年間になし遂げた大いなる成果であると考えます。こ

れからの後半の２年間で平成16年度の決算審査意見書の結びで述べられている民生費の繰出金

や扶助費を含めた社会福祉施策の需要が伸びており、これまでは他の分野での歳出削減を行い

ながらこれに対応してきていましたが、これからは今後どのようにして対応していくつもりな

のか、市長の方針をお伺いいたします。 

 なお、今回の決算においては、一般会計は黒字であり、そして水道事業の会計の累積赤字が

一掃されて黒字化しております。しかし魚市場事業会計及び公共駐車場事業会計の決算上の累

積赤字を解消していく所存なのか、つまりこれまでどおりの繰上充用でよしとするのか、ある

いはまた政策的手段で累積赤字を解消し、これから続く毎年度決算を実質収支上の黒字化とし

て行っていくのか市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、多額の累積赤字を抱え、なおかつ現在も赤字を発生している病院事業会計をどのよう

な方針に基づいていかれるのか、病院そのものが存続していける最良最善の基本的政策につい

て市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、海辺の賑わい事業を進展されてから、塩竈市において本塩釜駅前におけるマンション

建設が始まり、また市内各地に建設工事が見受けられるようになりましたが、まちづくりの観

点や税収の面からどのような認識をされておられるのかお伺いいたします。 

 以上をもって総括質疑といたします。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） 田中議員の総括質疑にお答えをさせていただきます。 

 初めに、平成16年度決算についてでありますが、先ほど伊勢議員にもご回答を申し上げまし

-19- 



たとおり、本市の財政状況、予断を許さない大変厳しい状況であるという認識で引き続き行財

政改革に積極的に取り組む所存でございますが、そういった中、例えば民生費の繰出金や扶助

費の増加などの対応についてご質問いただきました。残念ながら全国的な景気の低迷の影響か

と思いますが、さらには自立困難な高齢者の方々の増加といったようなことによりまして、介

護保険や国保会計への繰出金や生活保護費などの扶助費が年々増加傾向にございまして、財政

硬直化の一因となっております。このような状況は今後も続くことが予想されますので、まず

は介護予防の推進でありますとか、生活困窮者に対する自立支援策の強化、さらにはそういっ

た機会の数多くふやすために企業誘致による雇用の確保といったようなことを強力に進めてま

いりたいと考えております。さらに抜本的な歳出構造の是正といったようなことも、今取り組

むべき課題ではないかなと思っております。こういったこととあわせ、収納率の向上による財

源の確保等にもあわせて努めてまいりたいと考えております。 

 次に、魚市場会計、駐車場会計、市立病院会計の累積赤字の解消策についてというご質問を

いただきました。公共駐車場事業会計でございますが、このほど開設いたしました海岸通地区

の顧客利便施設と連動させながら累積赤字の解消に努めてまいりたいと考えておりますし、事

実平成16年度、若干改善の兆しが見えておりますし、利用形態等につきましても新しい利用形

態を提案させていただいております。土曜日、日曜日にお買い物に行く方々に１日とめておい

てもこういう金額ですよといったような提案でございます。そういった利用者の方々が利用し

やすい提案もさせていただきながら利用料金の増大というようなことに、なお一層努めてまい

りたいと考えております。 

 魚市場事業会計につきましては、当然のことでありますが、まず、水揚げ高の確保に努めな

ければならないというふうに考えております。産地漁場を回っていろいろ誘致活動も当然必要

な施策ではないかと考えております。あわせまして産地市場のあり方といったようなものを根

本的に見直す時期ではないかというふうに考えております。魚市場の運営形態でありますとか

その他の流通形態につきましても、この時代にあった流通形態等につきましても積極的な検討

が必要ではないかなというふうに考えております。こういった流通機構の簡素化に向けた取り

組みについても深めてまいりたいと思っております。また、管理業務の効率化といったような

ことにつきましても、現在まで一定の取り組みはいたしてまいりましたが、なお一層こういっ

た管理運営業務の効率化ということに努めてまいりたいと思っております。そういったことの

積み重ねによりまして累積赤字の解消に努め、いずれは公共駐車場事業会計、魚市場事業会計
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とも繰上充用というような変則的な事態は何とか解消してまいりたい、一定の道筋をつけてま

いりたいというふうに考えているところであります。 

 また、特に、非常に厳しい経営環境にあり、存続の危機に直面いたしております市立病院事

業会計についてでありますが、まずは、医師確保であります。平成15年度、16名ぐらいの医師

がおりましたが、平成16年度は11名、10名というような水準でありました。大変厳しい環境で

ございました。こういった常勤医を１名でも２名でも数多くふやしていくということが喫緊の

課題だと考えておりますし、事実９月１日にはおかげさまをもちまして新しい医師１名が何と

か確保できたところでありますし、こういった動きをなお一層強めてまいりたいと思っており

ます。全体といたしましては緊急再生プランに基づき、まずは、平成17年、平成18年、２カ年

間の収支均衡を図るため、院内での議論を深めるなど職員一丸となって経営健全化に取り組ん

でまいる所存でありますし、私も何度か市立病院の方に足を運ばさせていただきまして、現下

の厳しい環境につきましては説明をさせていただきながら、医師の方々とも今後のあり方につ

いて忌憚のない意見交換等もさせていただいているところであります。ぜひ、平成17年、平成1

8年の健全化期間内に一定の方向性を打ち出してまいりたいと思っています。 

 また、下水道事業会計でありますが、98.2％という人口普及率になっておりますので、今後

は全体的な整備を計画的に調整してまいりたいというふうに考えているところであります。 

  次に、海辺の賑わい地区整備に関連したまちの活性化についてのご質問でございました。伊

勢議員にもお答えさせていただきました。当地区、市内に唯一残された名実ともに中心市街地

であります。この地域をどのように活用するかといったようなことが、本市の活性化の命運を

握っているといっても過言ではないというふうに考えております。当然のことでありますが、

将来の塩竈市の賑わいの機軸となる空間創出のため、塩竈らしさを生かしたグランドデザイン

を策定させていただきましたが、その内容に沿って今後積極的な促進を図ってまいりたいとい

うふうに考えております。また、海辺の賑わい地区と連動して港奥部の再開発事業であります

とか、15、16で取り組みましたヴェネツィア計画といったような横の連携も図りながら、歴史

文化、賑わい、快適性といったようなものを相互的に醸し出すことができるまちづくりの展開

を図ってまいりたいと思っておりますが、こういった中、本塩釜駅前でマンション建設が始ま

りました。また、塩釜駅前でも同様な計画があると伺っておりますし、市内には、例えば東部

地区への衣料品小売店の新たな展開でありますとか、港湾の方でも自動車リサイクル産業の施

設整備等々がようやく進み始めました。こういったことが遠因になっているのかなとは思いま
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すが、先ほど公表されました地価公示価格はこの地区におきましてはおかげさまで他地区と比

較しますと下落傾向に若干の歯どめがかかったというように理解をいたしておりますが、これ

らの動きは、やはり海辺の賑わい地区の新たな動きとそれぞれ連動したものであり、その共鳴

しながら集客力の確保、地域経済の活性化につながるものと考えております。 

 こういった取り組みをなお一層強めながら、行財政改革が目指すべき目標は安定的で自立し

た行財政を確立していくことで、将来の魅力あるまちづくりを実現することにあると思ってお

ります。まさに、日本で一番住みたいまち塩竈のまちづくりの平成16年度は一里塚だったとい

うふうに考えております。また、改革には、当然のことでありますが、厳しさが伴います。ま

ずは、率先して市職員が今を生きる市民そして未来を生きる市民の方々のために、本当に住ん

でよかったと思われます魅力あるまちづくりを創出するために全力を傾けて行財政改革に取り

組んでまいりたいと考えております。以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） これをもって総括質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、総括質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては議員全員をもって構成する平成16年度決算特別委員

会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、本案については議員全員をもって構成する平成16年

度決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。 

                                          ◇ 

   日程第８  議案第５７号ないし第６９号 

○議長（菊地 進君） 日程第８、議案第57号ないし69号を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） ただいま上程されました議案第57号から第69号までにつきまして、提案

理由の説明を申し上げます。 

 議案第57号は「塩竈市情報公開条例の一部を改正する条例」でございます。本市情報公開審

査会からの建議を踏まえまして、指定管理者制度が導入されることに伴い、指定管理者は出資

団体等と同様にその施設の管理に係る情報についてみずから積極的に公開するように努める義
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務を規定した条文を新たに加え、情報公開のより一層の充実を図るための改正を行おうとする

ものでございます。 

 次に、議案第58号は「塩竈市個人情報保護条例の一部を改正する条例」でございます。 

 改正の１点目は、本市個人情報保護審査会からの建議を踏まえまして、指定管理者に対し個

人情報の保護のための措置を講じる義務を課すこと。 

 ２点目は、死亡された方の個人情報について、まず配偶者と子、次にそれらの者が存在しな

い場合には一定範囲の血族に限り開示請求権を認めること。 

 ３点目は、現在の条例は罰則として個人とその個人が属する法人の代表者等にも罰則を適用

する両罰規定を設けておりますが、個人情報の保護に関する法律等は両罰規定にはなっており

ません。法律と整合性を図るため、法人の代表者等への罰則規定を削除する改正を行おうとす

るものでございます。 

 議案第59号「塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」につきまして

は、現在は乳幼児医療費助成事業対象者のうち、社会保険に加入されている方は乳幼児が診察

を受けたとき各医療機関の窓口で一部自己負担金を支払っていただいた後、申請していただき

助成金を交付する制度になっておりますが、一部自己負担金を市が直接医療機関に支払う方法

にすることにより、窓口での支払いをなくしサービスの向上に努める改正を行おうとするもの

でございます。 

 次は、議案第60号「塩竈市建築基準条例の一部を改正する条例」でございます。 

 建築基準法等の一部を改正する法律や、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

等が施行されたことに伴いまして、条例で引用しております建築基準法の条項にずれが生じま

すので、その改正と新たに追加になります事務もありますので、新設の事務につきましては手

数料を聴取する改正を行おうとするものでございます。 

 次に、議案第61号「塩釜港旅客ターミナル条例の一部を改正する条例」につきましては、塩

釜港旅客ターミナル（通称マリンゲート塩釜）に来年４月１日から指定管理者制度を導入する

ために、新たに開館時間と休館日及び指定管理者が行える権限等の規定を設け、外税方式だっ

た利用料金を総額表示に改める等、指定管理者制度導入に備えて改正を行おうとするものでご

ざいます。 

 議案第62号「塩竈市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」につきましては、

水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正す
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る法律が施行されたことに伴い、条例で引用する水防法が改正され、条ずれを起こしたため、

条ずれを修正し、当該法律の施行日、平成17年７月１日に改正後の条例を適用させるための改

正を行おうとするものでございます。 

 議案第63号「塩竈市民交流センター条例の一部を改正する条例」につきましては、市民交流

センター内の遊ホールにつきまして、新たに減免規定を設けることで、遊ホールのより一層の

利用を促進するための改正を行おうとするものでございます。 

 次は、議案第64号「塩竈市スポーツ施設条例」でございますが、塩竈市体育館と塩竈市温水

プールに来年４月１日から指定管理者制度を導入し、両施設を一体的に管理運営するため指定

管理者の権限や利用料金の規定を設けた新たな条例を制定し、既存の塩竈市体育館条例と塩竈

市温水プール条例を同日で廃止する等の改正を行おうとするものでございます。 

 次に、議案第65号「平成17年度塩竈市一般会計補正予算」でございますが、歳入歳出それぞ

れ１億 4,748万円を追加いたしまして、総額を 182億 8,435万 9,000円とするものでございま

す。 

 歳出といたしましては、 

  １．滞納処分のための公売に係る不動産鑑定費といたしまして     83万 6,000円 

 ２．津波等の防災情報を利府町沿岸部に提供するための無線設備拡張工事費といたしまして

                                  146万 4,000円 

 ３．消防団における消防用ホース整備費といたしまして        95万 6,000円 

 ４．公衆浴場の施設改修助成費といたしまして                  156万円 

 ５．特定疾患患者の方々への見舞金といたしまして          100万 5,000円 

 ６．アスベスト対策のため、市民センター及び老人福祉センター機能の一部を移設するため

  に行う旧勤労ホームの整備費といたしまして                100万円 

 ７．海岸通顧客利便施設の整備に伴い、既存トイレを解体撤去するための費用として 

                                     300万円 

 ８．商業活性化のために行う地域づくりアドバイザー事業費及びテナントミックス事業費と

  いたしまして                             104万円 

 ９．木造住宅耐震診断事業費といたしまして                               320万円 

 10. スクールゾーンにおける危険ブロック塀の除去事業費といたしまして   134万円 

 11. 中学１年生全員が社会奉仕等の社会との接点となる体験活動を行う、13歳の社会へのか
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  け橋づくり事業費といたしまして                  20万 8,000円 

 12. 海辺の賑わい地区において、公共用地として土地開発公社から用地を取得する経費の一

  般会計負担分といたしまして                  ２億 2,500万円 

などを計上いたしております。 

  これらの財源といたしましては、 

  国庫支出金といたしまして                        104万円 

  県支出金といたしまして                     414万 4,000円 

 諸収入といたしまして                         260万円 

  市債といたしまして                      ２億 2,500万円 

を計上するとともに、繰入金といたしまして 8,530万 4,000円を減額いたしております。 

  次に、議案第66号「平成17年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予算」についてでございま

すが、介護保険法の改正により、平成17年10月から介護保険施設等における自己負担制度が変

更されることに伴い、歳入歳出からそれぞれ 4,700万円を減額し、総額を33億 1,216万円とす

るものでございます。 

 次に、議案第67号「平成17年度塩竈市土地区画整理事業特別会計補正予算」でございますが、

減価補償金による公共用地の取得費が確定したことに伴い、歳入歳出それぞれ４億 2,442万 6,

000円を増額し、総額を９億 3,922万 6,000円とするものでございます。 

  次に、議案第68号「工事請負契約の締結について」につきましては、本市の下水道整備計画

に基づきまして整備を進めております「17－補 中央第３貯留管築造工事」に係る工事請負契

約でございます。 

 工事の概要は議案記載のとおりでございまして、乙型ＪＶでの制限つき一般競争入札制度を

適用して発注した案件でございます。 

 この工事につきましては、去る７月20日に告示を行い、８月４日まで参加申し込みを受け付

けたところ、６特定建設工事共同企業体から参加申し込みがあり、全員が告示で定めた資格基

準を満たしていると認められ、８月12日に入札を執行いたしました結果、りんかい日産建設株

式会社・株式会社八島工務店特定建設工事共同企業体が１億 9,110万円で落札したものでござ

います。この結果を受けまして８月15日に仮契約を締結いたしましたので、議会の議決に付す

べき契約に関する条例、第２条の規定に基づき議決を求めようとするものでございます。 

 次に、議案第69号「塩竈市土地開発公社定款の一部変更について」でございますが、公有地
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の拡大の推進に関する法律施行令の一部が改正され、借地借家法に規定する事業用借地権設定

による賃貸事業が加えられましたことに伴い、塩竈市土地開発公社定款第17条第１項第２号に

規定する土地について、公社業務の範囲に同業務を追加する等の変更を行おうとするものでご

ざいます。 

 以上、各号議案についてご説明を申し上げましたが、なお、補足を必要とする部分につきま

して、担当部長からそれぞれ説明をいたさせますので、よろしくご審議の上、ご協賛賜ります

ようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（菊地 進君） 三浦産業部長。 

○産業部長（三浦一泰君） 議案第61号塩釜港旅客ターミナル条例の一部を改正する条例につい

てご説明をさせていただきます。 

 今回の条例改正は地方自治法改正で導入されました指定管理者制度を来年４月１日からマリ

ンゲート塩釜にも適用するため所要の改正を行おうとするものでございます。 

 初めに、資料№15、議案資料の18ページをお開きいただきたいと思います。№15の18ページ

でございます。 

 この新旧対照表によりまして、主な改正点をご説明申し上げます。 

 左側の改正案の欄をごらんいただきたいと思います。 

 まず、第３条ではマリンゲート塩釜の管理を指定管理者に行わせることを定めています。 

 第４条では指定管理者が行う業務の範囲、第５条では施設の開館時間や休館日を定めており

ます。 

 第６条から第９条までで、これまで本市が行っておりました施設の利用許可、制限など利用

上の権限を指定管理者に行わせることと定めております。 

 19ページになりますが、第10条では利用料金は指定管理者の収入とすること。 

 第11条では、料金の減免についてはあらかじめ市長の承認を受けた基準内で行うことと定め

てございます。 

 20ページをお開きいただきたいと思います。 

 この表は現行の委託制度、右側と左側、ただいまご説明申し上げました指定管理者制度導入

後の比較を行った表でございますので、ご参照いただきたいと思います。 

 次に、利用料金についてご説明申し上げますので、資料№２の18ページをお開きいただきた
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いと思います。 

 この別表２掲載の利用料金の基準額でございますが、基本的には現行と同じ額としてござい

ますが、消費税それから地方消費税を含む総額表示制に改めた額としておるものでございます。 

 最後になりますが、今後のスケジュールといたしましては、本条例を議決していただきまし

た後、庁内に指定管理者選定委員会を設置して、指定管理者の選定を行い、12月議会にご提案

をし、議決をいただきました後に指定管理者との協定書を締結して、来年４月１日から指定管

理者制度に移行させていただきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（菊地 進君） 小山田教育部長。 

○教育委員会教育部長（小山田幸雄君） それでは、私の方から議案第63号塩竈市民交流センタ

ー条例の一部を改正する議案につきまして説明をさせていただきます。 

 文書番号15の議案資料、22ページをごらんいただきたいと思います。 

 市民交流センターは平成３年に開館いたしております。その当時は文化施設ということで位

置づけましたので、いわば質の高さを維持するために利用料金についての減免の制度は設けて

おりませんでした。しかし、利用される市民の中からやっぱり使いにくいという声がありまし

た。そんなことから、利用率も50％前後を推移しておりました。そんな経験から踏まえまして、

利用を促進し、そして市民文化を高めていくためにこの機会に減免制度を設けさせていただこ

うということであります。それが22ページの資料の第７条に、教育委員会に減免の裁量権を認

めていただこうというものであります。 

 この施行につきましては、できれば10月１日を予定しております。 

 次に、議案番号第64号の塩竈市スポーツ施設条例について説明させていただきます。同じ文

書の23ページをお開き願いたいと思います。 

 この条例は、指定管理者制度の導入のために既存の体育館の条例と温水プール条例を合体し

ようというものでありまして、これからの説明は指定管理者制度によってどう変わるかという

ことと、それから利用料金についての改正内容について説明させていただきます。 

 23ページの資料は、いわば指定管理者制度が導入される前と、された後とどう変わるかとい

うことの比較表になっております。 

 八つほど大きな区別がありますが、まずは管理主体として、これまでは教育委員会が主体と

なっておりました。今回、指定管理者制度が導入されますと、その管理の主体が指定管理者に

移るということであります。同じように、利用許可でありますとか利用の制限、それから開館
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時間、休館日、それから利用料金、それから利用料の減免制度、それから利用許可の取り消し、

それから施設管理経費の支出こういったものが教育委員会から指定管理者に移るというもので

あります。 

 こういう大きな改正になるわけですが、それをイメージしたのが24ページの資料。24ページ

であります。 

 上段では、現在の委託制度のイメージを、それから下段では指定管理者制度導入された後、

どういうイメージになるかということを比較しております。ごらんいただいておりますように、

利用者に向き合うのは現在であれば教育委員会でありますが、指定管理者制度になりますと指

定管理者が前面に出ていく、そしてそれを教育委員会がある意味では下支えしていくというふ

うな形になりまして、教育委員会の権限はここに書いてありますように不払い料金の徴収であ

りますとか、目的外の使用許可ないしは不服申し立てに対する決定、こういった権限に絞られ

ます。そんなことで、指定管理者の権限は相当に大きなものになりますので、地方自治法はこ

の指定管理者の選任については議会の議決を求めております。 

 これからの日程といたしましては、12月議会にこの議案を出させていただきまして、来年の

４月に指定管理者制度に移行していきたいというふうに考えております。 

 次に、条例の二つ目の利用料金の改正の考え方でありますが、一つは体育館でありますが、

これにつきましては、消費税につきまして、これまでは総額表示になっておりませんでした、

いわば本体価格だけで条例で表示しておりましたけれども、国の方針が総額表示になりました

ので、それにあわせた改正ないしは消費税の端数処理をしていこうというような内容になって

おります。 

 それから、温水プールについての料金でありますが、平成８年に温水プールができました時

は、実は雇用促進事業団がつくって、市が所管いわゆる維持管理するということでした。そん

なわけで、いわば施設の利用目的といいますのは勤労者福祉ということでありました。しかし、

平成16年２月にこの施設を市が買い取りましたので、いわば勤労者福祉から市民一般の利用に

供するというふうなものになりました。そんなことですから、このときに料金制度についても

改正すべきであったのでありますが、平成15年に指定管理者制度が導入されましたので、この

改正のときにこの料金についても改正しようということで待っておりました。そんなわけで今

回利用料金について一元的に整理しようというものであります。 

 それから、２、３、４につきましては、これまでの利用をしていただいた結果、なお、やっ
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ぱり不便であるとか、というような声も寄せられておりますし、市民的な利用をさらに高めて

いくためにここで書いておりますように貸し切り料金を午前、午後、夜間というものに３区分

に分け隔てなく一律にしようということでありますとか、あるいは高齢化社会に備えまして65

歳以上の高齢者の割引制度を新たに設けること、ないしはフリーパス券をつくる。それからこ

れまで、雇用促進事業団の施設の時代にはいわば事業所会員券というものをつくっておりまし

たけれども、これを廃止いたしまして、クーポン券制度というものに切りかえていこうという

ような内容になっております。 

 それから、次のページの20ページは、ただいま説明させていただきましたものを新旧対照表

の形であらわさせていただいたものでありますのでごらんいただきたいと思います。以上であ

ります。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） それでは、私から議案第65号塩竈市一般会計補正予算の概要につき

まして、同じく資料№15に基づいてご説明申し上げます。 

  お手数ですが27ページをお開き願います。 

 この表は一般会計及び特別会計の総括表でございます。 

 今回、歳入歳出を補正いたします額は一般会計で１億 4,748万円、介護保険事業特別会計で

はマイナス 4,700万円、土地区画整理事業特別会計では４億 2,442万 6,000円、合わせまして

５億 2,490万 6,000円でございます。このことによりまして、一般会計及び特別会計の補正後

の予算総額は 395億 664万 2,000円となりまして、補正前と比較いたしますと 1.3％の増とな

るものでございます。 

  次に、一般会計の補正予算の概要につきましてご説明申し上げます。 

  説明の都合上、先に歳出の補正内容についてご説明申し上げますので、32、33ページをお開

き願います。 

  ここでは、歳出の予算を性質別に分類し、比較してございます。 

 まず、費目２の物件費でございますが 431万 7,000円でございます。これは収納対策事業と

して行う公売のための不動産鑑定費でございます。木造住宅耐震診断助成事業費、13歳の社会

へのかけ橋づくり事業費などでございます。 

  費目３の維持補修費 239万 4,000円でございますが、これは防災無線の拡張工事費及びアス

ベスト対策のため老人福祉センター等の利用者が旧勤労青少年ホームの一部を活用することに
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なりますのでそのことに伴います同施設の整備費でございます。 

  費目５の補助費等でございますが、 494万 2,000円であります。これは公衆浴場の施設改修

への助成費、特定疾患見舞金費それから商業関係団体等とタイアップし、各種補助制度を活用

しながら、商業振興を図る地域づくりアドバイザー事業費並びにテナントミックス事業費、そ

して地震災害に備えて危険ブロック塀等の除去と、生け垣等の設置を推進するスクールゾーン

内危険ブロック塀等の除去費用でございます。 

  費目６の普通建設事業費のうち、単独事業２億 2,895万 6,000円でございますが、これは石

油交付金を活用して行います消防用ホースの整備事業費、それから海岸通に駐車場とトイレが

一体となったいわゆる顧客利便施設が完成したことに伴います既存トイレの解体工事、それか

ら海辺の賑わい地区において、公共用地として土地開発公社から用地を取得する経費の一般会

計負担分でございます。 

  費目12繰出金マイナス 9,312万 9,000円でございますが、これは介護保険事業特別会計並び

に土地区画整理事業特別会計に対する繰出金を減額するものでございます。 

  次に、歳入についてご説明を申し上げます。28、29にお戻り願います。 

 費目14の国庫支出金 104万円、これは木造住宅の耐震診断助成事業に係る国庫補助金でござ

います。 

  費目15の県支出金 414万 4,000円、これは消防用ホースの整備事業に係る石油交付金及び公

衆浴場施設改修事業、テナントミックス事業、木造住宅耐震診断助成事業、危険ブロック塀等

除去事業、13歳の社会へのかけ橋づくり事業に伴う、それぞれ県補助金でございます。 

 費目20の諸収入 260万円、これは公売に係る滞納処分費、それぞれ防災無線拡張工事に係る

利府町からの負担金、地域づくりアドバイザー事業に係る財団法人地域活性化センターからの

助成金でございます。 

 それから費目21の市債２億 2,500万円、これは海辺の賑わい地区において、公共用地として

土地開発公社から用地を取得する経費に充当するための市債でございます。 

  費目18の繰入金につきましては、以上の歳入歳出予算の補正に伴います財源調整の基金繰入

金で行っているものでございます。以上で終わります。 

○議長（菊地 進君） 内形建設部長。 

○建設部長（内形繁夫君） それでは、議案第67号「平成17年度塩竈市土地区画整理事業特別会

計補正予算」についてご説明申し上げます。 
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 恐れ入ります、議案資料№13の８ページをお開き願います。 

 まず、第１条では、補正予算といたしまして歳入歳出予算の総額に４億 2,442万 6,000円を

それぞれ追加し、歳入歳出予算の総額を９億 3,922万 6,000円とさせていただく内容でござい

ます。第２条では地方債の変更を記載しております。 

 次に、補正の内容をご説明申し上げます。 

 次ページ、９ページ、10ページをお開き願います。 

 説明の都合上、歳出からご説明申し上げます。 

 まず、第１款１項土地区画整理事業費用４億 2,442万 6,000円増額補正し、補正前の額５億 

1,480万円に加え歳出の総額を９億 3,922万 6,000円とするものでございます。これは、昨年度

から減価補償金による公共用地の取得を行ってきておりますが、減価補償金総額６億86万 6,0

00円のうち平成16年度で 5,246万 8,000円、平成17年度当初で１億 2,397万円を計上いたして

おりますので、今回その残額を計上するものでございます。 

 次に、これに係る財源措置といたしまして、歳入をご説明申し上げます。 

  １款１項国庫補助金を 4,758万円増額補正し、補正前の額２億 1,667万円に加えまして２億 

6,425万円といたすものでございます。これは、これまで単独事業費で見ておりました事業を交

付金対象事業といたしまして組み替えができたことによるものでございます。 

  次に、３款１項市債でございますが、４億 6,410万円増額し市債の計を６億 1,070万円とす

るものでございます。この４億 6,410万円の内訳でございますが、一つはこれまで単独費で計

画いたしておりました減価補償金が起債対象とされたことによりまして、今回、お願いいたし

ております歳出補正額４億 2,440万円の財源としての地方債と前段ご説明申し上げました国庫

補助金増額に伴う地方債 3,970万円でございます。これらによりまして、一般会計からの繰出

金でございます２款１項他会計繰出金を 8,725万 4,000円を減額補正し、繰出金の計を 6,427

万 6,000円とするものでございます。 

 以上、補正後の歳入予算についても歳出同額の９億 3,922万 6,000円とする内容でございま

す。 

 11ページをお開き願います。 

 本土地区画整理事業における地方債の限度額を６億 1,070万円とするものでございます。今

回の補正予算の計上によりまして予定しておりました減価補償金による公共用地の面積を確保

することが可能となり、換地の対象となる地積も確定し、減歩の面積が確定いたしますので仮
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換地指定ができる状況となってきております。結果といたしまして、地区内の土地活用が可能

となりますので、事業全体の推進に大きく結びつくものと考えております。以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） それでは、私から議案第69号「塩竈市土地開発公社定款の一部変更

について」ご説明させていただきます。 

 恐れ入ります、同じ資料№15の最後の38ページをごらん願います。 

 現行定款と改正案を比較してございますが、当該定款の根拠法であります公有地の拡大の推

進に関する法律の施行令の一部が昨年12月に改正されました。改正の趣旨はこれまで法に基づ

き、定款第17条第１項第２号で開発公社の事業として住宅用地の造成事業や、流通工業団地の

造成事業など限定的に列挙されておりましたが、開発公社の事業可能な範囲が拡大され、いわ

ゆる借地借家法で定める事業用借地権設定による賃貸事業も加えられることになったわけでご

ざいます。このことによりまして、全国の土地開発公社共通の問題でありましたいわゆる塩漬

け土地の利活用が緩和されることになりました。この改正の趣旨に沿い、現在当市土地開発公

社の抱える資産につきまして、定款変更の上、定期借地を含めた広い利活用をすることによっ

て、幾らかでも財政負担を軽減できるものと考え、今回改正するものでございます。 

 さらに、16条１項４号及び第21条で財務諸表がございますが、これは貸借対照表、損益計算

書とあわせ、今回新たにキャッシュフロー計算書の作成も義務づけられることになりました。

その同様の改正を行おうとするものでございます。これは、今回の改正で資産の利活用の規制

を緩和したことを受けまして、その営業活動、投資活動さらには財務活動の動きを計算書で明

らかにしていくことによって、会計の透明性を高めようとするものでございます。 

 さらに第９条第１項で基本財産とあわせ運用財産の規定がございましたが、法改正ではこの

運用財産が削除されましたので同様に削除するものでございます。これは実際全国的に見まし

ても運用財産を生み出している例がないという実態にあわせ、今回削除されたものでございま

す。 

 いずれの改正も８月11日開催されました土地開発公社理事会で可決されたことを受けまして

の今回の提案でございます。よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（菊地 進君） ただいまより議案第57号ないし第69号の総括質疑に入ります。23番伊藤

博章君。 
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○23番（伊藤博章君） それでは、議案第60号、61号及び64号に関して総括質疑を行います。 

 まず、議案60号についてお伺いをいたします。 

 議案第60号塩竈市建築基準条例の一部改正です。建築基準法の一部を改正する法律及び景観

法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴い、所要の改正を行うとあります

が、この改正により本市において具体的にどのような影響が想定されるのかお尋ねをいたしま

す。 

 続きまして、議案第61号及び64号の指定管理者制度導入にかかわる個別条例についてあわせ

てお伺いをいたしたいと思います。 

 昨年９月、本市議会定例会におきまして通則条例が可決施行され、あわせて規則も公布施行

されているようでございます。私は、昨年の議会でも一般質問したように指定管理者制度の導

入には基本的に賛同しております。私の考えは、住民の皆様にとって最も効率的によりよいサ

ービスを提供できるのは株式会社なのかＮＰＯなのか市民ボランティアなのか、それとも市役

所なのかという視点を持ち、制度活用を図るべきと考えておりますが、ご当局は昨年の通則条

例それから規則等をつくられて以来、どのような庁内論議をどう手続をし、今議会において議

案第61号及び64号の提案に至ったのか、まずお尋ねをしたいと思います。 

 また、本来は、原則幅広く広報を行い、選定方や手続の透明性、公正性を高める必要がある

と思いますが、通則条例を補完する規則には管理委託されている公の施設については公募しな

いようにという文言が入っているようでございますが、なぜそのように決定されたのかもあわ

せてお尋ねをして、60号、61号、64号の総括質疑といたします。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） 伊藤議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 初めに、議案第60号についてでありますが、先ほどご説明をさせていただきましたように基

本的には建築基準法等関係する法令の改正に伴いまして、条及び項にずれが生じたために基本

的にはそういった部分を修正させていただくということが基本でありますが、あわせまして手

数料等につきましても一部というご説明を申し上げました。後ほど担当よりご説明をさせてい

ただきます。 

 次に、指定管理者制度導入についてであります。通則条例は、既に議会の方で承認をいただ

きましたが、それを踏まえまして、今、庁内で管理しております施設、委託、直営を含めまし

て37ございます。37施設の今後の運営管理のあり方についてどういう形であるべきかというこ
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とで、まずは、担当部の方でそれぞれ検討いただいております。担当部で検討した結果につき

ましては、庁議でその都度報告をされ、全体としては先ほどご説明させていただきましたよう

な37施設のうちどういったものを指定管理者制度導入、どういった部分については直営でやる

べきかというような判断基準をまず作成させていただいているところであります。 

 そういった中、今回お願いしております施設については、既に民間に委託をした施設であり

ます。そういったものにつきましては、できるだけ速やかに指定管理者制度に移行し、移行し

ながらサービス水準の低下を招かないあるいはコストの縮減につながるといったような大原則

等が守られるように判断してまいりたいと思っております。具体的には、先ほどご説明させて

いただいたかと思いますが、指定管理者制度の指定に当たりましては、選定委員会を設置しま

し、選定委員会の中で公平性、透明性、適切性といったようなものが判断されるとともに、サ

ービスの継続性、安定性といったようなものも判断項目になるものと考えているところであり

ます。なお、公募云々の部分につきましては、後ほど担当よりご説明させていただきます。 

 私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） 内形建設部長。 

○建設部長（内形繁夫君） それでは、議案第60号塩竈市建築基準条例の一部を改正する条例施

行によりまして、本市にどういったような具体的な影響があるのかというようなご質問にお答

え申し上げます。 

 まず、今回の改正理由といたしましては、提案理由にございますとおり建築基準法等を初め

二つの法律が本年６月１日に施行されたことに伴いまして、引用条項のずれや文言の整理に加

えまして、関連する手数料の額に変更がございます。具体的に本市の影響ということでござい

ますが、まず、法改正の内容によりまして、新設されたもののうち本市に関連するものといた

しましては、既存不適格建築物の改修を行う場合、従来は増改築のときに一気に改修工事で建

築基準を満たす、適用させなくてはいけなかったんですが、今回の改正によりまして防災機能

の整備促進を行うために、順次適合させていくと、そして改修工事の対応を促進させるという

ことが改正されております。また、敷地の建築制限の中で、県条例の道路の接道基準などの改

正緩和がそちらの方でも行われておりますので、そういった改正部分での手数料の新設部分が

身近な問題として本市に該当してくるというふうなことでございます。総じて、実際は直接的

に、本市にこの改正によって影響があるのかというと、本当に微々たるものだと思慮しておる

ところでございます。以上です。 
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○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） 伊藤議員にお答えいたします。 

 指定管理者に関するご質問の中で、現在、管理を受託している団体を対象に、今回指定管理

者として次期の議会に議案としてご提案させていただくわけですけれども、なぜ、公募しない

のかということでございますが、二つ理由ございまして、一つは2003年９月に自治法が改正さ

れたわけですが、その際に３年後、つまり来年の９月までには直営とするか指定管理者とする

か、いずれかを選択しなきゃならないという期限的なこともございます。 

 もう一つは、現在、実際管理をしているわけですので、そういった実際のノウハウ等もござ

います。ですから、速やかに同じ団体に当面移行することによって、市民に対するサービス低

下を回避できるというふうなことで、おおむね３年という期限の中で、今回公募ではなくて、

現在実際管理されている団体にそれを委託、指定管理者としようという内容でございます。 

 しからば、その後はとなりましたら、当然これにつきましては、公募が原則でございますの

で、公募でもって審査会を設けながら審査していく段取りです。全国的にも、この期間を１年

にするかあるいは３年にするかということで、大分議論されておりますが、実際問題民間での

参入が予想されるような施設につきましては、１年間の特例措置でもって現在管理を受託して

いる団体にお願いする。その後は２年後は公募ですよと。そうでない団体、若干時間がかかる

であろうと、民間の参入がそれほどでもないというふうな予想されるものにつきましては３年

ぐらいの期間でもって現在の管理者に指定管理者として指定するのが例でございます。そうい

ったことで、本市におきましては、それぞれの施設につきまして、現在管理をお願いしている

団体を指定管理者とすべく、これから審査し、そして次期の議会にご提案させていただくとい

うスケジュールです。以上です。 

○議長（菊地 進君） 23番伊藤博章君。 

○23番（伊藤博章君） それでは、２回目の質問をさせていただきたいと思います。 

 残念ながら、私がお伺いしたのは公の施設のどこをそういうふうに指定管理者にするのか、

それから直営による管理運営がいいのか、この二者選択しかなくなるわけですから、それをど

う庁内でチェックリスト等をつくられて、具体的に庁議で決定してきたのかということがわか

らないものですから、残念ながら資料も出ていません。突然ぼんとこの二つだけやるよと。 

それで、じゃあ、今の状況で一方の旅客ターミナルの方をいっても、これは、今、委託先とな

っているところは、残念ながら私は、今委託先としているのは残念ながら公と官と民が出資し
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た出資金を保存するという目的しかないんです、今の状況では、残念ながら。それから体育館

を含めたスポーツ施設についても、今予測されている方の団体は大変困惑をしているという状

況もあるかと思います。実際受けるに当たって。ですから、過去、あれができて受けた段階と

今では若干違ってきているような部分もあるようでございます。そういった中で行政側が本当

にこの指定管理者制度という制度をお使いになられて、これは行政としてみれば完全に先ほど

来、決算の方の総括でもありましたけれども、これだけ厳しくなった行財政状況、そこにより

よい有効的な方策としてこれは活用できるかという政策的な判断ですから、その辺、残念なが

ら今回の質疑の中では明らかになっていませんので、その辺、具体的にご答弁いただけるので

したらご答弁いただきたいと思います。できないのでしたら結構でございます。以上でござい

ます。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） 庁内議論でございますが、先ほど市長が答弁申し上げましたように、

各部、各課で抱える施設等につきまして、十分時間をかけて議論をしてきた経過はございます。

基本的には施設につきましては、まずは指定管理者制度を導入ということを前提に議論をし、

ただ実際それになじまない施設等々もございますので、その辺のところの整理。確かに議会等

に対しまして、その辺の総括的な報告はされていなかったかと思いますけれども、後ほど担当

の方と検討いたしまして、もし委員会等にこれまでの検討経過が資料としてご提出できるので

あれば、委員長のお計らいを得まして出したいというふうに考えています。 

 それから、最後の質問でございますが、これは、やっぱり関係団体のいろんな問題等々もご

ざいますので、この場でのコメントは差し控えたいと思います。以上です。 

○議長（菊地 進君） 18番小野絹子君。 

○18番（小野絹子君） 日本共産党市議団を代表しまして、ただいま上程されました議案につい 

て総括質疑をいたします。 

 最初に、議案第69号の議案でございますが、これは先ほど市長の提案の中でも去年の12月に

公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部が改正されて、借地借家法に規定する事業用地

権設定による賃貸事業が加えられたことに伴って、17条の第１項の２号が改正されたと。それ

で、これは全国的な改正でございます。当塩竈でも塩竈の開発公社もこのそれに沿って、今回

定款を変更するというものでございます。 

 そういう点でお聞きするわけでございますが、この定款変更に伴うような用地は塩竈市の開
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発公社が所有している土地の中にあるのでしょうか。ヤードの跡地を含めた土地を含めて９カ

所の開発公社所有の土地がございますが、それについてあるのかないのかお伺いしておきたと

いうふうに思います。 

 あわせまして、この12月の時点で、自治省の方からはあわせて土地開発公社の経営健全化対

策を立てるようにということで、総務省ですか通達が来ているわけでありますが、それについ

てこういう条例改正とあわせて今後の対応策というのがあるわけでありますけれども、今回そ

れについては総務教育常任委員会の中で協議会で報告されたようでありますが、実際に、来年

の３月31日まで経営方針を立てて提案しなければならない、そういう点でこれについてはどう

いうふうに考えているのかをお聞きしたいというふうに思います。 

 第２点目は、土地区画整理事業、賑わいゾーンのところのかかわりでございますが、今回一

般会計で２億 2,500万円で買い取りをする部分と、それから区画整理事業で先買いとして４億 

2,442万 6,000円を補正しまして、合わせて６億86万 4,000円で結局面積は9,684.41平方メート

ルを買い取ると、この方針が決まったということです。それでお聞きしたいのは、こういう方

針の中で、例えば買い取りをするいろんな開発公社のみならずいろいろあると思いますが、そ

れは何に基づいてその割り振りといいますか、そことの交渉といいますか、これは産業建設協

議会の資料の中には出ているわけですけれども、一体こういうのが何に基づいて、例えば塩竈

の土地開発公社は 3,502平方メートルですが、それは何に基づいてそういうふうになるのか、

そういう考え方がどうだったのかということを一つお聞きしておきたいというのと。それから

当然、今回簿価との関係で差額の分を市で買い取るということになると思うんですけれども、

それを起債で対応するということで出ているわけでありますが、こういった考え方を含めても

っとわかるような資料を出してほしいというのがあるわけです。そういう点では審議する時点

までには十分おわかりの資料を出していただきたいというふうに思いますが、私は第１回目の

総括質疑としてその２点についてお聞きしておきますので、お答えいただければというふうに

思います。以上です。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） ただいまの小野議員の２点のご質問にお答えをさせていただきます。 

 初めに、開発公社定款の一部変更についてであります。前段にも議員の方からもお話しいた

だきましたように、全国的な土地開発公社の長期保有地、いわゆる塩漬け土地といっておりま

すけれども、高度成長期の名残なのかなと思っておりますが、こういった塩漬けになっている
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土地が残念ながら当市にもございまして、こういった土地をいかに有効に活用していくか、行

政目的にあったような形でいかに活用していくかということが大きな課題であったわけであり

ますが、こういった全国的な傾向を踏まえまして、公有地の拡大の推進に関する法律、施行令

の一部が改正されたということについてはご案内のとおりであります。 

 これらを踏まえまして、今回、本市におきましても所要の改正を行わせていただくという内

容であります。 

 詳細につきましては、後ほど助役の方からご説明をさせていただきます。 

 次の、区画整理事業の予算についてであります。大変恐縮でありますが、土地区画整理事業

というのは、どうしても特定の用語を使って説明をするもので、市民の方々にも適切におわか

りいただきやすい説明ができているかということにつきましては、我々も大変苦慮いたしてお

ります。そういった中で、この取得用地、今回公共用地の取得、先買い部分 3,500平方メート

ルでありますが、この土地を土地開発公社から取得するということにいたしております。この

土地につきましては、取得の費用にこれまでの利子を含め依頼した市が簿価で買い戻す、端的

にいえば買った時の値段プラス利子分をひっくるめて市が買い戻すということになっておりま

す。しかしながら減価補償金というものを原資とする区画整理事業の予算の中では、いわゆる

公共事業の中では実勢価格でしか買い戻しができいないという縛りがございますので、実勢価

格分を区画整理事業で２億 590万円負担し残額であります差額分、簿価との差額分の２億 2,500

万円を一般会計で負担して開発公社から買い戻しをさせていただくというような内容になるわ

けでありますが、このためには一般会計で地方債、先ほど申し上げました地方債を原資としな

がら２億 2,500万円の公共用地の取得に係る補正予算を計上させていただいたところでござい

ます。なお、今後ともわかりやすい土地区画整理事業の説明に努めさせていただきたいと思い

ます。お許しをいただきたいと思います。 

  私の方からは以上でございます。 

○議長（菊地 進君） 加藤助役。 

○助役（加藤慶教君）  それでは、私の方から何点かにわたってご説明させていただきます。 

 定款変更に至る経緯等々については、ただいま市長の方からご説明させていただいたとおり

でございます。そういった場合に具体的な質問の中で、用地はじゃあ存在するのかというよう

なお尋ねでございます。これまでご案内のとおり土地開発公社が所有する土地につきましては、

塩竈市の方から委任、依頼を受けて先行取得、公共用地に供する土地ということで先行取得を
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してきた、いわば今言っている１号用地になるわけでございます。それで、これまで６月議会

でもご説明させていただきましたけれども、１号用地での賃貸はどういう制限があるのか法的

にどうなんだということで、いろいろ私どもも調査をさせていただいて、法的な部分も検討を

してまいりました。その中で、用地については10年以上にわたる賃貸はできないとか、あるい

は２階以上の堅固な建物は建てられないとか一定程度ハードルがございます。そういった場合

に、それじゃそれをクリアする方法はないのかということで、構造改革特区という名のもとに

規制緩和の手続をできないかということで県の方に相談をしたところ、県の方からぜひ塩竈市

これについて手を挙げてみたらどうだということで、内々ずっと検討してきまして、最終的に

６月末の申請だということで６月末に構造改革特区の規制緩和の申請をさせていただきました。 

その結果として、やはり、これまで法的にあるいは国の方で通達で示してきた内容からすると、

この10年あるいは２階以上の堅固な建物を建設、このハードルは枠は越えることはできないと

いうことで、塩竈市からの特区申請についてはこれは許可するわけにはいかないというような

回答をいただきました。そういったことを踏まえて内々、いろんな方向で検討してきたわけで

すが、その中で昨年の先ほど来、市長の方から説明申し上げました12月に公拡法の施行令の改

正によりまして、いろんな２号用地の利用拡大が示されておりますので、そういったことを行

うにはどういう方法があるのかということ、これまたあわせて検討してきたところでございま

すが、ただし、そうするには２号用地の、まずは公社とすれば定款の変更をしていいかどうか

の議決をやろうと、やることによって条件が一つはクリアできる。それで、公社でもっての理

事会で議決を得たものを出資団体である塩竈市の議会に議決を求める。議会の承認を議決を得

た後には、今度知事の認可が必要でございますので、そういう手続を踏まえることによって、

２号用地としての貸借利用が可能になる。しからば２号用地、今現在１号用地、塩竈市の開発

公社持っているわけですから、それを２号用地にはどうするんだということで、その辺につい

ても総務省の方に紹介をいただきまして、７月末ごろに総務省から県を通じて、これまで法令

あるいは通達等に照らし合わせると１号用地を２号用地に変更することは可能であるというよ

うな正式の回答をいただきました。それじゃあどういうふうにすればいいんだろうということ

で、その辺も確認を県の方にしましたところ、それは取得を依頼した塩竈市、塩竈市長から取

得をした土地開発公社に対して協議を申し入れ、土地開発公社の方でその辺については理事会

を開いて、最終的には確認をするという手続が必要だと思いますけれども、そういう手続を行

う中で、現在は１号用地となっております貨物ヤード跡地といいますか１万 8,000平方メート
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ル、これについてその全部じゃございませんけれども、まずは 3,500平方メートル、今回、議

案で提案させていただいておりますこれは買い取り、依頼した側が通常の買い取りをする、そ

れ以外に今回事業提案、参画事業として提案してきたところに貸し出す部分として、今現在約 

8,000平方メートルぐらいの用地を貸し出すことになっておりますので、それは結局２号用地に

適合させて用途変更し、利活用させていきたいということでございます。そうすると、約五千

数百平方メートルが残りますけれども、この 5,000平方メートルについては、当面、これは１

号用地のまま今後どういうふうな利活用ができるか、公共用地で活用できるのかどうかを協議

をし検討していきたいということで、今、現在１万約八千数百平方メートルございますけれど

も、そのうちの 8,000平方メートルのみを用地変更といいますか、１号から２号の用地変更を

これから議会の議決の推移を見据えながら、そういう手続を行っていきたいというふうに考え

ておりますので、現時点では用地はございませんけれども、今後の状況でそういった協議をし、

変更していきたいということでございますので、その辺については、とにかくあの土地を周辺

を活性化の一助にしたいということでございますので、ご理解を賜りたいと思います。以上で

ございます。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） 土地開発公社の財政健全化計画の問題でございます。 

 これにつきましては、同じく昨年の12月に総務省の事務次官の通知によりまして土地開発公

社経営健全化対策についてという通知が出されました。これは、債務補償土地の縮減あるいは

遊休保有地の用途変更、その他土地開発公社の抜本的な経営健全化を図れるような公社経営健

全化計画を平成18年３月まで、国、県に提出すれば、財政的な支援を受けられますということ

でございます。したがいまして、今回のこれとは、また別な問題でございます。あくまでも一

般会計で引き取るというのが前提でございますので、塩漬けの状態にしておいて、放置して利

子がどんどんかさむ、当然、簿価と実勢との差額は出てまいります。そういったことを回避す

るために早急に健全化計画を出して、そして国の財政指導を受けながら順次一般で買い取るよ

うな形にしていきたいということでございます。以上です。 

○議長（菊地 進君） 18番小野絹子君。 

○18番（小野絹子君） わかりました。その１号用地は特区ではとれなかった、特区はだめだけ

れど、そのあわよくばというのか、１号用地を２号用地に一部変更できるのではないかという

ふうな期待感を持ってこういう条例を提案しているということなんですね。そういう点では、
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その根拠になるのは何なのかなというふうに思うんですが、そういう可能性があるということ

が総務省の方から言われたということですけれども、その根拠なるものが実際何が一体根拠に

なってそうなっているのかということがわかれば、非常に物事が進みやすいのではないかなと

思うんですけれども、それについてあれば、時間の関係もありますのでお答え願いたい。あれ

ばお答えください。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） それでは、私の方からお答えさせていただきます。 

 先ほど申し上げましたように、国としても全国的に土地開発公社が所有している塩漬け土地

を何とかしなきゃいけないと、それで、各全国自治体から非常に国に対して要望が物すごく殺

到いたしました。したがいまして、経済特区申請等が出たわけですけれども、現行の法律、政

令の解釈上なかなか難しいということで今回17条１項２号改正して規制緩和したというような

背景でございます。そういった形でそういった塩漬け土地を少しでも早く速やかに清算しよう

という国の政策かと思います。以上です。 

○議長（菊地 進君） これをもって総括質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、総括質疑を終結いたします。 

 ただいま、議題となっております各号議案につきましては、お手元にご配付の議案付託表の

とおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

                                          ◇ 

   日程第９  議案第７０号ないし第７２号 

○議長（菊地 進君） 日程第９、議案第70号ないし第72号を議題といたします。 

 議案の朗読は省略いたします。 

 当局より提案理由の説明を求めます。佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） ただいま上程いただきました議案第70号から第72号につきまして、提案

理由の説明を申し上げます。 

 これらの議案はいずれも人事案件でございます。 

 まず、議案第70号は「教育委員会の委員の任命について」でございます。現委員５名中１名

の委員が平成17年10月６日をもって任期満了となりますので、その後任の委員を任命しようと

するものでございます。後任は塩竈市南町11番１号、東海林良雲氏、昭和14年３月１日生まれ
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で、再任でお願いをしようとするものでございます。 

 次に、議案第71号は「公平委員会の委員の選任について」でございます。現委員３名中１名

の委員が平成17年10月６日をもって任期満了となりますため、その後任の委員を選任しようと

するものでございます。後任は仙台市太白区向山４丁目21番12号、村田知彦氏、昭和33年５月2

6日生まれでございまして、仙台弁護士会から推薦をいただいて新任でお願いをいたすものでご

ざいます。 

 次に、議案第72号は「固定資産評価審査委員会の委員の選任について」でございます。現委

員９名中３名の委員が平成17年10月６日をもって任期満了となりますため、その後任の委員を

選任しようとするものでございます。後任には塩竈市宮町３番12号、丹野六右衛門氏、昭和21

年４月12日生まれでございます。次に、塩竈市西町３番５号、阿部勘九郎氏、昭和22年８月３

日生まれでございますが、以上のお二人は再任でお願いしようとするものでございます。３人

目に新任で、塩竈市浦戸桂島字庵寺29番地、内海勇一氏、昭和26年11月22日生まれの、以上３

氏でございます。 

 いずれの方々も人物、識見ともに適任と考えますので、満場のご賛同を賜りますようお願い

を申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。以上でございます。 

○議長（菊地 進君） お諮りいたします。本件は人事案件でございますので、質疑、委員会付

託、討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、本件については質疑、委員会付託、討論を省略し、

直ちに採決することに決しました。 

 採決いたします。議案第70号ないし第72号については同意を与えることに賛成の諸君の起立

を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立全員であります。よって、議案第70号ないし第72号については同意

を与えることに決しました。 

 お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明９日から26日を常任委員会並びに議会運営

委員会を開催するため休会とし、27日に定刻再開いたしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、明９日から26日を常任委

員会並びに議会運営委員会を開催するため休会とし、27日定刻再開することに決定いたしまし

た。 

 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  午後３時２８分  散会 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   平成１６年９月８日 

 

        塩竈市議会議長  菊 地   進 

 

        塩竈市議会議員  小 野 絹 子 

 

        塩竈市議会議員  吉 川   弘 
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   午後１時  開議 

○議長（菊地 進君） ただいまから９月定例会２日目の会議を開きます。 

 本日、欠席の通告がありましたのは、２番田中徳寿君の１名であります。 

 本日の議事日程は、日程第２号記載のとおりであります。 

                                          ◇ 

  日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（菊地 進君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、20番伊勢由典君、21番東海林京子君を指名いたします。 

                                          ◇ 

  日程第２  議案第５７号ないし第６９号 

○議長（菊地 進君） 日程第２、議案第57号ないし議案第69号を議題といたします。 

    去る９月８日の本会議において、各常任委員会に付託されておりました各号議案の審査の

経過と、その結果について、それぞれの委員長の報告を求めます。 

 まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。12番木村吉雄君。 

○総務教育常任委員長（木村吉雄君）（登壇）  ご報告いたします。 

 今期定例会において総務教育常任委員会に付託されました関係議案について、９月13日、委

員会を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審査の結

果についてご報告いたします。 

  まず、議案第57号「塩竈市情報公開条例の一部を改正する条例」については、指定管理者制

度の導入に伴い、本市情報公開審査会からの建議を踏まえ、情報公開のより一層の充実を図る

ため指定管理者についても、指定管理者が管理する施設に係る情報をみずから積極的に公開す

る責務を負わせる改正を行おうとするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議案第58号「塩竈市個人情報保護条例の一部を改正する条例」については、改正の１

点目として本市個人情報保護審査会からの建議を踏まえ、指定管理者に対し、個人情報の保護

のための措置を講じる義務を課すこと。 

 ２点目は、死者の個人情報について、まず配偶者と子、次にそれらの者が存在しない場合に

は一定範囲の血族に限り、開示請求権を認めること。 

 ３点目、個人とその個人が属する法人の代表者等にも適用している罰則規定について、法律
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との整合性を図るため、法人の代表者等への罰則規定を削除する改正を行おうとするものであ

り、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第62号「塩竈市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」について

は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改

正する法律が施行されたことに伴い、条例で引用する水防法が改正され、条ずれを起こしたた

め、条ずれを修正し当該法律の施行日、平成17年７月１日にさかのぼり適用させる改正を行お

うとするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第63号「塩竈市民交流センター条例の一部を改正する条例」については、市民交

流センター内の遊ホールについて、より一層の利用を促進するため、新たに減免規定を設けよ

うとするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第64号「塩竈市スポーツ施設条例について」は、体育館と温水プールに来年４月

１日から指定管理者制度を導入し、両施設を一体的に管理するため、新たに条例を制定し、既

存の体育館条例と温水プール条例を同日で廃止しようとするものであり、質疑・採決の結果、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

 １．近年の健康指向と相まって、市民の生涯スポーツに対するニーズは高く、市民にとって

利用しやすく気軽に楽しめるスポーツ環境づくりが求められている。指定管理者制度の導入

は、施設の利用時間や事業の弾力的な運用によって、市民サービスの向上を図ろうとするもの

であり、導入に当たっては指定管理者制度のメリットを最大限に生かせるよう検討を図られ、

スポーツ振興の充実化に努められたい。 

 次に、議案第65号「平成17年度塩竈市一般会計補正予算」については、歳出において「収納

特別対策事業費」「防災同報無線拡張工事費」「石油交付金事業費」等が計上され、質疑・採

決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第68号「工事請負契約の締結について」は、本市の下水道整備計画に基づき整備

を行う「17－補 中央第３貯留管築造工事」に係る工事請負契約であり、乙型ＪＶでの制限つ

き一般競争入札制度を適用し、８月12日に執行された入札結果に基づき、８月15日に仮契約を

締結したことから、「議会の議決に付すべき契約に関する条例」第２条の規定に基づき、議会

の議決を求めようとするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決し
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ました。 

 なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

 １．当地域は、周辺地域の中でも土地が低く、降雨時には雨水が集中する冠水地域であり、

地区住民の方々が安心して生活ができるよう、水害の解消に向けて今後なお一層取り組まれた

い。 

 次に、議案第69号「塩竈市土地開発公社定款の一部変更について」は、公有地の拡大の推進

に関する法律施行令の一部が改正され、塩竈市土地開発公社定款第17条第１項第２号に規定す

る土地について、借地借家法に規定する事業用借地権設定による賃貸事業が加えられたことに

伴い、公社業務の範囲に同業務を追加する内容等の変更を行おうとするものであり、質疑・採

決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上が、本委員会で審査した案件の経過と結果の大要であります。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

                        総務教育常任委員長  木 村 吉 雄 

○議長（菊地 進君） 次に、民生常任委員長の報告を求めます。23番伊藤博章君。 

○民生常任委員長（伊藤博章君）（登壇） ご報告をいたします。 

 今期定例会におきまして、民生常任委員会に付託されました関係議案につきまして、９月14

日に委員会を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審

査の結果についてご報告いたします。 

 まず、議案第59号「塩竈市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例」につき

ましては、現在、乳幼児医療費助成事業対象者のうち社会保険加入者は、乳幼児が受診した

際、各医療機関の窓口で一部自己負担金を支払った後、申請した助成金が交付される制度にな

っておりますが、一部自己負担金を市が直接医療機関に支払うことにより、窓口での支払いを

なくし、サービスの向上に努める改正を行おうとするものであります。質疑・採決の結果、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第65号「平成17年度塩竈市一般会計補正予算」につきましては、歳出において、

老人福祉センター等管理費及び特定疾患見舞金費、公衆浴場確保対策事業費が計上されまし

た。質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ
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ます。 

 １．老人福祉センター等管理費については、アスベスト対策のため、市民センター及び老人

福祉センター機能の一部を移設するために行う旧勤労ホームの整備に伴う修繕費である。 

 市民の不安と関心が大きく高まっているアスベストは、健康を脅かし環境を汚染する有害物

質として、その対応策が急務となっております。今後の代替施設のあり方等も十分勘案しなが

ら、早急に市の意思決定を行われるとともに、国・県など関係機関との密接な連携を図りなが

ら、アスベスト対策に万全を期されたい。 

 次に、議案第66号「平成17年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予算」につきましては、介

護保険法の改正により、平成17年10月から介護保険施設等における自己負担制度が変更される

ことに伴い、歳入歳出からそれぞれ 4,700万円を減額し、総額を33億 1,216万円とするもので

あります。質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上が、本委員会で審査した案件の経過と結果の大要であります。 

 よろしくご審議くださいますようお願いを申し上げ、ご報告といたします。 

                          民生常任委員長  田 中 徳 寿 

○議長（菊地 進君） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。６番鈴木昭一君。 

○産業建設常任委員長（鈴木昭一君） （登壇） ご報告いたします。 

 今期定例会において、産業建設常任委員会に付託されました関係議案について、９月15日に

委員会を開催し、当局より関係者の出席を求め、慎重に審査をいたしましたので、その審査の

結果についてご報告いたします。 

 まず、議案第60号「塩竈市建築基準条例の一部を改正する条例」については、建築基準法等

の一部を改正する法律や、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等が施行された

ことに伴い、条例で引用している建築基準法の条項にずれが生じること、並びに新設の事務に

ついての手数料を徴収する改正を行おうとするものであり、質疑・採決の結果、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第61号「塩釜港旅客ターミナル条例の一部を改正する条例」については、塩釜港

旅客ターミナルに来年４月１日から指定管理者制度を導入するため、新たに開館時間と休館日

及び指定管理者が行える権限等の規定を設け、外税方式だった利用料金を総額表示に改めるな

ど、指定管理者制度導入に備えて改正を行おうするものであり、質疑・採決の結果、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 
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 なお、審査に当たりまして、各委員より述べられました要望・意見の主なるものを申し上げ

ます。 

 １．塩釜港旅客ターミナルの開館時間は、今回の改正により午前６時から午後11時と定めら

れ、指定管理者が必要と認めるときは市長の承認を得て臨時に変更することになる。 

 現代は24時間型社会ともいわれており、若い世代の方々を中心として、就業時間帯も含めた

ライフスタイルの多様化が進んでいることから、今後も市民が容易に活用できる施設として、

開館時間の柔軟な対応に努められ、まちのにぎわい、活性化に資するものとなるよう取り組ま

れたい。 

 次に、議案第65号「平成17年度塩竈市一般会計補正予算」については、歳出において「海岸

通り公衆トイレ解体工事費」「木造住宅耐震診断等委託料」「海辺の賑わい地区土地取得費」

等が計上され、質疑・採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第67号「平成17年度塩竈市土地区画整理事業特別会計補正予算」については、減

価補償金による公共用地の取得費が確定したことに伴い、歳入歳出それぞれ４億2,442万6,000

円を増額し、総額を９億 3,922万 6,000円とするものであり、質疑・採決の結果、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 以上が、本委員会で審査した案件の経過と結果の大要であります。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

                        産業建設常任委員長  鈴 木 昭 一 

○議長（菊地 進君） 以上で委員長報告は終了いたしました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 これをもって委員長報告に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 まず、議案第65号について、委員長報告に対する反対者からの発言を許可いたします。16番

曽我ミヨ君。 

○16番（曽我ミヨ君） （登壇） 日本共産党市議団を代表いたしまして、議案第65号平成17年

度一般会計補正予算に対する反対討論を行います。 
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 平成17年度一般会計補正予算は１億 4,748万円であります。この補正予算に対する反対の理

由の第１点は、第3款民生費のうち1項6目28節介護保険事業特別会計繰出金 587万 5,000円の

減額補正予算についてであります。この予算は、ことし10月１日からの特別養護老人ホーム、

老人保健施設、介護療養型医療施設など施設サービスの利用者に対して居住費と食費が自己負

担になることと、デイサービスなど通所施設の利用者の食費も自己負担になることから、これ

まで本市が一般会計からの負担をしていたものを減額するものになっているものであります。 

 入居費や食費など、自己負担になるということは、施設入所者や居宅サービス利用者にとっ

てはますます介護サービスが受けにくいものになり、介護サービスをやめるケースがふえるこ

とが懸念されるものであります。そうなれば、結局、家族介護にならざるを得ない、まさに介

護サービスの後退につながるものであり、反対するものであります。 

 第２点は、第８款土木費のうち５項６目土地区画整理事業費についてであります。塩竈市土

地区画整理事業費の中で、歳入で海辺の賑わい地区土地取得費のための都市計画市債２億 

2,500万円の補正を行っております。一方、歳出では海辺の賑わい地区土地取得費として２億 

2,500万円を補正し 8,725万 4,000円を減額して１億 3,774万 6,000円の補正予算とする内容

であります。今回の公有財産購入費２億 2,500万円は、塩竈市土地開発公社 3,502平米を先買

いされたことによって、土地開発公社で所有している簿価や金利及び管理費等の総額を塩竈市

が市債で買い取るという提案であります。さきの産業常任委員会の質疑の中で明らかになった

ように、塩竈市土地開発公社 3,502平米の簿価など、価格は４億 3,090万円と試算し、区画整

理事業での先行取得される価格を２億 9,000万円との試算をしており、その差は２億 2,500万

円を一般会計で対応するという内容であります。 

 当局は、土地開発公社で先行している公社の土地を、今後どのようにするかという基本的な

方針についても議会に示さないまま、初日の我が党の小野議員の総括質疑を受けて初めて示す

というやり方で問題であり、遺憾であります。 

 もう一つは、土地区画整理事業についても、これまで議論してきましたように、今後の海辺

の賑わい地区まちづくりの方向を示したグランドデザインとの整合性のないまま進めようとい

うものであり、こうしたやり方に反対するものであります。 

 以上、述べました二つの理由から、今回の９月議会の一般会計補正予算に反対し、討論とい

たします。以上です。 

○議長（菊地 進君） 議案第65号について委員長報告に対する賛成者からの発言を許可いたし
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ます。５番志子田吉晃君。 

○５番（志子田吉晃君）（登壇） 議案第65号「平成17年度塩竈市一般会計補正予算」につい

て、賛成会派を代表し賛成討論を行います。 

 まず、初めに、反対会派共産党は、平成17年度の当初予算に反対しております。つまり、福

祉、教育予算のみならず、市民生活に係るすべての予算案に反対していることは多くの市民の

知るところでございます。そして、この９月議会の補正予算に対する反対については、そもそ

もその基本となる当初予算に反対しているわけですから、改めて反対を表明するのもいかがな

ものか。理解に苦しむということを申し上げまして、一般会計補正予算の内容について検証し

てみたいと思います。 

 当補正予算は、９月８日、提案理由の説明がありましたとおり、歳入歳出それぞれ１億 

4,748万円追加して、総額を182億8,435万9,000円とするものです。歳出としましては、公売に

かかわる不動産鑑定費83万6,000円を初め、特定疾患患者の方々への見舞金100万5,000円や、

アスベスト対策のための旧勤労ホーム整備費 100万円、海岸通り既存トイレ解体撤去費300万

円、あるいは木造住宅耐震診断費 320万円や中学１年生の社会へのかけ橋づくり事業費20万

8,000円、そして海辺の賑わい地区において公共用地として土地開発公社から用地を取得する

経費の一般会計負担分として２億 2,500万円と主なる事業12項目ほどが補正計上されておりま

す。 

 例えてみれば、品数のたくさんあるバイキング料理のメニューが示されたわけでございま

す。予算案に反対している党派もございますが、今回の補正予算に賛成しなければ、以上述べ

た、当市にとって重要な政策課題が達成されない、つまり事業ができないということになりま

す。良識と理性のお持ちの市民の皆様方には、十分おわかりのことと存じます。そして、今回

の補正の財源としましては、国庫支出金 104万円、県支出金 414万 4,000円、諸収入 260万

円、市債２億 2,500万円であり、繰入金 8,530万 4,000円を減額しております。つまり、料理

代の心配も要らないということでございます。そこで、この繰入金が減額されていますので、

この料理の味つけや材料等予算的な正当性を考えた場合、まず、１番目に歳出の財源から見た

ときには、補正額財源内訳のうち国・県支出金、地方債、その他特定財源２億 3,278万 4,000

円が確保されたため、使わずに済む一般財源 8,530万 4,000円を得て、差し引き補正合計額は

１億 4,748万円の追加となり、17年度の補正の総額が 182億 8,435万 9,000円となります。つ

まり、料理代を支払っておつりがくると考えていい内容だと思います。 
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 ２番目に、款ごとの歳入の財源から見たときに、一般財源 8,530万 4,000円を使わずに済む

ため、18款繰入金を 8,530万 4,000円、同額マイナス補正可能となります。そして、14款国庫

支出金、15款県支出金、20款諸収入、21款市債をあわせ特定財源２億3,278万4,000円を加え、

差し引き１億 4,748万円追加すると、17年度一般会計補正予算総額は 182億 8,435万 9,000円

となり、収支均衡いたします。つまり、１番目、２番目の説明のとおり、今回補正の当市財政

運営のメリットは、一般財源を 8,500万円ほど使わずに済み、繰出金もまた 9,300万円ほど使

わずに減らすことができたということであります。 

 次に、一般財源がマイナス補正できた歳出の款ごとの繰入金内訳は、民生費のマイナス 587

万 5,000円、土木費のマイナス 8,725万 4,000円ですが、これは介護保険事業全体ではマイナ

ス 4,700万円の減額補正、土地区画整理事業全体ではプラス４億 2,400万円の追加補正となっ

ております。そして、この具体的な予算の使われ方、つまり、マイナスの影響分は議案第66号

の平成17年度塩竈市介護保険特別会計予算と議案第67号平成17年度塩竈市土地区画整理事業特

別会計予算への繰出金であるわけですから、66号と67号の中身に問題がなければ、この議案第

65号平成17年度塩竈市一般会計補正予算案そのものについては特段の問題点はない、というよ

りも正しい正当性のある補正予算であるというべきであります。 

  そこで、まず介護保険事業特別会計の繰出金の減額補正に対する賛成でありますが、これは

給付と負担の公平性という観点から、いわゆる施設利用者と在宅介護者でのサービス利用の給

付と負担は公平にしようとする見直しであります。例えば、光熱水費や日用の経費について在

宅介護者は自己責任で、施設利用者はこれらを介護保険給付で賄われております。つまり、ホ

テルコストのほとんどが介護給付費から支払われることになっております。ここに大きな不公

平感を感じるわけでございます。そして、その負担は結局被保険者の介護保険料に転嫁される

ことになり、介護保険会計を大きく圧迫している一大要因となっております。 

  次に、所得の低い方々への配慮でありますが、段階ごとの限度額を設定することや、特定入

所者介護サービスの創設ときめ細かな対応が講じられております。したがって、今回の減額補

正はその給付と負担の公平性を図るためにされるものであり、反対する理由が我々には理解で

きないのであります。いただくものはいただく、しかし負担するものはできないという方程式

では、これは被保険者の互助から成り立つ介護保険制度そのものが根本から崩壊するのではな

いでしょうか。 

 次に、土木費の土地区画整理事業特別会計への繰出金及び海辺の賑わい地区土地取得費につ
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いて、賛成の立場からその理由を述べさせていただきます。 

 まず、繰出金の減額でありますが、これは今回いわゆる土地区画整理事業対象地権者の所有

地を先買いするに当たり、国土交通省のまちづくり交付金の対象事業として補助採択を受けた

ことから、一般会計からの繰出金を 8,700万円も減額するものであります。現地を訪れた国土

交通省の担当者が、この事業は速やかに実施されることが塩竈のまちづくりの大きなキーポイ

ントになるとの判断から、補助採択されたと伺っております。まず、重要なポイントは、三位

一体改革の進む中で、新たに補助対象として認められたことをきちんと評価すべきではないで

しょうか。さらに、今回、土地開発公社の土地を買い戻すに当たり、実勢価格と、いわゆる利

子を含めた簿価の差額２億 2,500万円について、本来、一般財源で手当しなければならないと

ころを国・県・当局の配慮で起債が認められたそうであります。このことも、一日も早い事業

の進捗により、塩竈の新しい顔が見えること、塩竈市の再生を期待しての施策であります。 

 反対会派が常々言うところの大型店舗進出反対のスローガンに対しては、どれだけの市民の

方々が理解を示し賛同されることでありましょうか。決して地元資本を排除して参画事業者を

募ったのではないことは、これまで当局が何度も説明してきたところであり、市政だより等で

確認なされている。良識と理性をもった市民の大多数の方々の理解するところでございます。

結果として大手が参画することになりましたが、しかし、逆にこれをビジネスチャンスととら

え、隣接する大都市仙台から集まる購買客の心をしっかりつかむような商業展開をしていくこ

とが大切ではないかと考えます。 

 以上、一般会計補正予算の論点を申し上げました。もし反対理由が議案第66号と67号の関連

する項目が入っているから、一般会計補正予算にも反対するとするならば、夕食のバイキング

料理の中に嫌いな食べ物が２品入っているので、今晩の夕食は全部要らないというに似ていま

す。賛成の主な理由は、１点目、補正計上された事業の遂行は必要であること。２点目、特定

財源が確保されていること。３点目、一般財源 8,500万円ほど確保でき、財政運営メリットが

あること。４点目、一般会計予算上は財政調整基金の繰り出し減のメリットがあること。そし

て５点目、他の議案との関連において、当議案そのものに問題があるとはいえないこと等、正

当性を主張し、塩竈市の再生を願う良識と理性を持ちあわせた議員の皆様方に、平成17年度塩

竈市一般会計補正予算に賛同賜りますようお願いいたしまして、賛成討論といたします。 

○議長（菊地 進君） 次に、議案第66号について、委員長報告に対する反対者からの発言を許

可いたします。19番吉川  弘君。 
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○19番（吉川 弘君）（登壇） 私は、日本共産党市議団を代表しまして、議案第66号「平成17

年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予算」についての反対討論を行います。 

 さきの６月22日、参議院本会議で自民党、公明党、民主党の賛成で可決成立した改定介護保

険法は、国民にとっては大変な負担を強いるものであります。来月の10月から特養ホーム、老

人保健施設、介護療養型医療施設に入所している方の居住費と食費が、これまで介護保険で１

割負担だったのが全額自己負担となるものであります。この結果、要介護５で相部屋を利用し

た場合、これまでは自己負担は月額５万 6，000円だったのが８万 1，000円となり、月額２万

 5,000円の引き上げとなるものであります。年額にしますと30万円の引き上げであります。ま

た、通所介護の場合でも、ショートステイでは居住費と食費、デイサービスでは食費が自己負

担となります。本市の場合、６月現在で施設に入所している方は 424名、ショートステイでは

 160名、デイサービスでは 544名の人たちが自己負担の対象となるものであります。 

 この間、６月13日の参議院厚生労働委員会で参考人質疑で現場の声として述べられた野中博

日本医師会常任理事は、施設の居住費、食費の全額自己負担化による負担増には受難者に負担

を強いるもので、社会保障の本来の姿から見て不適切、このように主張したのであります。国

は、施設入居者の居住費と食費の自己負担の理由として、在宅でのサービス利用者の場合は居

住費や食費に係る費用は自己負担しているというものであります。しかし、施設入居者にとっ

ては大幅な値上げは大変な負担を強いるものとなります。ケアマネジャーからの意見でも、こ

れまで５万円だった施設入所者が10月からは８万円を越すという説明に、入所を取りやめると

いう方も生まれているという説明でございました。今回の施設の居住費と食費の自己負担によ

って、入居者にとっては総額 3,000億円の負担増になり、施設から追い出されることにもつな

がるものであります。 

 一方、国の国庫負担の割合が年間 1,000億円も削減されることになるものであります。ま

た、国においては、さらに自己負担と連動して来年度からは病院の診療報酬改定を行い、病院

の入院患者からも居住費の徴収、食費の負担増を行う、このような計画もございます。国は、

大幅な値上げに対しての説明として、低所得者に対してはきめ細かな対策が図られており、所

得の段階に応じた自己負担限度額を設け、限度額を超えた部分については補足的な給付で行

う、このように述べております。しかし、第一段階の生活保護を受けている方などは、現行と

同じ月額２万 5,000円、第二段階の住民税非課税で年金収入が80万円以下の方は月額 3,000円

は安くはなります。ところが、軽減措置がとられているという第三段階の住民税非課税で年金
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収入が80万円を超え 266万円以下の方、このような方は月額１万 5,000円も上がって月額５万

 5,000円となるものであります。年間18万円の値上げにもつながるものであります。今回の法

改定によって要介護１から要支援１、２となる人は、施設入所ができなくなり、既に入所して

いる方は３年間の経過措置の後、退所を迫られます。現在、要介護１で入所している方は全国

で６万 5,000人おりますが、その内訳は特養ホームで２万 4,000人、老健施設で３万 7,000

人、療養型医療施設で 4,000人と、このようになっております。本市においても、要介護１の

方は42名おります。これらの方たちが今後入所を続けられるかどうかがまさに重大な問題とな

ってくるということであります。 

 このように、施設入所者への自己負担増によって、低所得者が施設から出ざるを得ない、ま

たは入所困難になり低い要介護者の施設入所が困難になれば、在宅介護になる結果、生活破壊

や家族介護負担が大変になるという問題に発展していくことは明らかでございます。 

 以上のことにより、議案第66号「平成17年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予算」は施設

入所者への居住費と食費の自己負担に伴い、介護給付費を 4,700万円減額補正するものであり

ます。よって、議案第66号に反対し、反対討論といたします。 

○議長（菊地 進君） 次に、議案第66号について委員長報告に対する賛成者からの発言を許可

いたします。９番浅野敏江君。 

○９番（浅野敏江君）（登壇） 議案第66号「平成17年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予

算」について、賛成の会派を代表して賛成の理由を述べさせていただきます。 

 今回の補正予算の主な理由は、持続可能な介護保険制度の構築と、給付と負担の公平性が基

本となっています。介護保険制度の持続について述べますと、現在、40歳以上の方々の保険料

と国・県・市からなる公費負担により支えられていますが、近い将来訪れる世界でも類例のな

い急激な少子高齢社会に対応できるよう、できるだけ被保険者の保険料負担を軽くするため

に、給付の効率化、重点化を図るためです。 

 ２点目は、給付と負担の公平性であります。同じ介護状態であれば、在宅でも施設でもサー

ビス利用の給付と負担は公平であるべきであります。施設給付費の範囲についても在宅高齢者

との公平性を確保するためにも見直しは必要であります。 

 例えば、実際、ひとりで暮らしている高齢者の方は光熱費も家賃も食事も全部自分で負担

し、その上で介護サービスを受けています。施設に入りますと、冷暖房が完備され、食事や居

住費などいわゆるホテルコストと言われているもののほとんどが介護保険給付費の中に含まれ
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ています。このような不均衡を是正して、在宅と施設入所の間に余り格差が生じないようにす

るためにも、見直しが図られることは給付と負担の公平性に基づくものです。今回の改正内容

の一例を申しますと、施設に入所されている方の居住費として多床室で、一月あたり１万円、

食費として材料費と調理コストを含め４万 2,000円の自己負担となり、同様に短期入所や通所

系のサービスにおける給付の範囲の見直しもあわせて行われます。 

  一方所得の低い方に対しては、所得額による利用者負担段階が新たに設定され、段階ごとに

限度額の設定とあわせて特定入所者介護サービス、いわゆる補足給付の創設や高額介護サービ

スの負担限度額の引き下げなど生活に支障を来さないようきめ細やかな対策が講じられてお

り、施設利用の基準額と利用者負担限度額の差額を補足給付する内容となっています。 

 よって、議案第66号は、このような介護保険法の改正に伴う給付費の補正であり、施設にお

ける居住費と食事の給付費の減額及び低所得の方のために行う補足給付である特定入所者介護

サービス等の新たな費目設定と予算化であります。 

  以上の理由を持ちまして、議案第66号「平成17年度塩竈市介護保険事業特別会計補正予算」

に対する賛成の討論といたします。ご静聴ありがとうございました。 

○議長（菊地 進君） 次に、議案第67号について委員長報告に対する反対者からの発言を許可

いたします。18番小野絹子君。 

○18番（小野絹子君）（登壇） 私は、日本共産党市議団を代表しまして議案第67号「塩竈市土

地区画整理事業特別会計補正予算」に反対の立場から討論を行います。 

 初めに、この塩釜海辺の賑わい地区の事業計画は、事業計画決定の公告の日、平成16年３月

９日から平成24年３月31日までを事業施行期間にし、区域面積７万 4,300平方メートルを事業

費45億 6,000万円、下水道事業費27億円を含めれば、約73億円をかけて基盤整備を行うという

ものでございます。また、この事業の目的を、こう事業計画では述べております。 

  本地区は平成11年３月に策定された塩竈市中心市街地活性化基本計画において、活性化の中

心軸を形成する３ゾーンの一つである海辺の賑わいゾーンに設定されたものであり、海辺に隣

接する敷地条件を生かした都心空間を創出する地区として、また、港奥部における交流拠点と

しての役割が期待されている。このため、現在空き地となっている貨物ヤード跡地に交通広場

や歩行者専用道路を初めとする都市基盤の整備を周囲の都市計画整備とあわせて行うことによ

り、新たな塩竈市の顔として、食、住、商が混在した生活交流空間を形成することを目的とす

るとうたっております。あわせて、この目的に沿うように学識経験者や地権者や議会からの構
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成で賑わい地区グランドデザインの策定が行われてきたのでございます。 

 ところで、海辺の賑わい地区土地区画整理事業の事業計画では、宅地価格の総額について区

画整理前の宅地価格総額を37億 4,702万 1,000円と予想し、整理後の宅地価格総額を31億

4,615万 8,000円と予想し、宅地価格総額の減少額６億86万 3,000円を減価補償金として貸与

するというものです。しかも、この減価補償金で地権者から9,680.41平方メートルを公共用地

として先買いする方向を示しておりました。６億86万 3,000円の減価補償金の資金計画につい

ては、平成16年度の繰越金と平成17年度の当初予算をあわせて１億 7,643万 7,000円で公共用

地として先買いを行い、残りの４億 2,442万 6,000円については平成18年から23年までの債務

負担での処理のやり方が予定されておりました。ところが、突然に資金計画が変更され、平成

17年度で地方債４億 6,100万円を充当し地権者から一挙に先買いを行おうというものです。６

億86万 3,000円の減価補償金で公共用地として取得する9,680.41平米の内訳は、13名の一般地

権者から2,274.96平方メートルを、東日本旅客鉄道からは 948平方メートルを、日本貨物鉄道

から 2,955平方メートルを、塩竈市土地開発公社から3,502.01平方メートルを取得するという

ものでございます。 

 このことによって、地権者の公共用地への減歩率は 28.19％から約半分の 14.48％に下げる

ことができるとされております。しかし、ここで忘れてならないのは、先行取得される13名の

一般地権者のうち宅地面積が65平方メートル以下の地権者は、地区外への移籍を余儀なくされ

るということでございます。市は、地権者から一挙に公共用地として取得する効果として、公

共用地及び減歩面積が確定し、結果、仮換地指定が可能になると述べております。当然なが

ら、塩竈市土地開発公社の所有地については、１万 8,879平方メートルのうち 3,502平方メー

トルを取得されることによって、残地が１万 5,377平方メートルになり、減歩面積が確定し、

仮換地が可能になるということでございます。このことは、一連の取り組みを進める上で重要

な役割を担っていると言わざるを得ません。私の総括質疑に、助役はこう述べております。塩

竈市の土地開発公社の土地3,502.01平方メートルを区画整理事業の中で先行取得されますと、

塩竈市土地開発公社の土地は１万 5,000平方メートルになります。減歩がありますからですけ

れども。そのうち 8,000平米は土地開発公社のままで賃貸し、残りの 5,000平米を市が１号用

地として公共用地として土地開発公社から買い取り、公共的にどのように利用できるのか、今

後協議していくと述べておりました。 

 また、産業建設常任委員会の質疑の中でも 8,000平方メートルをイオン株式会社に貸与する
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と述べてりおります。つまり、イオン株式会社に土地開発公社の所有地のままで 8,000平方メ

ートルを貸与することに変わりがないということが明らかになりました。しかし、塩竈市土地

開発公社の所有のままで１号用地をイオン株式会社に貸せる法的根拠は示されておりません。

本来、海辺の賑わい地区の土地区画整理事業は、地元の再開発事業の起爆剤としての事業が期

待されておりましたのに、イオン株式会社の呼びこみ方式になって海辺の賑わい地区グランド

デザインとの整合性もなく、しかも市民が望んだ計画に相反するものに変わった時点から、我

が党は区画整理事業に反対しております。よって、67号の塩竈市土地区画整理事業特別会計補

正予算に反対するものであります。以上です。 

○議長（菊地 進君） 次に、議案第67号について委員長報告に対する賛成者からの発言を許可

いたします。４番伊藤栄一君。 

○４番（伊藤栄一君）（登壇） 私は、議案第67号「平成17年度塩竈市土地区画整理事業特別会

計補正予算」について原案に賛成し、委員長報告を支持する立場の議員を代表して討論をいた

します。 

  まず初めに、当区画整理事業は平成14年９月議会において特別会計が設置され、全会一致で

予算を議決されました。その後、平成15年度当初予算から組み込まれ執行されております。平

成16年度予算についても同様に、日本共産党塩釜市議団も事業推進の立場を明確にし、全会一

致で予算案を議決しております。このような経過があるにもかかわらず、日本共産党市議団は

これまでの取り組みに矛盾した、市民の皆様に対し大変無責任な発言ではないかと思われま

す。今回、９月議会の質問の中で、区画整理地内において１号地、２号地の区割はどこなのか

と質問をしております。この問題は、区画整理事業は全く無関係の問題であり、塩竈市土地開

発公社の経営の問題であり、事前に施行機関に対して換地先を明らかにしようと迫ることは、

厳に慎むべきものと考えるところであります。 

 日本共産党市議団は、この区画整理事業をよく理解していないと思われます。今回の補正予

算についても、共産党市議団は「反対、反対」を唱えておりますが、どこの家でも予算の予算

の増減は十分あるはずです。予算の増減のたびに「反対、反対」では、何事も前に進みませ

ん。今回の補正は、区画整理事業内の道路、公園、駅前広場の一部など、公共用地の購入代金

であり、公共減歩の緩和を目的とするものであって、総合的な視点に立って内容を勘案すれ

ば、賛成以外に道はないものと考えられるところであります。よって、「平成17年塩竈市土地

区画整理事業特別会計補正予算」については、賛成するものであります。以上です。 
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○議長（菊地 進君） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

 採決いたします。 

 採決は分割で行います。 

 まず、議案第57号ないし第64号、第68号及び第69号について採決いたします。 

  議案第57号ないし第64号、第68号及び第69号については、委員長報告のとおり決するに賛成

の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立全員であります。よって、議案第57号ないし第64号、第68号及び第

69号については、委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第65号について採決いたします。 

  議案第65号については、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立多数であります。よって、議案第65号については、委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、議案第66号について採決いたします。 

 議案第66号については、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立多数であります。よって、議案第66号については、委員長報告のと

おり可決されました。 

 次に、議案第67号について採決いたします。 

  議案第67号については、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立多数であります。よって、議案第67号については、委員長報告のと

おり可決されました。 

                                          ◇ 

  日程第３  請願第１７号（産業建設常任委員会委員長請願審査報告） 

        請願第１８号（総務教育常任委員会委員長請願審査報告） 

○議長（菊地 進君） 日程第３、請願第17号及び第18号を議題といたします。 

 去る９月８日の会議において、総務教育常任委員会に付託されておりました請願第18号並び
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に６月定例会において、産業建設常任委員会に付託され閉会中の継続審査となっておりました

請願第17号の審査の経過とその結果について、それぞれの委員長の報告を求めます。 

 まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。12番木村吉雄君。 

○12番（木村吉雄君）（登壇） ご報告いたします。 

 今定例会において総務教育常任委員会に付託されました請願第18号「個人所得課税における

各種控除の安易な縮小を行わないことを求める意見書提出に関する請願」については、９月13

日に委員会を開催し、紹介議員及び市当局関係者の出席を求め、その所見を聴取して、慎重に

審査を行った次第でありますが、今後の国の税制の動向や内容等について総合的に検討するた

め、本委員会でさらに時間をかけ、慎重に審査する必要があるとの意見が大勢を占め、採決の

結果、閉会中の継続審査の取り扱いにすべきものと決しました。 

 以上、よろしくご審議くださるようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

                        総務教育常任委員長  木 村 吉 雄 

○議長（菊地 進君） 次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。６番鈴木昭一君。 

○６番（鈴木昭一君）（登壇） ご報告いたします。 

 ６月定例会において産業建設常任委員会に付託され、閉会中の継続審査となっておりました

請願第17号「米国産牛肉の拙速な輸入再開に反対し、ＢＳＥの万全な対策を求める意見書提出

に関する請願」については、９月15日に委員会を開催し、紹介議員及び市当局関係者の出席を

求め、その所見を聴取して慎重に審査した次第ですが、今後の国の動きを見きわめながら、時

間をかけて慎重に審査すべきとの意見が大勢を占め、採決の結果、閉会中の継続審査の取り扱

いにすべきものと決しました。 

  以上、よろしくご審議くださるようお願い申し上げ、ご報告といたします。 

                        産業建設常任委員長  鈴 木 昭 一 

○議長（菊地 進君） 以上で常任委員長報告は終了いたしました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 これをもって委員長報告に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、委員長報告に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 
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 採決いたします。 

 請願第17号及び第18号については、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立全員であります。よって、請願第17号及び第18号については、委員

長報告のとおり決しました。 

                                          ◇ 

  日程第４  認定第１号及び第２号（平成１６年度決算特別委員会委員長報告） 

○議長（菊地 進君） 日程第４、認定第１号及び第２号を議題といたします。 

 平成16年度決算特別委員会委員長より、決算審査の報告を求めます。６番鈴木昭一君。 

○６番（鈴木昭一君）（登壇） ただいま議題に供されました平成16年度決算特別委員会におけ

る決算審査の経過と概要、結果についてご報告申し上げます。 

 本特別委員会に審査を付託されました案件は、認定第１号「平成16年度塩竈市一般会計及び

各特別会計決算の認定について」、認定第２号「平成16年度塩竈市立病院事業会計及び塩竈市

水道事業会計決算の認定について」であります。 

 本付託案件審査のために９月16日、20日、21日及び22日の４日間、委員会を開催し、まず議

事運営上正副委員長の互選を行いました結果、委員長には私、副委員長には浅野敏江委員が選

任されました。 

  審査に当たっては、各会計決算の内容について、決算書及び提出資料などの説明を聴取し、

さらに新たに各種資料の提出を求めて活発なる質疑を展開し、慎重に審査をいたしました。そ

して、採決の結果、認定第１号については賛成多数、認定第２号については全員をもって、そ

れぞれ認定すべきものと決した次第であります。 

 各会計決算の内容につきましては、既に議員各位もご存じのとおりでありますので、詳細は

省略いたしまして、各会計決算に対してだされた要望・意見の主なるものを申し上げます。 

 まず、一般会計について申し上げます。 

 １．これまで本市においては、財政健全化に向けたさまざまな取り組みが行われているが、

本市の経常収支比率は一向に改善されない状況にある。長引く地区経済の停滞による大幅な市

税収入の減少や、三位一体改革に伴う地方交付税の削減など、歳入面の減少がその大きな要因

となっている。今後、予定されている定率減税や各種所得控除の縮小・廃止などの影響も含
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め、財源の把握と徹底した歳出の削減を図られ、経常収支比率の改善に努められたい。 

 １．「新行財政改革推進計画」における中期見通しでは、市税収入の減少や国庫補助負担金

の削減などにより、財源確保が厳しい見通しとなっている。自主財源確保に向けて、滞納対策

に係る取り組みを進められ、なお一層の収納率向上を図られたい。また、同計画において設定

されている基本フレームに沿った施策の推進は、市民サービスに直結するものであり、推進に

当たっては、国や県の予算編成方針や施策の動向、市税見通しなどを十分見きわめながら、市

民サービスの低下を招くことのないよう努められたい。 

 １．本市の財政は極めて厳しく、予算編成に当たって緊急的予算措置として基金からの繰り

入れにより辛うじて財源が確保されている状況にある。現在、地方分権が推進される中、地方

自治体においては市民・企業・行政の役割分担を明確にし、独自の経営能力を向上していくこ

とが求められており、指定管理者制度などのアウトソーシングや職員数の適正化などと並行し

て、職員個々の力の活用を図り、経営能力の向上を目指す視点が重要となっている。 

 また、財源調整のための基金の繰り入れに当たっても、安易な基金の取り崩しを行うことな

く、経営的な視点に立った計画的な運用に十分努められたい。 

 １．現在、本市の人口は10年前の国勢調査人口である６万 3,566人と比較して約 3,000人の

減少となっており、市税収入の減少にもつながっている。市内においては、長期的な景気停滞

のため、企業倒産や移転、店舗の閉鎖が相次ぎ、労働者が流出するなど町の活気が失われてい

ることから、人口増加に向けて思い切った施策の転換が求められる。市域が狭く、まとまった

土地がない本市においては、土地の有効活用は自明の課題であることから、高度利用等を積極

的に図られるなど、本市の活力再生に向けて人口増加のための調査・検討に努められたい。 

 １．平成16年度の基本健康審査の受診率が53％まで増加しており、「健康しおがま21プラ

ン」の2010年、受診率55％の目標に大きく近づいている。また、インフルエンザ予防接種者数

も大幅に増加し、予診書発行の移動窓口の設置などによる利便性の向上が希望者から好評を得

ているところである。今後とも市民の健康予防推進のため、受診率のさらなる拡大を目指し、

市民が受診しやすい実施体制づくりに努められたい。 

 １．本市水産加工業については、日本を代表する水産物の供給基地としての役割を担い発展

してきたが、近年、多様化する消費者ニーズに対応するため、商品の提案力強化が求められて

いる。 

 そのような中、消費者の安心・安全指向に対応するため、衛生管理の充実等、時代の要請に
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こたえた食品製造の強化を図ってきたところである。 

 今後は、より一層水産業界と地元の結びつきを強め、地域全体から「水産のまち塩竈」を全

国へ発信するため、地元にある資源を最大限活用し、異業種との連携などについても検討さ

れ、新製品の開発や新たな販路の開拓に向け、指導・育成に努められたい。 

 １．災害特別融資事業については、平成16年度における新規融資が行われていない状況にあ

ることから、今後は住宅や土地の災害復旧のみならず、災害予防においても積極的な活用が図

られるなど、同融資制度の利用拡大に向けて、市民への周知に努められたい。 

 １．交通安全対策事業については、住民ニーズを踏まえ、交差点等における反射鏡、横断歩

道、ガードレールなどの設置について鋭意努力され、安全で住みよいまちづくりに取り組まれ

たい。 

 １．駐輪場運営事業は、東塩釜駅利用者のために整備した「東塩釜駅西口駐輪場」の管理・

運営を行い、市民が利用しやすい駅前広場にするため、自転車の駐輪場への駐車を指導すると

ともに、放置自転車の撤去などを行うものである。 

 駅前広場には、放置には至らないまでも長時間駐車している自転車が多々見受けられるの

で、駅の円滑な利用と良好な周辺環境の確保の観点から、駅前広場の自転車の管理並びに駅周

辺の環境整備について関係機関と協議を深められ、さらなる事業の推進に努められたい。 

 １．青少年健全育成事業については、子供安全パトロールなどの街頭巡回指導が行われ、１

年間における指導件数が激減するなど、一定の成果が上がっている。 

 しかし一方では、関係者の積極的な取り組みにもかかわらず、登下校の際に子供を威嚇した

り、危険にさらす行為が後を絶たず、変質者等の存在も看過できないものとなっている。 

 市においては、青少年の健全育成に重要な役割を担う青少年相談センターを中心として、家

庭・学校・地域並びに防犯協会等との連携を強め、事業の円滑な推進による児童生徒の安全確

保、健全育成になお一層取り組まれたい。 

 １．本市における小中学校施設については、老朽化が進んでおり、耐震化の推進は大変重要

なものとなっている。市では、学校施設補修工事５カ年計画に基づき、耐震診断調査や施設の

改修・補強等を行っているところであるが、今後は、公立小中学校施設の耐震化に対する国の

新たな動きなども視野に入れながら、学校施設整備の推進になお一層努められ、児童生徒の安

全確保と良好な教育環境の整備・創出に努力されたい。 

 １．公民館等の公共施設については、多くの市民が利用するものであることから、バリアフ
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リー化の推進に努められ、より利便性の高い施設整備に向け、さらなる検討を行われたい。 

 次に特別会計について申し上げます。 

 交通事業特別会計については、浮標灯などの航路標識の整備に努められるなど、船舶及びそ

の運航の安全確保に万全を期されるとともに、経営健全化計画に基づく事業の効率的な執行に

努められ、会計の健全化に向けて鋭意努力されたい。 

 魚市場事業特別会計については、水産業を取り巻く環境は、資源の減少や流通形態の多様化

など、今後もなお一層厳しいものが予想されるので、水揚げ高の確保に向けて、関係機関との

連携をより一層強化されるとともに、積極的な漁船誘致活動を展開されたい。 

 また、老朽化が顕著な魚市場施設においては、駐車場を初め修繕が必要とされる箇所が多々

あるので、計画的に取り組まれ、良好な環境整備に努められたい。 

 最後に企業会計について申し上げます。 

 病院事業会計については、これまで地域医療の中核を担う公立病院として、その経営改善に

努めてきたが、医師不足の影響は大きく、病院の経営環境は極めて厳しい状況となっている。

現在、このような危機的状況から脱却を図るべく、平成17年度、18年度の２カ年を期間とする

「再生緊急プラン」に基づいて常勤医師の確保、収入確保とコストの縮減、地域連携によるオ

ープン病床の設置などに一丸となって取り組んでいるところである。 

 病院を取り巻く環境は、なお厳しいものとなっているが、塩釜医療圏唯一の公立病院とし

て、市民、地域住民の負託にこたえられるよう、なお一層のプランの推進を図り、経営改革に

努められたい。 

 水道事業会計については、水道施設の耐震化を進める中で、これまで施設全般の耐震診断調

査を実施し、調査結果に基づいた年次計画により危険箇所や二次災害想定施設などから順次補

強工事を行うとともに、災害時における貯水の確保も図られているところである。 

 しかしながら、現在、宮城県沖地震の発生確率は非常に高く、いつ地震が発生してもおかし

くない状況にあることから、今後とも引き続き災害に強い水道施設の構築を目指して、老朽化

への対応や給水体制の整備に努められたい。 

 以上が審査の概要であります。 

 なお、本特別委員会は議員全員の構成でありますので、審査の細部については省略いたしま

すが、当局におかれましては、指摘ないし要請された事項については、それぞれ意を体し、万

遺漏のないよう措置を講じられるよう要望いたします。 
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 以上、よろしく皆様の御賛同をお願い申し上げまして、ご報告といたします。 

                  平成16年度決算特別委員会委員長  鈴 木 昭 一 

○議長（菊地 進君） 以上で委員長報告は終了いたしました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。（「なし」の声あり） 

 これをもって、質疑を終結することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。 

 認定第１号について討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 

 まず、委員長報告に対する反対者からの発言を許可いたします。20番伊勢由典君。 

○20番（伊勢由典君）（登壇） 日本共産党市議団を代表して、平成16年度決算認定１号の中で

一般会計、土地区画整理事業特別会計、国民健康保険事業特別会計について反対討論を行いま

す。 

 まず、一般会計について反対の理由について述べます。 

 平成16年度当初予算では、土地区画整理事業に対し、一般会計から土地区画整理事業特別会

計繰出金 1,080万円が予算化され、平成15年度繰越金 396万円を充当し、収入済額 1,118万円

で決算されました。この土地区画整理事業繰出金は、土地区画整理事業特別会計が国庫補助金

や起債など、特定財源のためこの事業を進める上で必要な財源として一般会計から繰り出して

いることが、一般会計の質疑と答弁でも明らかとなりました。平成16年度の土地区画整理事業

特別会計の執行は、地元地権者を公共の道路に面した移転のために、換地計画を定め地権者移

転補償のため、建物移転補償業務委託を行い、先に土地開発公社とＪＲ貨物株式会社の換地を

行い、他の地権者の移り先の土地空間をつくるため調査を行って、地権者の移転補償のための

執行予算であったことは市当局の回答でも明らかとなりました。 

 同時に、平成16年度一般会計繰出金は 926万円を平成17年度繰り越しし、国庫支出金や起債

など合計で１億 296万円が平成17年度繰越明許費にして換地や移転補償のための財源としまし

た。この財源を担保に、現在、地権者 108名のうち土地開発公社やＪＲ貨物（株）の大手地権

者、地元地権者23人が先買いに同意したとしております。ここまでなら、土地区画整理事業と

して妥当な執行決算だと思います。 

 昨年９月議会での小野絹子市議の一般質問、土地区画整理事業が塩竈市の活性化の起爆剤と
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するなら、大手企業や大型店に頼らず地元企業を初めとする地元商店街、市民参加でつくり上

げることが重要ではないかとの質問に対し、佐藤市長は、地元商店の参加について対応したい

と答えておりましたが、しかし、佐藤市長は、昨年11月４日に大手企業基準の公募が突然発表

され、土地区画整理事業は大手企業公募と大手の呼びこみ方式に変わったのであります。 

 その内容は、決算特別委員会、土地区画整理事業特別会計の質疑と佐藤市長の答弁で明らか

になりました。佐藤市長は、昨年９月議会以降、平成18年早期の土地利用のため議論し、資格

として資本金１億円以上、過去５年間で開発行為５万平米開発など、地元企業にとって公募で

きない基準にし、一切議会と市民に知らせない公募を行いました。このやり方は議会不在、市

民不在と言わざるを得ないのであります。市民の貴重な市税を扱う一般会計から、土地区画整

理事業特別会計に繰り出しした支出は、この時点から本来の区画整理事業の所期の目的と性格

を失ったものであり、以上の点から平成16年度一般会計決算と土地区画整理事業特別会計決算

に反対するものであります。 

反対の理由の第2点は予算枠配分方式と新行財政計画と福祉予算削減についてであります。 

 国の三位一体改革で、国庫補助金削減など市の基金を繰り出し、超緊縮予算を組まざるを得

なかったとはいえ、一般会計の予算編成は市民の暮らし、福祉、教育など市民を守る防波堤で

なければなりません。しかし、予算削減のための予算枠配分方式を導入したことで２億 3,801

万円の不用額が生じました。一方で、市内小中学校の必要とするトイレや廊下の傷みなど施設

修繕の計画が先送りされ、市民が必要としていることが実行されておりません。 

 また、平成16年度に塩竈市行財政改革推進計画が庁内で検討されました。しかし、一方で平

成17年度当初予算が議会を可決承認された後、市議会の十分な議論のないまま経費や人件費削

減など約10億円の歳出削減計画が一方的に新聞報道されるなど、佐藤市長の市政運営そのもの

が議会と市民不在の立場を示すものであります。総務省は、３月29日地方公共団体における行

政改革のための新たな指針の通達を県と政令市に出しました。 

 一言で言えば、地方自治体の公共の行政サービスを民間に移すことを前提にした内容であり

ます。本来、地方自治体は市民の守り手であり、この指針は塩竈市の市民を守る使命や役割を

放棄する内容であります。また、昨年12月議会で長期療養見舞金、入院給食費の助成制度、在

宅身障者福祉手当の廃止もされており、佐藤市政のもとで福祉の切り捨てが行われました。 

 以上の点からも、一般会計に対して反対するものであります。 

 国民健康保険事業特別会計の反対の理由は、次の点であります。 
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 国民健康保険税が平成16年度10.3％値上げされました。国民健康保険税の調定額が前年の18

億円から１億 8,481万円増の19億 9,438万円となりました。結果として、未収額は前年と比

べ、平成16年度現年度分で 4,493万円増加してしまい、２億 6,532万円となりました。 

 一方、不納欠損額は平成15年度滞納繰越 3,183万円が 7,181万円増加し１億 365万円となり

ました。しかも、未収額で累積７億 6,000万円にもなっております。高過ぎる国民健康保険税

によって、納め切れない事態と税の値上げが引き起こした結果であります。我が党は、大幅値

上げはさらなる滞納を招き、国民健康保険事業特別会計の悪化を招くだけだと警告をしており

ました。今回の決算はそのことを証明いたしました。 

 以上が国民健康保険事業特別会計に対する反対の理由であります。 

 反対の理由について述べさせていただきましたが、当市議団は、今回の決算議会には市民の

要望や意見などを反映させるため、その立場から臨み、意見を戦わせてきたことについて一言

申し上げ、平成16年度認定第１号の反対討論といたします。ご静聴のほどありがとうございま

した。 

○議長（菊地 進君） 次に、委員長報告に対する賛成者からの発言を許可いたします。11番佐

藤貞夫君。 

○11番（佐藤貞夫君）（登壇） 私は、ただいま議題となりました認定第１号「平成16年度塩竈

市一般会計及び各特別会計決算」について、全員で構成する決算特別委員会において十分な質

疑を行い、その結果については先ほど委員長から報告がありました。 

  決算委員会では、委員長報告のとおり決算を認定するということに多数が賛意を示したこと

はご承知のとおりであります。また、常勤の監査委員及び非常勤でありますが議会選出の監査

委員も、本市議会において佐藤市長から提案され満場一致で承認をした立派な監査委員であり

ます。この両監査委員を中心に、事務局一同が地方自治法に基づいて市長から提出をされまし

た一般会計及び特別会計歳入歳出決算書、また事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に

関する調書及び基金の運用状況について、また収入役及び関係課等が保管する歳入歳出の附属

書類について慎重に審査をした結果、各会計決算書は附属書類及び基金の運用状況は、いずれ

も関係法令に準拠して作成をされ、表示されているケースは諸帳簿と符合し、正確であり、そ

の内容及び予算の執行についても適正であると認めているのであります。 

 さらに、平成16年度施政方針及び予算説明要旨に基づいての主要な施策の成果に関する説明

書も提出をされており、また、附属決算資料には一般会計の歳入の決算状況、決算の推移、歳
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出目的別及び性質別決算の状況と推移、繰出金、基金残高、地方債残高、地方債関連指標の推

移、または決算分析、指標レーダーチャート、さらにはバランスシート、行政コスト計算書、連

結バランスシート、連結行政コスト計算書も提出され、また明らかにされ、財政運営がますま

す困難な状況の中で、市民の負託によくこたえる努力をし、また市民生活にとって欠かせない

役割を果たそうとした、また新しい政治感覚と視点で諸事業に真剣に取り組んだものであり、

私どもは大いに共感、共鳴できる決算の内容であるという認識をしているところであります。 

  思い起こせば、ご承知のとおり昨年の２月市議会定例会において、佐藤市長より平成16年度

施政方針及び予算案が説明され、これを審議するため施政方針に対する質問、また予算案が説

明され、これに対する総括質疑はもとより予算特別委員会での資料要求や質疑は十分に行わ

れ、共産党市議団は国民健康保険事業特別会計予算に反対いたしましたが、あとは全部賛成い

たしましたことは、ご承知のとおりであります。 

 それに基づく今回の決算について、全員をもって特別委員会を開催し、共産党市議団も数多

くの資料要求をいたしましたが、市当局はこれに対して誠意をもってこたえ、要求された資料

についても十二分に努力をされたものと思っております。これらの質疑を通じて、不正なある

いは不当なシステムがあったのでしょうか。また、数字上の誤りが指摘されたのでしょうか。

質問の中で、答弁ができなくなったことがあったのでしょうか。それがなければ、正当なる支

出であるという認識の上に立って決算を認定すべきではないでしょうか。我々は、特に問題は

なかったと認識をしているのであります。 

 不認定という態度には、はなはだ疑問を感じるのでありますが、共産党市議団が決算に反対

している中での国民健康保険事業について、一昨年の12月市議会で、国民健康保険税10.3％引

き上げても平成16年度の実質単年度収支は、単年度収支額18万 1,978円に基金積立金５万 

5,489円を加え、国保財政調整基金からの取り崩し額 1,200万円を差し引くと 1,176万 2,533

円の赤字決算となっており、保険給付の状況を見るとき１世帯当たりの給付額は前年度より

8.5％、１人当たりの給付額では前年度より 9.4％ふえておる現況にありますし、また、昨年

度の実質単年度収支を比べると、大幅に収支が改善されている状況をみるとき、我々が修正し

た値上げ率の正当性が今度の決算に証明されたものと思われます。特別会計のあり方が種々こ

の議場で議論され、特に収支改善を求める意見や質疑が多いはずであります。このように、特

別会計については安定した事業運営ができるように、これからも現状を直視して一層、市当局

には努力願いたいと思うのであります。 
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 さらに、土地開発公社の土地活用と土地区画整理事業について、共産党市議団はいつも問題

があるかのような指摘をしておりますが、もう少し、まちづくりや活性化について、これまで

の経過を踏まえ、冷静に対処してほしいと願っています。塩釜海辺の賑わい地区土地区画整理

事業については、あの残された貨物ヤード跡地は一日も早く有効活用を図るよう願って土地活

用されるべきであることは衆目の一致するところであろうと思います。この土地開発公社所有

の土地は、平成７年度から９年にかけ旧国鉄貨物ヤード跡地を国鉄清算事業団より多額の金を

つぎ込んで取得したものであります。ご承知のとおり、本年６月の市議会定例会に出された塩

竈市土地開発公社の16年度の決算書でも明らかのように、既に利子だけでも２億6,330万9,608

円に赤字が達しており、平成17年度決算で恐らく３億円を超す利子になるのではないかと思っ

ております。このまま、あと何年も手をつけずにいたならば、大変なる利子がかさみ、土地引

き取りも非常に高くなり、さまざまな事業に大きな悪影響を及ぼすことは明らかであり、前市

長時代から港奥部再開発計画のゾーンとしての位置づけをし、暫定活用の計画もなされた経過

をたどりながら、中心市街地活性化計画の経過を経て今日の区画整理事業につながってきたの

であります。 

 このように、この事業はさまざまな経過をたどりながら、前市長時代から満場一致で議会で

認め引き継いだ事業でありますことは、皆さんよくご承知のことと存じます。現在、海辺の賑

わい地区のまちづくりにつきましては、参画事業者審査の委員会で十分に審議をされ、事業者

が決定を見ているのであり、一日も早い進捗が望まれているのであります。 

 仙台市から車で約30分、ＪＲ仙石線で約25分、東北本線では約17分程度にある当市は、塩竈

神社の門前町として２市３町の中心都市として、また松島に臨む塩釜港を中心、東北の流通拠

点漁港、松島への観光港として発展してまいりました。しかし、近年、港湾は単なる産業、生

産の場ではなく、多くの国民が憩い、楽しむ親水空間としての役割が求められるようになって

おり、塩竈市においても港を活用し、港が新しいにぎわいの空間として活用するための種々の

検討がなされて、今日を迎えました。 

 この土地区画整理事業は、先祖伝来の土地にかかわる相手があり、難しい事業でありますこ

とはご承知のことと存じます。この事業は商圏が他市や他町に移っている現状で消費購買力を

少しでも回復、取り戻し、あわせて地元商圏の購買率を高め、人口が減りつつある塩竈の現状

打開に少しでも役立てて、地元経済を立て直していこうという姿勢であり、取り組みであるは

ずでございます。そのため、市当局は公有地の拡大の推進に関する法律第17条第１項第１号に
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規定する土地開発公社保有地の２号用地への変更について、県を通じ国に対しいろいろ求めて

おりますが、可能であるとの回答を得てきておるのであり、先ほど総務教育常任委員長報告が

なされたとおりであります。 

 これからも、塩竈市当局が商工会議所と一体となり、多額の公費がつぎ込まれる海辺の賑わ

い地区をつくるための土地区画整理事業をこれからも市議会と十分に協議をしながら進めてい

ただきたいことを申し上げて、一般会計及び特別会計決算について、財政の中で市民の負託に

こたえてきたのであると評価し、決算認定に賛意を示しながら討論を終わりたいと思います。

ありがとうございます。 

○議長（菊地 進君） 以上で通告による討論は終結いたしました。 

 採決いたします。 

 採決は分割して行います。 

 まず、認定第１号については、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立多数であります。よって、認定第１号については、委員長報告のと

おり認定されました。 

 次に、認定第２号については、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（菊地 進君） 起立全員であります。よって、認定第２号については、委員長報告のと

おり認定されました。 

                                          ◇ 

  日程第５  議員派遣の件 

○議長（菊地 進君） 日程第５、議員派遣の件を議題といたします。 

 本件はお手元にご配付のとおり、地方自治法第 100条第12項及び会議規則第 153条の規定に

より議員を派遣しようとするものであります。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議員派遣の件については、質疑、委員会付託、討論を省略し

たいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、質疑、委員会付託、討論を省略することに決定いた

-73- 



しました。 

 採決いたします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付のとおり決することにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認めます。よって、議員派遣の件については原案のとおり

可決されました。 

 お諮りいたします。 

 本日はこれで会議を閉じ、明28日定刻再開いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（菊地 進君） ご異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、明28日定刻再開すること

に決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  午後２時４９分  散会 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   平成１７年９月２７日 

 

        塩竈市議会議長                  菊 地   進 

 

        塩竈市議会議員                  伊 勢 由 典 

 

        塩竈市議会議員                  東海林 京 子 
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塩竈市議会９月定例会会議録                                                      

 

（第３日目）第15号                                     



  議事日程 第３号 

 平成１７年９月２８日（水曜日）午後１時開議 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 一般質問 

 

  本日の会議に付した事件 

日程第１及び日程第２ 

 

  出席議員（２２名） 

 １番  菊 地   進 君       ３番  武 田 悦 一 君 

 ４番  伊 藤 栄 一 君       ５番  志子田 吉 晃 君 

 ６番  鈴 木 昭 一 君       ７番  今 野 恭 一 君 

 ８番  嶺 岸 淳 一 君       ９番  浅 野 敏 江 君 

１０番  吉 田 住 男 君      １１番  佐 藤 貞 夫 君 

１２番  木 村 吉 雄 君      １３番  鹿 野   司 君 

１４番  志 賀 直 哉 君      １５番  香 取 嗣 雄 君 

１６番  曽 我 ミ ヨ 君      １７番  中 川 邦 彦 君 

１８番  小 野 絹 子 君      １９番  吉 川   弘 君 

２０番  伊 勢 由 典 君      ２１番  東海林 京 子 君 

２２番  福 島 紀 勝 君      ２３番  伊 藤 博 章 君 

 

  欠席議員（１名） 

 ２番  田 中 徳 寿 君 

 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長                  佐 藤   昭 君   助 役                  加 藤 慶 教 君 

収 入 役                  田 中 一 夫 君   総 務 部 長                  山 本   進 君 

市 民 生 活 部 長                  棟 形   均 君   健 康 福 祉 部 長                  佐々木 和 夫 君 

産 業 部 長                  三 浦 一 泰 君   建 設 部 長                  内 形 繁 夫 君 
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総 務 部 次 長                              市民生活部次長                  

兼 総 務 課 長                  阿 部 守 雄 君   兼 環 境 課 長                  綿     晋 君 

健康福祉部次長兼 

社会福祉事務所長  大 浦   満 君   産 業 部 次 長                  伊 賀 光 男 君 

建 設 部 次 長 兼                 

都 市 計 画 課 長                  茂 庭 秀 久 君   総務部危機管理監  芳 賀 輝 秀 君 

総 務 部 行 財 政                 

改革推進専門監                  田 中 たえ子 君   総務部政策課長                  渡 辺 常 幸 君 

                      市民生活部 

総務部財政課長                  菅 原 靖 彦 君   市 民 課 長                  澤 田 克 巳 君 

                      総務部 
産業部                   総 務 課 長 補 佐                 

み な と ま ち づ く り 課長                  神 谷   統 君   兼 総 務 係 長                  佐 藤 信 彦 君 
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  午後１時   開議 

○議長（菊地 進君） ただいまから９月定例会第３日目の会議を開きます。 

  本日、欠席の通告がありましたのは、２番田中徳寿君の１名であります。 

 本日の議事日程は、日程第３号記載のとおりであります。 

 傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は電源を切るようにお願いいた

します。 

                                          ◇ 

  日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（菊地 進君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、22番福島紀勝君、23番伊藤博章君を指名いたします。 

                                          ◇ 

  日程第２  一般質問 

○議長（菊地 進君） 日程第２、一般質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。５番志子田吉晃君。（拍手） 

○５番（志子田吉晃君）（登壇） ニュー市民クラブの志子田吉晃です。 

 まず初めに、質問の機会を与えてくださいました議員各位並びに関係の方々に厚く御礼申し

上げます。 

 平成17年９月定例会は、９月８日に第１日目の本会議が開かれ、本日は９月28日となりまし

た。その間、各常任委員会や決算特別委員会も開かれましたが、今議会の最大のニュースは、

何といっても９月11日に行われました衆議院の総選挙であったと思われます。９月12日の新聞

各紙は、小泉自民党の歴史的大勝利、郵政信任、あるいは自公あわせた与党の議席数は定数の

３分の２超えの 327議席獲得と紙面を飾りました。 

 その後、マスコミ各紙は余りにも勝ち過ぎた小泉自民党に対し、その勝因について選挙争点

の絞り込みのうまさや巧みなメディア戦略にあるとして冷笑的、冷やかに扱っているようであ

ります。確かに、郵政改革や小さな政府や、官から民へといった選挙スローガンと、刺客擁立、

女性候補等の話題もありましたが、私は、その勝因として結局は国民が構造改革を望んでいた

からだと考えております。つまり、国民意識が90年代のバブル崩壊で暗い漂流状態となったた

め、規制、秩序を破壊し、新たな世界、価値観を築こうとする異質な国民の民意が芽生え、次

第に成長してきたものと考えます。構造改革を望む意識、新しい時代をつくり出そうという意
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識が投票率を押し上げて、今回の衆院選の投票率は93年に小選挙区制を導入して以来、最高の 

67.52％まで上昇しました。これは、前回2003年のときより7.66ポイントアップとなったわけで、

未来への選択の意思でもあるととらえております。 

 さて、翻って、当塩竈市の構造改革、つまり行財政改革や職員、議員、市民の意識改革はど

こまで進んだか。あるいは佐藤 昭市長のリーダーシップにより、塩竈市の行革はどこまで進

んだかを考えたときに、現在、一つの大きな壁に当たっているような感じがするのは私一人だ

けの思いなのでしょうか。何か、見えませんが、確かに壁のようでもあり、あるいはボトルネ

ック、あるいは逆境という限界に突き当たっている感じで、なかなか成果があらわれてこない

というのが実感ではないでしょうか。 

 前置きが長くなったので、早速質問に入らせていただきます。 

 今回は 100円バス事業、扶助費需要対策、市税増収策、病院事業改善策の４点お聞きします。

佐藤市長には、これら限界を突破するようなすばらしい答弁を期待いたしております。 

 質問の１番目、 100円バス事業についてお聞きします。 

  この件は、たびたび質問させていただいております。もう質問する事項がないくらいお聞き

していますので、私の質問の方が壁に当たって限界に達しているかもしれません。お前の 100

円バスの質問はもう聞きあきたという議場内の声も聞こえそうですが、そのような限界を乗り

越えるべく、限界突破に挑戦してみたいと思います。この議場内には、そういう意味で同じ質

問を12年間もし続けている先輩もいらっしゃいます。よい意味で、信念は見習いたいものだと

思っております。限界には、意識の限界、行動の限界、成果の限界という３つの限界、壁があ

ると聞いております。そして、その限界とは一体だれがどのような基準で決めるのかというと、

結局は自分が勝手に勝手な基準で決めるとのことです。あきらめたところが限界であると、考

えてみればそのとおり、限界というのは本当は自分自身で原因をつくり出しているわけです。 

 しかし、限界は突破できる、そのよい手本となるべき方がすぐ近くに座っております。３番

武田先生です。あきらめない信念を持ち続けております。理想と目標を明確に定め、思いがぶ

れないのです。目標の的が揺れると、信念の玉は当たらないのですが、目標がしっかりしてい

て理想を達成するためのストーリーが明確なのです。私たちには、その熱い思いが伝わります。

その熱意とその努力とその時間が立派な仕事をし、思いが実現されると信じております。 

 質問です。 

 現在、 100円バスは８月１日からダイヤ改正が実施されました。乗客数も多く、評判もいい
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です。来年３月までは試行運転となっておりますが、１点目、現行事業の評価と問題点をお知

らせください。また、新浜地区や本町地区からバス路線乗り入れの要望書が出ていますが、２

点目、新規のルートも考えた 100円バス事業のルート増設について市長の考えをお聞きします。

できましたら、この塩竈の中心市街地の空洞化や市内経済の低迷等の限界に対して、それを突

破できるようなバラ色のストーリーをお示しいただければ幸いです。 

 続いて２点目、扶助費需要対策についてお尋ねします。 

 ９月議会は、毎年決算認定の審査を行う時期であり、昨日、16年度の決算が可決認定されま

した。監査委員から出された決算審査意見書の結びに、以下のように述べられています。 

 「歳出面においては民生費の繰出金や扶助費を含めた社会福祉施策の需要が伸びており、こ

れまでは他の分野での歳出削減を行いながらこれに対応してきたが、この需要の伸びはこれか

らも依然として継続していくこと、また、削減努力が限界に近づいていることから、歳出でも

厳しい状況が続くものと予想される」とあります。そして、歳出の性質別内訳項目で、扶助費1

6年度25億 9,800万円、構成比13％、対前年増１億 5,200万円、増減率 6.3％増となっておりま

す。１点目の質問は、扶助費需要の現況と将来の予測について中身の説明をお願いいたします。

具体的には、１つ、各項目ごとの扶助費の使われ方と制度について。１つ、特に決算金額の多

い生活保護費について。１つ、その中でも決算金額の多い医療扶助の制度について。１つ、児

童措置費の制度と主な中身について。そして、全体の将来の需要予測についてであります。 

 ２点目の質問は、扶助費需要削減対策についてお尋ねします。 

 １つ、国・県・市の財源負担の割合は。また、抜本的な歳出構造の対策は。１つ、生活保護

率とその自立支援について。１つ、扶助事業を受けている市民に対する感謝や反省の大切さを

知らせる啓蒙活動について。それぞれお聞きします。この扶助費についても、何とか限界を突

破していただきたいものだと思います。 

 次に３番目、市税増収策について伺います。 

 歳入面では、この市税が毎年一番限界を感じているのではないでしょうか。平成16年度決算

額では市税増収61億 724万円と前年比マイナス１億 8,502万円減りました。そこで、市税内訳

項目ごとに増収策を考えなければなりません。 

 質問です。１点目、市税収入の現況と将来の予測。２点目、総合的な市税増収対策の２つで

す。①個人市民税、②法人市民税、③固定資産税、④軽自動車税、⑤市たばこ税、⑥都市計画

税のそれぞれにそれぞれの対策が必要であります。また、95％を理想とする収入率の改善、６
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億 2,934万円に及ぶ収入未済額の収納対策や、定率減税の影響等についてお答えいただければ

幸いです。よろしくお願いいたします。 

 最後の質問、４番目、病院事業改善策についてお聞きします。 

 この事業が塩竈市にとって最大の難関部分。限界突破を強く求められている部門です。16年

度の決算が決まりました。総収益は23億 4,600万円、総費用は28億 5,700万円、収支差額は５

億 1,000万円の赤字です。大変な数字です。しかし、決算は認定されました。それは、どうし

てもこの塩竈市内にこの病院が必要だと思う市民の方々がたくさんおいでだからです。当局の

改革に向かって努力している姿勢が多少なりとも伝わるので、議会は仕方なしに賛成可決した

ものと私は考えております。 

 しかし、このままの状態では病院の存続も限界であり、我々議員の我慢も市民の我慢も限界

に達しているのではないでしょうか。あらゆる改善策を立て、明確なストーリーを描き、理想

達成のための明確な目標が求められます。この病院事業が、佐藤 昭市長にとって改革の本丸

であり、行財政改革の本丸であると再認識していただき、４点ほど質問いたします。 

 １点目、これまでの改善策の成果。２点目、緊急再生プランと本年度の事業予測。３点目、

将来の事業予測と本来のあるべき姿。４点目、官から民へ、民間事業移管の考えはの４項目で

す。 

 現状の病院事業は、実質的な経営責任者が不在であるということが、この事業運営の難しさ

だと考えます。小泉自民党は郵政民営化を改革の本丸として掲げ、選挙に圧勝し、民意を得た

わけであります。塩竈市にとっては、この市立病院事業こそが改革の本丸であるべきです。つ

まり、病院の民営化、これこそが市内に病院を維持存続させ、塩竈市一般会計、特別会計、企

業会計の経営黒字化につながり、日本一住みたいまち塩竈の市民に対する行政サービス、福祉

の充実につながるものと推察いたします。佐藤 昭市長には、限界突破に向けて明確なリーダ

ーシップを発揮されることを望みながら１回目の質問を終わらせていただきます。ご清聴あり

がとうございました。（拍手） 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） （登壇） ５番志子田議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 初めに、 100円バス事業に関するご質問をいただきました。しおナビ 100円バスの現行事業

の評価と問題点についてのご質問でございましたので、お答えをいたします。 

 しおナビ 100円バスについては、皆様方からのご意見をいただきながら８月１日から朝夕の
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通勤に特化した、例えばシャトル便の新設でありますとか、旧来空白時間帯となっておりまし

た部分の解消、さらには郵便局方面へのルート拡大などの３点での見直しを行い、来年３月末

まで試行期間を延長したところでございます。今回の見直しで、平日の利用者数が始めて1,000

人を超える日も出てくるなど、市民の皆様方から大変好評をいただいているというふうに理解

いたしております。昨年との比較で見ますと、しおナビ 100円バスを導入してから４月末まで

の約７カ月間の利用者数は、約14万 5,000人となりまして、７月末時点で前年１年間の利用者

数13万 5,000人を既に突破しており、前年同期と比較いたしましても約80％の大幅な伸びとな

っております。全体的には、多くの市民の皆様に受け入れられ、市民の皆様の足として定着し

つつあるものと理解をいたしております。 

 一方、新設いたしました通勤通学時間帯に特化したシャトルバス便のうち、東塩釜駅方面に

ついては残念ながら利用者の伸び悩みが見受けられますので、今後、沿線に関係する町内会等

にチラシを配布するなどのお願いをしながら、なお一層ＰＲに努めてまいりたいと考えており

ます。今後、試行期間中に改めてアンケート調査や乗降客調査を行いながら、本格実施に向け

さらなる利用者の利便性を図りたいと考えております。 

  100円バス事業のルートの増設に関するご質問をいただきました。 100円バスの空白地区へ

の乗り入れにつきましては、現在、この路線を運行いたしております宮城交通では、大変厳し

い環境経営下のもと、既存路線の全体的な見直しを進めている状況にございます。このような

状況下で、宮城交通からは新たな負担を伴う新規路線の開設については、本市が全額運営費を

負担するという条件が出されているところであります。このため、新規路線開設に当たりまし

ては多額の負担を伴うという課題もありますことから、その路線の必要性や重要性について十

分分析し、将来の総合交通体系も視野に入れながら検討してまいりたいと考えております。ま

た、既存路線の 100円化につきましては、その路線の利用状況等を調査しながら今後の課題と

して取り組んでまいります。 

 次に、扶助費需要対策について何点かのご質問をいただきました。 

 初めに、扶助需要の現況と将来の予測についてお答えをいたします。 

 扶助費制度の現況につきましては、障害者の方々の自立支援としての各種サービスの提供で

ありますとか、児童の健全育成に係る支援としての児童手当、さらにはセーフティーガードと

しての生活保護費など多岐にわたる内容であります。また、近年、児童手当の支給年齢の引き

上げや景気の低迷などの影響による生活保護費の増大など、扶助費は年々増加の一途をたどっ
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ており、平成16年度決算で見ますと約25億 9,800万円と一般会計決算額の13％を占める状況で

あります。 

 中でも、生活困窮者に対する扶助費が年々増加いたしまして、平成16年度の平均保護率は10.92

パーミルと県内一の高いレベルとなり、この分野の扶助費決算額では約10億 4,700万円と扶助

費全体の４割を占めている状況でございます。生活保護費の増加要因でありますが、高齢化の

進行や核家族化の進展、さらには低迷する雇用情勢など本市を取り巻く厳しい経済環境が影響

しているものと考えられます。本年７月現在では、既に 11.28パーミルとさらに上昇を続け、

依然として県内一の高い水準で推移しております現況から、今後とも増加をしていくものと予

想せざるを得ない状況でございます。 

 扶助費の項目といたしましては、生活扶助などの８項目でございますが、特に高い水準にあ

る生活保護者の医療費の全額を負担する医療扶助費につきましては、年間の延べ人数は被保護

者の方の約８割を占め、扶助費としては５億 4,400万円と生活保護費の約５割を占める状況で

あります。この支給に当たりましては、主治医や嘱託医の意見を十分に聴取しながら必要な治

療を受けていただくように指導を行うとともに、あわせて保護世帯の家庭訪問等を実施するな

ど適切な治療に専念し、早期治癒を図り、自立に向けより一層努力をしていただくよう生活指

導等を行っているところであります。 

 扶助費需要削減対策についてお答えをいたします。 

 高い生活保護率を踏まえた削減対策についてでございますが、これまでは全般的な歳出削減

で努力を行いながら対応を重ねてまいりましたが、それも限界に近づいております。また、国

におきましては三位一体改革により生活保護費の国庫負担割合の見直しが進められている中で、

一層市民負担が増加することも予想されますため、今後、さまざまな機会をとらえ、国に対し

て国庫負担割合の現状維持について強く働きかけを行ってまいります。 

 一方、国においては急激な保護の増加に対応するため、平成17年度から厚生労働省の事業と

して生活保護受給者等就労支援事業がスタートをいたしております。本市においても国・県、

また実施機関でありますハローワークとの連携を強化し、この制度の積極的な活用を図るとと

もに、新たな立地企業に対しましては雇用の確保を働きかけながら、これまで以上に就労、自

立に向けた相談指導を強化して、自立支援策につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、啓蒙活動についてお答えをいたします。 

 扶助を受けている市民の方々には、当初申請時のみならず更新時やあらゆる機会をとらえて、
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その扶助制度の趣旨等について理解をいただきながら、また、家庭訪問や相談活動を密に行い、

一日も早い自立自活に向けた指導、支援を行っているところでございますので、ご理解をお願

い申し上げます。なお、詳細につきましては担当部長から説明をいたさせます。 

 次に、市税増収策についてのご質問でありますが、初めに、市税収入の現状と将来の予測に

ついてお答えをいたします。市税収入の現状でございますが、景気低迷を反映いたしまして依

然として大変厳しい状況が続いておりますが、最近、若干ではありますが明るい話題も出てき

つつあるものと理解をいたしております。具体的な状況でございますが、まず、個人の市民税

につきましては昨年まで連続して大幅に落ち込んでおりました課税の基本となる総所得金額が

ほぼ前年並みとなるなど、底を打った感がございます。また、税制改正もありますので、今後

は下げどまりの感があり、長期低落傾向について一段落したのではないかと考えているところ

でございます。 

 法人の市民税につきましては、大手法人の撤退により均等割が減少いたしておりますが、法

人の経営状況を反映する法人税割については回復基調にあるものと感じております。先日発表

されました東北財務局から出された地域の経済動向調査によりますと、一部に上昇への動きが

見えるとの見解が示されておりましたことから、今後は若干明るい兆しが見えてくるものと期

待をいたしているところであります。固定資産税につきましても、土地取引の動きが出てくる

など、連続して低落傾向にありました土地価格について一部下げどまりの傾向が出てきており

ます。さらには、建物、償却資産についても市内の施設建設や貞山地区への企業立地などが進

んでおりますことから、若干ではありますが市税についても好影響が期待されるものと考えて

おります。その他の税金についても、大体同じ傾向であるかというふうに理解をいたしている

ところであります。 

 総合的な市税増収対策についてご質問いただきました。 

 このような状況の中で、市税の増収策の基本は地域経済の活性化と納税義務者の増加策が基

本であるというふうに考えておりますので、地元企業の活性化や企業誘致による就業機会の創

出などを図ることが、法人、個人の市民税はもとより固定資産税にも好影響になると考えてお

ります。例えば、海辺の賑わい地区への民間事業者の参画の動きと連動するように、本塩釜駅

や塩釜駅前へのマンション建設の動きでありますとか、東部地区への小売業の大型店舗の出店

など、新たな産業の兆しもございますので、産業振興室を中心に今後とも企業進出や地域活性

化に向けて積極的に取り組み、市税の増収策につなげてまいりたいと考えております。 
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 病院事業改善策についてお答えをいたします。 

 初めに、市立病院のこれまでの改善策の成果と再生緊急プランの取り組み状況についてお答

えをいたします。 

 市立病院の改革は待ったなしの状況にございまして、４月以降、再生緊急プランの実行に鋭

意取り組んでいるところでございます。 

 まず、昨年度末に退職いたしました職員10名の不補充を皮切りに、人件費の削減策の一つと

いたしまして職員の特殊勤務手当を抜本的に見直し、13項目の特殊勤務手当を廃止し、２項目

について減額を行い、縮減効果は年間 750万円となりました。また、市立病院の自立的かつ安

定的な経営のためには、やはり医師数や医業収益にかなった体制づくりが不可欠でありますこ

とから、職員定数の見直しといたしまして、34名の削減を目標に病院内で職種別に必要な人員

規模についての、既にヒアリングを始めたところであります。今後は、早期退職優遇措置の制

度化を図ることにより、退職を希望する職員を募るなど、より一層の人員の適正化を進めてま

いります。 

 しかしながら、市民の皆様方に良質な医療を提供し、安定した病院経営を行うためには、や

はり医師の確保こそが最大の課題であると考えております。今回、医師報奨手当引上げなどの

処遇改善を図り、働きがいのある勤務環境づくりに努めたところでございます。これまで開業

のため１名が退職をいたしましたが、２名の内科系医師を採用できましたので、医師数は年度

当初１名増の12名体制となりました。今後とも粘り強く医師の確保に取り組んでまいりますの

でご理解をいただきたいと思います。また、一部病床を開業医に開放する開放病床事業を開始

するなど、多面的かつ有効な活用を図り、手術室も同様に活用していただけるよう運用の見直

しを行い始めたところでございます。 

 市立病院のあるべき姿についてのご質問でありました。 

 ご案内のとおり、市立病院は塩釜医療圏唯一の公的病院として地域医療の核となる重要な役

割を担っているというふうに認識をいたしております。このためには、経営基盤を安定させる

とともに、今後とも医師数の増加に全力で取り組み、救急医療や高度医療、あるいは在宅医療

や小児医療など幅広い市民の医療需要にきめ細かにこたえられるよう努力をしてまいりたいと

考えております。当然でございますが、医業収益の収入増等につきましても、なお一層努力を

重ねてまいりたいと考えております。 

 官から民への考え方についてご質問いただきました。 
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 累積欠損額も46億円に達している状況や、医療報酬の引き下げなど病院経営を取り巻く環境

は大変に厳しく、医師不足も相まって市立病院の経営状況はまさに正念場を迎えていると考え

ております。現在取り組んでおります再生緊急プランを是が非でも定着させ、引き続き地域住

民の健康的で安心な暮らしを全面的に支えられる病院を目指してまいりたいと考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 私からは以上でございます。残余の部分につきましては担当よりご答弁をいたしますので、

よろしくお聞き取りいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木和夫君） それでは、私からは扶助費関係のご質問について具体的な内

容を答弁させていただきたいと思います。 

 まず最初に、各項目の扶助費の使われ方、どのような制度があるのかというお尋ねでござい

ました。扶助費は大きく分けて３つぐらいに分けられるかなと思います。一つは社会福祉費、

これは老人に対する扶助、あるいは障害者に対する扶助、あるいは支援費制度などに対する扶

助でございまして、約５億 4,700万円ほどでございます。16年度実績でございます。 

 それから、児童福祉費でございますが、これは児童福祉手当など、それから児童措置費、あ

るいは母子家庭に対する扶助などでございまして、９億 3,200万円ほどでございます。 

 それから、市長からも答弁がありましたけれども、生活保護費については10億 4,700万円ほ

どという中身になっております。ほかに、私の方の部の関係ではございませんけれども、教育

扶助費などがございます。 

 それから、決算金額の多い生活保護費について施策の実績のお尋ねがございました。 

 内容を申し上げますと、生活扶助が 34.23％、約３億 5,000万円ぐらいでございます。それ

から医療扶助については、先ほど市長が答弁申し上げましたとおり５億4,400万円で51.98％。

それから住宅扶助が１億 600万円ぐらいで 10.15％などとなってございます。 

 それから、児童福祉費の中で決算金額の多い児童措置費７億 6,900万円ほどでございますけ

れども、この制度の主な中身というお尋ねがございました。この中で一番多いのは、市立保育

園に対する運営費補助がございます。これは２億9，300万円ほどでございまして、全体の38.18％、

ほかに児童手当、これは小学校３学年就学前までの児童に対しての支給されるものでございま

して、これが２億 4,200万円ほどでございます。 

 それから、児童扶養手当がございますけれども、これが２億 3,000万円ほどで 30.34％とな
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ってございます。 

 それから、最後に、いろいろの扶助費の事業につきまして、国・県の補助率がどうなってい

るかというお尋ねがございました。これは、かなり項目がありまして、全部申し上げると煩雑

になりますのでおおむねを申し上げるということでよろしいでしょうか。 

 大体、社会福祉費あるいは児童福祉費の各事業につきまして、国の負担は２分の１から大体

４分の３の割合になっておるかと思います。これは、全体に対して２分の１ではなくて、補助

基準額がございまして、これに対しておおむね２分の１から４分の３というふうになってござ

います。 

 生活保護でございますけれども、生活保護につきましては４分の３が国庫負担金、残りの４

分の１が市の負担というふうになってございます。全体の75％が国の負担、残りが市の負担と

いうふうになってございます。16年度の実績を見ますと、国庫支出金が７億 8,100万円程度で

ございます。それから、市の負担金が一般財源として２億 4,300万円ぐらいでございまして、

国の負担割合が 74.68％、市の負担割合が23.3％、ほかに県の負担とかありますので、これを1

6年度の実績で見ますと、ほぼルールどおりの国庫負担をいただいておるのかなというふうに思

っております。 

  以上でございます。 

○議長（菊地 進君） ５番志子田吉晃君。 

○５番（志子田吉晃君） 詳しい答弁ありがとうございました。 

 時間があと20分ありますので、２回目の質問をさせていただきます。 

 そうすると、この４点、今の質問の４点、もう一度ちょっと確認のため２回目質問させてい

ただきます。 

  100円バス事業、私もこの事業最初のときから質問させていただきまして、会派からも要望

して、去年の12月から試行運転やっていただきまして、本当にありがとうございます。それで、

何遍も質問しているんですけれども、今の、このバス会社さんに委託している状態の 100円バ

スの事業の限界が、その限界がやはり 100円バス事業の限界かなと思っています。それで、現

行の循環バス路線は80％も乗っている方がふえたので、これは 100点満点に近い現行路線だと

思います。しかし、それ以外のところ、通ってないところとか、要望がいろんな、例えば乗り

入れ要望、本町とか新浜地区から要望書がきていますし、そういうところのことを考えた場合

に、１つのルートだけでは足りないと。その辺のところ、先ほどの市長の答弁では今後の課題
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という答えだったのかなと思いましたけれども、今後の課題にもなっていないのかどうか、そ

の辺のところ確認したいと思います。ぜひ、今後の課題にして既存路線以外の新しい路線をつ

くっていただきたいと思います。 

  それから、２番目の扶助費需要対策のことなんですけれども、私は質問の項目に、この扶助

費需要対策と直接関係ないかもしれませんが、反省の大切さを知らせる啓蒙運動をしていただ

きたいと、このような形で言わせていただいたんですけれども、今の１回目の答弁ですと、家

庭訪問とか相談活動で自活指導はなされていると。そういうときに、なぜ私が反省と感謝の大

切さを啓蒙してほしいかと言ったかというと、ちょっと、この議場の政治的な話ではないかも

しれませんが、宗教的な話なんです。それで、地獄に落ちる原因は、反省と感謝が足りない。

あるいはもし万が一、私も含めて皆様方が地獄に落ちてしまったときは、反省と感謝の心を持

っていると地獄から抜け出すことができる。一般質問なので、こういう反省と感謝の大切さを

伝えた場合に、結局、この宗教的な地獄というのは、あの世の地獄でもあるしこの世の地獄で

もあるわけです。この世の地獄からそのような……。 

○議長（菊地 進君） 志子田議員に申し上げます。 

 質問は簡潔明瞭に発言されるようにお願いいたします。 

○５番（志子田吉晃君） わかりました。 

 そういうことで、反省と感謝の大切さを、ぜひ自活指導で教えていだたきたいものだと思い

ます。 

 ３番目の市税増収対策、それで、各項目ごとに対策ということで答えをいただきました。そ

れで、収納対策のところも少しお聞かせ願いたいかなと。収入未済額、結構大きいものですか

ら、その辺のところよろしくお願いします。 

 それから、病院事業改善策、この再生緊急プランのことは資料をいただきまして、そのとお

り17年度なることを希望します。そのときに、公営企業全部適用という考え方を早目に取り入

れてほしいと。それで、そのときに最高経営責任者、やはり病院に経営責任者がいないところ

が、これまでの病院事業の難しいところだったのではないかなということで、最高経営責任者

ができるような、そういう体制にしていただきたいというふうに思います。その辺のところ、

どのように考えられているか。 

 それから、医師の報償手当、これはやはり医師の方がそろわないと経営改善しないので、診

療報酬、今までは 100分の 1.5ですか、やはり報酬を上げて、いっぱいほかのところから医師
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が塩竈市に、市立病院に来ていただけるように努力していただきたいと思います。その点、も

う一度ご答弁ありましたよろしくお願いします。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） ５番議員にお答えいたします。 

 私から収納未済についてお答えいたします。 

 １６年度決算で ６億 2,900万円の収入未済がごさいました。内訳は、個人の市民税で １億 

  9,000万円、固定資産で３億 4,000万円、収納率 90.16％でございます。現在、納税推進室を

中心といたしまして収納に努力しているところです。今後とも努力を続けてまいります。以上

です。 

○議長（菊地 進君） 棟形市民生活部長。 

○市民生活部長（棟形 均君） それでは、私の方から 100円バスの関係でお答えをしたいとい

うふうに思います。 

   100円バスにつきましては、市長の方からご答弁申し上げましたように、非常に利用者の増

加が80％ということで、大変好評をいただいているという状況にございます。そういった意味

では、新たな取り組みといたしましてシャトル便とか、それからルートの拡大を若干しており

ますので、まずその辺の充実に努めたいということがまず第１点でございます。 

 それから、２番目でございますけれども、新規路線の要望があった段階では、私どもの方で

その都度要望の趣旨を踏まえまして事業者の方にその要望の内容をお伝えを申し上げていると

いうところでございます。ただ、残念ながら事業者の方からの回答につきましては、市長が答

弁した内容ということでございます。私どもといたしましては、新規路線、この部分の対応に

つきましては、現在、事業者の方で大幅な既存路線の見直しをしていると、こういう状況でご

ざいますので、そういったものも十分踏まえながら、一つのご要望に対する対応につきまして

も、市長が申し上げましたように課題にしたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（菊地 進君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木和夫君） それでは、私の方から生活保護における感謝や反省の大切さ

の啓蒙活動はということでのお尋ねについてお答えをさせていただきたいと思います。 

 生活保護事業は、議員もご存じだとは思いますけれども、いわゆる日本国憲法25条に基づき

ます規定によって行っているものでございまして、基本的には国の事務でございます。私ども

にとりましては法定受託事務ということでございまして、国の事務を国から契約を受けて請け
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負っているというような内容でございます。したがいまして、これの実施につきましては、法

律できちんと定められておりまして、その基準・内容とも定められておるところでございます。

その中で、生活保護法という法律が定められておりますけれども、この中では大きく４つぐら

いの原理原則がございます。その中に、保護請求権無差別平等の原理というのがございまして、

これは昔の法律ですと、例えば、素行がいちじるしく悪くて勤労を怠りまして保護を受けるよ

うになった場合、保護しないというような規定もありましたが、今の法律、今の生活保護法に

おきましては、すべて国民はこの法律の定める基準を満たす限りこの法律による保護を無差別

平等に受けることができるということが決めてございます。 

 したがいまして、感謝と反省の気持ちについて行政側から被保護者に対して一定のご指導を

申し上げるということは、この法律から照らして困難なことかと思います。私どもとしまして

は、やはり被保護者みずからそういうお心を心の中に惹起していただいて、なるべく自立にい

っていだたくということが非常に重要なのかなというふうに思っております。以上でございま

す。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長（佐藤雄一君） それでは、私の方から地方公営企業法の全部適用につきま

して、現在の取り組み状況というふうなものをお話申し上げたいと思います。 

 決算特別委員会でも申し上げましたが、先般、全国公立病院連盟東北支部会議でこの課題を

議題として取り上げていただいて、いろいろ意見交換を行っているところでございます。その

中で、先ほど志子田委員もおっしゃられましたように、全適以降の病院経営が成功するのも失

敗するのも、事業管理者の選任がすべてだというお話が出ました。経営責任を問われる事業管

理者を引き受けてもらう、そのためには、まず負の遺産の、本院で言えば不良債務の解消が不

可欠だろうということで、それに向けてはやはり自治体の財政支援を明確に提示する必要があ

るのではないかというふうないろいろな意見が出されました。 

 現在、これらの意見を集約いたしまして、導入手順等につきまして検討を進めております。

年度内には一定の成果につきつましてご報告申し上げたいというふうに考えてございます。 

 それから、医師の報償手当につきましては、いろいろ議会の皆様からのご意見等も踏まえま

して、今年の９月１日から引き上げを行ってございます。これまで12万円の医師の報償手当を3

6万円に引き上げておりまして、医師の処遇改善、定着に努めているというところでございます。

以上です。 

-89- 



○議長（菊地 進君） ５番志子田吉晃君。 

○５番（志子田吉晃君） ありがとうございました。 

 一応聞いたので、一つだけちょっと確認のために、生活扶助費のことで聞きたいです。 

 先ほど、１回目の答弁で生活保護費のうちの医療扶助費が生活保護費の51.98％の５億4,400

万円、それで、その説明のところに、医療扶助費というのは、私の聞き違いかもしれませんが、

市民全体が使われた人の医療扶助費でなくて、生活保護の方の医療費分だけの医療保護費とい

うふうに私には聞こえたんですが、そのとおりでよろしいのかもう一度確認だけしたいと思う

ので、よろしくお願いします。それで、これを聞いて質問を終わらせていただきたいと思いま

す。 

○議長（菊地 進君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木和夫君） 生活保護費の中の、いろいろな扶助がありますけれども、医

療費であるとか、生活扶助であるとか、教育扶助であるとかありますけれども、その中の医療

費でございます。よろしいでしょうか。医療扶助費でございます。生活保護者が病気で働けな

いということがあるわけです。それで、生活保護を受ける。医療費もかかるわけですね。これ

について生活保護で扶助を申し上げると、こういう内容でございます。 

○議長（菊地 進君） 17番中川邦彦君。（拍手） 

○17番（中川邦彦君） （登壇） 日本共産党市議団を代表いたしまして一般質問を行います。 

 先日、８月16日正午ごろに宮城県沖を震源とする地震が発生しました。大きな横揺れで市民

の皆さんも驚きとともに長時間の揺れにご心配されたのではないでしょうか。被害を受けた方々

にお見舞いを申し上げます。 

 第１の質問は、地震対策について伺います。 

 １番目は８月16日発生の宮城沖地震時の対応についてであります。 

 今回の地震は最大震度６弱の大きな横揺れには不安を感じた方々もいたのではないでしょう

か。また、近い将来、９割の確率で発生が予想されている宮城県沖地震の再来と思われた方々

もいたのではないでしょうか。また、揺れがおさまると同時に震源地はどこか、内陸か、沖合

か、津波はどうだったのかと心配をされた方々は、テレビの速報で各地の震度を知ることがで

きましたが、この塩竈はどのようになっているのかと心配された方々も数多くいたのではない

かと思われます。市民に知らせる手段としての防災同報無線が発生から約10分ぐらいしてから

の放送でしたが、また、場所によっては聞き取りにくいところもあったと聞いております。改
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めて伺いますが、防災同報無線での報道がなぜおくれたのか。あわせて地震発生後の本市の取

り組みについて伺います。 

 ２番目は、魚市場大会議室の天井落下についてであります。 

 今回の地震で魚市場大会議室の天井が落下するという事態になりましたが、予期せぬことと

はいえ人的に被害がなかったことは、不幸中の幸いと思います。また、大会議室以外に被害は

なかったのか。今後、そのような危険はないのか、点検調査はどのように行ったのか、伺いま

す。決算委員会で当局の答弁では財源の見通しがついたと言っていますが、総務省からの正式

な通知はあったのか。復旧工事はどのように進めていくのか具体的に伺います。 

 ３番目は、予想される宮城県沖地震に備えての支援策についてであります。 

 ８月16日の地震を検証してみる必要があるのではないでしょうか。地震を市民がどうとらえ

ていたのか。どのように行動されたのか、地震への警戒感や地震があれば津波が心配されるの

で、どのように対応したのか。当局としては課題や問題点を明らかにし、どのように支援策を

とっていくのか見解を伺います。 

 次に、県の防災計画では、都市の防災対策について、火災の拡大防止や非難の安全を確保し、

安全、安心、快適性などに配慮された総合的に質の高い市街地の実現のため、都市防災総合推

進事業等により防災力の高いまちづくりの方針を明らかにしています。本市でも、塩竈市地域

防災計画を策定されましたが、地震に強いまちづくりの目的の中で、火災などの二次被害を最

小限に食い止める。市街地など面的な視点からの取り組みも必要となる。各種の方策に基づい

て地震に強いまちづくりを目指すとあるが、今取り組まれている事業について伺います。 

 私は、さきの議会で自然災害で被災した住宅本体への公的資金の支援について質問した際に、

市長は塩竈市災害特別融資制度の活用で、災害救助法が適用されたり市長が特に認めたとき、

本市の場合は利率が年率、 2.5％で金融機関より融資を受けるものと答弁されましたが、どの

ように本市では利用されているのか伺います。国では、被災者生活再建支援法が昨年12月の改

正で全壊世帯の対象だけから大規模半壊世帯も支援対象にと変わりました。現行の生活再建支

援金、最高 100万円の支給から新たに居住関係経費を対象とする居住安定支援制度を創設しま

した。 

  この居住安定支援制度とあわせて、全壊で 200万円で大規模半壊で 100万円、賃貸の入居で5

0万円が支給され、最高支給限度額を 300万円に引き上げています。改めて伺いますが、災害で

被災された方々に、１つは本市独自の生活再建支援金を創設する。２つ目に耐震診断等耐震補
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強工事の現状と、市民への啓蒙について。３つ目に、本市独自の耐震改修工事に支援のための

助成制度の導入を図る、また、県からの助成に上乗せして実施する。以上２点について、市長

の見解を伺います。 

 第２の質問は、廃自動車リサイクル企業についてであります。 

 住民が安心して生活できるように、そして不安を取り除くよう行政としての指導をすべきで

はないでしょうか。そこで伺いますが、１番目は、操業に当たっての企業と地元住民との協議

についてであります。第２回目の地元住民への説明会で出された意見の中に、地元との協議が

必要ではないかとの意見が出されましたが、どのような指導がされたのか、また、操業開始後

も協議ができるようになっているのか伺います。さらに、県との一連の手続の流れと本市との

協議について伺います。 

 ２番目は、公害防止協定について伺います。 

 ４月28日に開かれた民生常任委員協議会で配付された資料には、今後、県に対し企業側が施

設計画等協議書を提出していく予定としているが、そこの経過を伺いたいと思います。 

 また、市民が安全で安心して住める環境を維持するためにも、企業との公害防止協定を結ぶ

ことが必要と考えますが、見解を伺います。 

 第３の質問は、廃蛍光管リサイクル処理事業の経過についてであります。 

 平成15年７月に廃蛍光管リサイクル処理事業の立地計画概要書が県に提出されました。同じ

月に事業者から新浜町住民への第２回目の説明会がされました。平成16年３月に県の指導要綱

に基づき、塩釜保健所から市へ生活環境保全に関する意見書の紹介がありました。同年８月に

第２回目の、地元３町内会の説明会が行われましたが、参加者からは、事業には理解できるが、

立地場所には反対の意見が強く出された。 

 その後、事業者が貞山地区にも設置場所の検討がされたようですが、断念をされたと聞きま

したが、そこで伺いますが、その申請の取り下げの経過について伺います。 

 次に、今後、同様の企業進出時の事前の協議について伺います。 

 今回の企業が撤退に至った経過を見ても、近隣の企業や住民の中から到底受け入れられない

という強い気持ちがあったと思われます。石田地区に進出したペットメモリアルセンターの建

設の際には、建築確認の申請が出されたからと言って許可する、建築してから住民が説明を求

めて紛糾する、最後には行政が責任をとる、このようなことがあっていいのだろうか。計画が

出された時点で市民課、環境課、建築課との縦割りの議論だけではなくて、庁内でよく議論し
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検討する。住民への説明もきちんとやって合意をとる。そのように汗水を流して努力すべきで

はないでしょうか。市長の見解を伺います。 

 第４の質問は、塩釜海員会館の現状について伺います。 

 １番目は、経営環境と現状についてであります。 

 日本を取り巻く漁業は、原油の高騰など水産資源の管理体制の強化や水産物流通経路の多様

化による競争の激化など、大変な状況にあります。そのような中で、塩釜海員会館の利用者数

も年々減少してきております。建物の老朽化などで改築しようとしても、そこまでには手が回

らない状況と聞いております。その一方で、経費の削減に努力をされておりますが、平成16年

度の損失金が 347万円、前年度の繰越損失金をあわせると 1,647万円にもなるそうです。経営

状況と未払い金はどうなっているのか伺います。 

 ２番目は、今後の方向についてであります。塩釜海員会館は建設してから37年という老朽化

している建物ですが、塩釜港への入港船、魚市場への漁船誘致には必要な施設ではないでしょ

うか。市長や議会からの代表として議長や業界の方々が昨年からことしにかけて、各地の漁業

関係者と懇談し、漁船の入港の誘致を働きかけてきたと報告されました。大変なご苦労に労を

ねぎらいたいと思います。その中でも、会員会館の老朽化で利用が難しいという意見も出され

たそうですが、誘致対策の一環として、行政として積極的に働きかける努力をすべきではない

でしょうか。見解を伺います。 

 第５の質問は、場外馬券売り場進出について伺います。 

 仲卸市場が平成11年に仲卸市場の活性化と集客施設として場外馬券売り場の誘致を決めまし

た。その年に、地元町内会の総会でその他の議題として提起されて、ＪＲＡからではなくて仲

卸市場の役員が来て話され、きちっとした説明もなく不十分なまま出席者の拍手で決めて、そ

れが同意書となったのです。現在は仲卸市場の主体から中央競馬会ＪＲＡの直営に変わりまし

た。本年４月に誘致に反対する有志の会、反対する市民の会の代表と共産党市議団は、中央競

馬会に計画の中止を求める要請を行いました。要請の中で、ＪＲＡの場外企画課長は、１つに

３月24日付河北新報で2007年オープンと伝えられたことが事実と異なるため、抗議した。２つ

目に六つの町内会のどこか一つでも反対があれば、計画は撤回する。３つ目に町内会以外の地

元の関係者が説明会を開く際にも、こちらから出向く。４つ目にＪＲＡは県警が交通問題の窓

口となっており、交通安全企画課と協議を進めている。このことが述べられました。 

 その後、引き続いて農水省畜産部競馬監督課との交渉を行いました。この交渉では、現時点
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で申請は上がっていない、申請時点で同意がとれていればよい、住民の皆さんにガラス張りで

説明されることが大切と述べられました。その後、ＪＲＡの担当次長は、宮城県警から平成11

年にとった同意書は古過ぎるので、同意書の取り直しをするようにと言われ、町内会に取り直

しをお願いしていると述べられました。そう言いながら、確認書を提出していると聞いており

ます。そこで、地元との同意についてであります。ＪＲＡに県警から同意書の取り直しの指導

を受けたにもかかわらず、６町内会からの新たな同意書ではなくて、６町内会の総会にもかけ

ずに役員会だけで確認書なるものを出したと聞いております。農水省畜産部競馬監督課の課長

補佐は、直前の同意書は場外馬券売り場誘致の必要条件と語られました。 

 私は、このことが大きな問題があると、そういうふうに思っております。市長は、このよう

な問題ある同意について、どのように考えているのか伺いたいと思います。さらに、交通問題

での対応について伺います。国道の管理は国であります。共産党市議団は８月10日に国土交通

省仙台工事事務所に出向き、交通問題についての見解を伺ってまいりました。国道管理者とし

ての見解として、担当官は「国道45号線の沿線の地域内の渋滞については認識している。現状

よりの混雑は好ましくない。秋口に交通量の調査を行う。三陸縦貫自動車道からの流入などで

の交通渋滞調査も行う」と述べられました。 

 新浜町の道路は市道であり、管理は市にあります。６月議会での市長の答弁は、中央競馬会

は交通問題で警察との協議が始められたと聞いておりますと述べられましたが、どのように考

えているのか、伺いたいと思います。また、市道管理者としての一定の協議がＪＲＡと行われ

ているのか伺いたいと思います。 

 これで、第１回目の質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。（拍

手） 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） （登壇） 17番中川議員のご質問にお答えをいたします。 

  初めに、地震対策について何点かのご質問をいただきました。 

 ８月16日発生の宮城県沖地震時の対応についてお答えをさせていただきます。 

 ８月16日11時46分に発生いたしました宮城県沖を震源とする地震は、震源の深さが42キロメ

ートル、地震の規模がマグニチュード 7.2でありました。塩竈市の震度は５弱であり、その後

余震として震度３が１回、震度１が５回、がその日のうちに本市に設置しております震度計で

観測をされております。 
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 発生後、直ちに11時50分、災害対策本部を設置し、市民への情報提供でありますとか防潮堤

の閉門、さらには被害状況の把握などのため、第１号非常配備体制をとり初動体制を整え 314

名の職員がこの地震対策に当たりました。さらに、11時50分には津波注意報が発令され、最大

で50センチメートル程度の津波が予想されましたので、津波来襲に備え注意報発令後、浦戸地

区も含め速やかに防潮堤の閉鎖を完了したところであります。塩釜港では、12時58分に約10セ

ンチ程度の第１波が観測され、その後、平常の水位に戻りました。なお、津波注意報は13時15

分解除となっております。 

 ご質問の、同報無線による津波注意報等の情報提供でありますが、９分後の11時59分に実施

をいたしております。これは、地震発生直後から火災などの被害情報が殺到して寄せられる中、

状況把握のため若干おくれたという感を私もいたしておりますので、今後、即時性を持たせる

ための体制の見直しを含め、万全を期してまいりたいと考えております。 

 地震対応のその後でございますが、12時20分に災害対策本部第１回会議を開催し、各部から

の被災情報の報告、対応についての協議を行ったところであります。最終的には、翌17日９時

からの第４回の本部会議を開催し、余震、被害状況等から判断し、災害対策本部を解散するこ

とと決定し、引き続き警戒を強めることといたしました。この間、市民、庁内各課を問わず被

害状況の報告があり、現場確認を実施するとともに二次災害の防止に努めたところでございま

す。 

 今回の地震では、幸い人的被害はなく、物的被害だけとなっており、民間施設被害といたし

ましては、宮町で発生しました蔵の全壊を含め33件、公共施設では魚市場大会議室天井の落下

等25施設に被害が発生しております。公共施設については、関係機関の協力を得、適切な復旧

を図ってまいります。また、民間施設につきましても所有者からの相談に応じるとともに、適

切な指導を行い、二次災害の防止に努めております。災害対策本部の情報につきましては、適

宜議員の皆様にもご提供させていただいたところでありますが、地震発生直後という大変慌た

だしい中、本部へ駆けつけていただき激励の言葉を賜りました議員各位には、この場をお借り

いたしまして心より御礼を申し上げるところでございます。 

 次に、魚市場内の建物の天井落下に関するご質問にお答えいたします。 

 ８月16日に発生いたしました宮城地震により、つり天井でありました魚市場大会議室の天井

東側半分 144平米が落下したことが８月27日に判明いたしました。残り西側半分も構造的には

落下状況にあり、また、隣接の水産資料室の天井につきましても同様の状況でありましたこと
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から、大変危険な状態と判断し直ちに使用停止としたところでございます。また、卸売機関の

一つであります株式会社塩釜魚市場の事務室の天井にも、同様な構造で大きな脹らみが見られ

ました。このため、落下する危険があると判断し、人命の安全確保を第一と考え、魚市場内の

空き事務室への分散移転をお願いいたし、９月８日に移転完了をいたしております。これらの

被害は、今回の地震が原因でありますため、国・県に対し災害復旧債の適用をお願いしており

ます。この災害復旧債の適用の承認を受けた後に、速やかに危険箇所の復旧工事に取り組みた

いと考えているところでございます。 

 次に、予想される宮城県沖地震についての塩竈市域全体の対応策、いわゆる地震に強いまち

づくりということについてご質問いただきました。 

 地震に強いまちづくりをするためには、個々の住宅、店舗、ビル等の耐震強化等も当然必要

でありますが、そういったものが面的な広がりを持ち、最終的には塩竈市全域が地震に強いと

いうまちづくりにしていくことが肝要ではないかなと考えております。過去の阪神・淡路大震

災等の際には、例えば大通りに面した部分については道路で火事が焼けどまりになったとか、

あるいは街路樹で火災がとまったとか、あるいは公園等が防災機能に大変大きな役割を果たし

たといったようなことが報告をされております。我々も、間違いなく襲来します宮城県沖地震

に備えて、町全体の耐震強化ということが喫緊の課題であるというふうに考えております。幸

い、国の方で既に三陸沖の地震につきましては特別措置法が成立をいたしまして、具体的な施

策体系について今後取り組まれると聞いております。そういった制度を有効に活用しながら、

この塩竈が来るべき宮城県沖地震に強いまちとなりますような施策を展開してまいりたいと思

っております。 

 そういった中で、現行の支援策についてご質問いただきました。 

 当然、予想される宮城県沖地震発生後の支援策については一刻も早い被災者の生活安定と社

会基盤の復旧活動が急務となりますが、被災者の自立的生活再建を支援する目的で被災者生活

再建支援法が既に施行されております。これは、全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基

金及び国からの補助金を原資として、一定の条件を満たした場合に生活必需品等の購入の経費

でありますとか、住宅再建等に要する経費として最高 300万円の支援を受けられるというよう

な内容になっております。産業関係の方々に対する支援といたしましては、中小企業経営安定

資金等、災害により商業者の方々が被災後の経営の安定を図るため、宮城県などの関係機関の

協力を得、融資が円滑に行われるよう本市としても努めてまいりたいと考えております。市に
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おきましても、災害救助法の適用を受けられない、災害が発生した場合の避難所の開設、ある

いは食糧の提供支援のため塩竈市災害救助支援基金を平成15年度から積み立てておりますので、

今後とも積み立てを継続し、災害時に備えてまいりたいと考えております。 

 なお、被災後の住宅本体の建築費支給など支援拡充策につきましては、宮城県市長会や地元

選出国会議員を通じてなお一層要望を重ねてまいりたいと考えておりますし、我が市におきま

してもどういったことができるかといったようなことにつきましては、継続して検討してまい

りたいと考えているところであります。 

 次に、廃自動車のリサイクル企業のご質問をいただきました。 

 初めに、廃自動車リサイクル企業立地に係る地元住民との協議についてお答えをいたします。 

 本市貞山地区に現在工場建設を進めております自動車リサイクル企業は、平成17年４月から

施設の上屋建設に入っておりますが、産業廃棄物処理施設としての許可につきましては、県の

産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱に基づき必要な手続が進められてい

るところでございます。現在は、事業者から塩釜保健所に施設計画等協議書が提出され、保健

所による現地調査や申請内容の書類審査などが行われているところでございます。 

 ご質問の地元住民との協議経過でございますが、これまで２回にわたり事業計画の概要など

について住民説明会が開催され、事業内容や環境に係る質問が出されております。その中で、

協議会等の設置につきましては、事業者から組織化というよりも実質的に常に地元とのコミュ

ニケーションを図ることを心がけ、理解されるようなことに努める形で進めたいという考え方

が示され、このことを受け、企業より提案された取り組み方針が地域の方々からも一定の理解

が得られている状況と判断をいたしております。市といたしましても、これまでの説明会にお

ける事業者と住民との協議経過が遵守されますよう、事業者を指導してまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、公害防止協定についてお答えをいたします。 

 前段、申し上げました、これまでの地元との協議経過を踏まえ、建設中の自動車リサイクル

企業に関しましては、その事業規模や処理量等にかんがみ、本市と同社の間で産業廃棄物処理

施設の公害防止及び環境保全に関する協定書の締結を前提に、同社と具体的な協議を始めてお

ります。協定書には、法令の遵守や重要な項目についての年１回以上の測定や報告義務、さら

には環境保全活動の推進などに加え、状況判断による立ち入り調査など、環境保全や公害の未

然防止のための必要な事項を網羅した内容としてまいりたいと考えております。 
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 廃蛍光管リサイクル事業の経過についてご質問をいただきました。 

 特に、申請取り下げの経過についてお答えをさせていただきます。 

 廃蛍光管リサイクル処理施設の経過に関しましては、当初、新浜地区での建設が計画され、

平成15年８月に２回にわたる住民説明会が行われましたが、新浜地区での建設には反対とする

旨の意見が出され、さらに同年12月には市に対し、地域の４町内会から反対の要望書が提出さ

れました。その後、本年６月に事業者の理事長ほか役員の方々が来庁し、新浜地区での住民理

解を得ることが困難なので、設置場所を貞山地区に変更し、事前説明会を行いたい旨の報告が

なされました。さらに、８月に理事長が再度来庁され、新浜地区の計画申請については取り下

げること、貞山地区への立地計画は当該企業の経営内容が港湾関連事業でないことへの指摘も

ありましたことから、企業イメージへの影響を懸念し断念したこと、今後は、改めて他地区に

おいて検討していきたいことについて報告があり、８月26日付で正式に県に取り下げ申請を行

ったとお伺いいたしました。 

 今後、同様の企業進出の事前協議についてご質問いただきました。 

 今後の同様の企業進出時の地域との協議の件についてでございますが、県の産業廃棄物処理

施設の設置及び維持管理に関する指導要綱の中では、これまで事業者から保健所に立地計画概

要書が提出された後、地域への説明会を開催することとなっておりました。平成17年３月に同

要綱が改正され、立地計画書提出後の正式な説明会の前に、地域の方々など関係者に事前概要

などについての事前説明会を開催し、地元の意見を聞き理解を得ることが義務づけられました。

市といたしましては、この指導要綱に準拠し、事業者が地域に対し適切な説明を行うよう指導

を行うとともに、適宜議会に報告を行いながら、また、地元住民との協議経過などを踏まえ、

市としての意見書を提出することとなってくるものと考えております。なお、庁内での意見調

整ということでございましたが、既に幹事会、庁議等を設置いたしておりまして、その中で十

分な審議が諮られるよう努めているところでございます。 

 財団法人塩釜会員会館の現状と今後の方向についてご質問いただきました。お答えいたしま

す。 

 財団法人塩釜海員会館は、昭和26年12月に設置されましてから50数年間にわたり本市の水産

業に代表される地場産業の発展に大きく貢献してまいりました。しかしながら、昭和50年代に

は、年間約１万人の利用者がございましたが、平成に入りましてからは利用者が徐々に減少し、

特にここ数年は激減の傾向にあり、結果として平成16年度末の累積赤字は千数百万円になって
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いるとお伺いいたしております。会館の利用者の中心は、漁船員や海事関係者の方々であり、

現在の漁業環境においては、今後入港船が劇的に増加する環境にはなく、また、利用者の方々

からは新しい施設やシングルの部屋を望まれており、会館といたしましても、これまでいろい

ろ経営改善策を重ねてきたものの、取り巻く環境は今後とも大変厳しいものと推測をいたして

おります。そのため、６月下旬に開催された理事会におきましては、今年度中に会館閉鎖を含

む今後の対処方針を明確にするということになったと報告を受けております。 

 市といたしましては、本会館が地域の水産振興の立場上、果たしてきた役割と今後とも何ら

かの形でその機能を存続させることの必要性を十分認識いたしておりますので、海員会館の検

討結果を踏まえまして、その後の支援策を検討してまいりたいと考えております。なお、議員

から未払い金のご質問がございましたが、若干プライバシーにかかわる部分もあり、本市とし

ては把握をいたしておらないところでございます。 

 最後に、場外馬券売り場進出についてご質問をいただきました。 

 場外馬券売り場進出のうち地元町内会との合意についてでございますが、このことは場外馬

券売り場設置予定者が農林水産大臣へ施設開設の手続を行う際に必要な事項とされており、平

成11年に周辺６町内会が同意書を提出しておりました。しかし、この計画が長期間経過してお

りますことから、このたび、これらの町内会に同様の趣旨を諮りましたところ、改めてこの同

意書が有効であるとの確認書をＪＲＡに提出したというふうに我々の方ではお伺いをいたして

おります。こうした経過を踏まえまして、許認可者である農林水産大臣が今後適切に判断され

るものと理解をいたしております。 

 次に、交通問題についてでございますが、この問題につきましては、議員ご指摘のとおり、

基本的には場外馬券売り場設置予定者が、まず地元警察との協議を行い、その指導に基づき設

置予定者がそれぞれの道路管理者へ改めて協議することになるものと認識をいたしております。

現時点においては、いまだ本市に対する協議はなされておりませんが、私といたしましては、

今後、こういった協議があるものと理解をいたしておりますし、また、水産業の低迷に悩む業

界団体が現状を打破するため、こういったことに取り組んでいるというふうに理解をいたして

おりますが、今後ともそういった動向を慎重に見極めてまいりたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 なお、残余の部分につきましては危機管理監の方からご説明をさせていただきます。よろし

くお願いを申し上げます。 
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○議長（菊地 進君） 芳賀危機管理監。 

○危機管理監（芳賀輝秀君） それでは、私の方から地震対策の具体的なお尋ねについてお答え

させていただきます。 

 まず、都市防災に関する施策、取り組み状況ということでございますが、地震による被害を

未然に防ぐためには、木造住宅耐震診断とか木造住宅耐震改修工事の助成事業、またはブロッ

ク塀の撤去事業等を積極的に現在実施しているところでございます。木造住宅耐震診断事業に

つきましては、平成16年から20件、平成17年度が現在まで36件の実績となっております。木造

住宅の耐震改修工事助成事業につきましては、平成16年度が５件、それから平成17年度が現在

まで２件の実績となっております。 

 さらには、通学路の危険ブロック塀の点検につきましては、平成14年にスクールゾーン内の

実態を調査いたしまして、36カ所について改善の指導を行っております。その後、ことし８月

に追跡調査をしたところ18カ所が改善されており、残り18カ所につきましては今後とも早急な

改善がなされるよう啓蒙指導に努めてまいりたいと思っております。また、塩竈市災害対策特

別融資制度の活用状況でございますが、制度創設をいたしました平成３年度から平成16年度ま

でに31件の利用申し込みがございまして、融資金額も総額約１億 4,000万円ほどになっており

ます。主にがけ崩れ、家屋の修繕等に利用されておりまして、今後とも市民の皆様にはこの制

度を活用いただき防災に備えていただきたいと、このように思っております。私の方からは以

上でございます。 

○議長（菊地 進君） 17番中川邦彦君。 

○17番（中川邦彦君） ２回目の質問をさせていただきます。 

 それで、また８．16の宮城県沖地震でどういう状況だったのかということが話されたわけな

んですが、県内でどういう状況があったのかということが新聞でちょっと発表されていました

ので、若干話したいと思いますが、一つは地震発生から４分後に気仙沼ではどうだったのかと。

８月16日というのは夏の暑い盛りで海水浴をしている時期なんですね。そのときに、海水浴場

ではどうだったのかということで、気仙沼では 800人ぐらい海水浴していたというんですね。

そのときに、ライフセーバーという監視員も含めての方が中心になって、防潮堤へ誘導してい

ったと。これが地震発生から４分後にされたということなんですね。 

 そのときに、気仙沼市の第１波は０時11分、これは20センチでしたが、それよりも10分早い

段階で全員が非難を終えたというんですね。またそのおくれたところがどうだったのかという
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ことで、ちょっとこれも大変なところなんですが、石巻の渡波の浜辺で防災行政無線から避難

を促す放送が流れたというんですね。それでも 100人近くはその浜辺でバーベキューを楽しん

でいたというですよ。これを見ていた県の水産研究開発センターの方が、ハンドマイクを持っ

ていって、ハンドマイクで避難を呼びかけたんだと。それでも３分の２は浜辺に残っていたと

いうんですね。これがやはり現実だというふうに思うんですよ。今度の８．16の災害のときに、

東北大の今村教授は防潮施設のない浜辺では注意報レベルの50センチの津波が命とりになる場

合もあるんだと。危険回避のためにも各自の意識が重要だと、こういうことも指摘されている

んですね。ですから、確かにいろいろな状況でおくれたり何か、塩竈でもあったというふうに

は思うんですが、１分、２分が生死を分けるという状況もあるということも、ひとつ認識して

いただいて、何とか今後の体制もとっていきたいということも話されましたので、お願いした

いというふうに思います。 

 それから、もう１点なんですが、ちょっと資料で読み上げて申しわけないんですけれども、

１月に防災の世論調査が全国的に行われたんですが、そのときに地震に対する国や県、自治体

ですね、経済的な支援をすべきかという問いに81.2％の方が国、自治体ともに支援すべきだと。

あとの15.1％が自治体が支援すべきだが国がやるものだというのが15.1％です。ですから、私

は先ほど市独自の、できないのかということも出したんですが、やはり、今度の住宅本体への

公的な資金というのは、やはり大きな問題として、ここで紹介したいと思うんですけれども、

新潟地震の後の新潟県知事の泉田さんは、同じお金を使うなら被災された住民がより早く生活

を再建できる使途、自宅の修理、生業再建などに公費を使うべきであり、この点至急改善され

るよう強く要望しますと、これは国に対する要望だというふうに思うんですけれども、市長も

言われたように国とかそういうところに働きかけていきたいということも出されましたので、

ぜひとも今後ともそういう方向で一刻も早くされたらというふうに思っております。 

 それから、耐震改修工事のことなんですけれども、県では30万円助成をするということであ

りますので、これに市独自の助成をやはりしていただけたら、上乗せしていきますといいます

か、そういうふうにぜひやっていただければというふうに思っていますので、改めてその考え

を伺いたいというふうに思います。 

 それから、もう１点同じ災害で、耐震工事でもう一つお願いしたいと思いますのは、高齢者

とか障害者、そういう世帯の方にも特別な加算も含めてのそういうことも検討できないのか。

そういうことを検討してきたのかどうかも含めて伺いたいというふうに思います。 

-101- 



 それから、市長からの答弁で、自動車リサイクル企業で今後協議なり公害防止協定を結んで

いくということなんですけれども、ぜひ、公害防止協定を結ぶことが、やはり住民にとって一

番の安心であると同時に、やはりこういうことも全体にとって一つの安心を与えるということ

でも大きな意味合いがあるのではないかなというふうに思いますので、ぜひこれも進める状況

にぜひあらゆる機会ごとに協議していただければというふうに思いますので、お願いしたいと

いうふうに思います。 

 それから、廃蛍光管の問題は以上なんですが、ここでぜひとも、私は今後の同様の企業進出

のときにどうするのかということで、庁内のことを出したんですけれども、やはり一番どうし

てこうされたのか、今でも適切な状況というのが手が打たれなかったんだなというふうに思う

んですけれども、やはりこれは石田地区に進出したペットメモリアルセンターのことだという

ふうに思うんですね。やはり、住民への説明とか、それから建物ができてからということで初

めて住民が知ったり、できてから説明会をするとか、それはあってはならないことだというふ

うに思うんですよ。ですから、事前にやはりきちっと住民に説明するなり建築の確認の申請が

出されたからといって、やはりこういうものが本当にいいのかどうか。 

 それから、石田地区というので、やはり中倉の埋め立ての問題から初め、し尿処理センター

とかいろいろあって相当そのときもやはり委員会の中でいろいろ議論されたというふうに思う

んですけれども、やはり役所特有の、私から見れば余りにも縦割りというかそういうものが強

いのではないかと思って改めて出したわけで、やはり、庁内でもよく議論して検討されて、で

はどうだったのかというところまで掘り下げていくということも必要ではなかったのかなとい

うふうに思います。ですから、もう一度改めて伺いますが、この点について今後、私、先ほど

聞いたときに余りにも幹事会でとかいう話も出ているようですけれども、こういうときにはこ

んなふうな協議をしていくとか、そういう答弁もあってもよかったのかなと思っていますので、

改めて伺います。 

 それから、海員会館の問題ですけれども、私もこの６月から海員会館の中での評議員として

参加してわかったことなので伺ったわけで、行って驚いたんですが余りにも第１日目からこう

いう状況ががんと出されてとまどってしまったというのも事実です。それで、私も悩んだ末に

未払い金のことまで書いたんですけれども、やはりなかなか大変な状況にあるなということも

ありますので、何とか市として行政としての、やはり支援できるものが何かないのか、ぜひ検

討していただいて、いつまでもこのまま放置できる問題でもないと思いますし、理事会の中で
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も今後の方向で存続の問題とかいろいろ出ましたので、これは私はせっかく市長と当時の香取

議長と業界の方が努力して、それこそ四国から九州まで歩いたということを決算委員会でも報

告されていましたけれども、やはりそういう意味で大変な中でも何とか、海員会館の利用とか

そういうものも出されたと聞いておりますので、ぜひ一定の力を働かせて行政としての支援を

されていけばいいのではないかなというふうに思っていますので、改めて伺いたいと思います。 

 それから場外馬券売り場の問題についてなんですが、一定の流れについて私、ずっと述べて

きたんですけれども、やはり、今改めて県警から同意の取り直しを求められたわけで、町内会

長が総会にもかけずに平成11年にとった同意がいいんだという、そういう確認書なるものを出

すと。ＪＲＡは県警から取り直しなさいということを出されたわけで、それとはかけ離れたも

のになるのではないかなということで、市長の同意に対する考え方を求めたわけなので、もし

もその点にあれば、お話ししていただければと思います。 

 それから、やはり交通問題が大きいというふうに思うんですね。私らも県警と交渉したり、

それから国土交通省にも行ってまいりました。やはり、渋滞の問題と駐車場の問題、750台が検

討されているようですけれども、それでいいのかどうか。 

  それから、懸念されていた違法駐車で新浜町に地元の方たちが警察から黙認されているとい

いますか、事業との関係で路上駐車を余儀なくしている方も結構いるわけで、それについてで

も、やはり一定の歯どめがかけられるということも事実ですので、やはり駐車場問題とそれか

ら渋滞問題というのは大きいというふうに思います。国としても45号線の渋滞、それから今の

車線でいいのかどうかということも、県警で言われてまいりました。ですから、ＪＲＡが45号

線を片側２車線にするような、そういう負担をすればそれはできる、可能だというふうに思う

んですよ。ところが、県では45号線の片側２車線化というのは、今の状況ではできる状態にな

いということも明らかなので、やはりこの点についての混雑は避けられないものだというふう

に思っております。ですから、市としての指導の管理者である市の責任というものが、これか

らますます問われてくるというふうに思いますので、その点にもしもあればお答えをいただき

たいというふうに思います。 

○議長（菊地 進君） 内形建設部長。 

○建設部長（内形繁夫君） それでは、住宅耐震改修工事の市の助成をというようなご質問にお

答えさせていただきます。 

 今、危機管理監から、まず耐震診断状況につきましてはご報告させていただいておるところ
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でございますが、まず17年度の取り組みに関しましては当初で20件ということで耐震診断助成

事業を予定しておりましたが、やはりまずは改修工事よりまずは耐震診断の方の充実を図って

いくのが必要だろうということで、この９月定例会に 450万円ほどの補正をお願いをいたしま

して、まずは耐震診断の助成事業を充実いたしまして、こういったような事業を通しまして耐

震化についての市民の皆様の啓蒙を図っていくということを前提といたしまして今取り組んで

おるところであります。 

 したがいまして、改修工事助成事業につきましては、現在ございます塩竈市災害特別融資制

度の中で市民の皆様のご活用をお願いいたしたいと思っております。以上であります。 

○議長（菊地 進君） 棟形市民生活部長。 

○市民生活部長（棟形 均君） それでは、私の方から自動車リサイクル関係の公害防止協定の

関係についてお答えいたしますが、基本的には公害防止協定を締結する方向で現在作業を進め

ておりますので、地域の方々から出されておりますいろんな意見要望、それから私どもの方の

内部の状況等も踏まえまして、事業者との協議を進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 それから、廃蛍光管の関係でご質問がございました。ペットの関係の反省が生かされていな

いのではないかというご質問でございますが、ペット斎場の場合につきましては、最初に議員

ご承知のとおり建築確認申請がなされた後にペット条例というものが後追いする形になったと

いう経過がございましたけれども、廃蛍光管につきましては、これらの反省を踏まえまして基

本的には市の方で廃棄物対策にかかわります地域の住民の方々の理解を十分得る、そういう状

況を踏まえて建築確認申請については、そういう状況を踏まえて手続をしてほしいというお話

を申し上げていた経過がございます。最終的には市の方で建築確認申請を受け付ける前に、民

間の検査機関の方に今申請をしているという経過がございましたけれども、最終的には事業者

の方で建築をすることなく、廃棄物対策にかかわる手続あるいは地元との協議を踏まえた中で

建物を設置したいというお話を申し上げておりまして、私どもの方もそう指導申し上げてきた

経過がございますので、少なくともペットの関係の反省は十分生かされた形で作業を進めてい

るということでご理解をいただければというふうに思います。 

○議長（菊地 進君） 三浦産業部長。 

○産業部長（三浦一泰君） まず、海員会館につきましてお答えを申し上げます。 

 ９月７日に第３回目の執行部会が開催されております。その中では、本年の４月から８月ま
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での５カ月間の海員会館の利用状況等のご報告がございました。昨年度と比べますと、約７割

の増というふうな利用状況ということではございましたけれども、そういった状況にありまし

ても、累積した赤字を解消するだけの利潤は生み出せなかったというような極めて厳しい状況

で、執行部会としても今後の対応策について大変苦慮されているところでございます。 

 そういう中、先日の決算委員会、そしてまた本日ただいまのご意見のようなご指導を賜りま

したので、こういった内容につきましては今後の執行部会の中でご報告をさせていただき、適

切な対処を求めさせていただきたいと考えております。 

 次に、ＪＲＡの町内会の同意書についてのご質問でございますけれども、町内会が独立され

た組織といたしまして自主的な判断としてそういった対応をされてきたというふうに認識をさ

せていただいておるとこころでございます。最終的にはそういったことも含めまして、農林水

産大臣におきまして適切に判断がされるものと理解をしておるところでございます。 

 それから、交通問題につきましても、ご指摘のありましたような問題を含めまして警察署の

判断、指導があるものと認識をさせていただいております。それぞれの道路管理者に対しまし

て、今後協議が行われるものと理解をさせていただいておるところでございます。以上でござ

います。 

○議長（菊地 進君） 暫時休憩いたします。 

 再開は15時10分といたします。 

  午後２時５５分  休憩 

 

  午後３時１０分  再開 

○副議長（志賀直哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 23番伊藤博章君。（拍手） 

○23番（伊藤博章君）（登壇） 塩釜ネットワーククラブを代表して通告に従いまして一般質問

を行います。 

 さて、私は小さな市役所で大きなサービスを提供する行政組織を実現すべきと考えておりま

す。自主自立という地方分権の基本理念を実現するためには、組織の効率を上げ、財源の多様

性を確保し、投資の有効性を高めるために住民の行政評価を事業運営に反映させるゼロベース

指向を実現し、住民満足度の高い住民総参加の市役所を目指すべきという私の基本姿勢を明確
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にした上で質問に入ります。 

 まず、初めに統合信漁連と（仮称）「ＪＦみやぎ」の設立と浅海漁業の将来ビジョンについ

てお尋ねをいたします。 

 厳しい漁業環境を背景にスケールメリットを生かす形で組織力を強化し、万全な経営基盤を

構築する目的で、本年３月30日に宮城県漁連や県信漁連を初め県内の漁業関係団体で構成する

県漁協組織強化対策協議会において、沿岸部の全漁協を合併し2007年度内に新漁協（仮称）「Ｊ

Ｆみやぎ」を設立する１県１漁協体制を目指す方針で基本合意をしました。 

 今後は、各漁協がそれぞれ討議し、１県１漁協体制の方針を受けて漁協が個別に展開する経

済事業と信用事業のうち経済事業は統合漁連、信用事業は統合新漁連に一本化し、両事業を統

合する形でＪＦみやぎが誕生します。 

 現在、県漁協組織強化対策協議会において、合併の具体的な検討に入っているようで、来年

１月には協議組織に格上げする予定と聞いております。また、宮城県信用漁業協同組合連合会

は、今年６月22日に総会を開き、ＪＦみやぎ設立に向けた取り組みとして１県１信用事業体制、

即ち信用事業の一本化を実現するために県内の14の漁協から一部または全部の信用事業を譲り

受ける議案を賛成多数で承認しました。 

 しかし、22日の県信漁連の総会では、2004年度末の自己資本比率が系統のＪＦマリンバンク

が基本方針で定めた破綻未然防止に関する自主ルールの８％を下回る7.54％だったことが報告

され、監査を行った全漁連は、県信漁連継続の前提に関して重大な疑義を抱かせる状況が存在

していると厳しく指摘されたほど経営環境が厳しい状況を受け、自己資本比率８％を達成し県

信漁連を受け皿に県内漁協の信用事業一本化を図る統合信漁連設立の環境を整えるために、本

年８月に約21億円の増資に向けた具体的な改善策が示されました。21億円の内訳は、ＪＦマリ

ンバンクに10億円、宮城県に５億円、残り５億数千万円は県内の漁協系統に協力要請する内容

で、９月２日に宮城県に対して支援のための陳情を行った県内の漁協組合長さんや関係者に対

して、浅野知事は漁協系統内の最大限の自助努力と県１漁協の完成を条件に検討して、合併に

必要な支援を前向きに検討したいと述べられ、一つの山がクリアされました。 

 今後は、来年の４月に向けて県内35漁協それぞれ単協単位で総会を開催し、ＪＦみやぎ設立

に関して同意、それに伴う単協の整理や県信漁連への増資の問題など将来に向けた勇気ある決

断が求められます。塩竈市政を振り返ったとき、合併はもとより新たな広域行政すらままなら

ない現状を考えたとき、漁業関係者の皆様のＪＦ宮城設立に取り組まれる姿にただただ頭が下
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がります。ぜひ、ＪＦみやぎ設立の取り組みが成功し、安定した浅海漁業及び浅海養殖漁業の

経営基盤の構築が図られることを心から期待をし、そのためには私は本市も４つの単協を抱え

る地元自治体として積極的に支援するべきと私は考えます。４つの単協それぞれ経営状況が違

うようですので、漁協の整理に伴う累積赤字の解消の問題などさまざま予測されるところです

が、どのように対応されるお考えなのかをお伺いをいたします。 

 また、ＪＦみやぎ設立は安定した浅海漁業及び浅海養殖漁業の経営基盤の強化を図ることを

目的としているわけですから、本市浅海漁業及び浅海養殖漁業の経営基盤の強化構築のために

は、後継者の問題やサキグロタマツメタによるアサリの食害問題など本市浅海漁業及び浅海養

殖漁業の問題解決に向けた本市としての具体的な将来ビジョンが必要と考えますが、あわせて

お伺いをいたします。 

 ２番目の質問は、魚市場再開発Ａ・Ｂゾーンの進捗状況と魚市場の水揚げ高についてお尋ね

をいたします。 

 塩竈市魚市場の夏漁に異変が起きている。今シーズンは本マグロが全くだめだ。巻き網船が

ほとんど入港しない。早朝の場内には仲買人の深いため息の声ばかりが漂う。例年なら本マグ

ロを満載して入港する巻き網船の水揚げ額は７月末で３億 4,000万円にとどまり、昨年同期の

５分の１、37年ぶりに魚市場の年間水揚げが100億円を割り込んだ2003年を下回る不振だ。500

億円を超えた1980年代の姿は見る影もない。市産業部は落ち込みを補おうという漁船誘致など

の取り組みが今シーズンは漁協の異変に吹っ飛ばされた形だ。マグロを探して航海する漁船の

燃料が高騰しているのも水揚げ低迷の一因ではないかと分析する。塩竈、石巻、気仙沼の特定

第三種漁港を抱える全国有数の水産県宮城、ここ十数年来水揚げ減少、輸入増大、魚価安にあ

えぐ業界は昨秋以降の世界的な原油高に追い詰められている。東北農政局が昨年９月にまとめ

た第11次漁業センサス2003年11月現在によると、東北６県の漁業就業者は20年前に比べて半減、

後継者は２割ほどしかいない。倒産や廃業が相次ぐ水産加工業についても厳しい状況は同様だ。

塩竈市の佐藤 昭市長は、先細る将来への不安が閉塞感を一層強くしており、もはや産地だけ

では解決できないと９月４日付河北新報に掲載された記事を多くの皆様がお読みになったので

はないでしょうか。 

 一方、３月27日付河北新報に在籍船を多く抱える気仙沼での取り組みが紹介されました。内

容は、宮城県気仙沼地区近海マグロはえ縄漁業あり方研究会会長村田次男県産業経済部次長は、

マグロ資源の減少や魚価安で厳しい経営状況の打開に向けた提言を取りまとめた。気仙沼市内
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の水産関係業者で組織する市水産業問題対策協議会が提言の実施について検討する。提言によ

ると、経費節減策として、１、年間８回程度とされる平均的な航海数のうち、赤字操業になっ

ている夏期、６月から９月の２航海を１年置きに休業する。２、共同発注や航海ごとの原価管

理を徹底するなどにより、１隻当たり年間 3,000万円の削減を図るとしている。増収策として

は、近海マグロはえ縄漁の主要魚種であるメカジキ、ヨシキリザメの高鮮度水揚げ促進や地域

が一体となった販売促進により、夏期休業による減収分を補い 1,000万円の収入増を目指す。

さらに、マグロはえ縄漁が地域とともに発展する活力ある漁業に転換するため、市民や関連業

界の出資によるＮＰＯファンド、基金を創設し、地域全体で支援する体制を構築する。共同持

ち株会社の設立や代船建造でのリース船の導入検討なども提言した。マグロ漁業は個別の自助

努力ではどうにもならない事態だが、これまでより深く踏み込んだ提言を関連業界も含めて一

丸で取り組めば、再生の道は開けると助言した。提言は、23日気仙沼市で開かれた研究会の会

合でまとめられた。地元漁業団体の委員からは、マグロ漁業が厳しい中、ＮＰＯファンドに対

する市民の理解、協力を得るのは難しい面があると、創設当初における県や市で強力な支援を

求める意見があったという記事です。 

 このようなさまざまな状況がある中で、魚市場再開発Ａ・Ｂゾーンの進捗状況と今年度の魚

市場の水揚げ高についてお伺いをいたします。 

 ３番目の質問は、バイオディーゼル製造プラント建設についてお尋ねをいたします。 

 加工団地組合臨時総会第１号議案「バイオディーゼル燃料化事業の承認において」という議

題の中でどのような質疑応答が交わされたのかについてお伺いをいたします。 

 ４番目の質問は、土地開発公社の塩漬け土地についてお伺いいたします。 

 このことに関しましては、先に行われました平成16年度決算においても触れることができま

したので、簡単に１点確認します。 

 この問題については、平成12年６月議会で平成11年度の土地開発公社事業決算書に対して我

が会派の佐藤貞夫議員が質疑を行い、塩漬け土地のあり方と物件補償について強く改善を求め

られました。その結果、同年６月１日付で塩竈市土地開発公社保有土地適正化委員会の設置に

よる、１つ、長期保有土地への対応策、２つ、先行土地取得の適正化、３、経営健全化の３点

について方針を年度末までに出すことを当局より引き出し、また、物件補償の件についても、

その後、改善が図られたという経過を踏まえまして、平成12年に当時の自治省が「平成12年度

地方財政の運営について」において、平成13年から平成17年までの５カ年による土地開発公社

-108- 



経営健全化対策を打ち出しましたが、本市は残念ながら基準となる数値に達っせず対象団体に

ならず、苦しい独力での再建が必要となりました。 

 当時、一般管理費の人件費を削減することや、保有土地の分類などが報告されたように記憶

しております。そして、平成16年に総務省が土地開発公社経営健全化対策について新たな対策

を講じることとなりました。今回は、本市も土地開発公社の簿価総額を標準財政規模の0.25％

以上に低下させるという基準を残念ですが満たしておりますので、私の決算での質問に対する

ご当局の回答になったものと認識しておりますが、改めて、そのお考えをお伺いいたします。 

 ５番目の質問は、学校給食のあり方についてお伺いをいたします。 

 岩手県遠野市が本年３月に財団法人東北産業活性化センターと共同で発表した遠野市学校給

食センターを活用した総合給食事業調査報告書が注目を集めております。調査内容は、以下の

６点です。 

 １．学校給食の目的や役割。安全な食の供給、食育等の観点からの学校給食要件の整理と検

討。 

 ２．現行の遠野市学校給食センターの利用食材、地産自給率、運営コスト等の学校給食の詳

細分析。 

 ３．地域農業振興へとつながる地産自給能力の検証及び地域食文化の継承活動と連動した地

産地消型給食事業の実現への可能性の調査。 

 ４．将来人口予測や少子化の影響による学校給食施設の今後の余剰供給能力の検討。 

 ５．学校給食センターの業務の効率化と施設の有効活用による福祉施設、医療施設等への給

食及び給食用一次加工食材、米飯の炊き出しの提供等総合給食事業への可能性の検討。 

 ６．環境への配慮を検討及びセンターからの加工残菜、食べ残し等の有機廃棄物の堆肥化と

その活用による有機循環の実現への可能性という内容ですが、本市は今後の学校給食のあり方

をどのように考えているかお伺いをいたします。 

 最後に財政の多様性を確保し、住民が政策決定に参加できるまちづくりについてお尋ねをい

たします。 

 住民が政策決定に参加できるまちづくりの一つとして、納税に対する意欲を高めるとともに

市民活動団体の活動を支援し、促進していくことを目的として市川市が取り組みを始めた個人

市民税１％条例ともいわれる市川市納税者が選択する市民活動団体への支援に関する条例が注

目を集めていることはご当局もご存じかと思います。この制度は、市民の手による地域づくり
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の主体であるボランティア団体やＮＰＯなど市民の自主的な活動に対して、個人市民税納税者

が支援したい１団体を選び、個人市民税額の１％相当額、団体の事業費の２分の１が上限とな

りますが、を支援できるものです。大変魅力的な制度であると私は考えております。しかし、

私は一般質問の冒頭で必ず申し上げておりますように、財源の多様性を確保し、住民満足度が

高い住民総参加の市役所を目指すべきという私の基本姿勢を明確にしておりますので、その視

点に立った政策提言を行います。 

 それは、寄附による投票条例についてです。 

 寄附による投票条例のスキームは単純です。まず、自治体がさまざまな政策メニューを提示

します。その財源として寄附を集めるために受け皿となる基金を用意します。これに対して住

民がニーズを反映させるために寄附という負担を伴って政策メニューの選択を行い、役所に事

業の実施を求める仕組みです。このスキームは個別政策を寄附というマネーで選択、つまり投

票するようなものであることから、政策パッケージを掲げる政治家を選ぶ投票行動になぞらえ

て寄附による投票と名付けられました。 

 もう少し具体的にご説明いたしますと、役所が推進したい政策メニューとして、地域の温暖

化防止のための代替エネルギーの普及事業や循環型社会実現のための有機性廃棄物のコンポス

ト事業、チャレンジド、障害のある方々が社会参加しやすくするために補助犬育成普及につい

てや就労の機会の拡大のための事業や、スポーツ振興に関する事業など具体的な政策メニュー

を提示します。その際には、詳細な事業費や事業内容も公開し、その上で、例えば一口 5,000

円に設定して寄附者を募り、寄附額が事業化に必要な最低ラインに達した段階で役所は事業を

選択し実行します。寄附額が事業期間中に最低ラインに達しなかった場合は、他の事業へ振り

かえたり一般財源を補てんして事業化するかを検討し、ほとんど寄附が集まらなかった事業は

ニーズのなかったむだな公共事業と想定されるわけです。このことは、三位一体の原則である

住民みずからが地域の政策を考え、実施するという地方自治の原点を目指すものだととらえて

おります。 

 では、寄附による投票条例を整備して役所への寄附が促進されると、財政上どのような効果

が出るのかについてご説明します。 

 役所への寄附には優遇税制があります。個人の場合、寄附額が一定額を超えた場合、国税の

所得税も地方税の住民税も所得控除されて課税対象額が減少しますし、法人企業は寄附の全額

が損金算入されます。即ち、三位一体改革を待たずに税源移譲が実現します。役所への寄附で
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国税、地方税とも減少しますが、国税の税率の方が地方税より高いので、税収の減税額は国税

の方が大きくなります。つまり、税源が国から地方へ移譲されるのと同様の効果が期待できま

す。また、都会の地方出身者など行政の市域を超えて寄附が可能であることから、地方交付税

の代替効果も期待されます。既に複数の自治体が条例化し取り組みが始まっています。ご当局

として研究をなされ、寄附による投票条例の施行が必要と考えますが、市長のお考えをお伺い

します。 

 以上で第１回目の質問を終了します。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（志賀直哉君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君）（登壇） 23番伊藤議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに統合信漁連と（仮称）「ＪＦみやぎ」の設立と浅海漁業の将来ビジョンについてお答

えをいたします。 

 漁業共同組合の統合と、これに関連します宮城県信用漁業共同組合連合会の動きについてで

ありますが、現在、浅海漁業関係の組合であります沿海地区漁業共同組合が県内には35組合、

議員ご指摘のとおり市内には４組合がございます。これらの組合は、規模も小さく国際的な漁

業規制の強化や魚価の低迷、さらには金融の自由化などにより極めて厳しい経営環境にござい

ます。このため、組織基盤の強化を図るとの判断から、平成19年度までにこれら県下35の組合

を１つの漁業共同組合に統合するという合併計画が進められていることは議員ご指摘のとおり

でございます。また、これに先立ちまして、金融自由の安定化のため現在単位漁協ごとの運営

につきまして、今年度中に宮城県信用漁業共同組合連合会、通称信漁連へ統合する予定となっ

ております。その後、漁業者の負託にこたえられる経営基盤を確立するため、この信漁連統合

予定の漁業共同組合へさらに統合し、信用機能を引き継いでいくというような内容でございま

す。 

 このような状況を踏まえ、本市といたしましても地場産業の支援促進の観点から引き続き信

漁連への預託を行い、中小の漁業共同組合などが融資を受けられますよう引き続き支援を行っ

てまいります。なお、漁業共同組合の統合に関しましては、県の指導も受け、新たに統合にむ

けた（仮称）「ＪＦみやぎ」合併研究会を立ち上げて、それぞれの組合の財政状況を含め課題

を整理されていると聞いておりますので、本市におきましても関係者の方々の努力が結実でき

ますよう支援を講じてまいりたいと考えております。 

 次に、浅海漁業の将来ビジョンについてご質問いただきました。 
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 本市の沿海漁業のノリ、カキ等主力生産品につきましては、残念ながら台風や低気圧の影響

を大きく受けることや漁場環境悪化による資源減少、さらには輸入の増加による価格問題等が

あり、全体的には一定した生産高を維持はしているものの、魚価経営は極めて不安定な状況に

あると認識をいたしております。今後、置かれた環境といたしましては、今、浅海漁業は量か

ら質へ、健全な資源と環境づくりが喫緊の課題であるというふうに認識をいたしております。

このような課題を解決するため、塩竈市浅海漁業振興協議会におきましては、従来からアサリ

養殖漁場の造成事業でありますとか、後継者育成事業に加え長期的展望に立った新たな事業と

いたしまして漁場環境に配慮した藻場の造成事業や、消費者の視点に立った安全、安心な生産

供給体制の確立にも積極的に取り組みを始めたところでございます。 

 また、県におきましては水産業の競争力の強化と宮城ブランドづくりの施策が展開をされて

おります。これを受け、浦戸地区におきましてはカキ養殖関連の機器整備、また、市内の漁業

共同組合では主力生産品となっております昆布の塩竈ブランド化に取り組みを始めたところで

ございます。 

 市といたしましては、国、県の支援制度を活用し、漁業環境の基盤整備や漁業共同組合の統

合を積極的に支援するとともに、塩竈市浅海漁業振興協議会での取り組みを中心とした各種事

業を引き続き支援をしながら、漁業経営基盤の強化と後継者の育成、あるいは漁場環境の保全

に努め、浅海漁業のなお一層の振興を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、魚市場再開発の進捗状況と魚市場水揚げ高の状況についてご質問いただきました。 

 初めに、魚市場再開発についてでございますが、平成13年12月に水揚げ数量を３万 5,000ト

ン、金額を 200億円と想定した再開発計画をまとめております。しかしながら、現在の水揚げ

状況では早急な再開発の着手は困難な状況にあると考えておりますが、なお、今後の資源管理

や操業形態の動向を見きわめながら、将来の産地市場のあり方について検討を重ねてまいりま

す。一方では、産地魚市場においても食の安全、安心への対応が強く求められておりますので、

これらの需要に対応した現魚市場施設の適切な改善策を早急に講じてまいります。 

 次に、漁港背後地についてでございますが、同地区を水産物流センターとして整備する具体

的な動きの第１段階といたしまして、８月31日に物流センター事業共同組合と全国水産加工業

共同組合連合会が県に対し用地の買い受け申請書を提出しております。その際、示されました

事業計画書によりますと、１万トンの冷蔵庫、ＨＡＣＣＰ対応の水産加工場、さらには近年需

要が高まっております衛生検査施設などを整備する内容となっており、今後は県の価格提示を
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受けてから用地売買契約の手続に入る予定となっております。 

 これらの施設整備が進みますと、本市水産加工業界の大きな課題でありました原魚確保や全

国レベルでの情報交換などに一定の見通しが立つようになり、また、最先端の設備を有します

加工場、地域の安全管理を推進します検査体制も整い、水産物流基地として第一歩をいよいよ

踏み出すことになると理解をいたしております。 

 市といたしましては、既に再開発に係る企業立地促進条例を制定いたしておりますが、今後

とも地域全体の底上げが図られますよう全体的な視点も加味しながら、これらの事業推進につ

いて積極的な支援を行ってまいります。 

 次に、魚市場の水揚げ状況でございます。本年１月から８月までの状況は、数量が１万 650

トン、金額53億 3,060万 4,000円で、数量で 310トンの減にとどまっておりますが、カツオ、

マグロ、巻き網漁業による本マグロの水揚げが極端に不振だったことから、金額では残念なが

ら19億 4,454万 4,000円の減少と、大変厳しい状況でございます。議会の協力もいただきなが

ら、２月から４月にかけてマグロはえ縄漁業の漁船誘致に取り組んでまいりましたが、この部

分では数量で 431トン、金額では１億 7,451万 5,000円の増となっております。マグロはえ縄

漁業につきましては、今後とも安定した漁獲が見込まれますので、継続して漁船誘致に取り組

んでまいりますとともに、安定した漁獲量を示しておりますカツオ、マグロ一本釣り漁業につ

きましては、魚市場使用料の引き下げを継続し、その誘致に引き続き取り組んでまいります。 

 次にバイオディーゼル製造プラント建設についてご質問いただきました。 

 このことにつきましては、地場産業であります水産加工業における資源循環型社会づくりの

モデル事業として取り組みを進めているところであります。事業効果といたしましては、年間

約 1,400トンもの二酸化炭素が削減されるとともに、廃食用油の排出事業者みずからがこの事

業を実施し、環境事業集積地として水産加工団地での企業ＰＲあるいは企業誘致に結びつける

ことなどが期待できるのではないかということで鋭意取り組んでいるものであります。 

 そういった中、去る８月25日に開催されました団地組合臨時総会におきまして、ＢＤＦ事業

化に向けて精製規模を年間40万リットルとし、建設費約１億 3,000万円の事業実施を決定した

ところであります。その際の事業承認に当たっての出された意見ということでありますが、主

なものを述べさせていただきます。例えば、ＢＤＦ事業の趣旨は理解するが、この事業を組合

で行うべきかどうかといったようなご質問もございました。また、将来的にも食用廃油の安定

確保が図られるのかどうか。さらには組合員に負担を強いないように採算性を十分考え、この
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事業に対する市の支援もお願いしたいといったような内容であります。また、公害防止目的の

ために設立された団地組合として、この事業を契機に組合としての再生を図るべきではないか

などという意見も出されております。 

 今回の事業は、環境省の地域再生推進プログラムの環境と経済の高循環のまちモデル事業の

補助決定を受けており、対象事業費のほぼ３分の２に当たる 8,000万円が交付されることにな

っております。本市としての支援策でありますが、今回の事業は本市全体における環境施策と

して、また、本市基幹産業であります水産加工業を中心とした産業振興施策でありますので、

ＢＤＦ事業の推進に向けて事業者と連携を図りながら支援を行ってまいりたいというふうに考

えているところであります。 

 土地開発公社の塩漬け土地についてご質問いただきました。 

 お答えをいたします。 

 本市の土地開発公社の保有地につきましては、平成16年度末現在で保有面積７万 3,841平米

で、保有土地に係る簿価額は約35億 1,400万円となっており、すべて５年以上の長期保有とな

っております。これまで開発公社の健全化に向け、議員ご指摘のとおり平成13年度において土

地開発公社保有土地適正化検討委員会を設置し、本市の対応方針を定め、保有土地のランクづ

けを行い、処分等の方向性を定めましたほか、市の公共事業に伴う用地の先行取得について公

社の簿価の総枠規制の設定でありますとか、確実な買い戻しを行うための買い戻し期間を明示

した契約の締結、さらには公社の経営健全化のための保有土地の積極的な活用及び賃貸、借入

利率の低減などに努力をしてきたところであります。 

  しかしながら、本市の厳しい財政状況や社会情勢の変化による公共事業の見直しなどにより、

残念ながら公共用地として買い戻しを行うなどの塩漬け土地解消施策がなかなか進まない現況

にあります。この課題は、本市だけでなく全国的状況にありますことから、国におきましては、

公社の経営改善策の通知を昨年12月に示しております。標準財政規模に対する保有土地の簿価

の割合が、本市では平成16年度末で0.31に達しておりますが、0.25を超える自治体で公社保有

地の縮減や遊休保有地の用途変更を盛り込んだ経営健全化計画を策定し、国の承認を得た自治

体に対しては買い戻しに対する地方債や簿価への利子補給や補助に対する一部特別交付税の財

政支援措置を行うという内容でございます。 

 本市といたしましては、現在、海辺の賑わい地区土地区画整理事業で進めております貨物ヤ

ード跡地につきましては、遊休地の有効活用による本市経済への波及効果でありますとか、人
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口の増加など大いに期待がかかりますので、今回、議決をいただきました公社定款に基づき、

事業用借地権設定による賃貸事業も視野に入れながら計画的な処分により公社経営の健全化に

つなげてまいりたいと考えております。 

 次に、学校給食のあり方についてでございます。 

 本市の学校給食につきましては、今日まで児童生徒の心身の健全な発達に資することや、正

しい食習慣の基礎を身につける場と位置づけまして、直営による自校方式で取り組んでまいっ

たところでございます。給食を通じて食についての知識と望ましい食生活を身につけるための

食育を推進するとともに、衛生管理の充実やアレルギー対策などより安全で個々の児童生徒に

対応したきめ細かな給食を提供してまいったところでございます。 

 また、地域の食文化を継承するため、例えば、かまぼこやノリ、アサリ等の地場産品を食材

に取り入れておりますほか、本年で17回目を迎える給食展では、学校給食の現況紹介や取り組

みについてお知らせをし、市民とともに学校給食を考える企画を重ねてまいりました。今後に

おける学校給食のあり方につきましては、老朽化しております給食施設整備面での課題や、少

子化による児童生徒数の減少傾向を見通した将来予測、さらには給食方式の違いによる運営コ

スト等の分析などを踏まえて検討を始めたところであります。 

 一例を挙げさせていただければ、玉川小学校につきましては給食施設が昨年の耐震診断の結

果から早急な対策を求められておりますが、現在の敷地内での耐震強化を図ることについては、

制約等もありますことから、玉川中学校との親子方式の導入についても検討を始めております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 最後に、財政の多様性を確保し、住民が政策決定に積極的に参加できるような、そういった

まちづくりを進めるべきではないかというご質問にお答えをさせていただきます。 

 まず、財政の多様性の確保についてでありますが、本格的な地方文分権時代に対応するため

には、地域の創意工夫によるまちづくりでありますとか、住民との協働の視点に立つまちづく

りが大きな課題となっております。 

 一方、厳しい財政状況のもと、限られた財源を有効活用するには市民の視点に立ち、事業の

選択と集中を行いながら、重点的な配分をすることも緊要でないかと考えております。このた

めに、平成16年度から各部の主体性を生かす予算枠配分方式を導入し、事業に優先順位をつけ

させていだたきながら予算化を行っております。これは、市民の意識を現場で把握できる各部

においての創意工夫を進めるもので、平成17年度予算においては道路、公園などの整備事業か
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ら防災対策でありますとか、子育て支援、あるいは健康づくり施策にシフトをしたところであ

ります。また、各部の努力で経費縮減を図り、その枠で各部の創意工夫による事業を予算化す

るという予算メリットシステムも導入させていただいたところであります。 

 一方、財源確保の面におきましては、近年の補助制度では補助金の統合化、総合化が図られ

ており、地域の創意工夫を生かすことができる補助制度へ移行をいたしております。県におき

ましては、今年度から総合補助制度を立ち上げ、地域のアイデアによって補助金を交付すると

いう内容に変わってきておりますことから、本市のアイデアと効果の高い事業を創設するなど

補助金獲得に向けた新たな事業の組み立て、工夫をしてまいる必要性が発生いたしております。

さらに、他市などにおきましては財政の多様性の確保の観点から、資金面で市民に参加いただ

く市民公募債制度や、民間の資金を活用するＰＦＩ制度などに取り組みを始めており、また、

議員ご提案の寄附による投票条例等も新たな視点からの取り組みかと思われます。今後、市民

参加による財源確保の事例として本市におきましても検討させていただきたいというふうに考

えているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（志賀直哉君） 伊藤博章君。 

○23番（伊藤博章君） それでは２回目の質問をいたします。 

 ただいま答弁いただきまして、おおむねご理解をいただき、また、答弁の趣旨をご理解いた

だきまして非常にご回答をちょうだいしたのではないのかなという認識でおります。 

 その上で、もう少し一般質問ですので具体的に聞きたいところもありますものですから、そ

の辺をあわせてお伺いをさせていただければと思っております。 

 まず、順番にお伺いさせていただきたいと思いますが、市長からもご説明がありましたとお

り、また私もご説明したとおりで、このＪＦみやぎの設立というのは大きな大事業という形に

なっているかと思います。これは本市としても大変期待をし、またそれによって新たな展開を

発生させていかなければいけないのかなという段階にきているんだと思います。そういった中

で、今、市長の方からは預託金の問題等いろいろ、またあと量から質へと、これはブランド化

ということだと思いますが、そういった意味で一例申し上げさせていただければ、宮城県の水

産研究センターでしたか、渡波か何か、あっちにあります試験センターの方で、アサリの稚貝

の人工養殖というのですか、孵化させてある程度の大きさまで育てるというのが、今、取り組

まれているようです。これはサキグロタマツメタなどの食害影響があったので、養殖漁業に対
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する影響が大きいということで、そういったことが今取り組まれているようでございますが、

先んじて志津川町の試験センターで、昨年、成功いたしまして、実際放流が行われたというこ

とになっておりまして、その技術を導入しながら、この間浦戸でたしかサキグロタマツメタの

卵をとられた酒井先生なんかを中心に、今やられているようでございますので、ぜひそういっ

た意味では地元にある貝から卵をとってブランド化をしていくということは、結果的には安心、

安全ということであったり、高い付加価値をつけられるということにもなるんでしょうから、

ぜひそういった視点を大事にしながら、このＪＦみやぎの設立とあわせて浅海漁業または浅海

養殖漁業の部分、しっかりと取り組みをしていただければ、要は、今なかなか海の方も魚をと

るだけでは魚も育たないような状況があるようですから、できれば藻場の育成というのはそう

いった意味では卵を生んだりいろんな面で必要だったりするようでございますので、稚魚が育

つということだったり、あとは酸素を、無酸素状態の海の中を酸素を入れて、魚が育ちやすく

するとか、いろいろ効果があるようでございますので、そういったことも進めながら、ぜひ魚

市場等でそういう地ものの魚が上がったときには、ぜひ関係者の皆様には大事に取り扱いをし

ていただきますように、改めて、これはたしか加藤助役が産業部長時代に一生懸命取り組まれ

た内容だったのではないかなと思いますので、改めてその辺のお考えをお伺いしたいと思いま

す。 

 続きまして、魚市場の問題についてといいますか、魚市場のＡ・Ｂゾーンの件と再開発の件

とそれから水揚げ高の件につきましてお伺いをいたします。 

 まず、Ｂゾーン、市長ご苦労さまでございました。市長を先頭に市当局の方々含めて業界の

方と一緒になって県の方といろいろお話をしてきていただけたようでございます。その結果、

やっと長年の懸案に一定程度の見通しが立ったという段階のようでございますので、ぜひ、こ

れ実現しますように、市長がおっしゃったようにさまざまな効果が得られますので、ぜひ、今

一層のご努力をお願いをしたいと思いますのでよろしくお願いをしたいと思います。 

 さて問題はＡゾーンでございます。本来、このＢゾーンというのはＡゾーンの背後というこ

とですからＡゾーンあってのＢゾーンだと私は考えているんですが、そこのところで残念なが

ら再開発が現状の状態ではなかなか難しいと。そのとおりだと思います。ではなぜ難しいのか

という中には、確かに水揚げ高の問題はあります。その一方で昨日まで議論されました決算、

昨日決算認定されたわけですが、その中でも議論されていましたとおり、繰り上げ充用なんか

の問題も経営の問題、魚市場としての経営体の問題というのをどうするのかということをさま
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ざま議論されてきたわけでございます。 

 そういった中で、先ほど市長からもありましたが、マグロはえ縄についてと一本釣りについ

てはなかなか好調だということで、ぜひこれの誘致船をするために、地方卸売市場設置条例、

魚市場の根拠条例ありますね、塩竈市にあるんですけれども、その中の表１表にある 1,000分

の５の水揚げというか手数料みたいなものをとって特別会計の運営という形の収入として充て

ているわけですが、その分を 1,000分の３下げて 1,000分の２に引き下げていると。その結果、

一定程度の効果が上がっていると。数字で 431トン、１億円ぐらいということなんですか、さ

っき市長がおっしゃったことでいくと。 

 やはり、そういう効果があるのであれば、魚市場のあり方そのものもやはり考えなければい

けないんでしょうから、ぜひ、ご検討いただきたいのは、水揚げに対する 1,000分の幾つとい

う表１表のあり方が本当にいいのかどうか。ある意味では特定の事業者の方しかあそこは使え

ないわけですから、定率の、やはり家賃制度みたいな形、家賃というわけではないですね、地

代みたいな、そういう収入財源にして、そのかわり３億 5,000万円の塩竈市の特別会計の方で、

まだ抱えている長期の債務については繰り出し、今 5,000万円ぐらいしているわけですから、

そういったものである程度の、 5,000万円だったら10年なら10年である程度５億円ぐらいとか、

10年までなくても６年ぐらいである程度の見通しがつくわけですから、そういうことをやはり

業界の方と真剣に議論することによって、このＡゾーンの問題というのも見通しが立つのかな

と思うんですね。 

 やはりそういったところ、どうもお伺いしますと行政関係者の方もよくご存じで、業界の方

も多分よくわかっている話なんだと思いますので、ぜひ、今までの計画というのは別に間違っ

た計画ではないんですよ。この魚市場再開発の計画の中身というのは大変すばらしい内容で、

そういったものを先ほどご紹介しました気仙沼市に含めてそういったところでも参考にしてい

るというのは事実なんです。ですから、ぜひそういったすばらしい先進的な取り組みをしよう

と思っているところは、大事に伸ばしていかなければいけないわけですから、そういった意味

で、本当にどうあるべきなのかということを、やはり検討していだたきたいと思うんですが、

その辺ちょっと、これは佐藤貞夫議員もこの間の一般質問でもたしか、「本当にできるのか」

ときちっとご指摘をしていましたので、ぜひ我が会派としてお考えをお伺いしたいと思います

ので、ちょっとその辺、ご答弁いただければと思います。 

 続きまして、バイオディーゼルの製造プラント建設についてお伺いをいたします。 
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 これにつきましては、昨年の平成16年10月に、たしかこのバイオディーゼルの計画を策定す

るために、水産加工団地組合に対しまして調査依頼をして、具体的に廃食用油の排出量、それ

から現在どのような、それが取引状況にあるのかという調査をされたというふうに聞いており

ます。その上で、１リットル８円、ドラム缶当たり 1,600円で廃食用油を購入するという計画

が今回塩竈市として立てられたということなんだと思いますね。これはなぜそうかというと、

ここに17年度の臨時総会提出議案、これは水産加工団地組合の、先ほどお話ししましたバイオ

ディーゼル燃料化事業の承認の件という議案書になるかと思います。 

 これを見る限り、やはり水産加工団地としても、要は塩竈市が進めている塩竈市地域新エネ

ルギービジョンの中でのバイオマスエネルギーシステム導入可能性調査を受けながら、要はＢ

ＤＦの製造ということについて市が取り組んでいると。それを私どもも受けたいと、受けたい

というか、組合の方の中で受けたいということでこういう提案をしたという、やはり流れにな

っているんですね、この最初の文言を見ると。これは間違いないです。どうしても市役所が、

これはやれと、やれというか市役所が進めている事業だと、おれたちはそれに乗っかるんだと

いう意識がやはり組合の方にも多いのではないかと思います。そのために、練り加工業者含め

て五、六社が基本、一番多く排出するのはそこなんだと思いますね。市内の練り加工業者の五、

六社というのが最も多く加工排出すると。その質疑応答の中で現在石油関連の原油高の影響で、 

１年たった現在でも廃食用油の、これは新潟と埼玉の業者が今 100％引き取りにきているよう

でございます、塩竈市内の方も。その中で、現在、17年度ではドラム缶当たり、今のところ 2,

000円から 2,500円の引き取り料になっているそうです。ということは、市が予定している価格

よりも 1,000円ぐらい高く、既に市中では取引が行われているという状況があって、その辺で

の、組合員からご指摘が先ほど市長からありましたので、経営的にやっていけるのかというご

指摘がいろいろあったということでございます。 

 これ、確かに考え方としては僕、おもしろいんだと思うので、それで結果的に先ほどさっき

国からの補助金が出る、環境と経済の高循環のまちづくりモデル事業、この中でたしか浦戸の

方も入っているわけですよね。浦戸の方で、今、花の島というかいろいろ野々島なんかでやっ

ていますよね。あそこにこのバイオディーゼルの燃料化していくと、グリセリンが有価物とし

て出てくると。これを浦戸のそっちの方へ持っていって、お花が入っている石けんとか、そう

いったものを製造していくという、地場産業というんですか、新たな地場産業を創出するとい

う目的もあって、これは加工の大きな目玉にしようという目的もあるのかなというふうに、こ
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れ見ているわけですね。そういったところまで私理解しないわけではないんです。 

 ただ、一方で、では日本全体として見た場合に、今、バイオディーゼルに関してどのような

考え方があるかというと、年間に発生する廃食用油は大体45から55万トンと言われているんだ

そうです。その中で、食品外食産業、あと、加工業なんかそういうところからとかいろいろ出

るんですけれども、その中でも外食産業とか家庭とか小規模事業者、ここについてはほとんど

が、半分ぐらいこれが占めているらしいんですが、ほとんどがまだ残念ながら未回収のままだ

というんですね。ただ、本市の場合は、既にもう回収されているわけですよ、ちゃんと。だか

らここのところの視点というのももう一回行政側でちゃんと整理すべきなのではないかなと思

うんです。 

 具体的に回収をされ、それは捨てられているのではなくて、きちっとＢＤＦの燃料として、

多分滋賀県に行くのかどこに行くのかわかりませんけれども、これは諏訪湖だか琵琶湖をきれ

いにするというところから、たしか始まった事業だと思いますから、そういった意味では取り

組みとしてはおもしろいんですよ。ただできれば、たしか、これは島の皆さんとも一回打ち合

わせしてほしいんですが、たしか、今、菜の花プロジェクト、これが今全国的に取り組まれて

いるかと思います。どうせＢＤＦをやるんでしたら、菜の花プロジェクトで、要は菜の花を栽

培をして、そこから種をとって油をとる、食用油をとると。それを会員の、一般家庭でも何で

もいいんですが、そういうところに買っていただいて、それでそこでまた食用油になって油を

回収をして、ＢＤＦ燃料に変えたり、それから絞るとかすがでるんだそうです。それをまた肥

料にするとか、あとはグリセリンみたいなものを出るわけですから、そこで石けんとかシャン

プーとかみたいなものもするとか、そこに初めて、これ、僕ちょっと心配しているんですが、

当局ではどうも地域通貨なり地域マネーもそこへ導入する考えがあるようですが、やるんだっ

たら菜の花プロジェクトのような形でやっていかないと、それはうまくいかない話ですよ。 

 考え方としては、うんと精神高くやっているんだけど、できれば民間がやっているところに

行政が赤字になったら責任持つみたいな形で乗り込んでいくことだけは、私、やめてほしいな

と思うものですから、そこを今心配してやっておりますので、それだったら、ぜひ、今、加工

団地組合で水道料金の、たしかメーター研修なんかやっていますよね。ある程度の値段設定し

ているわけですが、それをできれば新浜だけではなくて市内に加工屋さん散らばっていますの

で、そういったところへ支援していただいた方が、よほど私は、ただ、考え方はすばらしいの

で、どうせだったらもうちょっと市長のそばにいる方、もっとアイデア絞っていだたけるよう
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に、これでは市長かわいそうかなと思ったので、私、恨まれ役になって今質問をしております

ので、ぜひ、お願いをしたいという、さっきから市長が「もう時間だよ」と言っていますので、

５分ありますので、市長、どうぞお願いいたします。 

○副議長（志賀直哉君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤 昭君） 私の方からバイオディーゼル燃料のプラント建設についてお答えをさせ

ていただきます。 

 これにつきましては、先ほど来申し述べておりますように、本市の水産加工業界、特に揚げ

物を扱われる方々から出る油、食用油であります、こういったものを何とか有効に活用できな

いかという趣旨で15年度、16年度、それぞれ調査費をちょうだいして地域エネルギーの掘り起

こしということでやってまいりました。 

 臨時総会の折に、今、我々の方で試算しました収支計画、８円に対してもう既に十数円、十

五、六円ぐらいになっているというようなご指摘もいただきました。その際に、私、あえて発

言をさせていただきましたのは、この事業は、ですから単に安い高いの話だけではなくて、今、

地場産業として悪戦苦闘されておる水産加工業界の方々の再生のための道筋ではないかという

ことをご説明させていただきました。確かに、15円と８円でありますと余剰金がほとんど出な

いという状況でありますが、一方では、もう一つ理解をしていただきたいんですが、精製した

油を、今度地域で使えるという部分であります。ＣＯ2 が先ほど申し上げましたように 1,400

トン減るわけでありますし、市販価格が八十七、八円に対して七十五、六円ぐらいで提供でき

る。そういうものを総合的に勘案して、ぜひ取り組んでいただきたいし、我々も応分のご支援

をさせていただくということを申し上げさせていただいたところであります。 

 なお、今後、当然のことでありますが、どういった経過をたどるかということにつきまして

は、議会の方にも改めてご報告をさせていただければと思っております。以上でございます。 

○副議長（志賀直哉君） 三浦産業部長。 

○産業部長（三浦一泰君） 魚市場Ｂゾーンの再開発事業につきましてお答えを申し上げます。 

 この事業を実現するに当たりましては、水揚げの状況、それから累積赤字解消の問題、さら

には卸売機関一元化の問題等もあると認識をしております。こういったことにつきまして、並

行して業界の方々とともに取り組んでまいりまして、できるだけ早くそうした姿をご提案でき

るように取り組んでまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

○副議長（志賀直哉君） 伊藤博章君。 
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○23番（伊藤博章君） ありがとうございます。産業部長、頑張ってくださいね。産業部長が率

先していかないことには、業界の皆さんにちゃんと説明しなければいけないんだから、その辺、

たたかれ役になるのは産業部長だからね、いい人ではいられないはずですから、その辺、ちゃ

んとお願いしますよ。それを次回期待しております。 

 ところで、総務部長、お伺いします。 

 総務部長、最後にお伺いしたいのは、例の土地開発公社の経営健全化について市長からちょ

っと、固定資産税を取れるようにするという話なんでしょうけれども、それよりもやはり、こ

れは塩漬けになっている土地の問題ですから、要は元金よりも利息が大きくなっているものだ

ってあるわけですね。やはり、そういったものは一回一般会計でちゃんと買い戻ししなければ

ならないわけですから、そのための起債を認めるということなんでしょうから、それは川崎市

でやっている、たしか総務部長ご存じですよね、川崎市で取り組んだ事例は、総務部長、ご存

じですよね。あれぐらい一覧表をちゃんと出して、何をどうするのかということを、やはりす

るためには、申請をしなければいけないんです。それをするかどうか、これは総務部長の決断

ですから、これは市長とやはり戦ってでも、ちゃんとやらなければいけないですから、時間は

ありますから、大丈夫あるから。 

 １件だけ要望だけしておきます。 

 バイオディーゼル、市長、できれば最初の投資小さくしてください。これ、今だからでも可

能であれば、最初の投資、どうせやるんだったら小さくしながら、だんだん大きくしていくと。

住民を巻き込んで大きくしていくということをぜひ念頭にだけ置いていただけますように、お

願いだけしておきます。では総務部長お願いします。 

○副議長（志賀直哉君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） 先ほど市長が答弁いたしましたように、来年の３月までに再生計画

を提出し、そして国からの財政支援を受けながら健全経営化に向けて努力していきたいという

ことです。以上です。 

○副議長（志賀直哉君） お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明29日定刻再開したい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（志賀直哉君） ご異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、明29日定刻再開するこ

とに決定いたしました。 
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  以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもご苦労さまでした。 

  午後４時１０分  散会 

 

  地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

   平成１７年９月２８日 

 

        塩竈市議会議長                  菊 地   進 

 

        塩竈市議会副議長  志 賀 直 哉 

 

        塩竈市議会議員                  福 島 紀 勝 

 

        塩竈市議会議員                  伊 藤 博 章 
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   午後１時  開議 

○議長（菊地 進君） ただいまから９月定例会４日目の会議を開きます。 

 本日欠席の通告がありましたのは、２番田中徳寿君の１名であります。 

 本日の議事日程は、日程第４号記載のとおりであります。 

 傍聴人の方に申し上げます。携帯電話等を持参されている方は、電源を切るようにお願いい

たします。 

                                          ◇ 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（菊地 進君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、３番武田悦一君、４番伊藤栄一君を指名いたします。 

                                          ◇ 

  日程第２  一般質問 

○議長（菊地 進君） 日程第２、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。６番鈴木昭一君。 (拍手)  

○６番（鈴木昭一君）（登壇）  私は、ニュー市民クラブを代表し、通告に従い一般質問をいた

します。 

 当局におかれましては、誠意ある答弁を望むものであります。 

 それでは、まず最初に、少子化対策についてお伺いをいたします。 

 近年の少子化は、歯どめがかからず、１人の女性が産む子供の数の理論値である合計特殊出

生率は2004年現在、1.29で４年連続を更新しております。ちなみに主要各国の最近の数字は、

アメリカ2.13、フランス1.90、イギリス1.63、ドイツ1.29、イタリア1.24などとなっており、

我が国の出生率は世界的に見ても低い水準であると言えます。このまま推移しますと、2006年、

つまり来年でございますが、１億 2,774万人をピークに日本の人口は減り続けると予想されて

います。2100年における総人口は約半減すると言われております。高齢化社会はますます進み、

日本人の平均寿命はどんどん伸びるわけであります。それはひとえに我々の予想以上に少子化

が進んでいるからであります。 

  平成17年度塩竈市のすがたの統計では、１日当たりの出生は平成16年度で1.02、その反面死

亡は 1.4人であります。このように、人口減が加速しているわけであります。そこで、塩竈市

としては、現在の合計特殊出生率はどうなるかお伺いをいたします。 
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  先ほど申し上げましたように、2006年以降人口減が始まるとの予想が、既に前倒しして始ま

っていると専門家は見ているようでありますが、このまま推移しますと近い将来大変なことに

なろうかと思いますが、塩竈市として今後どのような施策をなさろうとしているのかまずお伺

いいたします。 

 これまで市当局の答弁では、安心して子供を産み育てるための環境整備を重視し、延長保育、

０歳児保育、乳幼児の医療費助成、子育て支援センター、一時保育などの施策については大変

努力されていることは理解できます。しかし、残念ながら産んでいただくと申しますか、産み

やすい環境はどうかと考えますと、何らの施策も感じられません。 

  私は、平成11年12月定例会で子供を産みやすい環境の整備ということで、出産祝い金の創設

を提唱いたしました。しかし、残念ながら、先ほど申し上げした施策に尽きる答弁だけであり

ました。出産祝い金制度を取り入れている他市町村も見ますと、石川県珠洲市では第１子と第

２子目には５万円、第３子及び第４子には10万円、第５子以降には20万円の祝い金が支給され

ております。また、徳島の阿南市では、第１子、第２子に１万円、第３子に５万円、第４子以

降は10万円を支給しております。そのほか、鹿児島県のニッタ町では、第３子から20万円を支

給していますし、また、同じ鹿児島県の屋久町、長崎県壱岐市、長野県小諸市、近いところで

は岩手県前沢町で第１子から10万円を支給をしているようです。このような事例もありますの

で、本市においても条件整備をして出産祝い金制度の創設は考えられないのか、市長のお考え

をお聞きいたします。 

  次に、他市町村の動向については、ただいま申し上げたほかはどうか。特に、宮城県内で取

り入れている市町村はあるかどうかお聞かせ願います。 

  次に、子供を産みたくとも財政的に産めない方もあるかと思います。私は出産費用の貸し付

けについてお伺いする予定でございますが、既に無利子貸し付けが実施しているようですので、

質問を省き、出産一時金の現物支給の是非について市長のお考えをお聞きいたします。 

  つまり、これまでは本人が一時立てかえをして、後日保険の方から支給されているわけであ

りますが、それを直接窓口に支払う方法はできないものかお伺いをいたします。 

  次に、市立病院の経営改善についてお伺いをいたします。 

  大変な赤字財政の中で種々経営改善を実行されていることに敬意を表します。しかし、医師

不足も相まって思うように改善が進まないのではと危惧するわけでありますが、これまでの経

営改善の効果はどうかお伺いいたします。 
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  次に、今後の施策について抜本的なお考えがあればお伺いしておきたいと思います。 

  また、今後の施策に患者送迎車の導入の考えはないものかどうかお伺いする予定でありまし

たが、さきの決算特別委員長で全く考えていないことが表明されましたので、答弁は省いて結

構でございます。しかし、他の病院では送迎車を導入し、患者の利便性を図っていることも事

実でありますので、その点についてよくお考えいただくよう希望いたします。 

  私は、医師の確保も大事でありますが、患者の意向も確かめながら今後の方向性も探るべき

と考えております。その際、現在の通院患者のアンケート、つまり送迎車の利用度について聞 

き取り調査などを実施して、その結果導入について考えることはいかがかお伺いをいたします。 

  次に、防災対策についてお伺いいたします。 

  現在、塩竈市としての防災対策は万全と言えるかどうかお伺いいたします。 

 現在、市内町内会の自主防災組織も徐々にふえていると思いますし、市の対策も進んできて

いると思いますが、どのような状態かお聞かせ願います。 

  次に、住居、私道の崩壊対策について伺います。 

  私は、急傾斜地や住宅に出入りする私道は崩壊の危険もはらんでいる箇所もあるかと思いま

すが、当局として把握しているかどうか伺います。 

  また、崩壊地域箇所の対策はどうか伺います。 

  また、私道、つまり私道は、あくまで個人の責任で対策を講じなければならないのか。市当

局としては、市道だけで一切救済措置はできないものかどうか伺いたいと思います。つまり崩

壊が原因で近隣住民が生命を危ぶんでも、当局は一切関係ないと言い切れるのかどうか、市長

のお考えを伺います。 

  次に、崩壊し莫大な資金が必要な場合、市当局としての助成措置はないのかどうか伺います。 

  現在、災害資金の市中銀行の貸付制度はありますが、個人が借りられる限度額や、また保証

人等の問題もあり、なかなか貸し付けてくれない状況にあります。その際の市当局としての何

か救済措置はないのかどうか伺います。 

  次に、障害児童のレスパイト事業の現況について伺います。 

  この点については、平成14年２月定例会で一般質問をさせていただきました。それは一時的

保育などの多様な保育サービスについて伺ったわけでありますが、その中で、私は小中学生の

さまざまな障害を持つお母さん方からの要望で、子供たちが市内の小学校の普通学級、または

特殊学級や利府の養護学校に通学している子供たちが、単独で通学が困難な場合には家族が送
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迎をしている現状で、大変なご苦労を強いられているのであります。そんな中、ひまわり園に

通園している親子で、96年にぽんぽこクラブを結成開館し、さまざまな障害を持つ子供たちの

健やかな成長を願い、安心して気兼ねなく遊べて母親たちも情報交換ができる場所をとの趣旨

で始めたのであります。 

  しかし、お母さん方の悩みは、一つには、レスパイトサービスがない、つまり障害児の一時

預かり場所がなく、家族の介護や通院、兄弟の行事、自分たちのリフレッシュができない。 

 二つ目には、ショートステイの場所がないなど、当時さまざまな問題を申し上げ、ただいま

申し上げたレスパイトサービス、またはショートステイなど拡充を図っていただきたいとお願

いを申し上げました。 

  当時の市長の答弁では、現状ではなかなか難しいが県に要望していくとご答弁がありました。 

その後、４月からの改善が図られ、実施の方向に進んでいったと聞いております。大変親御さ

んたちは大きな喜びで、当局の前向きな行政に感謝をいたしておりますが、その後の経過につ

いて、現在どのようなサービスがされているのか、この際ぜひお聞きしておきたいと考えます。 

  また、現在の問題点や今後の拡充などについてお考えがあれば伺いたいと思います。 

 最後に、障害者対策についてお伺いいたします。 

  これについても平成14年６月定例会で一般質問をいたしました。私は、視覚障害者のバリア

フリーについていろいろ質問をいたしましたが、その中で、音声標識ガイドシステムの導入に

ついて当局のご見解を伺いました。これはご存じのように、公共施設の入り口やトイレに音声

誘導装置を設置し、利用者が小型受信機を持参し、その地内に入った際に音声による案内をす

るというものであり、視覚障害者にとって大変便利なものであります。このシステムの導入は、

そのときには宮城県内では26カ所に設置されてありましたが、現在はどの程度設置されている

か把握しておりましたらお聞かせ願います。 

  当時のご答弁では、点字ブロックについての改善には前向きな発言がございました。音声標

識ガイドシステムについては何ら前向きな発言はなかったのでありますが、現在ではどのよう

なお考えでおられるのかお伺いをいたします。 

  以上で第１回目の質問を終わります。 

  ご清聴ありがとうございました。 (拍手)  

○議長（菊地 進君）  佐藤市長。 

○市長 (佐藤  昭君)    (登壇)  ただいま６番鈴木議員よりいただきましたご質問にお答えを
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させていただきます。 

  初めに、少子化対策についての質問にお答えをさせていただきます。 

  塩竈市としての今後の少子化対策についてお答えをさせていただきます。 

  人口減少の大きな要因であります少子化傾向は、とどまるところを知らず、全国の人口も本

年より減少することが予想されるなど、まさに超少子化時代に突入したという認識をいたして

おります。少子化傾向の指標でございます合計特殊出生率を見ますと、全国平均1.29に対しま

して、本市は1.24となっておりますが、主なる要因といたしましては、本市の婚姻率が全国平

均に比較いたしまして低いことや、さらに若年層の近隣市町への転出が多く、結果といたしま

して20代、30代の市民層が減少している影響ではないかというふうに判断をいたしております。 

  このような状況に歯どめをかけるため、今年３月、のびのび塩竈っ子プラン、塩竈次世代育

成支援行動計画を策定いたしました。具体的な取り組みといたしましては、今年４月、社会福

祉事務所に子育て総合支援室を開設するとともに、壱番館１階に塩竈子育て支援センターをオ

ープンさせていただき、また８月からはファミリーサポート事業を実施させていただいており

ます。このように、だれもが安心して子供を産み育てられる環境づくりを継続的に推進してい

くことが何よりも基本であり、大切な少子化対策というふうに考えております。 

  そのような中で、議員から出産祝い金の創設について他市町との動向と合わせてというご質

問をいただきました。出産祝い金についてでありますが、県内の状況でございますが、白石市、

角田市、栗原市など、比較的郡部地区において制度化されている現状でございます。全国的に

は少子化減少を深刻的なものと受けとめ、出産祝い金制度を設けている市町村もふえていると

いうふうにお伺いをいたしております。 

  本市におきましては、まずは今後とも前段申し上げました基本的な子育て支援の充実強化に

努め、よりよい子育て環境づくりを強力に推進し、少子化対策としていきたいと考えておりま

す。これらに要する費用につきましては、他市町で投入しております出産祝い金に負けないよ

うな充実した施策にしてまいりたいというふうに考えております。 

  そういった中で、現物支給制度、出産時の現物支給制度について検討できないかというお話

をいただきました。今議会の中でもこういった他の補助金、助成金等につきまして現物支給制

度に踏み切ったものもございます。今後とも検討課題として真剣に取り組ませていただきたい

と思っております。 

 次に、市立病院の経営改善についてご質問いただきました。 

-131- 



  市立病院の経営改善化につきましては、再生緊急プランの取り組み状況と、今後の見通しに

つきましてまずお答えをさせていただきます。 

  再生緊急プランの取り組みといたしまして、各年度の短期収支見通しを作成し、これにより

発生すると見込まれます収支差を解消するため、各種財源対策案を策定いたしました。具体的

な取り組みといたしましては、人件費の削減として、本年８月から職員の特殊勤務手当のうち、

13項目の廃止、２項目の減額を行い、これにより年間約 750万円の削減を図ったということに

つきましては昨日もご説明をさせていただいたところであります。 

  また、職員数の見直しにつきましては、既に各専門分野ごとに院内においてヒアリングを始

めておりますが、早期退職優遇措置などの制度面の整備や職種がえなどの検討を進めながら適

正な職員配置とするよう、なお一層取り組んでまいりたいと考えております。 

  最も重要な課題であります医師の確保につきましては、既にホームページや医療雑誌を活用

した募集、あるいは首都圏の医大等も訪問させていただきながら直接派遣を要請するなど、積

極的な取り組みを行ってまいったところであります。また、医師報償手当の額を引き上げるな

ど、処遇改善にも努め、より働きがいのある環境づくりに取り組みを始めたところでございま

す。この結果、常勤医師として２名の内科系医師を採用することができました。残念ながら１

名の常勤医が開業のため退職をいたしましたので、現在年度当初に比べ１名増の12名体制で良

好な医療の水準確保に努めているところでございます。今後ともさまざまな機会を活用し、各

方面に働きかけながら常勤医師数の増員に努めてまいりたいと思っております。 

  患者送迎車の導入についてご質問いただきました。ご提案の送迎車の導入につきましては、

市立病院の現状を踏まえ、今後調査検討を行ってまいりたいというふうに考えております。 

  次に、防災対策についてでございます。 

  今後の防災対策は万全と考えているかというご質問でございました。今後の防災対策でござ

いますが、非常に高い確率で予想されます宮城県沖地震に対する防災対策がまずは何より重要

なこととなっており、本市におきましても防災対策の大半を地震、津波対策が占めているとい

っても過言ではないと考えております。 

  具体的な防災対策といたしまして、昨年３月に宮城県より示されました被害想定をもとに自

主防災組織に関する研修会の開催でありますとか、助成制度の見直し、あるいは実践型総合防

災訓練や、避難所運営などのマニュアル化、さらには耐震型防火貯水槽や備蓄倉庫の整備など

を順次進めているところでございます。 
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  まず、自主防災組織につきましては、現在15組織、19町内会の結成がされておりますが、約

半数の町内会で既に研修会が完了いたしておりますので、今後、ますますこういった組織化が

図られるものと期待をいたしているところでございます。 

  また、耐震性防火貯水槽につきましては、今年度末で16カ所整備完了となり、全体計画の約

７割の進捗状況となります。 

  さらに、備蓄倉庫につきましては、今年度末まで各避難所に配備することといたしておりま

すが、一方、備蓄品につきましては、避難所収容対象人員約 4,200名を想定いたしております

が、これに対して食料については充足率が約７割程度でございますことから、今後とも重点的

な充実を図ってまいりたいと考えております。 

  実践型の防災訓練につきましては、今年度から各ブロックごとに３カ年計画で実施し、４年

目に市内全体で実施することを予定いたしております。今年は６月12日の県民防災の日に第三

小学校学区内で実施し、より実際に則した状況を想定した訓練を実施し、今回の地震におきま

してもこの訓練の成果が同地区内では生かされたものというふうに考えております。これら諸

活動を通して、市民の皆様に防災対策の必要性、重要性のなお一層の理解度を高めてまいりた

いと考えております。 

  住居、私道の崩壊対策についてご質問をいただきました。 

  お答えいたします。 

  住居、私道の崩壊対策についてでございますが、市民の方々から住居や擁壁の防災対策につ

いてのご相談があった場合は、まず現場を確認させていただきながら、技術的な指導や防災対

策の融資制度などを説明させていただきながら、速やかに対策を講じていただけるようお願い

を申し上げているところではありますが、現場の状況等によりましては、近隣の関係者の方々

にもそのような状況をお知らせし、災害を未然に防ぐ対策を取らせていただいているところで

あります。 

  また、実際に私有地におきまして、土砂崩れ等が発生した際の市の対応についてでございま

すが、人命にかかわる緊急的な措置などを必要とする場合は、二次災害を防ぐため、シートで

の防護や土砂撤去を実施する等の対応をいたしておりますが、事前にあらかじめ予知される場

合は、基本的には大変恐縮でありますが、個人の所有物はその所有者の方に対応をお願いいた

しておるところでございますが、いずれにいたしましても、災害を未然に防ぐ対策が大変重要

でございますので、市といたしましても、でき得る限りの指導の徹底や制度の活用等に対する
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啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。 

  現在の崩壊予想箇所の特定はされておるのかというご質問でありました。 

  市内の崩壊予想箇所についてでありますが、大きな箇所につきましては、宮城県の調査によ

りますと一定規模での土砂災害が予測される場所は85カ所ございます。土砂、土石流、危険渓

流として４カ所、合わせて市内には89カ所を危険箇所として特定しております。 

  国では毎年６月を土砂災害防止月間として定めておりますが、この期間中に宮城県と塩竈市

の職員及び地元町内会の皆様でこういった箇所の合同パトロールを実施させていただいている

ところでございます。これは例年全国的に土砂災害が多発する梅雨どき、台風時期を前に、市

民の皆様に土砂災害の危険性を再認識していただくため、実施をさせていただいているもので

ございます。 

 市民の皆様におかれましても、建物やブロック塀だけでなく、がけ地や擁壁部分にも常日ご

ろから注意を払っていただき、また必要に応じて対策を講じていただくことがみずからの生命

や財産を守ることにつながりますので、防災研修会等でお知らせをするとともに、各町内会で

作成いただく防災マップにもこういった箇所を表記いただくようお願いをさせていただいてい

るところでございます。 

  また、特に危険と思われる、今述べました箇所につきましては、今年各家庭に配布いたしま

した防災リーフレット、我が家の防災マニュアルにも土砂災害予測箇所を急傾斜地として掲載

いたしておりますので、皆様に再度ご確認をいただければ大変ありがたいと考えております。 

  私有地、道路等が崩壊した場合の助成策につきましてご質問をいただきました。 

  私有地の道路等が崩壊した場合につきましては、市としてはまず人命第一の対応を図ること

としており、関係者の皆様方からご相談があれば即座に指導、助言などを実施させていただい

ているところでございます。 

  復旧の支援策といたしましては、塩竈市災害特別融資制度を設けておりますので、所有者に

おきましては、この制度をご活用いただき、みずからの資産の管理と安全管理に努めていただ

いているところでございます。この制度は、平成２年の水害を契機に安全な住宅づくりを進め

るために制度化したもので、融資額は工事費の80％以内、10万円以上 1,000万円まで、利率は

年 2.5％となっているところでございます。 

  次に、レスパイト事業の現況についてご質問をいただきました。 

  初めに、レスパイト事業の現況と、現在抱えております問題点についてお答えをさせていた
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だきます。 

  レスパイト事業につきましては、介護者が一時的に休養等をとる間、入所施設等を利用して

介護者にかわって障害児の方々などの介護を行う事業でありまして、宮城県の補助事業として

実施されているものでございます。本市におきましては、レスパイト事業と同様なサービスが

提供できる事業として国の支援制度を活用し、杏友園、さくら学園、あすなろホームにおいて

介護者である家族の疾病や出産、あるいは冠婚葬祭、さらにはリフレッシュ等の場合に、児童

の介護としてショートステイを実施しているところであり、宿泊の利用に加えて、場合によっ

ては日中だけの利用もできる状況となっております。 

  また、ひまわり園での児童の一時預かりについてでございますが、塩竈市ひまわり園は母子

通園施設でございますが、平成15年度から支援制度になり、障害児のデイサービス事業者とし

て小中学生も利用が拡大されております。幼児につきましては、親子関係を中心に心の安定を

図るため、親子通園を原則にはいたしておりますが、家族の介護や通院、あるいは兄弟の授業

参観等の事情によりましては一定の時間、幼児だけでも受け入れるなど、現在希望される方の

ほとんどの方に利用していただける環境になっておりますが、なお一層の充実強化に努めてま

いりたいと考えております。 

  次に、障害者対策の一環としての音声標識ガイドシステム導入についてお答えをさせていた

だきます。 

  音声標識ガイドシステムは、公共施設や駅、信号機等に誘導装置を設置し、視覚障害者の方々

が携帯する小型発信機から発信されます電波により、目的の場所を音声で案内するもので、障

害者の社会参加を促進するための設備の一つでございますが、県内では県庁舎と仙台市の福祉

プラザ、メディアテーク、あるいは宮城野障害者福祉センター等に既に設置をされております。

我々も当然のことながら、本市の施設にもこういったものが導入されれば、障害者の方々の広

域的な利用に大変効果があるのかなといったようなことは十分認識をいたしておりますが、現

在本市におきましては、視覚障害者の方々が地域で安心して生活していただけるようバリアフ

リーの推進の一環として、外出支援のためのガイドヘルパー派遣事業等で対応させていただい

ているところでありますが、なお生涯学習施設であるふれあいエスプ等には点字ブロックを設

置したり、また他の公共施設では職員が案内するなど、視覚障害者の方々の社会参加の支援に

待つところが大であります。 

 ご提案のガイドシステムの導入につきましては、まずはどのような公共施設にどういった形
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で導入すべきかといったようなことを調査検討させていただきたいと思っておりますし、実は

私先ほど10時から11時までの間、東北本線の塩釜駅前で交通安全の啓蒙活動を実施させていた

だきました。たまたま交差点で目の不自由な方が横断歩道を渡ろうとしておりました。そのと

きに、交通指導隊の方々が手を携えて交差点を安全に渡ることのお手伝いをさせていただきま

したが、このようなことが本市の中で数多く広がりまして、そういったことでも障害をお持ち

の方々がいろんな分野で通常の市民と変わらない市民活動ができるようなことに、このまちが

変わっていきますよう、なお一層努力を重ねてまいりたいと思っております。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君）  ６番鈴木昭一君。 

○６番（鈴木昭一君）  いろいろご回答いただきましてありがとうございました。 

  なお、２回目の質問の中で具体的にお伺いをしてまいりたいと思います。 

  まず、少子化対策のご答弁では、婚姻率が全国的にかなり低い。そしてまた、若年層の結婚

後の転出が多く見られるということでございました。そしてまた、就職場所が市外に多いと。

もう一つは、住宅事情が大変厳しいということであります。いろんな子育て支援を実施してい

ることもよくわかりましたけれども、やはり一つには住宅問題というのも大きな問題ではない

のかなと、このように思うわけであります。なかなか塩竈に住みたくても民間賃貸住宅ではな

かなか財政的に厳しいと。市営住宅を希望しても待機者が多くてなかなか希望どおり入れない

ということであります。そういったことも含めて、今後の住宅問題をどのようなお考えで改善

をしていくのか伺いたいと思います。 

  出産祝い金等については、先ほど大変前向きなご発言がありまして、今後ほかの祝い金制度

に負けない制度をつくっていくということでございました。ぜひひとつ、そういったことで今

後の少子化対策、産みやすい環境をつくっていただくということでは、ぜひ取り組んでいただ

きたいと、このように思います。また、出産一時金の現物支給、これについてもひとつ、ぜひ

お進めをいただきたいなと、このように思っております。 

  そういったことも含めてこの少子化対策を、いろいろな若い方々からお伺いすると、やっぱ

り子供は産みたいんだと。しかし、なかなかそういう生活が厳しい中、今の現在の仕事の問題

もありなかなか産めないんだと。そういったことでは、そういった子供を産み育てる義務は感

じているものの、なかなか思うようにいかないということもございました。やっぱりそういっ

たことを塩竈市として住宅事情も含めて、ぜひ先ほどの出産祝い金の創設も含めて、さらなる
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ご検討をお願いしたいと、このように思います。 

  それから、市立病院でございますが、先ほど市長ご答弁のように、いろいろ特殊勤務手当の

見直しや、職員定数の見直し、希望退職者の募集などいろいろございますが、その反面、医師

の処遇改善や医師数の増加を図っていくということでございました。ただ、果たしてひとつお

伺いしたいのは、医師数の増加が即収益の増加につながるのかどうか。その辺をぜひひとつお

考えをお聞かせいただきたいなと、このように思います。 

  それから、公営企業法の全適による財政改善については、たしか決算委員会でも取り上げら

れたかと思いますけれども、なかなかそれを適用は効果は薄いようなご発言でございました。

そういった意味で、これはもう前向きに考えていないのかどうか。別な方法を検討なのか、ぜ

ひお伺いをしておきたいと思います。 

  そしてまた、もう全適にもしやった場合には、成功はないのかどうか。いろいろ他市町村を

見ますと、いろいろこうなってもよくいかなかったと、うまくいかなかったというところも確

かにあるようであります。名前挙げると恐縮ですが、高知市民病院の経営改善では、平成７年

度から始まって平成11年度にはほぼ赤字をなくして、昨年度は黒字の決算としたというような

状態もございます。その中にはさまざまな手法があったかと思いますけれども、病院担当者と

していろいろ全国の病院の方々とのいろんな情報交換もされているかと思いますので、塩竈に

合った経営改善の方法がいろいろ模索されているかと思いますけれども、現在どのようなこと

を考えられているのかお伺いをしておきたいと、このように思います。 

  私は、以前にも質問したんでありますけれども、通院患者の不満がやはり何といっても待ち

時間が多過ぎるということで、その解消にぜひ取り組んでほしいというご提案もいたしました。

仙台市にある厚生年金病院の例を挙げて、番号札を利用した待ち時間の提示とか、そういった

施策を講じて医療にかかわる総時間、医療時間の短縮に努めてほしいと提言をいたしました。

しかし、いろいろ病院の老朽化の問題とか、そういったことを理由に余りいいご返事はなかっ

たようでありますけれども、現在どのような患者に対する不満解消策を講じているのかお伺い

をしておきたいと思います。 

  それから、防災対策でありますが、これについてはひとつ市長に具体的にお尋ねをしたいと、

このように思っております。 

 場所、名前等は申し上げませんけれども、たしか７月の上旬だったでしょうか。ある地域で

６メートル程度高いところに私道がございまして、下からブロックで擁壁が組まれているわけ
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ですけれども、これまでのいろんな地震や雨等でそのブロックと道路の境目に地割れが生じた

と。そして、もう崩れる危険性が出てきたということで、いろいろご相談を受けて、担当者の

方に見ていただくようにお願いをいたしました。一緒に見ていただきまして、このままでは崩

壊してしまうと、大変危険であるということでございました。一刻も早い改修をしなければな

らないと、特にその下にある民家がつぶれてしまうと。つぶれた場合には人命にも大変な影響

が出てくるということも認識していたようでございます。 

  そういうことで、ぜひその地権者の方はなかなか女所帯ということもございまして、なかな

か自分ではできないということで、私はぜひ崩れないような、せめて雨をしのげるような応急

処置だけでもしてほしいとお願いをしたわけでございますけれども、やはり先ほど市長がご答

弁のように、私道ということも理由で自分たちでやるようにということでございました。確か

に自分たちでやるのは当たり前でありますけれども、やはり全体的に近隣住民にも大変な迷惑

をこうむるということであれば、やはり何らかの応急処置をしてほしかったなと、このように

思うわけであります。 

  下の方にはわざわざ出向いて現在の寝床をぜひ変えてほしいと。今の現在のところに寝てい

るとつぶされるおそれがあると、そういったことまで認識をして、下の方に指示をしていたよ

うでございます。そんなこともございまして、そこでも何とか早いうちに改善をしたい、改修

をしたいという思いはありながら、なかなか財政的な余裕もなく、毎日がやりたいながらもや

れないということで、本当に毎日が眠れない状況、いつ崩れるかというおそれを抱きながら過

ごしていたわけでございますけれども、８月上旬に降った大雨で８月10日深夜未明、大音響と

ともに崩れたわけでございます。これはその近隣住民の方しかわからない大変な地響きと聞い

ております。 

  その後、いろいろ防災対策、それから土木課の方々も交えて善後策を講じていましたけれど

も、結局は自分たちで改修をしなければならないということで、当初のその道路改修、私道改

修の３倍、４倍の見積もりになってしまったということであります。私は幾ら私道とはいえ、

せめて応急処置的な崩壊予防措置はできなかったのかと。私道がゆえに行政は何も手を出さな

い。果たしてこれでいいのかどうかと非常に残念でなりません。 

  先ほど市長の言ったように、自分の生命、財産は行政を当てにせず自分で守れと。それにつ

いては人命が失われようとも行政は一切関知しないということのようにも聞こえてくるわけで

あります。私は本当に行政の冷たさを感じたわけであります。もっと血の通った行政がなぜで

-138- 



きなかったのか。憤りでいっぱいであります。市長がよく言う「一番住みたいまち塩竈」それ

はどういうことなのか。そういった市長の思いが果たして職員の皆様に全部が理解できている

のか不可解であります。市長のお考えをぜひ聞いてみたいと、このように考えております。 

  これまで私はいろんな方々、議員になってもう６年になりますけれども、いろんな市の職員

の方々ともお話をしましたけれども、非常にそれぞれ職員の方一生懸命やっておられますし、

いろんな細かいことにもいろいろお話し相手をしていただき、そしてまた、その改善策を考え

ていただきました。本当にすばらしい職員がいるなと大変感動すら覚えていたわけであります

けれども、これだけで正直がっかりしてしまったということであります。 

  私は、市民と市長、この関係は親子にも似た関係だと、このように思っております。市民が

苦しんでいるときはしっかりと行政が守ってあげると、それもまた大事であるし、そのことに

よる市長に対する信頼が増してくると、それが「一番住みたいまち塩竈」の実現になるのでは

ないのかなと、このように思います。市長のお考えをお聞かせをいただきたいと思います。 

  次に、レスパイト事業でございますが、ご答弁にあったようにひまわり園でデイサービスと

いいますか、やっていただいていることではありますが、ただ、そのショートステイ等々がな

いようであります。本当の意味でのレスパイト事業をぜひやっていただきたいなと、このよう

に思うわけでありますけれども、いろんな技術的な問題でなかなか難しいのかなと。その中で、

レスパイト事業に有利な支援費制度の中でさくら学園やあすなろ、杏友園などがショートステ

イを実施されているということでありますが、このひまわり園に通園している子供たちが今三

つの園で実施しているショートステイの利用は可能なのかどうか、その辺も伺っておきたいと

思います。 

  いずれにしても、親御さんたちはさまざまな行事もいろんな発生して、また疲労も重なって、

やはり一時休養を要する場合も必要かと、このように思います。いずれにしても、ひまわり園

でそのような対策を講じていただいたということは、私は大変感謝をしているわけであります

けれども、親御さんも大変な喜びようでございました。今後もなお一層の充実に取り組んでい

ただきたいと要望しておきたいと、このように思います。 

  それから、視覚障害者誘導システムでありますが、これも以前申し上げた、先ほど質問した

とおり、申し上げたとおりであります。塩竈にはまだどこにもないのかなと、このように思い

ますけれども、いろいろとやはり宮城県内かなりあるようであります。増田公民館では事務室

やトイレ、ホールの入り口もあるようでございまして、公民館入り口には点字による館内の案
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内板も設置しているようであります。そういった意味では、やはり塩竈、いろいろバリアフリ

ーされていない、特に壱番館なんかも段差もあるようでございますし、そういったところにも

大変危険なわけでありますから、ぜひ進めてほしいと。 

 ただ、利用度が果たしてどうなのかということもありますけれども、以前お話ししたときに

担当部長さんにぜひ一度メディアテークとか何かを見てほしいというお願いもいたしました。

ごらんになって来たのかなと、このように思いますけれども、ぜひやはり塩竈福祉のまちと言

われているわけですから、ぜひそういったことも含めて視覚障害者のための誘導システムをぜ

ひお考えをいただきますようにお願いして、２回目の質問を終わります。よろしくお願いいた

します。 

○議長（菊地 進君）  内形建設部長。 

○建設部長 (内形繁夫君)  まず、私の方から住宅政策につきましてまずご説明申し上げます。 

 まだ市では市の住宅政策といたしまして、住宅不足並びに住居水準の向上ということの目的

でもって公営住宅の整備を進めてきております。現在、実質的な市営住宅管理戸数は 611戸で

ありまして、平成18年度末には 623戸の予定となります。したがいまして、市営住宅の管理戸

数といたしましては、ほぼ充足してくるのではないかなと考えておりますし、県営住宅、現在 

582戸ございます。これ合わせると公営住宅で 1,246戸の管理戸数となりますので、民間の賃貸

住宅戸数 3,380戸の37％になりまして、一定の、全国と比較いたしまして大体20％くらいが比

較率でございますので、塩竈市としては大きく上回っているんじゃないかなと見ております。

なお、平成15年９月の調査の公営住宅の１戸当たりの戸数では、県内では第３位の充足率とな

ってございます。 

  それで、お尋ねの少子化対策における住宅施策ということでございますが、ただいま梅の宮

住宅２号棟今建設しておりますが、こういった分で子育て支援施設の機能を入れた集会所併設

を予定しておりますし、既存の住宅では、高齢化の部分でバリアフリーとか、そういったよう

な対策を講じながら、そういう福祉施策の部分の住宅整備をしておるところでございます。 

  また、あともう１点、本当に大変お気の毒でございますが、私道の崩落の件について私の方

から経過をご説明させていただきたいと思います。 

  議員さんが今お話しのあった部分、昨年の11月に建設部の方にご相談ございました。また、

防災課の方にもございました。それで、うちの方の専門官が参りまして、担当者が参りまして

状況等を見たところやはり危険だと。それで、今の特別融資制度でございますが、実際被害が
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起きてからの融資制度ではなくて、事前策としての融資も可能でございますので、そういった

旨を地権者の方々にご説明を申し上げまして、ぜひ対策を講じていただきたいということで指

導なりご相談をさせていただいたところでございますが、やはりそれぞれのご事情ございまし

て、対策を講じられなかったと。それで、我々それを投げっ放しではなくて、地震があったた

び、あるいは雨が予想されるたびに、そういったところを見回りしながら声をかけさせていた

だいて、必要なときはブルーシートをかけるなどの指導をしてきているところでございますが、

お話ありますとおり、８月10日夜半にかけて大音響とともに崩落したと。 

  それで、それ以降でございますが、都市計画の職員がそれぞれの地権者２軒に、あるいは被

害を受けたところに行きまして、いろいろご相談を受けてまいりました。結果といたしまして、

実は昨日地権者の方、２軒の方が抜本的な対策を講じるということで、建設業者の方にお願い

をしたいということで、きのうそういう方向の中でまとまったということで、したがいまして、

市の特別融資制度を活用して抜本的な対策を講じたいということでお話をいただいております。

以上です。 

○議長（菊地 進君）  佐藤市立病院事務部長。 

○市立病院事務部長 (佐藤雄一君)   鈴木議員の方から３点ほどご質問がございましたので、私

の方から答弁させていただきます。 

  まずは、医師の確保が病院の医業収益につながるかというふうなご質問だったかと思います。

平成16年度の決算につきましては、先般特別委員会でいろいろご議論いただいたんですけれど

も、その中で不納欠損が５億円を超えると。減価償却費を除いた不良債務が約４億 2,000万円、

キャッシュベースでの、いわゆる赤字だというふうにご認識いただきたいんですけれども、こ

の４億 2,000万円の主なる要因と申しますのは、一つは、退職手当組合に加入したということ

での負担金で約１億 2,000万円、残りの３億円が、いわゆる医師数が14名から11名に減少した

ことに伴う医業収益の減というふうにとらえてございます。 

  巷間よく言われますけれども、また診療科にもよりますが、医師数、医師の１人当たりの年

間の医業収益というふうなものは約１億円というふうに言われております。私どもやはり病院

の経営改善にとっては医師数の確保というふうなことは、今申し上げた数字でも明らかでござ

いますけれども、やはり医師の確保なくして病院の再建ということはあり得ないということで、

平成17年度も院長先頭に是が非でも医師の確保、これに全力で当たってまいりたいというふう

に考えてございます。 

-141- 



  それから、全適についての取り組みというふうなご質問でございました。全適につきまして

は、経営健全化計画の一つの手段として再生緊急プランにも掲げまして、現在鋭意調査検討を

進めているところでございます。全国組織の公立病院連盟の方にもそのメリット、デメリット

等について問い合わせをしながら、いろいろまとめていることでございます。 

  全部適用へ移行するねらいというものにつきましては、やはりよりスムーズな意思決定によ

る運営を行っていくということでございまして、単なる赤字解消ということではないというこ

とは重々我々も理解しているところでございますが、やはり何といってもご質問にございまし

たように、企業管理者の選任ということが最大の課題でございますので、そこら辺も踏まえま

してこれから手順等も含めていろいろ取りまとめをいたしまして、その調査結果につきまして

はご報告申し上げたいというふうに考えてございます。 

  それから、患者の待ち時間についてのご質問でございました。市立病院につきましては、医

師不足、それから非常勤医師によります外来診療が待ち時間に多大な影響を及ぼしているとい

うことは認識してございます。その解消のために予約制度というふうなものを内科外来では行

ってございますけれども、この９月１日から外科外来におきましても診療の待ち時間の短縮と

いうことで予約制度を取り入れてございます。さらには、今オーダリングシステムと申しまし

て、病院内の一連の医療行為につきまして、電子化をしてなるべく短期的に措置を、検査も含

めて医療行為を効率よく進めようというふうな取り組みをしてございます。これらも患者の皆

様の待ち時間の解消につながるのではないのかというふうに考えてございますので、ひとつご

理解のほどよろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（菊地 進君）  佐藤市長。 

○市長 (佐藤  昭君)   先ほど鈴木議員から再度ご質問いただきました件について、私の方から

も答弁をさせていただきます。 

 今議会を通じまして、あるいは決算特別委員会を通じまして、本市に山積しております課題

が浮き彫りにされつつあります。基盤整備、産業振興、福祉、学校教育、障害者福祉、もうあ

らゆる分野につきましてまだまだであります。そういったメニューを本来ですと、もうすべて

消化していかなければならない。このまちにとって一つとしてご質問いただいた中でやらなく

てもいいというものは、私はもちろんないと思っております。すべてやらなければならない課

題であります。しかしながら、一方では大変厳しい限られた財源の中から、では何をまずやる

べきかという選択を市長としてはせざるを得ないという立場もご理解をいただきたいと思って
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おります。そうした際の物差しとしては、やはり個よりは多、一人よりは多くの方々に福祉な

り行政なり、あるいは教育なりの光が行き届くようなものを優先して選ばざるを得ないという

ことであります。 

  私も今ご質問いただきました案件につきましても、本当にできればそういうことができれば

本当にすばらしいのだろうなと思いますが、今置かれた行政の限界ということにつきましても

ぜひ議員にもご理解いただければ大変幸いかと思っております。大変恐縮でございます。 

○議長（菊地 進君）  ６番鈴木昭一君。 

○６番（鈴木昭一君）  大変いろいろご答弁ありがとうございます。 

  一言だけ最後にお願いをしておきます。 

  今、市長からもお話あったように、確かに大変いろんなものが山積をして大変だろうと思い

ます。しかしながら、やはり個々人の市民が集まっての塩竈市であろうかと思います。個より

も何といいますか、個人よりもというお話でありますけれども、やはり一人一人の市民も大事

にしていただいて、そして、その中で大きな事業、行政に取り組んでほしいと、最後には血の

通った行政をぜひお願いをして終わりたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（菊地 進君）  16番曽我ミヨ君。 (拍手)  

○16番 (曽我ミヨ君)    (登壇)   日本共産党市議団を代表いたしまして、一般質問を行います。 

  初めに、子育て支援についてお伺いいたします。 

  子育て支援の取り組みについては、政府が各自治体に対して、次世代育成支援事業の計画と

具体的に進めるための行動計画をまとめるように指導してまいりました。塩竈市でも事業計画

をまとめ、同時に平成17年度から平成21年度までの５カ年の実施計画も策定され、議会にも示

されております。この行動計画の中にある二つの点についてお伺いいたします。 

  一つは、保育所施設整備についてであります。 

  塩竈市の保育所施設整備計画は、平成17年度にひまわり保育園、平成18年度にはあゆみ保育

園の増改築をすることとしております。改築計画のあゆみ保育園では、国に対して交付金申請

を行ってきたそうであります。ところが、国からはことしの７月を過ぎても交付の内示がない

ことから調査したところ、宮城県内であゆみ保育園を含む４カ所の施設整備交付金がゼロであ

ることが明らかになりました。県内であゆみ保育園を初め、既に保育所整備することを議会で

議決し、業者との契約まで行っていた栗原市などでも大問題になっていました。 

  この問題を解決すべく８月１日に当市議団は対象から外された保育関係者、当県議団、高橋
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千鶴子衆議院議員とともに厚生労働省に追加予算の交付要請を行いました。８月９日には、宮

城県に対して、保育所整備計画に対する国の交付金相当分を含めて予算措置するよう要請を行

ってまいりました。厚生労働省交渉では、自治体に次世代育成支援事業という計画まで掲げさ

せながら、初年度から保育整備計画に対して交付金を出さないというのは問題である。早急に

補正予算で対応するように要請してまいりました。厚生労働省は、施設整備費では地方から倍

以上の要望があったことを認め、追加予算が組まれれば優先して交付措置をとると約束しまし

た。 

  ８月９日の県交渉では、当初予算に計上していることもあり、国の分を立てかえる形で増改

築ができるようにしていきたいとの回答を得、その後、具体的に県が国からの交付金を肩代わ

りする予算措置を決定したことが明らかになりました。このことによって、あゆみ保育園を初

め県内４カ所の事業が可能となります。 

  その後９月２日になって、厚生省からは栗原市に対して交付金措置をとるようになったとい

うことの連絡が行ったそうであります。とにかく宮城県内の分も肩代わりして予算をつけるこ

とになったので、整備は可能となりました。既にこのことは担当部長を初め助役さんにも経過

を伝えるとともに、今後塩竈市が行う負担分についても対応していただくように要請してきた

ところであります。しかし、９月補正予算には保育所の増改築に対する予算は計上されていま

せんでした。12月議会の時点で予算を計上するつもりなのか、その点についてお伺いします。 

  二つ目は、ファミリーサポート事業についてお伺いします。 

  壱番館の１階の一角にファミリーサポートセンターが開設され、事業が進められております。

ファミリーサポート事業は、地域でお互いに支え合う環境をつくり、市民が安心して子育てが

できる地域社会をつくることを目指すとして、その具体的な取り組みは、子供を預かってほし

い方、利用会員、そして子供を預かることのできる方の協力会員双方が登録を行い、子育ての

援助を行う事業です。利用は、仕事や通院、介護、冠婚葬祭など、子供を見ることができない

ときに協力会員が子供を預かってくれる事業となります。 

  利用料は、土曜、日曜、祝日などは１時間当たり 700円で、平日は１時間 600円で利用会員

が直接協力員に報酬を払うとしています。現在まで利用者登録が何人で、また協力会員登録は

何名になっているのか。実際に子育て支援を依頼して活用されているのはどれぐらいになって

いるのかお伺いします。 

 また、私はこれまで特に母子家庭、父子家庭での子育て支援事業が求められると取り組みを
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要望してきた経過がございます。この取り組みが、今現在どこまで進められているのかお伺い

いたします。 

 また、この事業も初めての試みであり、実施されて子供の安全に対する対応など、改善すべ

き点はないのかお伺いいたします。 

  第２点は、介護保険事業についてお伺いいたします。 

  今、どこに行っても市民の間では年金が下がっている、介護保険料が高くなっている、もう

生活していけないという意見が共通したものとなっています。老齢者の受け取る年金の給付水

準は、国民年金や低額の厚生年金も含めて2004年から2031年まで一律に15％も引き下げる方向

で毎年年金給付額が減らされております。 

  また、税制改正によって老齢者控除が廃止になり、そのことによって、これまで非課税の世

帯が課税世帯に変わることによって、介護保険料が大幅に負担がふえることも明らかになりま

した。今度は介護保険法が改定されました。ヘルパーさんやケアマネジャーさんの話を聞いて

みると、10月からの介護保険制度の見直しで自分たちは一体どうなるだろうと不安を持ってい

ると言われています。介護保険法改定で10月からの見直しは、施設利用者に居住費と食事代が

自己負担になるといいます。また、通所サービスの食事代も自己負担になるとしています。具

体的に施設利用者の負担については９月の広報に掲載されていますが、改めて何がどのように

変わるのかお伺いいたします。 

  また、来年４月からの新予防給付の変更に伴い、要介護区分が変更されて、特に軽度者のサ

ービスについて制限されることになる問題について伺います。 

 塩竈市の要介護認定者は、平成16年度の決算時期のものでは 2,177名になっています。現在

の要介護認定者にかかわる重大な問題であり、具体的に４月からの見直しによってどのように

変わるのか、この方々の介護サービスがどのように変わるのかお伺いいたします。 

  第３点は、国民健康保険事業での、特に資格証明書を発行する問題についてお伺いいたしま

す。 

  国民健康保険税の滞納世帯に対して資格証明書の発行について、３月議会を初めこれまでも

取り上げてまいりましたが、いよいよ実施時期が目前になっています。資格証明書の交付は、

１年間の国民健康保険税滞納世帯に対して、特別の事情と認められない世帯に対して実施され

るものとしています。実際に滞納している世帯の理由を見ても、生活困窮者であり、資格証明

書の発行はすべきでないと考えています。医療費の負担増や国民健康保険税もどんどん値上げ
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される中で、負担の公平だからといって保険証を取り上げるやり方は憲法25条にも反するもの

であります。資格証明書の発行について、これまでの当局答弁では、実施に当たっては機械的、

画一的に行うのではなく、被保険者の生活実態など十分に把握した上で、個々の事例に応じて

特別の事情の有無を確認しながら、取り扱い基準に照らして適切に判断していくと答えてまい

りました。 

  資格証明書の発行について   

  ①納税相談や指導に一向に応じないとき。 

  ②納税相談、指導において取り決めた保険税の納税を履行しないとき 

としています。 

  結局納税ができなければ市役所に足が向けられないのが心境だろうと思います。取り決めて

も、その後もなかなか厳しい状態になることも十分考えられることであります。資格証明書発

行までどのように対応するのか、その点についてお伺いいたします。 

  最後に、アスベスト問題についてです。 

  今、毎日のように新聞などでアスベストが使われていたとか、健康への被害などが報道され

て社会問題になっています。今またアスベストが問題になっている最大の原因は、既にアスベ

ストの問題が19年前に国際労働機関での石綿の使用に関する条例が採択されていたにもかかわ

らず、政府がアスベスト使用禁止の国内法の整備に手をつけずに来たことだと厳しく指摘しな

ければなりません。しかも、最近出てきている背景には、さきの６月の国会で審議が行われる

ことになったことから、クボタやニチアスなどの企業が審議の前に使用状況や被害状況につい

てみずから公表したために、アスベストが使用されているものについて次々とマスコミで取り

上げられているのが実態であります。国民の健康や安全に責任を負う国と企業の責任は重大で

あると考えます。 

  アスベストについて、塩竈市としては昭和62年ごろに問題になったことがありました。その

後、学校施設などのアスベスト撤去に取り組んできた経過があり、既に処理されているものと

考えていました。ところが、今回改めて市として 114カ所の吹きつけアスベスト調査を行い、

さらに専門機関による調査が必要と判断され、９カ所の施設について含有量の調査を委託した

結果、市民センターと老人福祉センターの２カ所と清掃工場の油圧装置室、梅の宮の浄水場の

倉庫の天井にアスベスト含有が確認されたことが、８月の各常任委員協議会や、９月の広報で

も掲載されています。 
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  そこで、公共施設の４カ所について、処理方法と時期についてどのように対処しようとして

いるのか。また、県では９月定例会でアスベスト対策として補正予算が組まれたようでありま

すが、自治体の公共施設などの処理についても対応したものなのかどうかお伺いいたします。 

  今後の施設を総合的に検討してからと述べてきたこともありますが、いつごろをめどに考え

ているのかお伺いいたします。 

  また、民間施設での調査について、 1,000平米以上の施設で吹きつけアスベストの施工がな

されている施設は市内に90棟あるとして、９月15日まで調査予定をしていると言われています。

その結果、どういう状況になっているのかお伺いいたします。 

  これで第１回目の質問を終わります。ありがとうございました。 (拍手)  

○議長（菊地 進君）  佐藤市長。 

○市長 (佐藤  昭君)    (登壇)   ただいま16番曽我議員より何点かのご質問をいただきました。 

順次お答えをさせていただきます。 

 初めに、子育て支援についてのご質問のうち、まず保育所施設整備についてのお答えをさせ

ていただきます。 

  子育て支援策として、今年３月に策定いたしましたのびのび塩竈っ子プラン、塩竈市次世代

育成支援行動計画では、具体的な目標事業量を設定し、取り組みを始めたところでありますが、

保育所施設整備につきましては、多様な主体による保育機能の充実を掲げながら保育所の再編

整備に計画的に取り組みを始めたところであります。 

  ご質問のあゆみ保育園についてでございますが、老朽化が著しいことに加え、今後発生が予

想されます大規模地震に備えるためにも増改築が必要な状況にございます。また、多様化する

保育ニーズへの対応と、待機児童の解消が課題となっておりますことから、あゆみ保育園の増

改築により保育所定員の拡大や乳児、低年齢児童保育員の拡大、さらには一時保育の受け入れ

枠の拡大、地域子育て支援センターの増設などの効果が期待されるものでございます。 

  あゆみ保育園では増改築の財源確保策として、次世代育成支援対策施設整備交付金の申請を

厚生労働省に提出をいたしましたが、残念ながら不採択となりました。その時点では宮城県内

４カ所がすべて不採択という状況でございました。私も理由を確認いたしました。必要度が他

に比較し若干低いというような説明を受けました。 

  私もこのような状況を踏まえまして、県の方にも要望活動を行ったところでありますが、宮

城県におきましては、このような結果を受けて、新みやぎ子どもの幸福計画が新たにスタート
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し、次世代育成支援行動計画を推進している立場から、県独自の判断として宮城県緊急経済再

生戦略の中で、国の交付金額を上限として、今年度宮城県保育所整備費補助金の交付を県独自

施策として決定していただいたところでございます。本市といたしましても、県の補助決定を

受け、あゆみ保育園への支援を行うこととし、保育サービスの充実強化を図ってまいりたいと

考えております。 

  次に、ファミリーサポート事業の進捗状況についてお答えをいたします。 

  議員ご指摘のとおり、ファミリーサポート事業は、子供を預かってほしい方、いわゆる利用

会員と、子供を預かることができる方、協力会員と呼んでおりますが、それぞれ会員登録し、

お互いに子育ての援助活動を行う事業でございますが、のびのび塩竈っ子プランに基づく今年

度の新規事業として子育てを互いに支え合う環境づくりを目的に開始をしたところでございま

す。 

  事務局を壱番館１階の塩竈子育て支援センター内に設け、５月から会員の募集でありますと

か登録、あるいは援助活動のコーディネートなどを本市が始めております。６月から７月にか

けましては、利用会員を対象とした説明会の開催や、協力会員を対象とした乳幼児の発達と健

康管理や救急法など、援助活動に必要な知識や技術についての講習会を行いますとともに、子

供も参加したお互いの理解を深めるための会員交流会などを実施させていただいたところでご

ざいます。 

  会員は、９月末には協力会員20名、利用会員20名となる見込みでございます。援助活動は８

月１日からスタートをいたしておりますが、実際の利用状況は８月、９月合わせて10組となっ

ており、今後さらに利活用がふえていくものと期待をいたしております。当然のことでありま

すが、母子家庭の方々にも活発なご活用をいただきますよう期待をいたしておるところであり

ます。 

  会員の皆様方からは「ファミリーサポートを利用することで、今までの仕事を続けることが

できそうです」といったような意見とか、あるいは「とても心強いです。会員がふえて子供を

通して自然に声をかけ合えるまちになればいいなあと思います」といったような感想が数多く

寄せられているところでございます。今後とも会員の募集を行い、市民の皆様とともに地域で

子育ての輪を広げ、子供が伸び伸びと健やかに育つまちづくりをなお一層進めてまいりたいと

考えております。 

  次に、介護保険事業についてでございます。 
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  初めに、介護保険に係る施設給付の見直しに伴う利用者負担増についてお答えをいたします。 

  介護保険制度におきましては、現在施設に入所している方は居住費と食費は介護保険から給

付されておりますが、一方では、在宅でサービスを利用されている方は居住費や食事にかかる

費用を自己負担されておりますことから、施設入所者と在宅者と比較をいたしますと、負担の

公平を欠く状況にあるというふうに理解をいたしております。 

  今回の制度見直しにより、今年10月１日利用分から在宅、または施設のサービスを受けてい

る方々の負担と給付が公平になりますよう、施設サービス利用の方の居住費や食費は給付対象

外とすることとなりました。 

  施設給付の見直しによる施設入所者の利用負担額の変更点でございますが、現在は居住費や

食費を含むものが介護給付されておりますが、10月の改正では、標準的な基準費用額は食費が

４万 2,000円、多床室、いわゆる相部屋でありますが、利用のホテルコストを１万円と定めた

ものでございます。制度改正に当たりましては、自己負担額につきまして所得段階に応じた限

度額が設定されますとともに、特定入所者介護サービスの創設、また高額介護サービスの負担

限度額の引き下げなど、所得の低い方々に対しましてはきめ細かな対策が講じられることとな

っております。 

  介護サービスの利用制限についてお答えをいたします。 

  来年４月から実施される新予防給付は、要支援１、要支援２と認定された方々に対し、通所

系サービス、訪問系サービスの具体的なメニューとして運動機能の向上、栄養改善、口腔機能

の向上など予防的な要素を盛り込むものでございます。これまでも制度上、予防給付はござい

ましたが、新予防給付は、特に状態の維持や改善の可能性が高いと判断される方々を対象にサ

ービス提供を行うもので、健康で自立的な生活ができますような改善策として、適切かつ効果

的なサービスを取り入れていくものであり、介護サービスを制限するという内容ではないこと

をご理解いただきたいと思います。 

  また、提供に当たりましては、適切なケア計画に基づいて、行政が一定の関与をしながら新

予防アセスメントを行うとともに、本人の意思も伺いながら、利用者が選択決定することを基

本としている内容でございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

  次に、国民健康保険に関する質問にお答えをいたします。 

  初めに、国民健康保険の資格証明書の交付についてお答えをさせていただきます。 

  国民健康保険の資格証明書につきましては、平成12年４月の介護保険制度導入の際に、保険
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税滞納者への実効的な対策という観点から、国民健康保険法が改正され、第９条で納期限から

１年間滞納がある場合に、災害、その他特別の事情がある場合を除き、被保険者証の返還及び

資格証明書の交付を行うことが義務づけられております。 

 本市では、これまでは資格証明書ではなく、通常１年間の被保険者証の期間を３カ月間に短

縮した短期被保険者証を平成13年９月から導入し、滞納の多い世帯の接触の機会をふやしなが

ら、納税相談、納税指導を行ってまいりました。しかし、滞納対策を強化していくため、本年

９月より保険税の滞納が著しい世帯の方々には要項を定め、資格証明書を交付することといた

しました。 

  交付に当たりましては、一定の基準に基づいて行うこととなりますが、一律画一的な対応で

はなく、納税相談等を行いながら弁明の機会も設けるなど、滞納世帯の個々の状況を十分に把

握した上で実施を行ってまいりたいと考えております。納税相談などにおいては、適用除外の

特別な理由などの有無を確認した上で、十分な所得や資産がありながら納税の意思のない世帯

を資格証明書の対象とする方針であります。 

  現在、事務取扱要綱を９月１日施行し、短期被保険者証の基準に該当する世帯に通知を行い、

個別に納税相談を実施させていただいているところでございます。資格証明書の交付は、国民

健康保険制度が加入者全体の相互扶助で成り立つ社会保障制度であることを踏まえ、被保険者

間の負担の公平を図る観点と、滞納対策として実施していくものでございますので、対象とな

られておられます方々と、誠意を持って理解を深めながら進めさせていただきたいと考えてお

ります。 

  アスベスト問題についてのご質問をいただきました。 

  初めに、公共施設での対応状況についてお答えをいたします。 

  大きな社会問題となっておりますアスベスト問題につきましては、国でも今年７月29日、ア

スベスト問題に関する関係閣僚による会合を開催し、政府としての当面の対策として今後の被

害を拡大しないための対応、また国民の不安への対応、さらには過去の被害に対する対応や政

府の過去の対応の検討についての方針を決定し、国、地方公共団体が情報を交換、共有しなが

ら適切な対応を図ることが重要であるというふうにいたしております。 

  本市におけるアスベスト問題に対する取り組み状況でございますが、さきの常任委員協議会

でもご報告いたしましたとおり、アスベスト被害に対する報道がなされ始めた７月中旬より実

施をさせていただき、県内でもいち早い取り組みと考えております。７月下旬から小中学校、
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集会所を含む市内公共施設 114カ所について建築設計図書などを参考にしながら、現地にて吹

きつけアスベストの使用状況を調査いたし、目視では判断できなかった９施設について専門機

関に分析調査を依頼したところでございます。 

  分析調査の結果、４施設で含有が確認されました。まず、市民センターでは事務室等の天井

に白石綿が 1.7％、また老人福祉センターについては、通路と天井に同じく 3.4％含有してい

ることが判明し、調査結果が出た翌日の８月３日から即日使用を停止することとし、現在他の

施設を利用しながら同じサービスの提供を行わせていただいているところでございます。また、

清掃工場の油圧装置室からは白石綿が 0.4％検出されておりますが、室内で作業を行う場合に

職員が防塵マスク等の安全装備を装着することを義務づけております。また、梅の宮浄水場倉

庫でも白石綿 0.6％が検出され、現在使用を禁止しているところでございます。 

  いずれの施設につきましても、撤去を前提に考えておりますが、再開の時期等につきまして

は、現在検討を進めているところでございます。 

  公共施設以外についての対応策についてお答えをいたします。 

  現在、アスベストに係る対応につきましては、ホームページや広報で情報を提供しており、

相談については内容に基づき担当部署で対応しているところでございます。現段階での相談件

数は15件でございますが、健康被害に係るご相談はないと報告を受けております。 

  アスベスト対応につきましては、国土交通省からは昭和31年ごろから平成２年までに建築さ

れた 1,000平米以上の民間施設への吹きつけアスベストの実態調査の通知がございまして、現

在、市内の状況の調査を行っているところでございます。経済産業省からは９月12日、アスベ

ストを含有する家庭用品の実態把握調査の結果が公表されており、今後これらの製品に対応す

るための対策が全国的に求められてくるものと考えております。アスベスト問題は、直接市民

の健康に係る大変重大な問題でございますので、今後とも適切な、そして速やかな対策を講じ

てまいりたいと考えているところでございます。 

  私からは以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（菊地 進君）  16番曽我ミヨ君。 

○16番 (曽我ミヨ君)   ２回目の質問をいたします。 

  最初に、私の第１回目の質問で年金給付の関係、「給付は引き下げられている」ということ

で言葉を直したいというふうに思います。 

  一つは、あゆみ保育園の件でありますが、私はいつごろ予算化をするのかと、塩竈市として
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予算をいつつけるのかということを伺いました。 

  それから、子育て支援の状況はわかりましたけれども、やっぱり母子、父子家庭というのは、

結局片親ですから、日中は働かなければ子育てをするにはなかなか大変だということで、通常

の子育てのちょっとした時間が預かれないというか、預かってもらいたいというのと違って、

やっぱりもう少し具体的に進めていかないと、これは絵にかいたもちで、なかなか母子家庭、

父子家庭は必要としても利用しにくいものになってしまうのではないかということがあります

ので、ぜひこの点は一工夫されて利用できるようにしていただきたいというふうに思いますの

で、この点をお伺いします。 

  それから、最初に資格証明書のことですが、るる納税相談に十分に応じながら対応すると。

ぜひそうしていただきたいというふうに思います。ただ、やはり心情的には保険料を払って滞

納していれば、なかなか市役所に行きにくいというのが心境だろうと思うんですね。その辺で

やっぱりきちんとした必要性や何かも含めてですけれども、十分なやっぱり心配りを含めての

対応が必要だろうというふうに思います。 

 特に、私特別の事情の理由として災害を受けた、または盗難にかかったということが挙げら

れております。これを見ますと、国民健康保険税条例の第15条の減免と、私は災害を受けたと

きに減免をすることができるというふうになっているので、ここは一致するものではないかと

いうふうに思いますので、この辺をやっぱり資格証明書発行前にこういうことが減免と同じよ

うな要項であれば、ぜひそういったことでの減免措置などの対応も含めて対処していただきた

いということをお願いしたいと思います。 

  それから、アスベストの問題では、撤去については今後いろいろ検討していくということで、

なかなかこの間からの報告とは余り進んでおりませんが、ぜひ進めていただきたいと。 

  それから、県のアスベスト対策の費用は、どこにどのように使われるのか、この辺について

も十分把握されてお願いしたいと。 

  それから、文部科学省からは学校の吹きつけのアスベストだけではなくて、そのほかにもい

ろいろ学校で使われている製品にも十分配慮していただきたいというふうに通知が来ていると

いうふうに伺っております。その辺の対応はどうなのかお伺いしたいというふうに思います。 

  それから、市内で90棟もあるといいますと、私水産関係とか食品扱うところとかも含めて非

常に心配されるわけであります。その辺のところも、広報でも十分市民の健康や安全に考慮し

て対応するというふうには書いてございますけれども、その辺のところも十分対応していただ
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きたいなというふうに思っております。 

  いよいよ介護保険の問題に入りますが、市長の答弁ですと、結局負担との公平という政府と

同じような答弁を繰り返しているわけですが、では補足的給付をやるから大丈夫だといっても

第３段階、第４段階、ここのところが負担がふえるわけですよね。この人たちは先ほど言いま

したように年金給付の額から、さらに年金給付額以上の負担になるのではないかと。その辺の

ところが心配するわけですが、年金給付以上のホテルコストだとか食費が取られて安心して入

っていられるのかと、こういう問題意識を持つわけですが、その辺はどういうふうに試算され

ているのか伺いたいと。 

  それから、負担の公平、公平と言っておりますが、じゃあ、このホテルコストや、あるいは

食事代が自己負担になることによって、国や県や市の負担が軽減されたんではないかと、その

ことによって。その辺のところはどういうふうに試算しているのか。多分９月の補正で減額し

た部分は10月、11月、12月、１月、２月、３月の６カ月だとすると、これは１年間の半分だと

いうふうに見ていいのかというふうに思うんですが、この辺の軽減される分はどうなっている

のか、この辺を伺いたいというふうに思います。 

  それから、来年４月からの新予防給付、これはサービスが制限されるものではないと言いま

した。それで、実際に要支援の方は、平成16年度で 166名、要介護１の方は塩竈市で 782名で

す。厚生労働省はここの７割から８割が、今度は要支援２として対応しなさいと。７割、８割

は口腔ケアとか筋トレとかそういうものをしなさいと。要介護１で残るのは認知症だとか、身

体に障害、精神的に障害ある方だけの２割、３割にとどめなさいと、こういう指導で来ている

のではないですか。 

  そうしますと、先ほど市長が言うように、そういうふうに要支援１、要支援２になる方は結

局選択するものだと。今まではヘルパーさんとかいろいろ利用できたのに、口腔ケアも筋トレ

も選択するものとなりますと 792名の方は口腔何ですか、あれを受けたり筋トレをしたくない

と言えばどこに放置されるんですか。これで制限されないと言えるのかどうかですね。 

  そして、私は政府が言うように 792名から 800人の方が指導というか、筋トレとかなんかや

るとなった場合に、どこでどのようにその七、八百人がどこで受けるのかというふうに考えち

ゃうんですね。今国でも１人のケアマネジャーは50人大体抱えています。50人のお年寄りの方

のケアプランを立てます。50人では多いというふうに言われています。 700人から 800人の、

これから筋トレとかいろんなこと指導するのに、１人の保健婦さんが50人見るとしても16人の
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保健婦さんや指導員が必要なんですよ。そういう対応ができるのかと。 

  そうすると、これもやっぱり契約違反なんですよ。前も介護保険とるときには掛けろ、掛け

ろと言いながら、いざ掛けて特養ホームに入りたい。そうすると、また制限加えるでしょう。

療養施設に行けとか、老健施設に行けとかということでなかなか入れない。こういう今度の軽

度者に対する対応だって十分に市は対応できるのかどうか。その辺について伺いたいというふ

うに思います。 

  以上です。２回目終わります。 

○議長（菊地 進君）  佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長 (佐々木和夫君)   それでは、私から子育て支援、それから国保の資格証明書、

それから介護保険についてお答えをさせていただきたいと思います。 

  まず、あゆみ保育園の助成でございますけれども、これをいつごろ議会に提案するのかとい

うお問い合わせでございます。のびのび塩竈っ子は、昨年度策定いたしまして次世代育成行動

計画、いわゆるアクションプランの初年度が平成17年度でございます。計画の中であゆみ保育

園の増改築などをいただいて、待機児童を少なくしていくという計画でおりましたところ、初

年度から国の方から補助についてはゼロ査定という報告がございました。 

  私ども一たんは大変意外な感に打たれたわけでございますけれども、幸い８月に県の補助が

受けられるということが決まりました。市といたしましても、そういう計画を実施するに当た

って、平成17年度の施政方針であゆみ保育園への助成をうたっておるところでございます。し

たがいまして、県の補助が決定されましたことによりまして、市の助成の根拠が整ったという

ふうに私ども判断しているわけでございます。 

  一方で、市はご案内のとおり非常に財政的に厳しい状況にございます。助成額、それから助

成の方法、手法につきましても慎重に検討する必要があるのかなというふうに思ってございま

す。いずれにいたしましても、方針が整い次第、法人の建設に支障が起きないようにしかるべ

き時期に補正予算として議会にご審議をお願いしてまいりたいというふうに思ってございます。 

  それから、２番目に一人親家庭等の日常生活支援事業についてお問い合わせがありました。

この点につきましては、確かに、いわゆる子育て支援だけではなく一人親家庭の生活の支援と

いうことが大切であろうかというふうに思います。一般的に母子家庭の場合は経済的な支障が

あると、それから父子家庭の場合には家庭の介助と申しますか、そういう労働力が必要であろ

うと言われております。 
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  そういう中で、のびのび塩竈っ子プランの中でも一人親家庭への支援の充実ということでう

たっておるわけでございます。これの実施につきましては、現在ファミリーサポート事業が開

始されまして徐々に、市長からも答弁ありましたけれども、徐々に利用会員、あるいは協力会

員がふえている状況でございます。塩竈市といたしましては、事業の一部を適切な事業が確保

できると認められる事業者や団体に委託するという方法で実施していきたいと思っておりまし

て、現在その実施に向けての準備を進めている状況でございます。 

  それから、国保の資格証明書のお問い合わせがございました。 

 これの実施につきましては、市長からご答弁申し上げたとおりでございます。実施に当たり

ましては、やはり家庭の事情等を適切に把握して、いわゆる十分な所得や資産がありながら、

納税の意思のない所帯を対象とする観点で取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  まず、大きな項目二つといたしましては、まず納税相談や指導に一向に応じないとき、それ

から、納税相談指導において取り決めた保険税の納税方法を履行しないときなどの方について

対応してまいりたいというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、状況等を、情

状等を十分判断しながら対応してまいりたいというふうに思っております。 

  それから、特別の事情の場合のお話がございまして、これと、それから減免規定とが一致す

るのではないかというお話でございましたが、あくまでこれは資格証明書を発行するときに除

外する部分としての特別の事情ということでございますので、例えば災害を受け、盗難にかか

った場合、あるいは親族が病気にかかった場合、そういう場合には資格証明書の発行から除外

するという法規定でございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

  それから、減免規定の問題がございますけれども、これにつきましては、減免規定が本市の

条例等でもありますので、それを適用して対応してまいりたいというふうに思ってございます。 

  それから、介護保険の問題がございました。介護保険、新しい制度が来年４月から始まりま

すけれども、これの大きな改正のポイントがやはり予防重視型システムへの転換であろうかと

思います。こういう中で、これまで要介護の判定の段階が要支援１から要介護２から５までの

６段階でございましたが、今度は新たに要支援１はそのままに要介護１の段階の部分を二つに

分けまして、要支援２と、それから要介護１にするというものでございます。大体これまでの

要介護１の方々の８割程度が、要支援１ないし要支援２に行くものと私どもも考えてございま

す。大体６月議会で小野議員にもお答えしましたけれども、市としては 800人弱ぐらいの方が

要支援１ないしは要支援２になるのではないかというふうに考えておるところでございます。 
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  この方々に対しまして、基本的には現在の調査認定項目79項目に加えまして、高齢者の生活

機能を評価する調査項目を新たに加えます。これを加えまして、さらには主治医の意見書にお

きましても高齢者の機能の評価を拡充するということで、高齢者の方の状態の維持、改善可能

性の観点を踏まえまして、これらの要介護、あるいは要支援の判定をしていくということにな

ろうかと思います。 

  判定によりまして、要支援者の方については予防給付、それから要介護者については介護給

付、これまでの給付を行うという内容になってございます。予防給付の内容でございますけれ

ども、実施の仕方といたしましては、包括支援センターにおきまして保健師、それからケアマ

ネジャー、それから介護福祉士の連携によりまして、相談業務などを行いながら適当な、適切

なマネジメントを行いまして、プランを作成し対応していくという内容でございます。こうい

うケアプランの作成の際に、市長からもご答弁申し上げましたとおり、要支援者の状態等を勘

案いたしまして、要望に沿った形の中でケアプランを作成していくという内容でございますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

  それから、新しい10月１日から始まります施設における食費と、それから居住費の自己負担

ということでございますが、これは何回も市長の方からもご答弁申し上げましたけれども、基

本的には在宅と、それから施設に入所している方の負担の公平化を図るということが大きな眼

目でございます。したがいまして、例えばそういう負担をすることによって経済的に負担にな

る方については、第１段階から第４段階まで段階を設けまして、それぞれに応じて、所得に応

じて負担額を引き下げるというような内容になっておるわけでございます。 

  こういう中で、年金を上回る負担が出てきた場合どうするのかという判断でございますけれ

ども、基本的には通常の生活ができる範囲内での負担というふうになってございまして、例え

ばこの負担をする、やることによって例えば生活保護の対象になるといった場合には、食費、

それから居住費の順について減額していくという内容になってございますので、ご理解を賜り

たいと思います。 

  さらには、一部負担につきまして、例えば福祉法人の場合は一部負担の減額の制度もこれも

やっていこうという内容になってございますもので、そういう制度を活用いただいて、なるべ

く生活の負担にならないようになっていただきたいというふうに思ってございます。以上でご

ざいます。 

○議長（菊地 進君）  小山田教育部長。 
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○教育委員会教育部長 (小山田幸雄君)  吹きつけ以外のアスベストに対して文部科学省からの

通達は出なかったかと、ないしはそれに伴っての対処はどうかというお尋ねでありました。 

  通知はございまして、一つは、学校給食で用いる、調理のときに用いる耐熱手袋、これと、

それからもう一つは、理科の実験のときに用いる実験用金網についての調査でありました。本

市の小中学校ではこの二つのうち、理科の実験用金網についてアスベストが使われておりまし

たので、これにつきましては直ちに別の素材に切りかえたところであります。以上です。 

○議長（菊地 進君）  16番曽我ミヨ君。 

○16番 (曽我ミヨ君)   第３回目の質問をさせていただきます。 

  あゆみ保育園の件については、今後具体的な予算措置の時期は言われませんでしたけれども、

慎重に対応していきたいということで、まず理解しておきたいと思います。ちなみにあゆみ保

育園はもうプレハブを仮設の住宅を建てて引っ越し作業に入ろうとしておりますので、それに

十分間に合うような対応をしていただきたいというふうに思います。 

  それから、なかなか介護保険の方はわかりません。いろいろ何か助成制度だの補助があるだ

の、予防に沿って対応するだのと言ったってわかりません。だから、確かに言えることは３段

階は１万 5,000円上がるし、４段階は２万 5,000円、今まで以上に上がると。５段階はもっと

上がるでしょう。だから、こういうふうな中で、負担ができなければ出なければならないんで

すよ、施設から。そういうことにならざるを得ないんじゃないかと。 

  もう一つは、４月からのいろいろ 792名が対応になると。要支援１、要支援２、これらも結

局何か聞いているとすべてではないような、対応をするのが。 792名から 800名の人たちは要

支援１、要支援２になってどういうサービスやどういうプランが受けられるのか。どこで受け

られるのかと、それが。４月からですよ。そういう、私は今の市の財政状況で、そういった800

名から 900名を個々にプランを立てて筋トレなんかするような状況をつくれるのかなと非常に

不安に思います。 

  しかし、確実に国、県、市の負担はずっと軽減されました。市長に私は言いたいのですが、

ぜひ、多賀城市長さんはそれでも、いやとっても心配があるというふうに答えたそうですよ。

うちの市長はそういった、そもそも介護保険のスタートはこう言ってきたんですよ。家族介護

に大きく頼ってきた今までの仕組みを社会全体で支える仕組みとしてきたと。だけれども、国

や自治体の責任を放棄していいということではないと。支え合うにしてもですよ。こういった

軽減になった部分を今全国でてんやわんやの大騒ぎですが、しかし、確実に住民の福祉や暮ら
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しを守ろうということで、助成政策や補助金を出して奮闘している自治体がございます。本当

に先ほども鈴木昭一議員が言いましたけれども、一人救えないでみんな救えるかと。やっぱり

困っている高齢者を野ざらしにすることにならないように、こういった予算を使って助成や軽

減措置に使う、そういった考えはないのか伺いたいというふうに思っています。 

  ぜひ今まで当議員団は社会福祉法人だけの減免だけでなくて、民間でも頑張っていると。こ

ういった民間への減免も拡大しなさいよということも言ってきましたが、いよいよこれだけ負

担がふえて、保険料も上がる中で、ぜひ東京荒川区、長野県松本市、千代田区、秋田県湯沢市、

次々毎日これ出ていますが、こういった住民の福祉、暮らし守るために財政難の中でも頑張っ

ている自治体の取り組みを検討していただいて、ぜひ前向きに取り組んでいただくよう要望し

ながら、あと見解を伺いたいというふうに思います。 

○議長（菊地 進君）  佐藤市長。 

○市長 (佐藤  昭君)   曽我議員の再度のご質問にお答えをさせていただきます。 

  ぜひご理解をいただきたいと思いますが、これは介護保険制度であります。その介護保険制

度の中で、より多くの方々に介護の手が差し伸べられるようにというのが大前提であります。

ですから、そういった中の制約の中で我々行政がどういったことができるかということについ

ては、今担当部長初め、私もご説明させていただいたわけであります。それは、例えば塩竈市

の財政が大変に豊かな状況でありますればまた違った考え方が出てくるのかもしれません。塩

竈市の財政規模大変厳しい中で、一般の方々にもいろいろなご負担をお願いしながら何とかし

のいできているわけであります。そういった状況をぜひご理解をいただきたいと思います。私

からは以上でございます。 

○議長（菊地 進君）  暫時休憩いたします。 

  再開は15時15分といたします。 

  午後３時００分  休憩 

 

  午後３時１５分  再開 

○副議長（志賀直哉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 22番福島紀勝君。 (拍手)  

○22番（福島紀勝君） 今回一般質問をさせていただきます社民党市議団の福島紀勝であります。 
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 昨日ときょうで、もう既に５名の方が質問をされて何点か重複する部分がありますが、通告

をしております項目に従って、順にお尋ねをいたしますので、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

 なお、テレビの笑点等で人気のある木久蔵さんの目のようでございます。もう既にいい部分

の答えが半分ぐらい出てしまって、二番煎じとなるようですが、ひとつ答弁の関係よろしくお

願いを申し上げます。 

 まず最初は、今後の防災対策についてであります。 

 これまでも県内外の地震災害などを教訓にし、防災対策を国や県、自治体や関係機関の働き

により徐々にみずからが守るという言葉が通用するようになり、活動も活発化してきているこ

とは、出前講座等々それぞれ担当部課の部課長以下、それぞれの皆さんのお働きの成果である

と評価をしております。 

 実は、せんだって国土交通省が、防風林や堤防のかさ上げ強化にかわる津波や高潮対策とし

て堤防の内側に潮遊地、これは池ではなくて土地の部分です、や植樹帯を整地するなどの新方

式を取り入れる自治体に対して補助制度を検討している。それも2006年度の予算に盛り込もう

としておるようでございます。 

  この新方式は、堤防と家屋の間に海水のたまる窪地のような潮遊地で津波を和らげたり、あ

るいは植樹帯、または家屋の地盤のかさ上げなど、こうした新方式等で家屋の移転が余儀なく

されるような場合の支援策も盛り込まれるという、大変結構なことであります。なお、国土交

通省は、このほかに自治体が津波、高波の監視から住民の高台への避難、こうしたことまで総

合的な対策をとることが可能になるよう、財政支援措置を設けるように調整段階へと進んでお

るようであります。 

  また、都道府県や市町村が津波安全促進計画等を作成すれば、一つには避難路や避難地整備、

二つには防災拠点整備、三つには情報施設整備の３分野にわたる幅広く助成する仕組みなそう

であります。そこで、本市の場合など、特に芦畔町、牛生、舟入、中の島、貞山地区、港町、

海岸通、北浜、藤倉、新浜地区等々の沿岸や運河沿いへの即導入で工事の着手を危急そのもの

でありますが、いかがでしょうか。 

  さらには、耐震改修費として家具の転倒防止ですが、過去の震災状況から見ますと、家具等

の下敷きとなり、けがや死亡された方が多かったと言われております。塩竈市は、平成15年、1

6年にかけて緊急雇用対策で実施をしていただきました。あの作業につきましては、大変好評で
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ありました。そこで、引き続き耐震改修費の拡大や家具の転倒防止器具の費用など、どのよう

に考えていただけるのか。 

  あわせて津波警報機器ですが、宮城県沖地震に備えて漁業無線を持たない船舶や釣り客及び

プレジャーボート等に、防災行政無線で状況把握のできない部分、海の空白地帯とも言われて

おりますそうした方々へ警報伝達手段が課題ではないかと思いますが、どのような対処策をお

考えであるかお尋ねをいたします。 

 二つ目には、環境対策についてであります。 

  近年、特にこの地球環境の破壊が全世界で叫ばれています。特に、地球のオゾン層を破壊す

るフロンガスの処理が問題視されております。2002年10月に始まりましたフロン権、この制度

が十分に機能していないのではないかと思われます。あのときに施行されたフロン改修破壊法

は、車のユーザーであれ、業者であれ、フロンガスを大気中にみだりに放出すると１年以下の

懲役、または50万円以下の罰金が課されるようになっております。こうしたことから見る近隣

の廃車台数とフロンガスの回収量をどのように把握されているのか。 

  また、稼働中の処理業者の状況をどのように把握されておられ、また、今後稼働される自動

車解体施設等へのチェック及び指導体制をどのようにされるのか。 

  フロンガスは色も形もにおいもないために余計心配であります。当局の良策を示していただ

きたいのと、その対策も含めてお願いをいたしたいと思います。 

  そして、環境対策の二つ目には、悪臭解消への取り組みですが、水産加工団地周辺及び水処

理施設の跡地周辺等、側溝の清掃及び汚泥処理がどのように取り組まれて進められてきたのか、

経過と状況をお示しいただきたいのであります。 

  次は、水洗化促進への取り組み状況についてです。 

  当局の努力により、大変結構な数字に至っていることは大変喜ばしいところであります。東

北管内での下水道処理人口の普及率など上位に位置しております。この裏には、あの猛暑の中

で行われました下水道普及促進月間行動等の成果であろうと思います。 

  なお、水洗化率と水洗化人口増への計画及び下水道完備後の未着手宅の問題点、こうしたも

のを初め、受益者負担金の未納世帯への状況と今後の進め方等をあわせてお聞かせいただき、

手腕発揮の考え方などをお伺いいたしたいのであります。 

  次に、市立病院の今後の運営についてであります。 

  医師確保の状況については、先日の決算特別委員会なり、もう既に質問された議員さん方の
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答弁にもありまして、それぞれの対処や経過の部分については幾分か理解をいたしますが、要

請等の行動も理解をしたいわけではありますが、何といっても医師の不足に伴う診療科目の縮

小と入院及び外来患者の減少が大きな要因であると言わざるを得ません。 

  今全国の自治体病院は、医師確保に向けていろんな方法を講じているようであります。研修

医を初め、青森県では全国初の職業安定法上の医師無料職業紹介所の届けを出してスタートし

たようであります。各医大出身者に県外からのＵターン医師への働きかけ、さらには医大在学

中に経済支援を行うなどの策をとっているようですが、どうでしょうか。塩竈市立病院として

どのように対処されていくお考えなのかお示しいただきたいのであります。 

  なお、市立病院再生緊急プランがどのように推移していくのか。市立病院事業会計では46億 

514万 3,843円の累積欠損金をどのように削除しながら経営の健全化を図っていくのか。また、

追い打ちをかけるかのように、谷垣財務相は医療費の抑制を強調しているようですし、細田官

房長官は、先日、診療報酬の引き下げ等、聖域なき検討を表明しております。ますます厳しい

経営環境を強いられると思いますが、どのように取り組まれていくおつもりなのか。 

  また、議会にもマスコミにも大々的に打ち出したあの消化器センター構想の経過はどうなっ

ているのか。公立病院の役割と使命、そして責任、さらには医療機能の分担をどのように考え、

管内の医師会との協力、あるいは連携体制がどのように協議されているのかあわせて見解をお

願いをいたします。 

 次は、アスベストについてであります。 

  この問題は、作業現場でのアスベスト石綿の飛散防止を盛り込んだ特定化学物質等障害予防

規則、これを施行したのが1971年、当時の労働省が職員や業者向けに出版をしました。その規

制の解説書の中で、アスベストは飛散が労災だけでなく、公害問題に発展する可能性があると

指摘していたことが、７月の政府発表でわかったのであります。当時、公害は旧厚生省の所管

であり、出版の翌月に旧環境庁が動いたが、旧労働省の指摘は生かされずにそのままになって

しまったのであります。周辺への飛散防止対策は89年の大気汚染防止法改正まで講じられなか

ったとのことでもあります。このアスベストによる健康被害を、政府は1970年代の初めから危

険性を認識していながら、省庁の連絡の悪さなどから対策がおくれにおくれた実態を露呈をし、

縦割り行政の体質が今も変わっていないと批判されています。 

  しかし一方、塩竈市にあっては、マスコミ報道と同時に市内の公共施設を初め、実態調査と

状況把握、ホームページへの掲示や相談窓口の開設など、大変な早わざでありました。ところ
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が、国からの民間施設調査依頼、その後はどうなのか。また、使用禁止としている施設の代が

えや除去の時期なり、費用の積算などはどう進められているのか。さらには、一般家庭でも使

用しております自転車のブレーキにも使用されているなど、いろいろ報道されておりますが、

今後の対応も含めてお知らせ願いたいのであります。 

  次に、介護保険制度の現状と今後についてお伺いします。 

  介護保険の施設給付の見直しにより自己負担増が生じて、特別養護老人ホームやこれまで居

住費と食費の一部が保険で賄われ、利用者の負担は原則介護サービス費の１割と１日 780円の

食費の材料費だけでありましたが、あと数日、10月からは居住費と食費をすべて利用者が負担

することとなります。そこで、平成17年３月末の要介護者を区分別の在宅と施設入所数を要介

護の３、４、５で見ますと、年ごとに増加しております。利用者が負担の段階別内訳などはど

うなのか。 

 また、専属のスタッフが介護するユニット型と呼ばれる新型特養の個室の場合、あるいは感

染症並びに認知症等で医師が個室利用が必要と認めた場合、こういうような場合どのランクの

扱いとなるのか。 

  また、介護保険制度の利用の範囲では、公民権行使の場合などでヘルパーの同行や福祉タク

シーの利用は外とされるものなのか。あわせて介護送迎車等に対する宮城県からの指導、要請

はどのようになっているのか。介護事業者やＮＰＯを初め、関連の諸団体へ塩竈としてどう取

り組みを進められているのか。 

  なお、負担増ばかりでなく、介護保険料の減額方法では、先日、厚生労働省が保険利用の軽

減は低所得者にしか認められていないが、ボランティア活動を行った高齢者、すなわち介護施

設で週１回２時間程度、年24回以上勤務された方や、ボランティア団体の活動に３カ月以上継

続して参加された方々等が対象だと報じられていますが、本市も早速取り入れ、保険料の減額

を願い見解を求めるものであります。 

  次に、水産及び観光の振興について伺います。 

  毎年資源の減少、漁獲水揚げ数量の減、宿泊施設の老朽化、さらには天井の落ちる魚市場の

老朽化、原油高に伴う燃料油高騰による漁船の目的寄港変更などと、悪条件が重なり大変厳し

い環境となってしまっております。せっかく当局や議長団の皆さんが漁船誘致活動をなさって

おりましたが、こうしたことが無にならぬように願うとともに、一部近代設備の導入や容器の

改善などはありましたが、当初計画をいたしました魚市場再開発が第１案から第２案、第３案
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までに縮小・変更してきましたが、その後の動向や関連する背後地への進出予定企業の方々や、

関係諸団体とどのような協議をなされ、その内容等はどんなものなのか。その経過を踏まえ今

後どのように進められるお考えなのか見解をお願いいたします。 

  なお、同じ担当所管である観光の取り組みについてであります。 

  四季折々に魅力を感じさせる浦戸諸島の状況はどうだったでしょうか。開催日を７月18日に

変更して行われた第58回塩竈みなとまつり、その前夜祭の花火大会、これはこちらの本島のこ

とであります。しかし、本島に劣らぬ浦戸、桂島夏まつり花火大会、これが８月13日の土曜日

に地元実行委員会の主催で行われました。翌８月14日の日曜日には野々島共和会主催の野々島

盆踊り、花火大会が行われ、さらにはイベント企画で塩竈市の政策課が主催された島じかん体

験交流イベント、これが８月27日から28日の１泊２日でにぎわった島でありました。 

  また、その前段の７月30日の土曜日には、ことし３月に閉校となった桂島の旧浦戸第二小学

校では、島ライブが静かな自然の中で廃校跡を音色が包むという、大変ロマンチックな催しな

どなど、結構開催されていますが、海、食、歴史、文化等々、これをこのようなアピールを観

光協会や物産協会、あるいは関連の外郭諸団体との連携やＪＲ駅構内へのポスターの掲示を初

め、内容や日程なりを全国にどのようにしてＰＲを行って、地域の特性を生かした観光地塩竈

への集客を今後も図っていこうとされているのかお尋ねをいたしまして、１回目の質問とさせ

ていただきます。 

 ご清聴ありがとうございました。 (拍手)  

○副議長（志賀直哉君）  佐藤市長。 

○市長 (佐藤  昭君)    (登壇)   22番福島議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

 初めに、今後の防災対策に関する質問をいただきましたが、そのうち、初めに潮遊地等の動

向についてお答えをさせていただきます。 

  議員ご指摘のとおり、潮遊地     いわゆる津波のエネルギーをためるための遊水池と考え 

たらよろしいのかと思いますが、につきましては、国が検討を始めた津波や高潮被害の軽減策

の一つであるというふうに理解をいたしております。防潮堤と市街地の間に海水がたまるため

池とでも言ったらよろしいんでしょうか。そういうものをつくって、あるいはそこに木を植え

て津波のエネルギーを減殺させるというような対策かなと思っております。こういった防潮堤、

潮遊地を整備するためには、やはり広大なスペースの確保や、場合によっては家屋移転など地

元の協力が必要なのかなというふうに考えております。 
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  本市の場合、狭隘な市街地が密集いたしておりますので、このような対応というのはなかな

か難しいのかなと思っておりますが、例えば浦戸諸島等でまだ広大なスペースが残されている

部分につきましては、総合津波対策の有効な手段の一つではないかといったように評価をさせ

ていただいているところでございます。 

  次に、耐震改修費と家具転倒防止金具についてお答えをいたします。 

  木造住宅耐震改修工事助成事業につきましては、昨年度から実施をいたしておりますが、平

成16年、17年度で７件の実績が発生いたしました。また、家具転倒防止対策につきましては、

これまでひとり暮らしの高齢者や障害者の方々を対象に約 400世帯の方々に家具転倒防止金具

を設置させていただきました。この方法は、少ない負担で比較的容易な安全対策でありますこ

とから、防災研修会などを通じて積極的にＰＲに努めたところでありますし、今後とも本市に

おきましてこういった事業の促進を図ってまいりたいというふうに考えているところでござい

ます。 

  それから、津波警報機器の取りつけについてというご質問の中で、ただいま漁業無線を持た

ない漁船、あるいはプレジャーボートにそういった災害を伝達する手段についてというご質問

でありました。現在、海上保安部が海事行政の一環としてこれら海上に係留してあります船舶

に対して何らかの手段で災害情報を伝達するというようなことについて、今研究開発に取り組

んでいるところでありますので、本市におきましても、こういった動向を見きわめながら、海

上保安庁と一緒にこういった問題に取り組ませていただきたいと思っております。 

  次に、環境対策についてでございますが、初めにフロンガスのご質問でございました。市の

行政の中で回収されたフロンガスの全体量の把握、あるいは報告等を受けているのかといった

ようなことでございます。これらにつきましては、後ほど担当部長より詳細のご説明をさせて

いただきたいと思っております。 

  その中で、現在貞山地区に建設が進められております廃自動車リサイクル企業においては、

こういった心配はないのかというようなご質問もいただきました。当該企業は、年間２万台か

ら３万台の廃自動車の解体処理が計画されております。解体に当たりましては、フロンガス抜

き取りが必要な場合につきましては、作業員がフロンガス回収機を使用しながら、ボンベに封

入し、一定量になりましたらこの会社の青森にある関連プラントにて処理する計画というふう

に報告が出されております。 

 市といたしましては、現在、同社と産業廃棄物処理施設の公害防止並びに環境保全に関する
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協定書を締結する予定といたしておりますので、協定書に基づき、法令及び協定書を遵守して

いただき、適正な施設の維持管理に努めていただくよう、今後とも積極的に指導を行ってまい

りたいと考えております。 

 次に、悪臭解消への取り組みについてお伺いをいただきました。 

 新浜地区の排水側溝、過去の議会でも再三再四取り上げていただいておりますが、残念なが

ら当地区が埋め立て地という特殊な地盤であり、不等沈下、あるいは大雨の際の雨水が対流す

る箇所が見受けられますので、地域の巡回を行わせていただきながら、受け桝や側溝等の排水

に必要な施設の適切な清掃活動を行うなどして、悪臭の防止に努めさせていただいているとこ

ろでございます。 

 また、当地区では、平成15年８月に下水道本管が整備され、各企業の下水道接続が完了いた

しましたことから、団地加工業組合では、排水の受け入れは現在停止いたしております。また、

過去に堆積した処理汚泥につきましては、本年６月までに県の小鶴沢廃棄物処分埋め立て場に

搬入し、処理を完了したという報告を受けているところでございます。 

  次に、下水道の水洗化促進への取り組みについてお答えをさせていただきます。 

  下水道整備につきましては、平成16年度末現在の普及率は、おかげさまで98.2％と大変高い

率となり、ほぼ整備は完了しつつあるというふうに考えておりますが、一方、水洗化率はまだ9

4.7％で、約５万 6,000人の方々が利用されている状況にあり、まだ 3,200人の方々が下水道に

接続をしていない状況にございます。下水道は、処理開始日から３年以内の水洗化が法で義務

づけられており、接続しなければ、残念ながら下水道の整備効果が上がらず、また整備費用の

一部は使用料として負担していただきますことから、接続者と未接続者の負担の公平を欠くと

いったようなことにもなるわけでございます。 

  これまで広報や工事説明会などで周知をいたしてまいりましたが、本年７月には普及促進月

間として個別訪問による実態調査を行い、水洗化促進の働きかけを行わせていただいたところ

でありますが、引き続き水洗化の普及に取り組んでまいります。 

  次に、下水道受益者負担金についてちょっとご説明をさせていただきたいと思いますが、整

備完了地区の土地所有者に事業費の一部を負担していただく制度でございます。平成16年度末

の滞納件数は 212件、金額にいたしますと 2,850万円となっておりますので、昨年度に引き続

き未納世帯の訪問等に取り組み、収納の確保になお一層努めさせていただきたいと考えており

ます。 
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  次に、市立病院の問題についてご質問いただきました。 

  今後の運営についてのご質問でございますが、まず医師確保の状況と再生緊急プランについ

てお答えをさせていただきたいと思います。 

  市立病院につきましては、昨日もご答弁させていただきましたが、平成17年度当初、常勤医

師は11名体制でスタートし、東北大学やその他幅広く医師派遣の要請に努めました結果、現在

は12名体制、１名増となっております。宮城県においてはドクターバンク等の制度を立ち上げ、

６月から募集を開始し、現在は医師３名の採用準備を行っていると伺っておりますが、こうし

た医師の当院への配属を希望することも県に申し入れをさせていただいたところであります。 

  また、市独自に東京の医科大学などへ出向き、医師派遣を要望するなどの取り組みも引き続

き行わせていただいたところであります。今後とも引き続き各方面に働きかけながら、医師確

保に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。議員の方から奨学金制度というよ

うなご提案もいただきましたが、我々としても今後そういった制度も検討をさせていただきた

いと考えているところであります。 

  また、再生緊急プランの取り組みについてでありますが、歳出の抑制ということで、職員の

人件費の問題、あるいは施設整備の問題等々ゼロベースで取り組ませていただいておりますが、

やはり収入の確保といったようなことも大変大きな課題ではないかと思っております。先ほど

病院担当部長からご説明させていただきましたが、医師１名によりまして収入の増ということ

がかなり期待ができるわけでありますので、そういった意味からも、ぜひ医師数の確保に全力

を挙げて取り組ませていただきたいと思っております。 

  そういった中、消化器センター構想をご説明させていただきましたが、その後の状況につい

てご説明をさせていただきたいと思います。 

  市立病院は、ご案内のとおり、以前から消化器内科、消化器外科を中心としながら当地区医

療圏の中核病院として15の診療科を備えた総合的な医療を地域住民の方々に提供してまいりま

した。一方、東北大学では医師派遣を一元化するため、地域医療支援機関を平成17年２月に設

置されるとともに、医師の適正配置として東北大学や宮城県においては、各医療圏ごとに中心

となるコア病院、それからそれを支援するサテライト病院を指定して、相互補完とする医療体

制の整備方針が定められたところであります。こうした動きを受け、市立病院は、従来からの

得意分野であります消化器病を主軸とし、東北大学から医師の派遣を受けるための一方策とい

たしまして、消化器センターを指向した経過がございます。 
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  こういった中、塩竈医師会との連携、交流というようなご質問をいただきました。 

  塩竈医師会の皆様方には１次医療を担当していただいておりますほか、例えば塩竈休日急患

センター等を立ち上げていただき、昨年でありますと、年間60数日、患者数が三千数百名とい

ったような地域医療も担っていただきながら、市立病院は塩竈医療圏の２次病院としての役割

を今後とも引き続き果たしてまいるということで、今計画を進めているところであります。 

  今後におきましても、当医療圏唯一の公的病院として引き続き総合医療の提供に努めてまい

りたいと考えているところでございます。 

  次に、アスベスト問題についてご質問いただきました。お答えいたします。 

  本市のアスベスト対策につきましては、被害の報道がありました７月中旬から県内でいち早

く取り組んだところであります。まず、公共施設 114カ所について７月下旬から吹きつけアス

ベストの使用状況を調査し、専門的な調査が必要と判断した９施設について分析調査を行った

ことにつきましては、先ほどのご質問でもお答えさせていただいたとおりであります。 

  その結果、４施設で含有が確認され、市民センター及び老人福祉センターにつきましては含

有が判明した翌日の８月３日から安全確保のため使用停止、他の施設を利用しながら引き続き

サービスの提供を行っているところであります。また、清掃工場の油圧装置室等については、

作業時の防塵マスク等の安全装備を義務づけるなどの対策を講じながら、今使用を進めている

ところであります。 

  なお、市民の皆様方からの問い合わせに対する体制につきましては、庁議に諮り、情報提供

や相談窓口の設置など万全を期しておりますが、現在まで健康被害に係る相談はない状況にあ

ります。 

  なお、民間施設の状況につきましては、先ほどもご説明させていただきましたように、現在

調査継続中でございます。さらに、建材等に含まれるアスベストの含有につきましては、今関

係省庁からいろいろ資料が出されているところでありますが、なお万全を期してまいりたいと

いうふうに考えているところであります。 

  次に、介護保険制度の現状と今後につきましてでございます。 

  介護保険事業につきましては、本年度は第２期計画の最終年度となりますが、サービス基盤

も整備され、また利用実績も見込みを上回り、制度として一定の定着をしてきたのではないか

というふうに認識をいたしております。 

  初めに、施設で異なる費用についてでございますが、今回の介護保険制度改正により、平成 
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17年10月から施設利用費が見直され、施設サービスと在宅サービスとの公平性を確保する観点

から、これまで介護保険給付でありました食費と居住費が利用者の自己負担となったというこ

とにつきましては、先ほども曽我議員にご説明をさせていただいたところであります。 

  さらに、利用者負担につきましては、所得に応じ４段階に設定され、低所得者の方々に対し

ては配慮された基準設定をさせていただいておるつもりでございますが、なお、利用段階の内

訳につきましては、後ほど担当部長から答弁をさせます。 

  次に、移送サービスにおける介護保険利用の範囲についてお答えをいたします。 

  介護保険の移送サービスは、道路運送法の許可を取得し、訪問介護の中で通院時の乗降介助

から診察券を出すまでの介護サービスでありまして、市内では３事業者で実施している状況に

あります。一方、福祉有償運送という制度が出てまいりました。この制度につきましては、Ｎ

ＰＯ等の法人が高齢者や障害者など公共交通機関での移送が困難な方々を対象に、通院や通所

に加えてレジャーなどでも利用できるサービスで、自家用車を使用し、タクシー料金の半額程

度の料金でサービスを提供できる送迎が行われることとなります。 

  本市におきましては、既に移送サービスを実施しているＮＰＯ法人がありますので、現在県

の指導を受けながら宮城黒川ブロック、二市六町一村による広域での運営協議会設置に向けた

準備を進めているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  次に、介護保険料の減額についてご質問いただきました。 

  高齢者がボランティア活動を行った場合の保険料減額制度についてでございますが、現在国

におきまして具体的な検討段階というふうに理解をいたしております。本市といたしましては、

この国の動向を踏まえながら、そういった制度が採用された場合には早速検討してまいりたい

というふうに考えているところであります。 

  次に、水産及び観光の振興について何点かのご質問をいただきました。 

  初めに、魚市場再開発の状況についてお答えをいたします。 

  この件につきましても、昨日他の議員のご質問にも答弁させていただきましたが、魚市場再

開発、平成13年に水揚げ金額を 200億円と想定した再開発計画を策定いたしましたが、現在の

水揚げ状況では早期着手は極めて困難な状況にあるというご答弁をさせていただきました。今

後は、ハセップ対応の施設整備等をまず実施してまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

  次に、漁港背後地についてでございますが、８月31日に物流センター事業協同組合と全国水

-168- 



産加工業協同組合連合会が県に対しまして用地の買い受け申請書を提出しております。これら

の整備が進みますと、今まで懸案でございました水産物流基地としていよいよ第一歩を踏み出

すこととなります。市といたしましては、再開発に係る企業立地促進条例を制定いたしており

ますことから、事業推進についてこれらの制度で支援してまいりたいと考えているところであ

ります。 

  次に、本市の観光ＰＲ活動についてご質問いただきました。まず、本市を訪れている観光客

数でございますが、平成16年度は約 145万人でございます。その内訳は、塩竈神社が95万人、

遊覧船乗降客数が50万人、市内の宿泊観光客は約５万 5,000人となっております。近年の傾向

といたしましては、塩竈神社等の観光施設を見学し、市内の寿司店で昼食をとり、松島や秋保

などへ宿泊するパターンが多くなってきております。 

  そういった中、ＪＲ東日本の大人の休日倶楽部という企画で、今月も関東方面からのツアー

客が塩竈の観光と寿司を堪能するツアーを出していただいておりまして、大変好評をいただい

ているところであります。 

  次に、観光ＰＲ活動でございますが、観光パンフレットでありますとか、みやぎ寿司街道の

キャンペーンなど、また仲卸市場や塩竈神社なども独自にパンフレットを作成したり、広域の

協議会による誘客宣伝活動を行ったところであります。おかげさまで寿司街道のアンケート等

を拝見しますと、約７割が県外の方でございまして、一定のＰＲ効果が出てきているのではな

いかというふうに考えております。 

  次に、みなとまつりについてでございます。 

  海の日に開催を変更した初年度でありましたので、まつりのポスター等を大手旅行エージェ

ントでありますとか、東北管内の宿泊施設等への送付、さらには新聞等への折り込み、旅行情

報誌やマスコミへの情報提供などにより、積極的かつ広範囲にＰＲを行わせていただきました。

さらに、開催日変更で県内で最初の花火大会となりますことから、テレビＣＭを放映するなど

さまざまな形でＰＲを行い、おかげさまで天候にも恵まれ、全体で昨年より 8,000名多い23万 

6,000名のお客さまに塩竈の夏を十分に堪能していただけたものと考えております。開催日を変

更したことにより、塩竈みなとまつりが東北の夏まつりの先陣を切って開催されますので、今

後とも積極的にＰＲ活動を行ってまいりたいと考えております。 

  次に、浦戸のＰＲでございますが、８月13日、14日には桂島、野々島におきましてそれぞれ

花火大会が開催され、市営汽船の臨時便も運行し、特に野々島の花火大会ではことしは 300人
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を超える多くの皆様に訪れていただきました。訪れていた皆様方の自分の頭の上で花火が上が

る姿を大変堪能していただき、ぜひ来年も来たいという、大変ご好評をいただきました。我々

もこういったことを継続的に続けられるような支援を行ってまいりたいと思っております。 

  また、桂島では８月27日、28日の両日、浦戸のゆったりした時間を多くの方々に楽しんでい

ただくことを目的に島じかん体験交流イベント、スローフード・スローライフｉｎ浦戸を旧浦

戸第二小学校を中心に開催させていただきました。このような事業、イベントを通しまして塩

竈市、特に浦戸の魅力を十分に知っていただきますとともに、今後は滞在型観光のメニューの

提案などもさせていただきながら、地元の方々との交流を深め、大いに満足をさせていただく

ような観光のＰＲをなお一層努めてまいりたいと考えております。 

 私からは以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○副議長（志賀直哉君） 棟形市民生活部長。 

○市民生活部長（棟形 均君） それでは、私の方からフロンの関係で計数的なご質問がありま

したので、報告をしたいというふうに思います。 

 まず、近隣の市町の廃車台数というお尋ねがございました。先般東北陸運局の方に確認いた

しましたけれども、陸運局といたしましては宮城県全体としての廃車台数を把握しているとい

うことで、その数字を教えていただいておりますので、その計数をご報告申し上げたいという

ふうに思います。 

 宮城県全体で約10万台、１年間廃車がなされるということでございます。 

  それから、フロンにかかわります情報の流れといいますか、量を含めたそういったものの把

握はどうなっているのかというご質問でございますけれども、フロンの回収につきましては、

現在の自動車リサイクル法によりまして登録されております回収業者、この回収業者が自動車

リサイクルセンター、これは情報管理センターになりますけれども、そちらに報告をするとい

うのが法の仕組みになってございます。現在私どもの方では、基本的に塩竈管内の回収業者に

つきましては塩釜保健所管内33社があるというふうに聞いておりますし、塩竈市内にも回収業

者につきましては６社ほどあるというふうに言われておりますけれども、具体的な量につきま

しては、今後なお把握をしてまいりたいというふうに思います。 

  それから、参考までに量の関係で１単位当たりの回収する際のフロンの量につきましては、

車の車種とか大きさによって若干異なるというふうに言われておりますけれども、普通車程度

で大体１台当たり 500グラムのフロンの回収がなされるというふうに聞いております。以上で
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す。 

○副議長（志賀直哉君）  佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長 (佐々木和夫君)   それでは、私から介護保険関係の具体的なお尋ねについてお

答えを申し上げます。 

 通告に従いまして、通告の順序でご答弁を申し上げたいと思います。 

  まず、施設で異なる費用についてお答えを申し上げます。 

  今回、10月からの改正に伴いまして利用者が負担することになりました居住費でございます

けれども、これは部屋の型によって違ってまいります。基準額を申し上げますと、介護老人福

祉施設、いわゆる特別養護老人ホームでございますけれども、１カ月当たりユニット型個室で

６万円、それからユニット型準個室で５万円、それから従来型個室で３万 5,000円、従来の、

いわゆる相部屋、多床室で１万円ということになりますが、先ほど来、ご説明申し上げている

とおり、この費用についてはあくまで基準額でございますので、所得の段階に応じまして減額

されるという内容のものでございます。 

  このうち、お問い合わせがありました、いわゆる認知症、それから感染症等で個室に入所、

入室する場合になったときどういう対応になるのかというお尋ねでございますけれども、感染

症は医療行為ということになりますので、これもまたちょっと分けさせていただきまして、基

本的には介護保険上はやっぱりケアプランということで、その方の認知症の度合い、要介護度

に応じましてケアプランを作成しまして、これによって入る部屋が施設との関係もございます

けれども、決まってくるものというふうに思ってございます。例えば感染症にかかりまして特

別に個室に入らなければならないとなった場合は、これは基本的にはやっぱり臨時の措置とい

うことになりますので、いわゆる増額徴収はできないというふうに思ってございます。 

  それから、10月からの施設における利用者負担段階の区分の内訳ということでございますけ

れども、所得に応じまして４段階に設定されてございまして、低所得者の方に対しては施設利

用に困らないような制度になってございます。現在施設に入所している方は 424人でございま

すけれども、このうち利用者負担段階、第１段階の方は23人、それから第２段階から第３段階

の方は 180人、それ以外の方につきましては 221人となってまして、合計 424人となるもので

ございます。 

  その中で、お問い合わせがありました公民権行使の場合の介護サービスはどうなるのかとい

うお問い合わせでございます。多分選挙等の場合にその選挙の投票所に行く、あるいは公職選
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挙法に基づきまして期間前投票を行う場合、移送サービスが介護保険で可能なのかというお問

い合わせではないかと思いますけれども、これにつきましては、基本的には利用できないとい

うことになります。通常の移送サービスというのは、自宅から施設に通う場合であるとか、あ

るいは自宅から病院に通う場合が給付の対象となるものでございます。塩竈市では独自の制度

といたしまして、いわゆる福祉タクシー、車いすなどが乗せられるような福祉タクシーを使っ

て移動なさる場合、タクシー券を出しております。これの利用は可能ということになります。

以上でございます。 

○副議長（志賀直哉君）  福島紀勝君。 

○22番 (福島紀勝君)   ありがとうございました。 

  いろいろ申し上げたいことがいっぱいあるんですが、まず一つは、介護保険料、この件につ

いては、それぞれ市町村で決めることができるわけなんです。それで、先ほども曽我議員の方

からもいろいろ指摘あったと思いますが、軽減の方法、減額の方法、これはやっぱり当局にあ

っても考慮していただくに値するものではないかなと、こんなふうに思っておるところです。

それで、県内の保険料の安い志波姫町が 2,000円、津山町が 3,900円、これは高いところ。そ

して、宮城県平均が 3,007円、全国平均が 3,293円と、こういうふうになるわけです。塩竈市

の場合は全国平均より93円安い 3,200円と、こういうことですので、それぞれいろんな部分で

滞納者を余りふやさないためにも、そうしたところの部分もぜひ考慮をしていただければ幸い

だなと、こう思います。 

  それから、フロンガスの関係、これは非常につかみにくい数字でもありますし、先ほどご説

明いただいた部分で実際にはこの回収をしたやつをまた再利用する場合もあるので、そっちか

らも金をいただく、そして再利用でまた別な方に売るということもできます。先ほども申し上

げましたように、色もそして形もにおいもないために、そんな利用の方法などもあるので、今

後そういう部分もひとつチェックの対象としてぜひお願いをしたいと、こう思います。実際に

じゃあ、回収した１台当たり約 500グラムぐらいの部分で、これはエアコンの部分ね、そうし

たところのやつを実際にじゃあ、回収した量がどのように消化されて、どのようになったとこ

ろもやっぱり追跡調査をする必要もあるんではないかなと、こんなふうに思っております。 

  それから、消化器センターの関係、これはいろいろ一つの合理化であれば首を切られる者も

苦しい立場、残る者もまた大変と、こういう状態かと思います。実際に院長先生初め皆さんに

患者を一人でもと思うんですが、実際はそれぞれの先生方の疲労の顔色を見た場合、なかなか
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そうもでき得ず悩むのも我々の心情でもありますので、そうしたところをお互いに頑張り合っ

ていきたいなと、こんなふうに思っているところでございます。 

  しかし、残念なことにきのうのある発言者については仕方なしに賛成したんでないかと、こ

ういうような方もいらっしゃいますが、これは自分なりの考えだけにとどめておくんならば別

として、この会場にいる23名の議員がみんな仕方なしに賛成したわけではありませんので、い

ろいろ悩みを抱えながらも、みんなで何とかしなければならないという気持ちをそこに寄せた

結果でありますので、ぜひ誤解のないようにお願いをしていきたいと、こう思います。 

  それから、あの悪臭の関係、これについてはちょっと疑問を持ちます。実際にそれだけの汚

泥の部分があの期間、それ以降にも発生をしておりますので、ぜひそうしたところもお願いを

したいし、実際にじゃあ、どこに何10トン、どのような形で処理をし、運搬をし処理をされた

のか、ぜひその辺の調査も一つの分野でないかなと、こんなふうに思っております。 

  それから、アスベスト、石綿、この関係にあっても塩竈市でも後手になった部分があったと、

このように指摘をしておきたいと、こう思います。実は、昭和62年から63年にかけてだと思い

ますが、この議場の古い議員が質問をして、それは教育関係者の答弁で、石綿を指摘をしたら

赤い顔になった。私も赤面の至りでありましたと、こういう答弁を聞いた方が恐らくいらっし

ゃると思います。ここでは古い方ですと佐藤先生を初め７名の方ですか、当局からすればずっ

と顔色を見ると、加藤助役ぐらいしか恐らく記憶にはないんでないかなと、こんなふうに思っ

ておるところです。ひとつそういうことで、実際にやっぱり大変なところはみんなで注意をし

ながら、健康に害になる分ですから心配しているのですから、ぜひそうしたところも含めて今

後もあわせてお願いをしていきたいと、こんなふうに思っております。 

  観光ＰＲ、大変それぞれ行き届いておるようですし、みんなでまた、より多くの方々がこの

塩竈市を訪れていただきたいと、こう思います。そこで一つの注文としまして、通過観光客も

いらっしゃいます。ぜひその自治体の台所事情は道路を見ればわかると、こういうふうに言わ

れております。ぜひそうした面でそれぞれの道路の整備、そしてその通過するところの周囲の

例えば北浜の公園などを見ますと、ちょっと押せばさびがひどくて倒れてしまうような、あの

道路沿いのフェンスなんかはいち早く直すべきではないかなと、こんなふうに思っております。 

  なお、ちょっとあそこいい場所として住みなれたようにしていらっしゃる方もおるようです

ので、ああいうところもひとつ目ざわりになる部分があろうかと思いますので、よそから来ら

れた方々が気持ちよく、そしてここの滞在時間が長く、より多く塩竈市の味を味わっていただ
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きながら、なお歴史文化も十分満喫をしていただきながらお帰りいただけるように、みんなで

努力をしてまいりたいと、こんなふうに思います。ぜひ、あと細かい部分では佐々木部長の方

にお邪魔をさせていただいて、また勉強させていただきますので、よろしくお願いを申し上げ

て終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○副議長（志賀直哉君）  お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、明30日定刻再開したい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（志賀直哉君） ご異議なしと認め、本日はこれで会議を閉じ、明30日定刻再開するこ

とに決定いたしました。 

 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

  午後４時１５分 散会 
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   午後１時  開議 

○議長（菊地 進君） ただいまから９月定例会５日目の会議を開きます。 

 本日欠席の通告がありましたのは、２番田中徳寿君並びに13番鹿野 司君の２名であります。 

 本日の議事日程は、日程第５号記載のとおりであります。 

                                          ◇ 

    日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（菊地 進君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、５番志子田吉晃君、６番鈴木昭一君を指名いたします。 

                                          ◇ 

  日程第２  一般質問 

○議長（菊地 進君） 日程第２、一般質問を行います。 

  質問の通告がありますので、順次発言を許可いたします。８番嶺岸淳一君。 

○８番（嶺岸淳一君）（登壇）  ８番嶺岸淳一でございます。私は平成17年９月定例会において

通告に従い順次公明党を代表し一般質問をいたしますので、市長並びにご当局の誠意あるご答

弁をお願い申し上げます。 

 質問の第１点は、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の配置についてお尋ねをいたします。 

 ある日突然心臓が動きを止めてしまう心臓突然死があります。日本では年間５万人の方が襲

われ、助かる人はわずか５％程度と言われております。この心臓突然死の中で最も多いのが心

室細動でございます。心室細動が発症いたしますと、突然心臓がそれまで拍動していたものが

できなくなり、心室の筋肉が勝手にばらばらに興奮している状態に陥ります。心電図上にはＦ

波と呼ばれる不整の波があるだけで、心臓はポンプとしての役割を果たすことができないので

あります。心室細動は致死性の不整脈であり、中年男性に多く見られるのが特徴であり、近年

は若年層にも見受けられるようになりました。心室細動が発症し何の処置もしないでいると、

１分間に７％から10％ずつ蘇生率が低下すると言われております。心臓機能が停止してから３

分以内に除細動といわれる電気ショックをかけると７割が、５分間以内だと半数が助かると言

われております。また、電気ショックをかけてあげることが唯一の効果的な治療法であるとさ

れております。 

 厚生労働省は昨年７月から医師、看護師、そして救急救命士以外の一般の方でも救急の場に

偶然居合わせた場合、講習を受けていればそのＡＥＤの使用が認められるようになりました。
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このＡＥＤの操作方法は非常に簡単で、初めに電源を入れ電気パットを患者の胸に張りつける

と心臓停止状態かどうかを自動的に機械が判断をします。そして音声案内に従い、電気ショッ

クのボタンを押すだけであります。大きさは約30センチ四方、厚さ10センチの箱型タイプで重

さ約３キログラムと軽量なため持ち運び自由なのが特徴でございます。欧米では既にこのＡＥ

Ｄの設置が進んでおり、救命率の上昇と安全性が確認されています。これから国内においても

全国の公共施設や集客施設等に設置されていくことが予想されると思うものであります。ぜひ

本市としてもＡＥＤの配置と、市民が安心で安全な利用をできますように講習会等の実施をし

ていただきたいと考えるものでございます。市長のご所見をお伺いいたします。 

 質問の第２点目は、防潮堤の進捗状況と今後の対応について及び港奥部の高潮と雨水対策に

ついてでございます。 

 日本は世界の大規模地震発生の２割を占める宿命的な地震列島であります。この島国に住む

以上、地震はいつどこで起こってもおかしくないことを覚悟しなければなりません。その上で

重要なことは、防災の基本を確認し日常の備えを怠らないことでございます。個人で行う自助、

地域や共同体の共助、そして国や自治体による公助の三つのレベルで減災への取り組みを間断

なく続ける以外にないと思っております。また、昨年のスマトラ沖地震による大津波の発生に

より沿岸各国合わせて約30万人を超す死者と 150万人の避難民が発生し、いかに津波に対する

対策が重要であるかが世界各国でも認識されたところでございます。 

 本市においても昭和35年５月の24日、沿岸部をチリ地震津波が襲い、大小の漁船や遊覧船な

どが折り重なるように陸に打ち上げられ大変な被害を被ったことを私たちは決して忘れること

はなりません。昨年宮城県より公表されました第三次地震被害想定調査結果によりますと、本

市は宮城県沖地震連動型が発生した場合、最高水位 2.2メートルの津波が約１時間ぐらいで押

し寄せるとの予測もされ、過去最大の被害を受けたチリ地震津波の教訓も踏まえ対策に取り組

むことが重要であると考えるものであります。そこでご質問いたしますが、天然の良港と言わ

れている塩釜港では港奥部がＶの字のように狭くなっており、来襲する津波も高さやスピード

を増して到達するのではないかと思われますが、現在の進捗状況と今後の整備スケジュールは

どのようになっているのか、お伺いをいたします。 

 次に、今、世界的規模でＣＯ2 などの温室効果ガスが大気中に増大しており、この影響を受

け気温の上昇や海面の上昇、さらには異常気象などが引き起こされてきていると言われており

ます。先進国における温室効果ガスの削減率を定め共同で目標を達成しようとする京都議定書
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が昨年発効したことも記憶に新しいところでございます。さて、このような中、身近な問題と

して考えたときに宮町地区の水路についてもここ最近水面の上昇が顕著であり、満潮時などに

は道路すれすれで側溝などに逆流する状況が見受けられることが多くなりました。そのような

ときにさらに大雨が降ったら、津波が来たらどうなるのか。地域住民はこの地域の安全という

ことについて非常に危惧している状況にあります。私はこれまで何度となく市議会において宮

町地区の水路の問題についてお伺いをしてまいりましたが、その後どのような雨水対策につい

ての取り組みがなされ、具体的な方向性が定まってきたのかお尋ねをいたします。 

 質問の第３点目は、一般道、生活道路の交通安全の確保と立体減速表示の設置についてでご

ざいます。 

 近年モータリーゼーションの発展により一般道路や生活道路への車両の通行が増加している

状況にあります。それに伴い交通事故も増加の一途をたどっております。交通事故の原因とし

ては運転操作ミスやわき見運転、安全不確認、モラルの低下などがありますが、最も多い原因

は車両のスピードの出し過ぎが交通死亡事故を引き起こす起因となっています。本市の道路状

況を見ると、幹線道路いわゆる越の浦春日線、下馬春日線、北浜沢乙線は整備が進み、交通網

の変化に伴って通過車両の増大や速度違反等が多く見受けられるようになりました。特に三陸

自動車道からしおりトンネルを抜け市内に入る新浜泉沢線や宮町吉津線の通過車両は、長い急

勾配にもかかわらずスピードの錯覚により減速が余りされず、地域住民はどうしたらよいもの

か危惧をされております。そこでご質問いたしますが、車両のスピードを減速させる方法の一

つとして今注目をされているのが視覚の錯覚を利用をした立体減速表示シートがございます。

この立体減速表示シートは濃淡の異なる色の平面シートが立体的に見えることで車両を減速さ

せる効果のあるものだと言われております。また、交通安全対策の方法の一つとしてマスコミ

でも報道されておりました。本市においても市民の安全確保の上からもぜひ立体減速表示シー

トを設置していただけないかとお願いするものでございます。市長の心温まるご答弁をお願い

いたします。 

 質問の第４点目は、斎場の20年移転問題の進捗と今後の運営についてお聞きをいたします。

 この件に関しては、さきの民生常任委員協議会に塩釜斎場の今後の運営について報告がなさ

れました。私も平成15年の９月定例会においてご質問した経緯があります。その際、市長から

は斎場の移転問題は広域化を視野に入れ二市三町で対応していくとのご答弁をいただきました。

今回所管の常任委員会に報告がなされたことから、広域化に向けた動きが具体化しており、移
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転問題への対応が前進しつつあるものと理解をしているところであります。人生の終焉の場で

あります斎場は安定的な市民生活を確保していくために欠くことのできない都市施設であり、

塩竈市の単独施設を二市三町が共同で利用している現状からいっても、移転問題の解決は塩竈

地区二市三町圏域全体の問題であると思います。 

 そこでお尋ねをいたしますが、斎場の20年移転問題に関してはこれまでの二市三町の協議会

の経過や取り組み状況、あと３年に迫っている移転問題についてのその後の対応はどうなって

いるのかお伺いをいたします。また、広域化の具体的な手法についてはどのような検討をして

いるのか。さらには新たな斎場の移転先について見通しがついているのか。地元町内会との約

束はどうなさるのか、お伺いをいたします。 

 以上で第１回目の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤  昭君）（登壇）  ただいま８番嶺岸議員より何点かにわたるご質問をいただきま

した。 

 初めに、福祉行政に関するご質問のうち自動体外式除細動器いわゆるＡＥＤの配備と考え方

についてお答えをさせていただきます。 

 自動体外式除細動器は心臓が突然停止状態のときにその状態を直ちに判断し正常な状態に戻

すため、除細動いわゆる心臓への電気ショックを施す機械でございまして、突然死の救命率向

上のために高い効果があるということで最近注目を浴びているところであります。心臓の突然

停止状態が起こりますと数秒のうちに意識がなくなり、酸素が脳に循環しないため約５分後に

は脳障害が生じ死に至るものであるというふうに言われており、一刻も早い手当てが必要なた

め医師以外でも救命措置のため除細動器を使用できるようかねてから求められてきた経緯がご

ざいます。厚生労働省では医療関係者や救急救命士に限定されておりました除細動器の使用に

つきまして、平成16年７月には一般の方々の使用を解禁いたしました。 

 本市におきましては本年度の新入職員研修において除細動器使用を含む救命講習を実施した

ところでありますが、公共施設への除細動器配備まではまだ至っていない状況にございます。

今後多数の方々が利用されるスポーツ施設やあるいは学校への配備を念頭に計画的に除細動器

の配備について検討するとともに、施設を管理する職員への除細動器の利用を含めた救命講習

会を行ってまいりたいと考えております。この除細動器につきましては正しい使用が不可欠で

あります。市民への講習会につきましては消防事務組合の除細動器講習も含む普通救命講習が
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出前講座のメニューになっておりますので、この事業と連携しながらより多くの市民の皆様へ

の普及になお一層努めてまいりたいと考えております。 

 次に、防災行政についてご質問いただきました。津波対策の重要性、必要性につきましては、

昭和35年のチリ地震津波を体験いたしております我々塩竈市民にとりましては大変重要な課題

でございます。こういった中、本塩竈地区におきましてもその後防潮堤の建設が進められてお

りましたが、港奥部につきましてはいまだ未整備の状況でありますが、こういった部分の整備

につきましてご報告を申し上げます。 

 まず港奥部における防潮堤整備の進捗状況と今後のスケジュールについてお答えをさせてい

ただきたいと思いますが、貞山通から港町にかけての地区につきましては県事業として防潮堤

の整備がほとんど進んでおりますが、港奥部の海岸通地区や対岸の北浜地区については再開発

事業との兼ね合い等もありこれまで未整備の状況にございました。所管の委員会等でもご報告

させていただきましたが、現在北浜地区では港湾環境整備事業として緑地護岸の整備に向け事

業が進められております。県では平成21年度までの予定で事業用地すべての買収を完了し、そ

の後に護岸工事の着手を予定いたしております。本市といたしましては地域の安全確保にも大

変重要なテーマでありますことから、市民が憩える魅力ある親水空間の創造と市民の安心安全

のための防潮堤の整備につきましては、県と協力をしながら一刻も早い事業の進捗を目指して

まいりたいと考えております。マリンゲート塩釜から千賀ノ浦緑地に至る旧観光桟橋地区につ

きましては、同じく県事業として今年度から平成22年度までの予定で防潮堤とさらに現在の水

路出口上には水門が設置されることになっております。今後高い確率で予想されます宮城県沖

地震への対応も含め、整備につきましてはこれも県と協調を図りながら早期に事業が完了する

よう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、港奥部の高潮と雨水対策についてご質問いただきました。私も地球温暖化の影響等も

あるものと思いますが、昨年は観測史上最大の台風が我が国を来襲いたしております。洪水対

策がますます重要になっていくというふうに考えておりますが、そういった中での本市の津波

対策時の高潮や雨水対策についてでございますが、津波や宅地の高さを越える高潮が予想され

る場合は当然のことでありますが防潮扉を閉門するということになります。防潮扉を閉門する

ことによりまして本来の水路の目的でございます雨水排水の機能を失うことになりますので、

強制排水などの対応策が必要となります。このような対策につきましては、今後水門の設置者

である県と協議を行いながら抜本的な対策を講じ、地域住民の方々の不安解消に努めてまいる
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所存でございます。また、台風時や大雨洪水などの場合は防潮扉の内側の低地部が浸水しやす

くなりますので、当然のことでありますが速やかな排水が求められるということになります。

このような場合は現状の排水能力にも限界がございますので、浸水による被害を最小限に抑え

るためには余裕ある雨水環境整備でありますとか、海水が逆流しない強制排水施設の整備を課

題として取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、宮町地区の雨水対策についてでございますが、北浜沢乙線沿いの西町宮町地区の雨水

整備につきましては新町２号雨水幹線の整備が平成16年度で完了いたしました。引き続き施工

しておりますポンプ施設は、宮町本町地区の一部で高潮時の水位より低い地域がございますの

で、雨水をポンプで排水することにより低地部への雨水の逆流や浸水を防ぐ役割を果たすもの

でございます。一方、宮町吉津線沿いの宮町地区の雨水排水でございますが、宮町水路は上流

からの雨水を速やかに流し出すとともに低地部の雨水排水の役割も果たしておりますが、海水

路でございますので潮位と連動した水位となりますことから高潮時には排水が側溝へ逆流する

状況も発生をいたしております。下水道の事業計画では水路から道路や民地への逆流を防ぐた

めに、低地部にポンプ施設を設置して強制排水を行う計画となっております。現在宮町水路梅

の宮１号雨水幹線と呼んでおりますが、それの事業認可を得ておりますので整備着手に向け取

り組んでまいりたいと考えているところでございますが、当面の暫定対策といたしまして雨水

時には排水ポンプを設置し低地部からの強制排水を行い浸水を防止しておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 次に、道路行政についてのご質問をいただきました。一般道、生活道路の安全確保と立体減

速表示の設置についてお答えをさせていただきます。 

 本市の幹線道路として越の浦春日線、下馬春日線を整備いたしてまいりましたが、とりわけ

越の浦春日線は三陸縦貫自動車道へのアクセス道路として観光、物資の輸送など利便性の向上

に大変大きな役割を果たしているところでございます。このため接続いたしております宮町吉

津線においては12時間交通量が、開通前の 5,200台から開通直後の平成14年度では 6,900台と 

1.3倍の増加が観測され、現在も継続してふえている状況にございます。今後はさらなる交通安

全対策に誠意取り組んでまいりたいと考えております。交通事故防止のためのご提案の立体減

速表示シートでございますが、路面に濃淡の異なる色の平面シートを設置し、立体的に浮き上

がって見えることで運転者に注意を促し減速効果をねらう路面表示でございます。県内でも数

カ所で既に実施しているようであり、本市でも伊保石公園の園路に現在設置しておりますが、
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いまだ供用区間でございませんので効果については残念ながら検証できない状況にあります。

また、設置環境等によりましては余りにもリアルなため急激なブレーキ操作等による事故発生

も懸念される状況にありますので、設置に当たりましては安全な交通環境の確保の観点から公

安委員会等との協議を踏まえた対応を行ってまいりたいと思っております。今後これらの検証

結果あるいは関係機関との協議等も踏まえ、一定の方向性を打ち出してまいりたいと考えてい

るところでございます。 

 次に、環境行政のうち斎場の20年移転問題の進捗状況と今後の運営について２点にわたりご

質問いただきました。まず１点目の斎場の移転問題についての二市三町での検討状況について

お答えをさせていただきます。 

 塩釜斎場は昭和48年建設の火葬場の老朽化に伴い平成６年に改築されたもので法的には本市

の単独都市施設でございますが、二市三町が建設費、運営費を相互に負担しており、実質的に

は広域的施設として現在運営をされております。この斎場の改築に際しましては、一市三町の

首長の同意のもとに地元町内会と本市の間で協定を取り交わしております。この協定は住宅地

の中の斎場を改築をせざるを得ない状況にかんがみ、地元町内会の意向を尊重した上で施設の

公害防止策や地元の環境整備を行うこと、さらには改築は施設の老朽化による危険性があるた

め緊急避難的な措置として認めるものであり、おおむね平成20年に移転することという内容が

含まれており、近年その期限が迫りつつありますことから二市三町では担当課長会議を中心に

協議を重ね、また地元町内会の方々にもこのような状況を報告させていただき誠意をもって話

し合いを継続させていただいているところでございます。今年に入りましてからは３月及び５

月に開催されました塩竈地区広域行政連絡協議会において、塩釜斎場の移転問題は本市のみな

らず一市三町の共通課題として共同のもとに取り組むという方針を各首長間で再確認し、具体

策について検討を進めているところでございます。現在の検討の状況でございますが、協定に

うたわれております平成20年時点の移転については、現下の各市町の厳しい財政状況あるいは

移転候補地の選定、施設建設に係るスケジュール等々から大変厳しい状況になっているという

認識に立ち、関係する地元町内会に対しまして一定期間の移転猶予をお願いできないかという

ようなご相談をさせていただいているところでございます。それと同時にこの移転問題等に二

市三町が一体となって取り組むため、斎場の運営形態を現在の塩竈市の単独施設の共同利用か

ら法に基づく一部事務組合処理化へ移行することを目指し鋭意検討を重ねているところでござ

います。これらの方針につきましては既に、地元袖野田町内会役員と二市三町の斎場担当課長
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で構成されます斎場運営協議会において申し入れをさせていただき地元からは一定の理解はい

ただいておりますが、なお詳細については今後の調整ということにさせていただいております。

同時に、早い時期に移転候補地を含めた移転までのスケジュールを地元に示すよう要望されて

おり、今後二市三町が一体となって誠意ある対応を行ってまいりたいと考えているところであ

ります。 

 次に、広域化に当たっての具体的な手法あるいは斎場の移転先の見通しについてご質問いた

だきました。お答えをさせていただきます。 

 広域化の具体策につきましては新たな負担が必要となる一部事務組合の新設は合理性に欠け

るため、二市三町で構成する既存の一部事務組合の中から選定することとし、さらに事業の性

質や将来の見通し等からその受け皿としては環境組合が適切ではないかというような考えに立

ち、現在必要となる規約改正などの手続きについて検証を深めているところでございます。ま

た一部事務組合化の時期につきましてはこれまでの検討結果を踏まえ、また地域の方々等のお

約束もあり来年度当初からの事務移管が望ましく、現在それを目標として事務的な作業を進め

させていただいておるところでございます。それがまとまり次第、改めて首長間において最終

確認を行いながら、あわせて一部事務組合化の手続きの必要となる事項を議会にお諮りをした

いと考えております。さらに移転先の見通しにつきましても、これまで首長間の協議ではまず

もって斎場の運営体制を名実ともに広域化すべきであることが確認されており、移転先やスケ

ジュールにつきましては広域化が図られた後、二市三町で誠意をもって協議検討していきたい

と考えているところでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（菊地 進君） ８番嶺岸淳一君。 

○８番（嶺岸淳一君）  それでは２回目の質問をさせていただきます。 

 今、市長の方から丁寧なるご答弁をいただきまして本当にありがとうございます。そこでも

う少し理解を深める点から掘り下げてお聞きしたいなと思います。 

 まず初めの救命機器のＡＥＤの件でございますが、先日まで開催されておりました愛知万博

会場において入場を待っていた観客の方が突然倒れられ、それを係員が発見し救急要請を行っ

たそうでございます。患者は一時心肺停止状態に陥りましたが、警備隊員、医師、救急救命士

が連携をし場内に設置されていた自動体外式除細動器ＡＥＤを使用し、電気ショックを与えた

ことにより心拍が再開し自発呼吸に戻ったという事例が報告されておりました。この万博会場
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においてはＡＥＤが60メートルから70メートル間隔で約 100台設置をされていました。ここに

おいでの皆さんは何人か行っていると思いますけれども、そういうふうに小さい間隔で設置を

されているという状況だったということです。また、警備隊や 3,000人のスタッフが講習を受

け対応できるように備えてあったとも報告をされております。また、話は変わりますけれども、

たしか３年前だったと記憶しておりますが、日本で行われたサッカーの国際試合で試合中にカ

メルーンの選手がこの心室細動で倒れられて帰らぬ人となったことは、私もサッカーの実況中

継を見てあるいはニュースでも見てそのすごさにびっくりした１人でございます。もしその競

技場にそのＡＥＤが設置してあれば助かったのではないのかなと思うんです。さらに、では地

元や近隣での状況をお知らせしますと、七ヶ浜町では今年度にアクアリーナと老人センターに

設置をいたしました。私は、今、市長の方から答弁の中でも講習会をどんどんどんどんやって

いくと。あるいは出前講座でもやっていくと。これも早急にやっていただきたいと。もう簡単

にできるわけですから。それから金額的な問題なんですけれども、もう安いのから高いのまで、

１番高いのだと約70万円ぐらいだそうです。安いのだと二、三十万ぐらいからするそうでござ

いますので、その辺は購入の際きちんとやっていただきたいと思います。 

 それでもう一つは、今の出前講座等云々がありましたけれども、私はぜひ教育長にお願いし

たいんですけれども、学校の教える中で総合学習の中でこういった講習会ができないかどうか。

私はこういった健康指導というか健康教育というか、あるいは福祉教育というものが非常に大

事になるのではないかと。というのは、前にも私はテレビのニュースでも見たんですけれども、

子供がソフトボールをキャッチボールしていて胸にぶつかって、いわゆる心震盪という病気で

亡くなったということがたびたび     たびたびと言うとちょっとおかしいんですけれども    

 聞いたことが記憶にございます。そういったときにその心震盪についてもこのＡＥＤは非常に

効果を示すものだと言われております。ところが、時間との勝負ですから子供たちが、例えば

高学年の中学生がそういう知識を持っているのであれば簡単に誘導するわけですから、ボタン

を押すだけですから、この命の尊さということも教えることができるのではないかなとこう思

うんですけれども、教育長のご答弁があれば、お考えがあればお聞きしたいなと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 次に、防潮堤と津波の関係についてお聞きいたします。 

 これまた今まで私は何度となくご質問したんですけれども、ようやく水門のお話を議場でご

答弁いただきまして本当にありがとうございます。長年の懸案でございましたので、これは姿
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形になってきたなと思います。 

 そこでこの津波に対しての恐怖は、まず津波が起きたときに第一波をどういう形で受けるか

というのが最大の対策だと私は思うんですね。この第一波の衝撃波で家屋が倒壊したりするわ

けですから、その第一波を受ける防潮堤が、今お話を聞くとマリンゲートの方からどうも進ん

で来るような形になってくると。もし建設が進むんであれば、緑地公園の方から年次計画を立

ててマリンゲートに進んでいただきたいとこう思うんです。これは県の事業ですからなかなか

難しい点もありますけれども、これは声を大きく県に訴えてほしいと。この衝撃波を受けるこ

とが、衝撃波を小さくすることがいわゆる被害を最小限にくい止めることだと思いますので、

そのお考えを聞きたいなと思います。 

 それからもう１点は水門いわゆる雨水の問題ですけれども、大雨が降っているときに雨水が

宮町あるいは祓川から流れてきます。そのときに万が一同時に地震やそういうものが起きたと

きにこの水門が閉鎖されますね。そのときに強力排水すると言うんですけれども、どういう形

でするものなのか。これは非常に厳しいなと。結局上から来る水を強力排水して外に出すんで

すけれども、その手法はどうするのか。これは具体的にちょっと難しいと思いますけれども、

今いろんな形でいろんな方法があると思うんですよ。それがわかれば、わかればやってほしい

ということと、もう一つは内水面の排水について、いわゆる祓川の方の沢乙線の方はよくわか

りました。よく今までの従来で水が上がらなくなってきました。では、こちらの宮町側の１番

地、２番地、３番地、９番地内の方の関係はどういった方法でやられるのか、具体的にご説明

していただければ、地域住民の方も安心できるのではないかと思います。 

 それからもう１点です。まず津波が起こると。いわゆる地震が起きて津波が発生するわけで

すけれども、それをいち早く情報源としてキャッチすることが非常に大事な問題でございます。

これの津波の情報源としてはテレビ、ラジオとかありますけれども、いち早くリアルタイムに

できるのはＧＰＳ津波情報観測装置といわれるものでございます。これは陸地より20キロ沖に

つけるのが１番ベターだと。というのは津波の異常潮位を感じたときに、津波は約 100キロぐ

らいで到達するわけですから、約20分間の余裕があります。そのときに水門を閉めるとか、市

内にいるお客さんあるいは地域住民に避難しなさいよというふうに、その時間帯が20分の猶予

ができるんですよ。私は前にもそういうことをお話をしました。そのＧＰＳの進捗については

現在どのような状況になっているのか、お伺いをいたします。 

 次に、立体減速シート、これは市長さんは急ブレーキなんかかかるようなお話をされたと思
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うんですね。私は実は宮城県の土木事務所に行ってこの話を聞いてきました。もちろん現場に

も行ってきました。現場は丸森町、それから船岡     あそこは柴田町ですね。そして名取市。

名取市の現場では約１時間状況を観察してまいりました。そのとき撮った写真がこれでござい

ます。また、そこの24時間の店では店主の方にお話を聞きました。この場所でこれをつけたと

きに急ブレーキがかかったかどうかというお話を最初聞きました。そういうことは一切ないと

いうお話を聞きまして安心しました。だから私はこの減速することが自動的に     完全ではな

いですよ     静かにブレーキがかかるという方向性があるんだろうと思います。だからこそ私

は実施していただきたいと思います。ぜひ大きな事故、この周辺で二、三回起こっております

ので、ぜひ早めに実施をしていただきたいとこう要望させていただきます。 

 最後に、斎場の問題でございます。時間がないので簡単に言います。 

 まず一部事務組合への移管の話が出ました。まず一部事務組合に移管したらば、すべてが一

部事務組合でその移転問題を処理されていくのか。この辺確認したいと思います。塩竈市から

離れて一部事務組合、どこにいくのかわかりませんけれども、そこで検討なされるのか。 

 それから今、市長は来年の４月１日からそういうふうな方向で行きたいとあったんですけれ

ども、実はこの問題について多賀城の議会の方でも取り上げられたとも聞きました。ちょっと

温度差があるなと思いましたので、その辺もきちんと整理をできるようにしていただきたいと

思います。 

 それから未来都市づくり研究会でも検討されていると思いますけれども、この辺の話がわか

りませんのでもしわかればお願いしたいと思います。それから……時間がないので、以上、そ

のことをお聞きいたします。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤  昭君）  私の方から防災対策について再度ご説明をさせていただきます。 

 港奥部の護岸整備、一本にまとめて緑地側からというご質問でありました。実は今、この事

業は二本立ての予算で取り組んでおります。一本は造船所の付近の方の事業ということでご理

解いただきたいんですが、これは港湾環境整備事業ということで港湾整備予算の中の緑地工事

の中で取り組んでいただいております。たしか今年度事業費が５億 5,000万であったかと思い

ますが、全国的にはかなり１カ所としては大幅な予算を投入し整備が進められているのではな

いかなというふうに考えておりますが、なかなか塩竈、これだけでは整備が目に見えてきませ

んので、我々からほかの手法もぜひ検討していただきたいということを申し上げまして、旧観
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光桟橋側につきましては海岸保全施設整備事業というまた別な事業手法を取り入れていただき

まして、二本立てで今整備にようやく本格的に取り組みを始めたというところでございます。

それぞれ事業量をふやしていただきますようなお一層努力をしてまいりたいと思いますので、

よろしくご理解をお願いいたします。 

 それから、ＧＰＳ津波計の設置に関するご質問でございます。今現在の状況をちょっと触れ

させていただきますと、今現在は二市……失礼しました。七ヶ浜、松島町、それから本市にリ

アルタイムで前面の水位の移動が観測できるようなシステムは既にスタートいたしております。

これは消防事務組合の方で設置をいたしております。こういったものを津波の際に役立てたい

ということで既にそういった観測機器は動いておりますが、議員からお話しいただきましたよ

うにほぼ岸壁とか水際線の前面でありますので、水位の上昇等がわかってから逃げるというこ

とではかなり時間的には無理があるのかなと思っております。そういったことを踏まえまして、

本市におきましても議会のお力もお借りしながらそのＧＰＳを搭載したブイを     かなり沖合

です。これは10キロとかもっと沖合になるかと思いますが、そういったところに設置してなる

べく初期の段階で水面の移動状況を入手し、いち早く市民の方々にそういった避難警報を発令

するというシステムになるかと思っておりますが、ただしこういったシステムはかなり高額を

要するものであります。あるいは一自治体として取り組むのはなかなか困難でありますので、

我々といたしましてはぜひ国土交通省においてこういったものに取り組んでいただきたいとい

うお願いをいたしてまいりましたところ、今年５月14日に北側国土交通大臣が来仙された際に

私が直接お会いできる機会をつくっていただきました。その場で、ぜひ東北沿岸地域のために

もこういった施設整備を急いでいただきたいということを大臣に直訴させていただきました。

結果といたしまして平成18年度の概算要望の中に入れていただいたというようなお話をお伺い

しておりますが、これは決定ではございませんので、今後またあらゆる機会をとらえましてこ

ういったＧＰＳ搭載の津波計がぜひこの三陸沖に設置されますようなお一層努力をしてまいり

たいと思っております。 

 残余の部分につきましては、それぞれ担当よりご答弁申し上げます。 

○議長（菊地 進君） 小倉教育長。 

○教育長（小倉和憲君） 私の方からＡＥＤについてお答えいたします。 

 現在の市内の各小中学校では、消防署との協力を得ながら外部講師等を招きまして職員に対

しては心肺蘇生法等の講習を実施しているところでありますし、児童生徒については主に保健
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体育等の時間の中で簡単な救急処置等の学習をしているところでありますけれども、今後ＡＥ

Ｄの配置を含め、職員の講習、児童生徒への講習等を検討してまいりたいと思います。以上で 

す。 

○議長（菊地 進君） 内形建設部長。 

○建設部長（内形繁夫君） 私の方からは、大雨時に津波や高潮が同時に襲来した場合対応はど

うだというご質問でございます。 

 まず水門の閉鎖当時に降雨による内水排除を速やかに行う必要がございます。これは議員さ

んがおっしゃるとおりでございます。このためには付近にポンプ場など強制排水施設の整備が

必要となってまいります。現在の具体的な施設能力や整備仕様、あるいは整備箇所等につきま

しては、水門の設置者でございます県と協議を深めてまいりたいと思っていますし、同施設の

早期整備を強く要望してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（菊地 進君） 棟形市民生活部長。 

○市民生活部長（棟形 均君） それでは斎場の関係についてお答えいたします。 

 まず斎場の関係につきましては、これまで二市三町担当課長レベルで誠意をもって協議をし

てきた経過がありますし、それから地元に対しましても、市長が申し上げましたように斎場運

営協議会の中で誠意をもって情報の提供、それから協議をしてきた経過がございます。そうい

ったことを踏まえまして、ご質問の斎場の移転問題についてすべてが、一部事務組合移行にそ

の問題が継承されていくのかというご質問だと思いますけれども、私どもの方としては基本的

には一部事務組合ができた以降につきましても現行の斎場担当課長がそれぞれおるわけであり

ますし、それから当然二市三町の枠組みで言いますと塩竈地区広域行政連絡協議会も含めた形

でそういう広域行政のあり方を議論する場もございます。そういったところも含めましてきち

んと協議をしていく、それが一つの枠組みになるのではないかというふうに考えておりまして、

一部事務組合ができてそちらに移行したからすべてそちらの方でやるというスタンスにはなら

ないのではないかというふうに考えております。それが第１点でございます。 

 それから二市三町で温度差があるのではないかというご質問がございました。斎場問題、確

かに非常にデリケートな問題がございますので、広域の協議に当たりましては二市三町の担当

課長の中で、まず必要な情報は二市三町すべてが共有するということで、まず情報の共有を第

一にしているということでございます。それについては今までの経過も含めて情報の共有を第

一にしているというのが一つ。それからいろんな課題への対応についても二市三町の担当課長
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の中で整理をして、それを首長会議の中に上げているということでございますので、基本的に

はそういう温度差が生じないような対応をこれまでもしているということでございます。もし

そういった部分があるとすれば、今後ともそういったことがないように整理をしていきたいと

いうふうに思っております。 

 それから未来都市づくり研究会について見えないということでございますが、未来都市づく

りの関係につきまして斎場問題については同研究会の中に専門部会が設置されておりまして、

未来都市づくりでも斎場問題を基本的に議論するという専門部会が設けられているところであ

ります。部会長は事務局になりますけれども塩竈市がなっておりますので、当然私たちが考え

ております二市三町の問題と、それからこの未来都市の問題、十分踏まえながら進めていきた

いというふうに考えております。以上です。 

○議長（菊地 進君） ８番嶺岸淳一君。 

○８番（嶺岸淳一君） では、時間がないので最後の点だけ聞きますけれども、今、未来都市づ

くりも進めて事務局が塩竈だと。それから一部事務組合の管理者も塩竈だと。すべて何か塩竈

でやれというようなことにならないのかなと、これを心配するんです。その面も踏まえてきち

んとした整理をしてほしいというのが私どものこの議会においては、前のし尿処理場の問題で

非常に苦労した件がありますので、そういうことにならないように要望して終わります。以上

でございます。 

○議長（菊地 進君） 19番吉川 弘君。 

○19番（吉川 弘君）（登壇） 私は日本共産党市議団を代表しまして一般質問を行います。 

 質問の第一は、本市の第３期介護保険事業計画について伺います。 

 さきの６月議会で我が党の小野絹子議員の質問に対して軽度者への介護サービスの当局の答

弁は、軽度者に対するホームヘルプサービス等が必ずしも状態の改善につながっていないとい

う実態を踏まえサービスの内容の見直しを行うもので、一律にサービスを打ち切るという内容

のものではないと。今回の見直しは自立していただくような支援とまた要介護者とならないよ

うな予防重視のサービスとなるものであると、このように述べております。昨日の市長答弁を

聞いていても、市長は介護サービスを制限するものではない。本人の意思も伺いながら利用者

が選択することを基本とする。このように述べ、６月議会での答弁と同じように国の考え方の

立場に立ったものだと感じました。 

 しかし、この間の国会での審議を通じて議論が深められております。６月16日の参議院の厚
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生労働委員会で、我が党の小池 晃議員は高齢者の状態悪化の原因を調査したＮＰＯ法人「地

域保健研究会」の報告を紹介しました。同研究会が東京都内で行った調査によれば、高齢者の

要介護状態が悪化した原因の第１位は脳神経障害などの疾患、次が認知症で、過剰な家事援助

によって状態が悪化した人はいないというものでありました。いずれも新予防給付の対象外と

なる人たちで、予防への効果を上げることを口実に家事サービスを制限する理由は完全に崩れ

さったことになります。一方、新予防給付に盛り込まれる新サービスの筋力向上トレーニング

について効果があったという件に関しても、昨年度全国69市町村で介護予防のモデル事業が実

施されましたが、その中間報告が４月19日に行われました。報告によりますと、筋トレを行っ

た人の16.3％は状態悪化、このようにされております。項目別では体の痛みや心の憂うつなど

の項目で悪化した人は約３割に上ったのであります。さらに、鼻血が出た、風邪をこじらせた、

入院したなど筋トレで体調を崩す例も各地で続出したと報告されております。結局、新予防給

付導入が真剣に予防を考えたものではなく、軽度介護者に対する給付削減だけを目的としてい

る問題が指摘されたのであります。そこで私は軽度者に対する介護サービスについて改めて市

当局の見解をお聞きいたします。 

 次に、来年度から第３期介護保険事業が始まります。来年度の事業に向けて、本市ではこと

しの８月介護保険高齢者保健福祉計画策定に係るアンケート調査を実施いたしました。現時点

におけるアンケート調査での特徴を伺うとともに、今年度末までの第２期事業の総括がどのよ

うに進められ、その教訓がどのように第３期介護保険事業に生かされようとしているのか、お

伺いいたします。 

 来年度から介護保険の中に地域支援事業が創設される計画になっております。これまで本市

においても老人保健法に基づき保健事業、在宅介護支援センター運営事業、介護予防地域支え

合い事業の三つの事業が行われてきました。しかし、今回の見直しによって介護保険に組み込

まれて地域支援事業になるならば、老人検診や福祉事業などで本人負担が一割負担になるので

はないかと。国や市の福祉に対する責任が大幅に後退はしないのかなど心配するものですが、

事業がどのように変わっていくのかお伺いいたします。 

 厚生労働省は高齢者の増加や介護サービス利用者の増加により来年度には介護保険料の値上

げを計画しております。現在全国平均で 3,300円ですが、これを 600円から 1,000円の範囲で

引き上げると聞いております。本市においてはどのような保険料に設定しようとしているのか

伺います。 
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 さらに介護保険料の軽減措置では高すぎる保険料のため全国の自治体の中で４分の１が保険

料や利用料などの減免制度を行っております。本市においては保険料第２段階で低所得者に対

する軽減が行われてはおりますが、これだけではなくさらに市単独の減免制度導入の考えはな

いのかどうか、当局の見解を伺います。 

 質問の第２は、市内小中学校施設の整備について伺います。 

 党市議団は４年前に続いて、今回２回目の浦戸を除く市内小中学校の施設の実態調査を７月1

9日から３日間かけて行いました。今議会の決算資料では、平成17年度から平成22年度までの６

年間の小中学校施設補修工事計画を出していただきました。小学校で約７億円、中学校では約

３億円となっておりますが、党市議団は必要ならば債務負担行為を活用して一気に補修整備を

すべきだとこれまでにも主張してきましたが、今回の補修工事計画に対してどのような予算を

つけようとしているのかお伺いいたします。 

 私は学校調査の中で、今回の質問では玉川小、月見小、玉川中などの結果について意見を述

べさせていただきます。子供たちの安全とのかかわりでは、宮城沖地震が今後20年間で90％の

確率で起きる予想がされている中、昨年玉川小が耐震調査が行われました。来年度は月見小の

予定になっております。今回の学校施設実態調査では月見小の３号校舎屋上のひさしモルタル

落下の危険性が指摘されました。また、昨年には玉川小で校舎外壁落下が起きております。こ

のような中、国においては学校診断化を推進するために来年度から５年間の期間で３兆円を投

入する計画があることが河北新報の７月10日付で報道されました。市内の各学校の耐震化計画

をさらにスピードを上げて取り組む上でも、このような財政措置を活用して積極的に行うべき

だと考えますが、このような制度を活用する考えがあるのかどうか伺います。 

 また、玉川小の耐震化補強工事はいつ終了するとなっているのかお伺いいたします。 

 教室の床や廊下の床のはがれは、用務員さんがお互いに技術を交換しながら材料をみずから

購入して安く仕上げている現場を私は目にいたしました。しかし、月見小の２号、３号校舎で

は専門家でなければ修繕できないような激しい傷みとなっており、父兄からも補修すべきと強

く要望が出されたと聞きました。月見小の教室や廊下の床の修繕の見通しはどのようになって

いるのかお伺いいたします。 

 続いて、玉川中の体育館の照明灯は全体で36個ありますが、電球が切れたためことし10個を

交換したそうであります。それでも私たちが視察に行ったときには今も６個が切れておりまし

た。電球交換では高い天井のため専門のとび職４人で足場を組んで、その費用は15万円かかる
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と説明を受けました。私はその都度電球交換のため多額の経費をかけていたのでは大変だと思

います。電球がおりてきて交換できるようなそのようなシステムにするなど改善はできないで

しょうか。お伺いいたします。 

 小学校の図書整備事業でも図書の充足率は目標の54.3％となって大幅におくれております。

今後、カメイこどもの夢づくり基金を活用して蔵書の冊数をふやす計画になっております。移

動図書館のプクちゃんが来る学校の児童たちは非常に喜んでいるという話でした。移動図書館

は各学校に行っているのかどうか。どのような役割を果たしているのかお伺いいたします。 

 質問の第３に、本市の住宅政策について伺います。 

 全国の公営住宅への入居希望の応募倍率は平成15年度で 9.4倍になっており、都市部ほど希

望が高くなっております。本市の今回改築された梅の宮住宅の応募では、一般からの入居18戸

に対して 195名の応募があったそうでその倍率は10.8倍であります。安く入居できる公営住宅

への要望は強いものがあります。当局は、市民の強い公営住宅への入居の希望に対してどう応

えていこうとしているのか見解を伺います。 

 ことしの通常国会で公営住宅法の一部改正が行われました。さらに来年度には公営住宅法の

大改定案が提出されると聞いております。本市においてはこのような国の公営住宅法の改正の

動きをどのように把握し、本市への住宅政策に対してどう影響が出てくるのか見解をお聞きし

ます。 

 本市の公営住宅ストック総合活用計画では、第８期５カ年計画の建てかえ事業として梅の宮

住宅と玉川住宅の二つの事業が計画されておりました。ところが、県の指導で２カ所同時の建

てかえはだめだということで、平成14年度に玉川住宅は設計予算がついたものが途中でなくな

ってしまいました。玉川住宅は昭和37年に建設され、耐用年数を18年超過している老朽化した

住宅でございます。梅の宮住宅の２期工事が平成18年度に終わり、その後引き続き玉川住宅の

建設にとりかかると、この間当局答弁で行われております。今後８期、９期の事業、それぞれ

５カ年計画では80戸、そのもの10年間の計画では 120ないし 150戸の建設更新を図っていくこ

のような方針となっております。梅の宮住宅に続いて玉川住宅、さらに８期、９期の事業を計

画どおりに進めていただきたいと思いますが、当局の見解をお聞きします。 

 ことしの７月14日、共産党市議団は東京都の文京区の住宅課を訪問し、文京区の住宅事業に

ついて研修を行ってまいりました。現在文京区では住宅に困っている世帯に宅地建物取引業協

会の協力も得て民間賃貸住宅をあっせんしております。また、高齢者向け民間アパート借り上
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げ住宅として３棟21戸、高齢者向けのバリアフリーとしてシルバーピア９棟 204戸を借り上げ

または買い取るなどして、さらに障害者住宅として１棟６戸、このほかに国から一定の補助を

受けて民間アパートを借り上げる特優賃型区民住宅６棟 107戸があります。本市においても民

間アパートが空き部屋になっているところを数多く見受けます。文京区の住宅事業から学び、

住宅あっせんの取り組み、民間アパートの借り上げ、高齢者や障害者向けの居住の確保に取り

組むことが市民の要望に応え、さらには本市の居住人口をふやす上でも重要だと考えますが、

当局の見解を伺います。 

 質問の第４に、貨物ヤード跡地の活用について伺います。 

 市は昨年の11月に、ＪＲ貨物ヤード跡地の開発事業についてまちづくり参画事業者募集とい

う名目で大手企業を参加させ、事実上その開発をゆだねるという重大な政策決定を行いました。

我が党市議団はヤード跡地の開発に当たっては海辺の賑わい地区グランドデザインに基づいて

行うべきと主張し、慎重審議をこの間求めてきた経過がございます。もう一方、イオン㈱への

ヤード跡地の20年間の賃貸について法的にはクリアできるのかと、我が党は２月での市政方針、

予算特別委員会、さらにはその後の６月議会など再三にわたって取り上げてまいりました。し

かし、当局はこの間の何カ月間もの期間があったにもかかわらず、納得のいく明確な答弁はご

ざいませんでした。６月議会の我が党の小野議員に対する助役答弁でも、条件整備がどういう

形でできるか、県あるいは国の方に通じて今、指導をいただいている。あるいは法的な解釈に

ついては専門である顧問弁護士の方にも相談しながら、まだ、若干貸し付けまで時間がござい

ますのでその中できちんとした対応をしていきたい。このような答弁でした。当局はこのよう

な法定根拠を研究もせずにイオン㈱に貨物ヤード跡地を賃貸の契約をしようとする行為は、ま

さに本市の信用にもかかわる大変な問題だと考えます。当局では土地開発公社の土地をイオン

㈱に対して土地の賃貸をできるという法的根拠についてどのような見解を持っているのか改め

て伺います。 

 以上で第１回目の質問とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。（拍

手） 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤  昭君）  （登壇） 19番吉川議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、本市の第３期介護保険事業計画に関するご質問でございます。 

 介護保険の第２期事業計画の総括と第３期事業に向けた取り組みについてお答えをいたしま
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す。 

 介護保険事業についてでございますが、第１期は介護保険制度の積極的な啓発を、第２期で

は制度の定着に主眼を置き進めてまいりました。第２期の成果といたしましては、介護認定者

も増加してきておりますが、施設及び住宅のサービス基盤も充実されサービス利用実績も計画

の見込み量を上回っており、特に在宅サービスの利用者数など伸びてきておりますことから、

制度として一定の定着を見せているのではないかというふうに考えております。また、介護保

険の運営状況でございますが、平成17年度末で介護保険事業総額約30億との計画に対し本年度

の予算額は約１割増しの33億円であり、ますます利用が拡大する傾向にあるというふうに認識

をいたしております。第３期計画策定に当たりましてはこのような要介護者の増加の実態や利

用実績並びに今回の国の介護保険制度の改革を踏まえ策定していくこととなります。 

 今回の介護保険制度改正による新予防給付についてでございますが、現在は要支援の方は予

防給付として、要介護の方は介護給付として訪問介護や通所介護といった介護サービスをご利

用いただいております。しかし、サービスの過度の利用や安易な車いす等の福祉機器利用によ

る筋力の低下、家事能力があるにもかかわらず家事代行型の訪問介護サービスを利用し続ける

ことによる日常生活能力の低下など、いわゆる廃用症候群が軽度者に多発し介護予防の課題と

なってきております。このため今回の制度改正は健康で自立的な生活ができるような改善策と

して適切なサービスへと移行するもので、予防給付を重点化し新予防給付を介護サービスのメ

ニューとして制度化するものでございます。具体的には要支援の方に対して新予防給付という

ことで、介護予防となる筋力向上トレーニングでありますとか口腔機能の向上、さらには栄養

改善等のサービスがケア計画に基づいて既存の訪問介護や通所介護等の介護サービスの中に組

み入れて利用していただき、高齢者の方々の自立を支援するものでございます。 

 次に、第３期介護保険事業計画についてお答えいたします。 

 第３期計画の基本方針といたしましては、住みなれた地域で安心して生活していただくこと

にあると考えております。現在介護サービスを利用されている方々や介護サービス事業者、一

般市民の皆様も含めたアンケート調査を実施いたしておりますので、この結果を踏まえながら

介護サービスの質の向上並びに介護予防の推進を重点課題として第３期事業を策定してまいり

たいと考えているところでございます。 

 また、介護保険制度改正に伴い高齢者保健福祉事業の見直しもございます。老人保健事業や

高齢者介護予防並びに地域支え合い事業、在宅介護支援センター運営事業等を再編し、地域支
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援事業を新設する中で総合的に高齢者の介護ニーズへの対応や予防事業の推進を図る内容とな

っております。厚生労働省の来年度予算概算要求の概要によりますと、高齢保健事業のうち健

康審査等の事業については当面従来どおり老人保健事業において実施する方向が示されており

ます。本市におきましては、介護保険事業と並行してこれまでも健康予防等や介護予防事業、

さらには訪問指導事業等の介護予防を重点化しておりますので、今後ともさらにこれらの取り

組みを強化し、保険者としての責任をもって明るく活力のある超高齢化社会の実現に向け努力

していきたいと考えております。そういった中で第３期の介護保険料の設定というご質問がご

ざいました。今後慎重に対応いたしてまいりたいと考えておりますし、また減免措置等につき

ましても基本的な考え方を整理の上、改めて議会にご説明をさせていただきたいと考えており

ます。 

 次に、市内小中学校施設の整備について何点かご質問をいただきました。 

 初めに市内小中学校施設の整備についてお答えをさせていただきます。 

 学校施設の整備につきましては、５カ年の修繕計画の中で児童生徒に対する安全を最優先と

し、次に電気でありますとか水道等のライフラインの整備、さらには環境衛生改善を優先する

こととしており、計画的に取り組みを始めております。補修に当たっては学校からの修繕要望

及び職員の点検により現場の状況を把握し、限られた予算を有効に活用することを基本に優先

順位を定め修繕補修等を行っておりますが、突発的に緊急度の高い修繕等が発生した場合には

その都度対応させていただいているところでございます。なお、施工に当たりましては児童生

徒の安全確保や教育活動に支障のないよう、施設の点検に細心の注意を払いながら補修工事を

行ってまいりたいと考えております。その中で債務負担というお話をいただきました。今後と

も効果の上がる修繕工事等につきましては当然のことでありますが、債務負担行為等について

も検討を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、学校の耐震診断、耐震計画についてのご質問でございますが、宮城県沖地震等の災害

に備え児童生徒の安全を守るために学校施設の耐震強化は喫緊の課題でありますし、また学校

施設は避難所としての役割も担いますことから耐震診断調査及び耐震補強工事を耐震５カ年計

画に基づき実施することといたしております。耐震診断調査を平成16年度に玉川小学校、第三

小学校で実施いたしましたが、順次平成20年度までにはすべての小中学校でこういった調査を

実施し、その結果を受け耐震補強工事を平成22年度までに完了する予定でおります。先日の８．

16地震におきましては震度５弱でございましたが、各小学校とも幸い大きな被害はございませ
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んでしたが、今後のこういった計画の早期完了に向けなお一層努力を重ねてまいりたいと考え

ておりますし、当然のことでありますが地震対策特別措置法に基づく各種支援制度につきまし

ては当市でも最大限活用してまいりたいと考えております。 

 次に、月見ヶ丘小学校を初めとしての補修の具体的な内容についてご質問をいただきました。

後ほど担当よりご答弁をさせます。 

 続きまして、移動図書館及び学校図書に関するご質問をいただきました。お答えいたします。 

 移動図書館は市民図書館やエスプから遠く来館が困難な市民の方々のために、四つのコース

を設定し週２回実施をしております。１コース当たり３カ所に駐車しサービスを行っており、

学校では杉小、三小、月見ヶ丘、二小で実施し、その他保育所や公園、集会所前などで実施を

させていただいております。玉小につきましては駐車スペースがないため、当地域では新玉川

住宅前で市民の方々に貸し出しをいたしておりますが、玉小につきましてはその代替策として

玉小の学級文庫に対して団体貸し出しで対応させていただいております。また、学校図書につ

きましては平成16年度に予算を増額して整備を図ったところでありますが、なお一層の整備を

促進するため平成17年度におきましてもカメイこどもの夢づくり基金などを活用し、市内小中

学校全体の蔵書の充実になお一層努めてまいりたいと考えております。 

 次に、本市の住宅施策についてご質問をいただきました。 

 初めに、市民の要望の高い低廉な住宅への入居に市はどう応えるのかというご質問について

でございます。 

 平成16年度に完成いたしました梅の宮住宅への入居者につきましては、第１期工事36戸に対

し、旧梅の宮住宅からの戻り入居者、花立住宅からの住みかえ入居者を除いた一般募集枠18戸

に対して、議員ご指摘のとおり 195世帯と約11倍の応募がございました。市営住宅は民間賃貸

住宅に比較して比較的使用料が低額ということもありますが、今回は新しい住宅ということで

特に希望が集中したものと考えております。梅の宮住宅は第２期工事を進めているところであ

り、完成後は12戸ではありますが新たな方々にご入居いただけることとなります。 

 次に、平成18年度梅の宮住宅建設計画後の計画についてお答えをいたします。 

 市営住宅に対する市民の要望、老朽住宅の解消、少子高齢化社会に向けての整備を行います

ため、平成12年度に公営住宅ストック総合計画を策定し、それに基づいて住宅の整備を行って

まいりました。18年度以降の計画でございますが、本市は非常に厳しい財政状況の中で財政健

全化に向けて努力している途上であり、玉川住宅はストック計画に掲載事業となっております
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が、市全体事業のあり方等を見据えた形で施工時期などについてなお検討を重ねてまいりたい

と考えております。また、公営住宅の制度改正についてでございますが、平成17年度から公営

住宅建設事業等の既存補助金を地域住宅交付金に一本化し、地方自治体が地域の実情に応じて

総合的な住宅政策の推進が可能になるものでございますが、しかし交付金化により補助割合が5

0％補助から約45％弱に引き下げになるという状況も発生しております。このため梅の宮住宅第

２期工事に当たりましては、住宅駐車場整備のほかに市単独事業でありました狭隘道路整備事

業などを地域住宅政策事業として組み入れながら、新制度を最大限に活用できるような取り組

みをスタートさせたところでございます。 

 民間住宅の借り上げ等についてお答えをいたします。 

 民間住宅等を鋭意活用する借り上げ方式は公営住宅整備手法の一つではございますが、現実

的には公営住宅整備基準に適合するようさらなる改築工事を行うなどさまざまな要件が必要と

なりますため、民間アパートまで枠拡大することについては現在想定をいたしておりません。

なお、本市における市営、県営を合わせた公営住宅管理戸数は 1,205戸とストック計画の97％

を超えており、また県内他市と比較いたしましても高い水準を維持しており、十分なストック

数を確保しているものと考えております。本市といたしましてはこうした現有の公営住宅のス

トック数を十分に活用しながら、老朽化や少子高齢化への対応に配慮した住環境の改善を進め

てまいりたいと考えているところでございます。 

 次に、貨物ヤード跡地の活用についてご質問いただきました。土地開発公社の貸し付けの根

拠についてでございますが、中心市街地の活性化に向けた海辺の賑わい地区土地区画整理事業

につきましては、平成16年度におきまして海辺の賑わい地区グランドデザインを策定し、商業

振興による活性化を進めるため民間活力の導入を手法とした事業展開を図ることとし、事業者

を公募し今回の参画事業者決定を行ったところでございます。これまで参画事業者との協議の

中で20年間の事業用地借地権の設定による土地開発公社用地の賃借を求められております。本

市の公社保有地は公有地の拡大の推進に関する法律第17条第１項第１号用地でございまして、

総務省通達により長期間、10年間を超える賃借が認められない状況にありますので、平成17年

６月28日に構造改革特別区域による規制緩和を申請し、１号用地での賃貸を目指しておりまし

たが、平成17年７月25日の総務省の回答では残念ながらご承認をいただくことができなかった

ところでございます。また、国におきましては全国的に土地開発公社所有用地保有の長期化が

進んでいる状況から、平成16年12月公有地の拡大の推進に関する法律施行令を改正し、公拡法
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第17条第１項第２号用地に係る事業用借地権の設定を認めたところでございます。 

 以上のように１号用地の賃貸につきましては構造改革特区による事業用借地権設定による賃

貸が困難となりましたが、２号用地での事業用借地権設定による賃貸ができますので、１号用

地から２号用地への変更について国や県と相談しながら検討を進めてきたところでございます。

１号用地から２号用地への変更につきまして、国の説明では法令及び通達上では変更は可能で

あるとの一定の回答をいただいているところでございます。今後の手続きといたしましては、

本定例会で議決をちょうだいいたしました定款変更に係る知事の承認と２号用地への変更に係

る公社理事会の承認をいただく予定としているところでございます。海辺の賑わい地区の整備

事業は土地開発公社用地の有効活用と中心市街地活性化に向けた事業であり、一刻も早く商業

者の皆様方の活気を取り戻すため大変重要な事業として早期実現を目指して取り組んでおりま

すので、よろしくご理解をお願い申し上げます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） 小山田教育部長。 

○教育部長（小山田幸雄君） それでは私の方から月見ヶ丘小学校のアスベスト入りのビニール

撤去の対策とそれから体育館で使われております電球システムについてお答えいたします。 

 廊下などのビニールの床タイルでありますが、一般的には飛散することはないのであります

が、それをはがしたりしたときにそれが飛散するのではないかという不安から、今お父さん方

が自分たちでやってあげようというところのブレーキがちょっとかかっているわけであります

が、実はこれにつきましてはまだガイドラインが示されておりませんので、それにつきまして

なお情報を収集しながら健康に被害のない方法で対策をとってまいりたいと思います。 

 それから玉川中学校などを初めとする体育館で、電球のシステムが固定化されているために

切れたときに交換するのが容易でないということであります。これにつきましては、地震のと

きなどでも結構故障が多かったりしているものですから、安全性でありますとか経済的な面か

らもそのあり方について検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（菊地 進君） 19番吉川 弘君。 

○19番（吉川 弘君） では、２回目の質問をさせていただきます。 

 まず介護保険の問題ですけれども、市長が言われるとおり介護給付費、これがもう30億が33

億と１割も伸びていると。そういう中でやはり適切な予防に移行するんだということを言われ

ていますけれども、この間の審議を通じてやはり初めに給付費削減、これがあるということだ
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というふうに思います。本市においても介護認定者 2,100人、16年度でおりますけれども、そ

のうちの要支援者が 152人なんですね。ですから、これらの方々がもう全部新予防給付という

ことで結局そちらの方に移行されて、これまでのヘルプサービスがもう受けられなくなると。

それから要介護度１、この方は 738名おりますけれども、この方の７割から８割がやはりこれ

ももうヘルプサービスが受けられなくなると。８割だとすると 590名の方ですよね。ですから、

これらの方が本当にもう受けられなくなるし、あと全国的に見ましても居宅サービスを受けて

いる方々というのは５割から６割が要支援、介護度１なんですよ。ですから、これらの方がほ

とんど……私も地域を回りますとやはり一人暮らしの方とかあと高齢者の夫婦の方とか、それ

からあと認知症にかかっている方とか、そういう方たちがこれまでのヘルプサービスを受けて

生活を維持している、本当にそういうことなんです。ですから、これらがサービスが受けられ

なくなるとなると、本当に大変なそういうものに変わっていくと。ですから、きのう、きょう

と市長のいろいろな答弁を聞いても、これから本当に大変な問題が起きてくるんですけれども、

そういう面ではもっと市民の実態を知っていただきたいとそういうふうに思います。 

 そういう中で来年４月から新予防給付、これが原則的には実施になりますけれども、ただこ

れは２年間の猶予期間があって各市町村で体制整備ができなければ開始をおくらせるとそうい

うことも可能なんですね。ですから、そういう面で本当に市民の介護サービスを低下させない

ということであれば、そういうことも含めて４月にすぐこれを軌道に乗せるということではな

くおくらせることを含めて、その辺での検討はないのかどうかお聞かせ願いたいというふうに

思います。 

 あと、特に今年度で２期が終わって来年度から３年間の３期事業が始まるわけですけれども、

この間も民生協議会に対する10月１日からのホテルコストとか、あと食費の自己負担の問題に

ついても、やはりそういう面ではもっと資料的にも提供していただいて本当にどういう実態に

なっていくのか、そういう情報提供というのが非常に大事だというふうに思います。ですから、

この間のアンケートとか、あと２期事業の総括をしっかり議会とか関係者に示して、その上で

３期に臨んでいただきたいとそういうふうに要望しておきます。 

 それからあと老人検診、これが地域支援事業が導入される結果、当面は福祉事業でいくとそ

ういうことを言われていますけれども、やはり介護保険になればもう１割負担になるというこ

ととか、あと介護保険料の未納者の場合検診を受けられなくなる、そういう可能性も出てくる

のではないかと思いますけれども、その辺についてお答えをお願いしたいと。地域支援事業の
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創設によって、結局介護保険から新たに 1,000億円を拠出しなければならない。ですから、そ

うなれば来年度の介護保険料の値上げ、それにも影響を与えてきますし、あと国の方としては

一方 300億円以上が減るんですよね。ですから、そういう問題も出てくるということをやはり

指摘しておきたいというふうに思います。 

 それからあと、本市の介護保険料については議会に示すということですけれども、これも本

当に 1,000円ぐらい上がったらもう年間１万 2,000円ですから本当に大変だというふうに思い

ます。そういう点ではやはり軽減措置、これはちょっと答弁がありませんでしたけれども、本

当に非課税世帯とかあと高齢者の収入を考えればここのところに単独での軽減策も考えていく

必要があるのではないかと。やはり介護保険導入前は国が50％、それから県市でもう 100％見

られたのが、介護保険導入になって国は４分の１、そういうふうに変わってきているわけなの

で、そういう面で国とか地方の財政負担が大きいのではないかというふうに思います。 

 それからあと学校施設運営に関しては、特に地震とのかかわりでは５カ年計画で平成20年度

までは診断を行っていくとそういうふうに述べられました。私が言いましたけれども、特に河

北新報に載った国の積極的な対応、この進め方というのは地震特措法で２分の１の補助率なん

ですよ。ところが、今、本市でやろうとしている診断、それから補強工事は結局大改造という

ことで３分の１ですね。ですから、ここのところなぜ……そういう国の法に手を挙げられない

のかということで、この問題でも結局14年度から16年度まで続いたこの特措法が、市が結局手

を挙げられなかったんですよね。そして我が党議員団もこの問題を指摘しながらあと政府交渉

も行ってぜひ継続してほしいとそういう要望を行ってきました。それが今回継続事業として新

たにつながったということなんです。ところが、決算の中でも当局答弁としては、結局国の方

から通達が来ていないと。そういうことでもっと積極的に取り上げていくというか、そのこと

が重要ではなかったのかというふうに思うんです。今回も結局はもう手を挙げなくてこれに乗

らなかった、そういう状況があったというふうに思います。その辺では今後どういうふうにこ

れを事業に乗っていくように対応していくのか、その辺をお聞かせ願いたいというふうに思い

ます。 

 あと住宅に関しては、確かに国の方で交付金に一本化することによって５％削減とこういう

問題もありますし、あと交付金化されればやはり本当に財政事情の弱いところにおいてはこれ

がほかに回されてしまうということで計画がきちんといかなくなる、そういうことも指摘して

おきたいというふうに思います。あと特に玉川住宅については14年度に手がける予定、本当に
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もう老朽化しているわけなので、ここのところについては早急に取り組んでいただきたい。そ

してそのことがあと８期、９期につながっていくというふうに思います。それからあと民間住

宅の借り上げとか取り組みはないということでしたけれども、本市の場合も土地も狭くてこれ

以上の新たな人口をふやすということはできない中で、やはり民間アパートの空き部屋、そこ

のところを活用して人口をふやすということであれば、そのことが交付金措置にもつながって

いく、そういう点でいくということに私は思うわけなので、その辺についても見解をお聞きし

たいと。 

 それからあと貨物ヤード跡地の問題では、これについては総括質疑だとか我が党の小野議員

に対する助役答弁が行われましたけれども、これを聞いてももう初めに賃貸20年間ありきで、

その後に法的根拠をどのようにすればできるのか、この間本当に努力してやってきたというの

が実態だというふうに思います。助役も１号用地ということは認めましたけれども、結局公拡

法の適用これもだめで、その後に結局特区申請をしたけれどもこれもだめだったと。そういう

ことで来て、市長も言われましたけれども、今回の公社の定款変更というのはあくまでも２号 

用地、これを対象とした内容なんです。助役答弁の中で１号から２号に     これは国とか県を

通じてできるということですけれども、これの内容についても市長が、結局公社に対して協議

をお願いして、公社の中でそれを論議してＯＫが出ればいいんだとそういう話だったと思いま

すけれども、しかしこれがどういう形でどこにそれがあるのか具体的に示していただきたいと。

なぜそれができるのかということなんですよね。結局土地開発公社の目的、これは第１条で書

いてありますけれども、土地開発公社の土地というのは地域の秩序ある整備とそれから市民福

祉の増進に寄与する、これが目的なんですよ。本当に市が市の税金を使って基盤整備をやって

下水を入れて水道を入れて、そしてどうぞ大手企業来てくださいと。これではやはり市民は納

得しないんですよ。ですから、やはりそういう点でも公拡法の改定の中で、これまでの12年の

改定の中で、むやみに社会的批判を招くものにならないようにとそういうのが盛り込まれてい

るんです。ですから、こういう問題というのは全国的にあるからこそ、そういう改定に当たっ

てこれが出ているわけなんです。ですから、その辺でもう一度１号から２号に改定できるその

根拠についてお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○議長（菊地 進君） 佐々木健康福祉部長。 

○健康福祉部長（佐々木和夫君） それでは私から介護保険関係についてご答弁を申し上げます。 

 まず新予防給付でございますけれども、議員ご案内のとおり、今、要支援の方、それから要
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介護度１の８割の方々がそのまま新予防サービスを受けるということになるわけではありませ

ん。基本的には現在、現時点で、いわゆる施行の時点で、まだ介護判定が有効である者につい

てはそのまま来年の４月１日以降も介護サービスを受けていくということになります。その期

限が切れた段階で、認定審査会においてこれまでの審査項目プラスいわゆる状態の維持改善可

能性の項目を含めた審査をして、当然今までの介護サービスを受ける状態が必要な方は介護に

いくわけですから要介護度１なり２なり３なり４なりにいくわけですから、これらの方々につ

いてはそのまま介護サービスを受けられるということでございますので、まず確認のため申し

上げておきたいと思っております。 

 それで、いわゆる状態の維持改善可能性のある方についてのみ、要支援１ないしは要支援２

ということで新予防給付がされるということでございます。この内容でございますが、内容に

つきましても今まであるいわゆる通所介護であるとか通所リハビリテーションであるとか、あ

るいはショートステイ、グループホームにつきましても、これは今までのサービスを予防介護

という点において見直しをして、このままこれはサービスが受けられるということでございま

すので、それも改めてご理解を賜りたいというふうに思います。さらには、新しいサービスと

して筋肉トレーニングであるとかそういうものが加わってくるという内容でございます。筋肉

トレーニングについていろいろ国会で議論があったということでございますけれども、筋肉ト

レーニングというとかなり老人にとってはハードなというようなイメージを受けるかもしれま

せんけれども、基本的にお年をおとりになっていろんな筋肉が自由に動かせるということは、

やはり自立にとって非常に必要なことではないかと私ども受けとめております。例えば、食事

をする際でもきちんとスプーンなりはしを持って食べられる。あるいは排泄をする場合でもき

ちんと衣服を脱いだり着たりできる。こういう筋肉をきちんと維持していくことはやはり自立

にとって大変必要なものだというふうに思っております。そういう意味で今回の筋肉トレーニ

ングが予防介護ということで取り入れられたということは大変いいことなのかなというふうに

は私どもは思っている状況でございます。 

 それから２年間の猶予期間があるということで、これはすぐ実行しないようにしてほしいと

いうような要望がございました。これは先ほども申し上げましたように４月１日からがらっと

全部が変わるわけではございません。私ども予防給付に移る方の認定作業が徐々に入ってくる

のではないかというふうに思っておりますので、それは実情に合わせながらそれらの方々のア

セスをきちんとしまして、ケアプランをきちんと立てて実効のあるサービスというふうにして
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いきたいというふうに思っております。 

 それからアンケート調査をどのようにしていくのか。あるいは２期事業の総括をどのように

していくのか。議会の方にきちんと情報提供をしてほしいという要望がございました。私ども

これまでも、これまでの検討結果についてその都度必要に応じて協議会などに報告をしてまい

りましたので、今後ともこういう内容については情報提供してまいりたいというふうに思って

おります。 

 それから老人検診の問題、未納者の場合検診を受けられなくなるのではないかということで

ございますが、基本的にはまず当面は現在の検診の状況を維持していくということで政府の予

算もついておりますので、そういう内容で実施していきたいというふうに思っております。 

 それから保険料がどうなるのかというお問い合わせがございました。保険料については、今

これまでの実施の実績を踏まえて今後の予測をし、それから認定がどのような人数になってい

くのか人口の推定をし、さらにはサービス量がどのようにふえていくのか。これにつきまして

は一定のそういう実績を踏まえての数値の出し方というのもありますけれども、国県の参酌標

準というのもありますので、これらを取り入れながら保険料を決めていくということになりま

す。それから軽減措置、単独減免ということでございますが、現在第２期保険の段階で単独減

免を実施してまいりましたが、これはご案内のとおり平成14年度末で２億円の基金がありまし

た。この基金を使ってこの３年間単独減免をやってきておるわけでございますけれども、平成1

6年度の末においてこの基金が１億 5,000万という状況でございます。これはこの17年度でどう

なるかということでございますけれども、先ほど市長から給付費が30億から33億にふえてきて

いるという中で、ほとんど恐らく17年度末で基金は取り崩してしまう状況、むしろマイナスに

なるのではないかというおそれがある状況でございます。したがいまして、基金を使っての第

３期においての単独減免は現時点では困難ではないかというふうに思ってございます。もちろ

んやろうとすればできるわけでございますが、単独減免ということになれば国県のいわゆる財

源が措置されませんので、これは保険料としてあまねく被保険者にかかっていくということに

なりますので、そういう方法がいいのかどうかということも十分検討していかなければならな

い問題だと思っております。以上でございます。 

○議長（菊地 進君） 小山田教育委員会教育部長。 

○教育部長（小山田幸雄君） 耐震対策を国の制度に乗っかって急いでやるべきであるというご

提案でありますけれども、お話にございましたように、前に紹介がありましたときは諸般の事
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情から特別措置法によらないで通常の国庫負担法に基づいて申請したわけであります。この計

画がことしで終わりますので、また新しい紹介が来るのかなというふうに思います。それから

あとは、来年度の文部科学省の耐震調査の予算など見ましても今年度よりも４％ふやすという

ような内容になっておりますので、こういったことも含めまして有利な方法を考えていきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） 吉川議員にお答えいたします。 

 開発公社の問題でございますが、まず一つは10年以上長期保有している土地について、平成1

2年に当時の建設省の経済局長、それから自治大臣の官房から基本的な運用についての方式が出

されてございまして、その中に「公社は取得した土地をその用途に供するまでの間いたずらに

放置することなく積極的な利用について検討すべきであり、そのために必要な範囲内であれば

当該土地に簡易な施設を建設し管理することも差し支えない」というふうな方針が出されてい

るということが一つ。それから20年が最初にありきではないかというふうなご指摘でございま

すが、そういうことはございませんで、既に３月５日に公開プレゼンテーションを行った後の

委員会におきましても、委員の中からはその商業活動を展開する民間についてはあくまでも長

期的かつ安定的な事業展開をできるように担保すべきであるというふうな意見が出されている

ということが一つございました。それから事務的な流れでございますが、先ほど市長が答弁し

た内容でございますが、平成16年の９月に構造改革特区の中に一つ追加されたということもご

ざいまして、それと同時並行的に１号での特区の申請とそれから２号地の変更への可能性とい

うものを鋭意検討してきたと。そして正式には、先ほど市長が答弁しましたように６月28日に

正式に総務省に照会しましたが、残念ながら７月25日に不承認の結果が出たということを受け

ての２号への変更ということです。以上です。 

○議長（菊地 進君） 19番吉川 弘君。 

○19番（吉川 弘君） 結局、１号から２号に変えられる根拠というのが、今説明を受けました

けれども、それが全然わからないんですよ。どこにどういうふうに書かれているのか、その辺

についてもう一度お願いします。 

○議長（菊地 進君） 山本総務部長。 

○総務部長（山本 進君） １号から２号用地変更につきましては、昨年12月22日、政令が改正

されてございます。これは議員ご承知かと思います。それに基づいて、１号用地から２号用地
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への変更については県国とも相談しながら可能であるというふうな一定の見解を示されました

ので、今回定款変更したということでございます。 

○議長（菊地 進君） 暫時休憩いたします。 

 再開は15時15分といたします。 

  午後１５時００分  休憩 

 

  午後１５時１５分  再開 

○議長（菊地 進君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行いたします。４番伊藤栄一君。 

○４番（伊藤栄一君）（登壇） 平成17年９月議会も本日が最後となり、今回も私が最後の質問

者となりました。極力重複を避けたいと思いますが、重なる点がありましたらご容赦のほどお

願い申し上げます。ニュー市民クラブを代表し、通告に従い質問をさせていただきます。 

 先日の台風14号上陸により大きな被害をもたらしました。亡くなられた方々には心より弔意

を申し上げます。とともに、罹災に遭われた方々にも衷心よりお見舞いを申し上げます。１日

も早い復興と通常の生活に戻られますようご祈念申し上げます。 

 また８月16日には、宮城県では震度５弱の地震がありました。あっ、来たかと一時はどきっ

といたしましたが、当市内外ではたいした被害もなく常日ごろの市民挙げての防災訓練が幸い

してかけが人も出さずに済みました。今回の地震をよい教訓とし、今後予測される宮城沖地震

に対処するためにも常日ごろ市民一人一人の心構えと市当局、そして関係各位のご指導による

防災訓練を怠ることないようお願いを申し上げます。 

 さて質問に入りますが、①番目に塩釜港の活用について２点ほど伺います。 

 塩竈は港町です。港の発展がなければ塩竈市の発展がないと申し上げても過言ではないと思

います。塩釜港は昭和25年、港湾法の制定に伴い同26年重要港湾に指定され、昭和30年２月の

港湾審議会における港湾整備計画に基づき塩竈の港湾設備が着々と整備され、東北地方の発展

を支える流通拠点としての役割を担ってまいりました。しかし、近年におきましては東北の各

港、さらに仙台港区が国際貿易港として整備が進む一方、塩釜港の整備がおくれがちとなりま

した。塩釜港区は全体的に施設の老朽化と狭隘化に対応ができなくなってきたことは現況のと

おりです。そこで原点に戻り思い出していただきたいと思いますが、塩釜港は天然の良港、台

風どきの避難港として名の通った港であります。時の流れ、経済成長に伴い他の港は時代の波
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に乗りおくれないよう整備されてまいりました。そこで塩釜港を振り返れば、ほかの港を整備

するための仮の港として利用されたのではないでしょうか。昭和30年代当時の元市長桜井辰治

氏が地蔵島、馬放島を撤去、航路を整備することを国県の方に何度と要求いたしました。当時

はノリ、カキ棚を整理、須賀地内、そして浜田地区を改修、背後地を利府町を利用し、塩釜港

は第２の神戸港にする考えがありました。今、実現してみれば塩竈市はノリ御殿、カキ御殿が

築き、市は中核都市に成長しておったかもしれません。昭和30年代当時より航路の整備を要求

しておりました。どこの港も船の出入港は航路の整備からです。塩釜港は時代の流れに乗りお

くれ法的機関である海運局も出ていき、また税関も大部分仙台港に行き、形だけ塩釜港に残っ

ております。そのほか企業も同様、石油会社も出ていき、今回は日本農産工業、日本配合飼料

など出ていく予定と聞いております。それもこれも入港船の減少によるものではないでしょう

か。そこで質問いたします。第１点目、塩釜港航路の整備について。第２点目、塩釜港現企業

の生き残りについて、ご当局のご見解をお伺いいたします。 

 次に、②のＪＲＡ誘致について伺います。 

 ＪＲＡ誘致については平成12年９月の議会において誘致反対の請願書を否決いたしました。

現在シャッターのまち塩竈がよみがえる起爆剤となれるよう多くの市民が期待しております。

この話が出てから六、七年が経過いたしましたが、当局は賛否を決めることができないと思い

ますので、そのＪＲＡは企業として法的許認可が必要と思われます。そのあたりを踏まえ、今

後の推移をお尋ねするところでしたが、28日中川議員の質問で当局答弁でよくわかりました。

この件は私から質問は削除させていただきます。 

 さらに私から当局にお願いを申し上げます。例外としてアメリカ、ラスベガスはギャンブル

の町で栄えました。現在では世界の観光地として栄えておるようです。もし塩竈にＪＲＡが来

るようになりましたら塩竈市魚市場、仲卸市場の知名度アップには最高だと思います。そのと

きはご当局全般にわたり応援していただけますようお願いを申し上げます。 

 次に、③学校教育について２点ほどご質問いたします。 

 前回も質問いたしましたが、時間切れとなりましたので再度質問させていただきます。 

 第１点目は、上辺だけでなく実践のできる誠の道徳教育について伺います。私は子供サポー

ターとして子供たちの登下校のとき生徒と話すときがあります。生徒に道徳とはと尋ねますと、

大部分の生徒は意味はわかっておるんですが、言葉にはなりません。前回当局の答弁は週１時

間、年35時間道徳教育の勉強時間をとってあるとのことでした。私はいつでもとっさに実践で
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きる現実味のある魂の入った教育が必要かと思います。ご当局のお考えを伺います。 

 次に、③の２点目ですが、新しい先生方の実習についてお伺いいたします。学校を卒業、教

員試験に合格、すぐに教壇に立つことは大変困難な仕事です。まだ結婚もしていない、子供も

育てたこともない、このような先生方が子供の気持ちがよくわかるでしょうか。いろいろの実

習を受けてくるとは思いますが、塩竈独自の実習方法ができないでしょうか。ご当局の考えを

伺います。 

 次に、④の市町村合併について、このご質問も何度かお伺いしておりますが、今回２点ほど

お尋ねいたします。 

 市町村合併は99年、平成11年４月に始まり、平成の大合併は旧合併特例法に基づく支援のも

と全国の市町村は99年３月末で 3,232だったのが2006年、平成18年３月末では 1,822に再編さ

れることが定まっておるようです。宮城県では99年には10市59町２村であった市町村が、来年

３月には13市22町１村となるようであります。政府では新たにさらなる市町村合併を進める考

えでおりますが、合併後によるメリット、デメリットを申し上げますと、各市町村住民に対す

るサービス、福祉、環境整備などいろいろと異なっておりますが、欲を言えば切りがありませ

んが、合併後のデメリットはほとんど苦情がありません。また、メリットについては実際に市

町村住民にかかる財政、わかりやすく申し上げますと一人当たりの行政コスト人口 5,000人以

下の場合は一人当たり 104万円、人口１万人の場合は一人当たり43万円、人口三、四万の場合

は36万円と、このように合併後の効果が報告されております。このようによい結果が出ておる

のに、二市三町の合併はよいにつけ悪いにつけ話が出ておりません。政府では新特例法のもと

さらに合併を進める考えですが、そこでお尋ねします。第１点目は新特例法の得点について。

さらに第２点目は二市三町内において当市よりアタック、合意があれば塩竈市は１カ所でも前

進する考えがあるのかをお尋ねいたします。 

 次に、海岸通の顧客利便施設についてお尋ねいたします。 

 この件については平成四、五年より何度か質問をさせていただいております。平成５年の私

の質問には、当局は、すぐ新しいトイレを建設してもよい。しかし、地元の自助努力がないと

いうことから延び延びになってまいりました。今回あのようにトイレ、駐車場が整備されヤミ

市場の自慢の一つともなりました。そこでお尋ねをいたします。長年平行線でありました地元

の自助努力と壱番館に用事で来た方の車の駐車料金の取り扱いについてお伺いいたし、第１回

目の質問といたします。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 
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○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤  昭君）（登壇）  ４番伊藤議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに塩釜港の活用方策についてのご質問をいただきました。私自身もこの港町塩竈に暮ら

して、この塩竈の町はまさに海から港から元気をもらっているということを実感いたしており

ます。例えば、大みそかには港に停泊しております船の霧笛を聞きながらお正月を迎えるとい

うそういうすばらしい文化を享受できるのは、まさにこの港町に暮らす冥利だろうなというふ

うなことを感じておりますし、かつてのにぎわい、活気が港を活用する皆様方によって支えら

れてきたということについては私も大変感謝をいたしておるところであります。 

 そういった中、残念ながら天然の良港という名前に甘え切ってまいりました我が塩釜港、昨

今大変厳しい環境に置かれているということにつきましては議員ご指摘のとおりかと思ってお

ります。理由は幾つかあると思っております。一つは近隣に新しい人工の港がつくり上げられ

大型船の出入港が比較的容易にでき、さらには背後地との物流の動脈線等も我が塩竈よりも利

便性の向上が図られているといったようなこともあるのかと思いますが、やはり最大の理由は

港に入ります玄関口といいますか、どこのうちでもまず玄関を開けてその港の様子がわかるの

だと思いますが、我が塩釜港の場合は残念ながら水深マイナス９メーターの航路が今埋没いた

しておりまして、７メーターの水深も満足に確保されておらないという状況にあります。一方、

同じ仙台塩釜港、特定事業港湾の仙台塩釜港を見ますと、 400メーター、 500メーターを超え

る航路幅があり、水深が17メーターということで大型船が大変容易に出入港できるという環境

の違いであります。例えて言えば、仙台港には20メーター、30メーターの大きな道路が整備さ

れており、塩釜港の場合は４メーター、５メーターの砂利道があるというふうに理解いただけ

れば１番おわかりいただきやすいのかなと思っておりますが、こういったことが我が塩釜港の

発展を大きく妨げているということについては否定できない事実かと思っております。事実、

昨今、マイナス９メーター前後の大型船の出入港は残念ながら１年に１隻という程度でありま

す。そのほかについてはということになりますと、恐らく仙台港、石巻港にそういった船舶が

出入港しているのではないかなと思っております。 

 この塩竈の活性化を考えますときに、まず率先して取り組むべき課題がこの入り口の問題で

あります航路水深の維持確保の問題かと思っております。県におきましては、このため約毎年

１億円の費用を単独費で取り組みながら航路の維持しゅんせつに努めていただいておりますが、

残念ながら１億円程度の費用投入では目立った目覚ましい進展が図られないというのが現状か
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と思っております。このため塩竈市といたしましても議会の皆様方のご支援もいただきながら、

一昨年から県事業から国直轄事業によるしゅんせつについて要望を重ねてまいったところであ

ります。この結果、平成18年度予算の概算要求枠に本市の航路しゅんせつ事業がエントリーさ

れたという話はお伺いいたしました。大変喜んでおります。しかしながら内容的には100点満点

ではないかもしれません。60点、70点の成果かもしれませんが、まずそういったところから地

道にこういったことに着手する。それも行政、議会ということだけではなくて市民の方々も挙

げてこういったことに理解をいただき、取り組んでまいるべきかと考えておりますが、そうい

った中で幸い商工会議所の運輸港湾部会におきましては、この塩釜港を利用しておられます民

間の企業の方々等のご意見もいただきながらこの塩釜港を抜本的に見直ししていこうというよ

うな動きが出てまいっております。大変感謝を申し上げているところでありますが、そういっ

た動きと連動しながら、行政も一緒になりまして塩釜港のとりあえず航路のしゅんせつ工事の

直轄事業化に今後とも全力を傾けてまいりたいと思っております。 

 そういった中で現企業が果たしてどれぐらいこの塩竈に残るのかというご質問でありました。

塩釜港区を県の方におきましては仙台港区と一体的に位置づけ、互いの利用調整の中から塩釜

港につきましても一定の利用を確保していこうということが進められているということはお伺

いいたしております。そういった中で、旧来どおりのばら貨物     セメントとかそういった貨

物と理解をいただければと思いますが     だけではなかなか再生の道につながっていかないと

いうことで、今時代の脚光を浴びております海陸一環輸送システムに適合した船舶の受け入れ

につきまして今後積極的な取り組みをしてまいりたいと思っております。今申し上げました海

陸一環輸送船、例えて言えば自動車輸送船を描いていただければよろしいんですが、直接船の

中に貨物が積み込め、また短時間で積みおろしができるということで、まさに時代の新たな輸

送革新に対応したシステムということで全国的にも耳目を集めているところであります。ぜひ

こういったことにも民間の方々のお力もお借りしながら積極的に取り組みを始めたいと思って

おります。 

 そういった中、本市におきましては新たに塩釜港に立地しております企業訪問を始めさせて

いただいたところであります。我々、今までは港に立地した企業につきましては永続的にこの

地で事業展開をしていただけるという錯覚をいたしておりました。ところが昨今は、先ほど来

申し上げておりますように大型化、あるいは高度化ということが物すごいスピードで進んでい

るわけでありますので、そういったことに対応できるような施設整備が進まないとすれば当然
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企業として撤退ということもあり得るわけであります。先ほど議員の方からご質問いただきま

した家畜のえさをつくっておられます企業につきましても、そういった時代の要請に応えるた

めに隣の仙台港区の方に移転する計画ということにつきましても我々も了知いたしております。

こういったことを踏まえ、行政もそしてこの地域も、現在立地いただいております企業に引き

続きこの塩釜港で経営していただけるための努力を今から本格的にしていかなければならない

のではないかと。むしろ遅すぎるかもしれません。ただ、今からでもぜひこういったことに立

ち上がり、企業がどういったことで苦しんでおられるのか、どういったことであれば引き続き

この塩竈の地でこの塩釜港を活用しながら企業展開をしていただけるのかといったようなこと

を地道に掘り起こしながら、新たな塩釜港の再生のスタートを切ってまいりたいというふうに

考えているところであります。 

 次に、学校教育に関するご質問をいただきました。 

 初めに道徳教育の現状と推進に向けた取り組みについてお答えいたします。 

 学校における道徳教育は年間35時間の道徳の時間だけではなく、学校教育全体の中であらゆ

る機会をとらえて全教員によってなされるものであり、最終的にはみずから考え判断し、実践

できる人間の育成を目指すものでございます。道徳教育の実践例といたしまして、例えば玉川

中学校では毎年各界で活躍する著名人の体験談や実技など本物に触れさせ、自分の生き方につ

いて深く考えさせる全校道徳の時間を実施しております。今年は通勤途中でバス事故で下半身

マヒになり、現在も車いすの生活を続けておられます会津若松市在住の大石邦子さんに「人は

生きるために生まれてきたのだから」というテーマでご自身の体験に基づくお話をしていただ

きました。講師の壮絶とも言える生きざまに触れ、生徒たちは改めて命の大切さでありますと

か自分の生き方について心を揺さぶられ感動を得たと聞いております。また道徳教育を通して

部活動ごとに担当を決めお世話になっております地域の清掃活動を実施するなど、郷土を愛し

感謝の念を深める実践活動も行っているというふうに聞いております。その他の学校におきま

しても道徳の時間と各教科、特別活動、総合的な学習の時間との密接な連携を図りながら計画

的、発展的な指導をなお一層強めてまいります。さらに今年度からカメイこどもの夢づくり基

金を活用し、例えば舞台鑑賞や後援会など本物の芸術や人物に触れ、夢と感動を与える感動支

援プログラム事業を各学校ごとに推進しているところであり、今後とも心豊かな塩竈市の子供

たちの育成を目指し、体験活動を生かすなど心に響きそれぞれの心に記憶されるような道徳教

育を推進してまいりたいと考えております。 
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 新任の先生方の研修についてお答えをさせていただきます。 

 学校の教員は初任者でありましても、教壇に立つ場合は児童生徒やその保護者あるいは地域

社会から他の教員と同等の指導力を期待されるわけであります。したがいまして、できるだけ

早期に児童生徒の指導等の職務を遂行できるレベルまで教員としての知識や技量を高める必要

がございます。本市といたしましては平成17年度は小学校４名、中学校１名の新任教員が配置

されておりますが、県の初任者研修制度に基づき、採用直後から学校における授業や生徒指導

などの実務やその実践的指導力や教員としての技量の向上を図るため研修を実施しております。

その内容は勤務校での指導教員による授業の実践研修や学校教育の基本について認識を深める

などの一般研修等や、さらには教員研修センター等での専門的な研修、あるいは社会体験、ボ

ランティア活動等に関する研修を実施させていただいております。また、本市独自の研修とい

たしましては、塩竈の歴史や文化及び公務員の心構え等について市職員を講師に研修会を実施

しているところでございます。さらに各学校におきましては、教員活動全般について校長及び

全職員により日常的に指導を継続しているところでございます。教員は研修などを通じ常に自

己研さんに努めることを求められており、今後とも各種研修会の充実を図り児童生徒やその保

護者あるいは地域社会から本当に信頼される教員を育て、学校教育の充実を図ってまいりたい

と考えているところでございます。 

 市町村合併についてご質問いただきました。 

 初めに市町村合併の特例についてでありますが、市町村の合併の特例に関する法律、いわゆ

る合併新法は平成17年４月１日から平成22年３月31日までの５年間の時限立法となっており、

これに基づき今年５月、国の基本方針が示され、引き続き都道府県主導で市町村の自主的な合

併が全国的に推進されることとなりました。この基本方針では、まず都道府県が生活圏域を踏

まえた行政区域の設定をすることとし、指定都市や中核市を目指す市町村やおおむね１万人未

満の市町村を対象とした市町村の組み合わせなどの市町村合併に関する構想を定めることとな

っております。財政支援といたしましては引き続き普通交付税における合併補正などは行うも

のの、合併特例債は廃止されるというものであります。宮城県では現在この構想策定のために

住民アンケート調査を予定しているところでございます。 

 次に、本市から近隣市町に呼びかけて合意があれば１カ所とでも合併を進める考えがあるの

かというご質問をいただきました。 

 私が考えます合併につきましては、まず本市の市民の皆様を初め生活や文化の面でつながり

-212- 



の深いやはり近隣一市三町の皆様の意識が一体になることであり、地域においてより効率的な

質の高い行政サービスを享受でき、さらに充実した社会生活を送る環境整備ができることが合

併推進の最低条件ではないかなと考えております。ただ単に財政状況の好転、累積赤字の解消

だけでは市町村合併の目的とはなり得ないのではないかなというふうに考えておりますし、や

はり市民の皆様の意識の醸成というものも大切な要素ではないかなと考えております。これま

で塩竈地区広域行政連絡協議会や未来都市づくり研究会におきまして、さまざまな広域行政に

向けた取り組みを行ってまいりました。合併につきましては各市町間ではそれぞれの固有の事

情からかなり温度差があるのかなというふうなことを感じているのも実感であります。そうい

った中で、例えば具体的な相手を見つけ出し、例えば１対１の合併を行うことから始めてはど

うかという意味のご質問かと思います。そういった方々にこの塩竈の歴史、文化、教育、さら

には福祉、何よりも固有の産業活動等を共有できるパートナーがもしあるとすれば、それはそ

れで検討に大いに値するのではないかなというふうに考えております。ただし、そのためには

まず我々のこの町が、当然ではありますが、個性にあふれ、歴史、文化を醸し出すとともに本

当に豊かな教育、福祉社会が構築され活気あふれた産業活動が展開され、潤いにあふれた地域

環境を保有する都市でやはりなければならないというふうに考えております。そのための第一

歩を今、我々はまさに踏み出そうとしているところでありますし、今後ともそういった意味合

いから行財政改革に積極的な取り組みを行い、他市からぜひ塩竈市と望まれるまちにしてまい

りたいと考えております。 

 次に、海岸通顧客利便施設に関するご質問をいただきました。 

 前段の経緯につきましてはコメントを避けさせていただきますが、海岸通顧客利便施設    

いわゆるトイレ、駐車場、あるいは駐輪場でございます      に当たりましては、地元に愛し

ていただける施設であるべきである。あるいは訪問客にも快適に利用される施設でなければな

らない。さらには駅に近接する海岸通の潜在能力を生かす施設として整備することが肝要とい

うことで、トイレの形状から個数、デザイン、あるいは維持管理のあり方、さらには保安上の

問題、役割分担などに踏み込んで地元の方々と10数回にわたる協議を重ねさせていただきまし

た。顧客施設は施設への目配りあるいは不審者対策など常に行き届いた管理が必要であり、こ

のためには地元と行政の相互協力が不可欠でございます。地元からは施設維持への協力として

水道、下水道料金の負担の提案をいただきました。これは従前のトイレのくみ取り料を地元が

支出していた経緯から、それに相当する部分を自分たちが負担いたしますというご提案をいた
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だきました。協議の結果といたしまして、施設の完成にあわせ海岸通クリーンコミュニティが

地元で組織され、上下水道の経費負担、周辺エリアの清掃や各施設の日常点検等の維持管理協

定を締結させていただいたところでございます。 

 壱番館利用者への対応についてご質問いただきました     につきましては、これまでと同様

に利用していただけるようにいたしております。あらかじめ図書館、福祉事務所が時間回数券

を購入し利用者に交付する方法となっておりますが、この回数券はこのたび中央公共駐車場と

の共用化が図られておりますので、利用者にとってはより利便性が向上しているというふうに

考えております。今回改めて海岸通に新しい風が吹き込んだわけであります。これはあくまで

もスタートでございまして、名実ともに本市商業の中核としての役割を果たすこの地区が、こ

のような動機を契機とし、かつてのにぎわいをぜひ取り戻していただくことができますような

商店街づくりを我々行政もともに目指す第一歩であります。なお一層頑張ってまいりたいと考

えております。よろしくお願いを申し上げます。私からは以上でございます。 

○議長（菊地 進君） ４番伊藤栄一君。 

○４番（伊藤栄一君） 私の質問に対して懇切丁寧にご回答いただきましたことを感謝申し上げ

ます。 

 港湾についてはある程度述べさせていただいたんですが、これは私、市におるとき、桜井市

長さんにお仕えしたんですが、桜井市長さんは仙台港を計画される前に塩釜港の改修というこ

とには相当意欲を燃やしておったようでございます。しかし、今、私が思えば戦後の食料不足、

自給自足時代でございましたので、塩釜港、松島湾は海のたんぱく資源の畑として大きな役割

を担っておりました。また、大物政治家がいなかったためかもしれませんが、矛先が仙台港の

方に向いたという経緯もあろうかと思います。しかし、その桜井市長さんの構想は思いを捨て

切れずかと思いますが、当時運輸省から渡辺さんという方を招聘して土木課に勤務してもらっ

たと。それで港湾のことをいろいろと相談に乗っておったというのが私の記憶にございます。

町の発展は道路から、そして港の発展は航路からということがございますが、現在仙台港も入

港船でいっぱいになっております。塩釜港は口癖のようにサブ港と言われておりまして、塩釜

港に回るようにいろいろのご指示があるかもしれませんが、航路が狭い、浅いということから

塩釜港に回るなら仙台港で半日や１日待ってもよいという船長さんの声も聞かれます。そのほ

か塩釜港の背後地ではなかなか処理ができないのではないかということもあるんですが、まず

航路の整備と船が入ることが、私は先決ではなかろうかなと思います。一本松地区においても
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整備すればまだまだ使える土地がいっぱいあるのではなかろうかと思いますが、昔のことばか

り話すんですが、昔はあそこの一本松に中川航空といいまして飛行機の部品をつくっていたと

ころもあるんです。それから日東肥料とか、ご承知の専売公社もあんな大きな土地がございま

す。それから県有地で、今、一本松の公園と。あの公園は石油基地が来たために、防災の一つ

ということで公園もつくったというのが私が聞いておるんですが、実際石油が出ていくとなれ

ば塩竈には伊保石公園という大きなのがあります。そしてもし塩釜港が生きるのであれば、今

そういう県有地も利用できるのではなかろうかなと、そういうふうにも私はとっております。

船が入ってくればいろんな企業の方々が努力して陸上ではどんな荷さばきもできるのではない

かと、私は確信を持っています。そういう点でやはり航路の整備には一丸となって力を入れる

ことが先決ではなかろうかと私は思っております。今、塩竈は生きるか死ぬかのまちです。瀬

戸際です。国や県任せではなく、市長さんが先頭になって一丸となって、市民一丸となって請

願することが私は塩釜港の生きる道ではなかろうかなとかように思っております。現在の企業

の生き残りは当然ですが、その企業の生き残りを考えながら一概には全部できないんでしょう

が、この50年の     30年代からの50年のブランクですが、これがやはり航路に燃やして来た桜

井市長さんの心がよくわかるような気もします。私はやはり塩釜港が、塩竈の市民があそこで

港運送に働いている方が相当の数の方が我々年配でおるわけです。それもやはり船が入って運

送の荷役がいっぱいあったからこそだと私は思っております。そういう面でひとつぜひ     

市長さんは浅野学校を卒業したんだし、一塩竈市民でございますので、塩竈のよりよい港づく

りのために今度は反対の立場でひとつ市民の片棒を担いで塩釜港の方に力を入れていただきた

いとかように思う次第でございます。言い方が酷かもしれませんが、その辺は市長さんの力は

大変なものです。今の小泉さんも佐藤市長なら任せると言ってくれるかもしれませんので、ひ

とつその辺はよろしくお願いをしたいと思います。 

 次に道徳ですが、今いろいろと今の塩竈市教育委員会のご説明を聞いていただき本当に感銘

を受けております。この道徳とはと、皆さんご承知のように辞書に書いてあるのは「人が守る

べき行いの標準」とこういうふうに書いてあります。大人の人も道徳は何やと聞かれると、意

味はみんな大体わかっているんですが、いかに言葉に出てこないのではないかなとそういうふ

うに思う次第でございます。やはり私も小さいころから先生方に教わって、怒られた先生は１

番イメージがあると。そういう面で、先ほどいろんな面で道徳を教えているということですが、

やはり口が酸っぱくなるほど道徳については子供たちに教育することではなかろうかなと、私
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は思っております。よく「地震、雷、火事、おやじ」ということがございますが、これは「地

震、雷、火事」なんていうのは、そのとき１日、２日でもう次に去っていきます。やはり「お

やじ」というのは大事だと私は思う。朝と晩と毎日おやじと顔を合わす。きょう悪いことをす

ればおやじに怒られるのではないかなと思うように、やはり道徳、道徳、朝から言っていれば、

あの先生のところでは悪いことをしなくても隠れて歩いたり、そんな行動が出てくるのではな

いかなというふうに思いますので、しつこいようですがその道徳については本当に今テレビ、

新聞で、小中学生がいろんな事件を起こしています。それはやはり道徳の徹底が足りないので

はなかろうかと思います。おかげさまでここの塩竈市では余りそういう非行が目立たないよう

でございますが、そういう面も踏まえて学校でひとつ口の酸っぱくなるほど道徳教育をよろし

くお願いしたいと、かように思っております。 

 次に二市三町の合併でございますが、旧の合併の場合は二市三町では特例債、本当は 600億 

の金が使えたということは皆さんご承知のとおりだと思いますが、来年３月でこれも切れます。

それで、それの７割も返すことがないというのはもう市民がその辺はよくわかっていないので

はないかと。やはり市議会と首長さんたちがこそこそと言いますか、その辺がわかっていて表

に出なかったというのが現実ではなかろうかなと私は思っています。それと同時に一つでも一

緒になれないかということは、ほかの首長さんの講演でちょっと聞いたんですが、塩竈は今、

赤字だ赤字だと言っていながら環境整備でもう半分も使っているんだなと。特に水道関係では

塩竈は１番最初に力を入れたんですが、今まで10億もの金を出しております。ここ二市三町の

市町村ではあと１億、それから四、五千万というようなことで、水源についても塩竈は断トツ

でございます。それはやはり先人の方々の力があったからこそと私は本当に自慢にしておると

ころでございますが、そういう環境整備を整えておる塩竈が力がないのではなく、そういうこ

とをわかっていただける市町村があればぜひ一緒になって、先ほど市町村合併のメリットで私

が話したんですが、やはり行政コストがぐんと下がってくるということも目に見えております。

ただ、いろんな今の福祉関係とかそれから給料問題、問題点は相当あろうかと思いますが、や

はり一日でも早くそういうもののメリットが出るのであれば、その合併するところとは手を握

ってもいいんじゃないかと。それと同時に首長さんのをこの間ちょっと聞いたのでございます

が、塩竈が本当にやろうと言えば私らはなってもいいんですよと、その講演会の方々にお話を

しているんですよ。そういう点も私らは耳にしておるので、市長さんはまだ一期ということで

ちょっとその辺もおこがましいと言いますか、自分から手を差し伸べるのをちょっと控えてい
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るのか知りませんが、やはり時と場合によってはそういうことを口に出して一緒の方向に部課

長さんたちで協議しようかということでやってもいいのではないかと。よいことはもう先にど

んどん進んでいいのではないかと。これがその給料問題とかいろんな福祉の手当問題、いろん

なことでこれが全部均衡を保つまであと10年、20年、いつまでかかるか知らないということだ

と私は思います。そういう面である程度の差があっても、そういうものは合併してそういう中

で異なっている面をすり合わせしていくということもできるのではないかなと思いますので、

もう少しその辺の積極性をひとつご当局の方にお願いするものであります。 

 ５番目のトイレ、駐車場ですが、あんなに立派なもので私は反対とかどうのこうのではない

んですが、前はいろんな地元との掛け合い、私も何度かやったんですが、観光客に対して掃除

料まで我々が払うのかとかいろんなことがございましてちょっと延び延びになりましたが、先

ほどの市長さんのご答弁で本当にあんなに立派なすばらしいものを建てていただき、ここのク

リーンということでは地元も積極的に自助努力で参加するということは大変結構なことだと思

います。これ以上私から申し上げることはございません。 

 さらに駐車場ですが、前は駐車場に止めて壱番館に用事がある方はサインをもらえば無料で

駐車してあったと。しかし、この間駐車場等の開業式に私が参加したときのあの資料にはそう

いうただのお話は一つも載っていないということで、もう少しその辺の説明といいますか、や

はり役所に用事があって来れば30分間無料だとか何かそういうものを、前と同じようにもう少

し皆さん市民の方にわかるようにパンフレットなり何なりを出していいんじゃないかと思いま

すが、その辺を踏まえて第２回目の質問とさせていただきます。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤  昭君） 塩釜港の活性化につきましては先ほどの答弁でも触れさせていただきま

したし、今、議員からの再質問に再度お答えをさせていただきますが、もともと仙台港区がス

タートする際の当初の港の性格としては臨海型の工業港ということでありました。これは新産

都市仙台湾地区の中核的な役割を果たす工業港としての機能を仙台港区に特化し、塩釜港につ

きましては流通拠点港湾という役割をということで、それぞれ住み分けがされたわけでありま

すが、しかしながらその後やはり港に対する需要の高まりとともに結果的に、仙台港区につき

ましても工業港としての機能に加え流通拠点港としての役割もどんどん高まっていったという

ことであるかと思っております。そういうことによりましてストロー式に塩釜港の方から仙台

港の方に、特に大型船の貨物がシフトしているということでありますが、さらに     さらにで
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ありますが、最近は日本の港全体から臨海型工業の撤退というものが進んでいるわけでありま

す。これはもう既に議員もご案内かと思いますが、コスト競争に勝ち残っていくためにはとい

うことで、例えば中国でありますとかその他の外国で新たに工場を立ち上げるという事例がど

んどんふえてきております。結果的に仙台港区につきましても工場の撤退が進んでいるという

のが実態であります。こういった実態を見ましたときに、やはりもう各港間の熾烈な競争であ

ります。どういうことをそれぞれの港で提案できるかというところに尽きるのかなと思ってお

ります。地元がどれだけ汗をかくかということであります。でありますから、先ほど申し上げ

ましたように、我が塩竈市の職員もそれぞれの企業を１個１個訪問させていただきながら新た

な貨物の発掘につなげていきますとともに、輸送革新に対応した貨物の発掘といったようなこ

とも喫緊の課題ではないかなと考えております。こういったことにつきましては、単に行政と

いうだけではなくて港湾関係者の方々の多大なるご協力もいただきながら進めていく必要があ

るのかなと思っております。いずれ衰退が繁栄につながるような努力をなお一層してまいりた

いと考えております。 

 それから市町村合併。決して私、消極的だという意味でお話ししたつもりはございませんで、

ただ、ただ大前提は市民の方々の合意形成というのが非常に大切ではないかなと思っておりま

す。単に首長が決断するということではなくて、塩竈市全体としてどういった方向に向かうべ

きかということが実は大変重要であると思っておりますし、過去の議会におきましても市民の

方々の十分なご理解をいただきながらということをご答弁させていただいておりますので、今

後につきましてもそういったことに十分配慮しながら、なお一層この地域の発展のために取り

組んでまいりたいと思っております。 

 それから駐車場につきましては説明の中でもちょっと触れさせていただきましたが、旧来ど

おり     たしか30分間無料ですかね      30分間無料という制度はそのまま維持しながら、今

までと違ってきておりますのが、公共駐車場でも駐車できるように両方使えるようになりまし

たということを先ほどご説明させていただいたかと思いますが、なおこういった趣旨を今後と

も積極的にＰＲさせていただきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（菊地 進君） 小倉教育長。 

○教育長（小倉和憲君） 私の方から道徳教育について。 

 私も伊藤議員のお話のとおり、人間が生きる道として道徳の重要性は同じように認識してお

ります。今後とも市内の小中学校において道徳教育のさらなる充実に努めるよう、今後とも指
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導してまいりたいと思います。以上です。 

○議長（菊地 進君） ４番伊藤栄一君。 

○４番（伊藤栄一君） 大変ありがとうございました。 

 ３点目に一つだけお伺いしておきますが、港湾のことで18年度の概算要求で航路しゅんせつ

の推進、これに対してご答弁だけいただいて終わりにしたいと思います。以上です。 

○議長（菊地 進君） 佐藤市長。 

○市長（佐藤  昭君） もし専門的な話になりましたらご容赦いただきたいと思いますが、塩釜

港の本航路マイナス９メーターであります。我々も昨年度までマイナス９メーターでぜひとい

う要望活動を議会とともに行ってまいりました。それで、先ほど申し上げましたように県の単

独事業では限界があるということで、直轄事業でということに考え方を切りかえて、直轄事業

としてぜひ取り組んでいただけないかということを昨年度の中盤からお願いしてまいりました。

ただ港湾事業の中身に踏み込む話になりますが、県と直轄事業の区切りがマイナス12メーター

でございます。今、新しく法律が改正されまして直轄事業については12メーター以上の岸壁、

航路、泊地については国がやると。12メーター未満のものについて、例えば11メーターとか10

メーターについては県が実施するということに大きく整理がされました。そういった中で塩釜

港の航路はマイナス９メーターであります。まともに要求をしていけばこれは当然国の事業で

はなく県の事業ですからという整理をされて、今までの域を一歩も出ないわけであります。し

かしながら直轄事業の中で特例がございまして、先ほど申し上げました輸送革新船    例えば

自動車輸送船でありますとかロールオン・ロールオフ船というような船であります    それは

直接貨物を積んだトラックのシャーシーを船の中に積み込める。車が直接入る。こういうもの

は全国的な海陸一環輸送システムの中で輸送革新船と呼んでおりますが、こういった輸送体系

を促進する手伝いをするということで、こういった分野につきましては直轄事業でもできると

いう整理がされているわけであります。しからば輸送革新船というのがどれぐらいの水深かと

いうことでありますが、大宗、大体平均として７半ぐらいであります。７メーター50でありま

す。もちろんそういうやつよりも大きいやつもございますし小さいやつもありますが、国の整

理の仕方としては輸送革新船の最大は７メーター50だという整理をされております。先ほど私

が、60点か70点かもしれませんが、と申し上げたのはそういう理由であります。本来は９メー

ターにもちろん掘らなければならないわけであります。ですから、まずは７メーター50を直轄

事業でクリアしていただければ、その下をさらに今までどおり県の事業としてさらに９メータ
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ーまでの部分を取り組んでいただくことはできるわけでありますので、ぜひそういった制度を

最大限に活用したいということで、今年度につきましては 100点はいただけないかもしれませ

んが、直轄事業として目を振り向けていただけるということではぜひぜひご理解をいただけれ

ばと思っております。以上でございます。（「はい。ありがとうございました」の声あり） 

○議長（菊地 進君） 以上をもって本定例会の全日程は終了いたしました。 

 よって、本日の会議を閉じ、本定例会を閉会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

  午後４時１３分  閉会 
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